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無
住
職
寺
院
教
会
及
び
兼
務
住
職
寺
院
教
会
対
策
委
員
会
規
程
の
一

部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

�

天
台
座
主　

大
僧
正　

森　

川　

宏　

映　

�

宗
務
総
長　

大
僧
正　

杜　

多　

道　

雄

規
程
八
二
一
号

　

無
住
職
寺
院
教
会
及
び
兼
務
住
職
寺
院
教
会
対
策
委
員
会
規
程
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

⑴　

第
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
目
的
）

第
一
条　

一
宗
の
無
住
職
寺
院
教
会
及
び
兼
務
住
職
寺
院
教
会
に
関

す
る
事
項
の
対
策
に
つ
い
て
審
議
す
る
た
め
、
無
住
職
寺
院
教
会

及
び
兼
務
住
職
寺
院
教
会
対
策
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い

う
。）
を
設
け
る
。

⑵　

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
組
織
、
任
務
及
び
任
期
）

第
二
条　

こ
の
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
十
二
人
の
委
員
で
組
織
し
、

宗
務
総
長
が
委
員
長
と
な
り
会
務
を
総
理
し
、
法
人
部
長
が
会
務

を
管
理
す
る
。

一　

宗
務
総
長
の
職
に
あ
る
者

二　

法
人
部
長
の
職
に
あ
る
者

三　

宗
議
会
議
員
の
う
ち
か
ら
宗
務
総
長
の
推
薦
に
よ
り
、
天
台

座
主
が
任
命
し
た
委
員
四
人

公　
　

布

四　

宗
務
所
長
の
う
ち
か
ら
宗
務
総
長
の
推
薦
に
よ
り
、
天
台
座

主
が
任
命
し
た
委
員
四
人

五　

住
職
の
う
ち
か
ら
宗
務
総
長
の
推
薦
に
よ
り
、
天
台
座
主
が

任
命
し
た
委
員
二
人

２　

委
員
の
任
期
は
、
四
年
と
し
、
職
務
に
伴
う
も
の
は
そ
の
在
任

中
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
に
よ
る
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の

残
任
期
間
と
す
る
。

⑶　

第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

第
三
条
中
「
会
長
」
を
「
委
員
長
」
に
改
め
る
。

⑷　

第
四
条
（
見
出
し
を
含
む
。）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
審
議
事
項
）

第
四
条　

こ
の
委
員
会
は
目
的
達
成
の
為
、
次
の
事
項
の
対
策
に
つ

い
て
調
査
審
議
す
る
。

一　

無
住
職
寺
院
教
会
及
び
兼
務
住
職
寺
院
教
会
の
専
務
住
職
化

に
関
す
る
事
項

二　

不
活
動
宗
教
法
人
に
関
す
る
事
項

三　

兼
務
住
職
寺
院
教
会
の
特
例
に
関
す
る
事
項

四　

そ
の
他
宗
務
総
長
が
必
要
と
認
め
た
事
項

⑸　

第
五
条
を
第
七
条
と
し
、
第
四
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
小
委
員
会
）

第
五
条　

委
員
会
は
目
的
達
成
の
為
、
必
要
に
応
じ
、
小
委
員
会
を

置
く
こ
と
が
で
き
る
。

一　

小
委
員
会
は
、
こ
の
委
員
会
の
委
員
の
中
か
ら
若
干
人
を
委

員
長
が
委
嘱
す
る
。
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二　

委
員
の
任
期
は
、
こ
の
委
員
会
の
委
員
在
任
中
と
す
る
。

（
意
見
聴
取
）

第
六
条　

委
員
長
は
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
委
員
以
外
の
者
の

出
席
を
求
め
て
、
意
見
又
は
説
明
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　

附　

則

１　

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
規
程
施
行
の
際
、
現
に
委
員
の
職
に
あ
る
者
の
任
期
は
、
第

二
条
の
規
程
に
か
か
わ
ら
ず
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と

す
る
。

【
要　

旨
】

　

こ
れ
ま
で
の
委
員
会
の
審
議
に
加
え
、
不
活
動
宗
教
法
人
に
つ
い

て
調
査
研
究
し
、
そ
の
対
策
を
策
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　

─
─
─
─
─
─　

♢　

─
─
─
─
─　

♢　

─
─
─
─
─
─

　

教
師
研
修
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

�

天
台
座
主　

大
僧
正　

森　

川　

宏　

映　
�

宗
務
総
長　

大
僧
正　

杜　

多　

道　

雄

規
程
八
二
二
号

　

教
師
研
修
会
規
程
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

⑴　

第
六
条
に
定
め
る
別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表科

目
群

履
修
科
目

取
得
単
位

Ａ
群
（
基
礎
科
目
）
①
イ
ン
ド
仏
教
史
１

１

②
イ
ン
ド
仏
教
史
２

１

③
中
国
仏
教
史
１

１

④
中
国
仏
教
史
２

１

⑤
中
国
仏
教
史
３

１

⑥
日
本
仏
教
史
１

１

⑦
日
本
仏
教
史
２

１

⑧
日
本
仏
教
史
３

１

⑨
日
本
仏
教
史
４

１

⑩
日
本
仏
教
史
５

１

Ｂ
群
（
実
践
科
目
）
①
日
常
勤
行
の
内
容

１

②
法
華
懺
法

１

③
例
時
作
法

１

④
光
明
供

１

⑤
葬
送
儀
礼
の
内
容
１

１

⑥
葬
送
儀
礼
の
内
容
２

１

⑦
法
則

１

⑧
経
歴
行
階
の
意
義

１

⑨
年
中
行
事

１

⑩
天
台
宗
の
仏
具
・
位
牌
・
塔
婆
・
書
式

１

Ｃ
群
（
応
用
科
目
）
①
宗
典
１

１

②
宗
典
２

１

③
宗
典
３

１

④
天
台
大
師
１

１

⑤
天
台
大
師
２

１

⑥
天
台
大
師
３

１

⑦
伝
教
大
師
１

１

⑧
伝
教
大
師
２

１

⑨
伝
教
大
師
３

１

⑩
天
台
の
密
教

１

　
　

附　

則

　

こ
の
規
程
は
、
議
決
の
日
（
平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
二
日
）
か
ら

施
行
す
る
。
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【
要　

旨
】

　

こ
れ
ま
で
の
教
師
研
修
会
開
催
の
実
績
を
踏
ま
え
、
別
表
の
表
記

を
よ
り
明
確
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　

─
─
─
─
─
─　

♢　

─
─
─
─
─　

♢　

─
─
─
─
─
─

　

布
教
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

�
天
台
座
主　

大
僧
正　

森　

川　

宏　

映　

�
宗
務
総
長　

大
僧
正　

杜　

多　

道　

雄

規
程
八
二
三
号

　

布
教
規
程
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

⑴　

第
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
（
養
成
機
関
の
設
置
）

第
十
六
条　

布
教
師
が
時
代
に
即
応
す
る
布
教
に
必
要
な
理
論
の
研

究
及
び
教
化
指
導
を
行
う
た
め
、
布
教
師
の
養
成
機
関
を
天
台
宗

布
教
師
会
及
び
教
区
又
は
教
区
布
教
師
会
に
設
置
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
程
は
、
議
決
の
日
（
平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
二
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

【
要　

旨
】

　

天
台
宗
布
教
師
会
の
中
に
、
布
教
師
の
養
成
機
関
を
設
置
し
、
天

台
宗
中
央
布
教
師
養
成
所
の
位
置
付
け
を
明
確
に
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。

　
　

─
─
─
─
─
─　

♢　

─
─
─
─
─　

♢　

─
─
─
─
─
─

　

天
台
宗
社
会
活
動
団
体
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
会
議
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

�

天
台
座
主　

大
僧
正　

森　

川　

宏　

映　

�

宗
務
総
長　

大
僧
正　

杜　

多　

道　

雄

規
程
八
二
四
号

　

天
台
宗
社
会
活
動
団
体
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
会
議
規
程
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。

⑴　

第
二
条
第
一
項
第
十
号
の
次
に
、
第
十
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を

加
え
る
。

　

十
一　

天
台
宗
防
災
士
協
議
会

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

【
要　

旨
】

　

新
た
に
設
立
さ
れ
た
団
体
を
組
織
に
加
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
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天
台
宗
災
害
補
償
制
度
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

�

天
台
座
主　

大
僧
正　

森　

川　

宏　

映　

�

宗
務
総
長　

大
僧
正　

杜　

多　

道　

雄

規
程
八
二
五
号

　

天
台
宗
災
害
補
償
制
度
規
程
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

⑴　

第
四
条
第
一
項
第
一
号
⑹
を
削
除
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

【
要　

旨
】

　

実
績
を
踏
ま
え
、
給
付
金
の
支
給
基
準
を
整
理
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。

　
　

─
─
─
─
─
─　

♢　

─
─
─
─
─　

♢　

─
─
─
─
─
─

　

天
台
宗
布
教
師
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

�

天
台
座
主　

大
僧
正　

森　

川　

宏　

映　

�

宗
務
総
長　

大
僧
正　

杜　

多　

道　

雄

規
則
第
二
二
一
号

　

天
台
宗
布
教
師
会
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

⑴　

第
二
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２　

役
員
は
、
教
区
布
教
師
会
会
長
会
議
に
お
い
て
出
席
者
の
互
選

に
よ
っ
て
選
出
す
る
。

⑵　

第
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
（
顧
問
）

第
四
条　

天
台
宗
布
教
師
会
に
、
顧
問
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
顧
問

は
、
本
宗
布
教
に
顕
著
な
功
績
の
あ
っ
た
も
の
を
役
員
会
が
推
薦
し
、

教
区
布
教
師
会
会
長
会
議
に
て
推
戴
す
る
。

⑶　

第
七
条
の
次
に
第
八
条
と
し
て
次
の
一
条
を
加
え
、
第
八
条
以
下

一
条
ず
つ
そ
れ
ぞ
れ
繰
り
下
げ
る
。

　
（
天
台
宗
中
央
布
教
師
養
成
所
）

第
八
条　

布
教
師
を
養
成
す
る
た
め
、
天
台
宗
布
教
師
会
に
天
台
宗
中

央
布
教
師
養
成
所
を
置
く
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
議
決
の
日
（
平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
二
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

　
　

─
─
─
─
─
─　

♢　

─
─
─
─
─　

♢　

─
─
─
─
─
─

　

天
台
宗
災
害
補
償
制
度
規
程
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

�

天
台
座
主　

大
僧
正　

森　

川　

宏　

映　

�

宗
務
総
長　

大
僧
正　

杜　

多　

道　

雄

規
則
第
二
二
二
号

　

天
台
宗
災
害
補
償
制
度
規
程
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
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る
。

⑴　

第
十
三
条
第
二
項
第
一
号
⑵
中
、「
及
び
そ
の
他
の
給
付
金
」
を

削
除
す
る
。

⑵　

第
十
四
条
第
一
項
第
三
号
を
削
除
し
、
第
四
号
を
第
三
号
と
す
る
。

⑶　

別
表
《
規
則
第
十
三
条
第
二
項
第
一
号
⑵
に
定
め
る
表
》
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

《規則第十三条第二項第一号⑵に定める表》
火災共済支払表〈平成29年４月１日から適用する〉
　下記給付金の支払事由及び支払金額

給付金を支払う場合 給付金額及び限度額

特
別
給
付
金

・火災共済に加入の寺院教会が、次のいずれかに
該当した場合に支払います。
ａ．本堂が火災・破裂・爆発・風災・雹災・水
災・雪災（以下「火災等」という）により全
焼又は全壊の時。

ｂ．代表役員（住職又は教会主管者）が居住す
る庫裡が火災等により全焼又は全壊の時。

・500万円を支払います。

・上記ａ．ｂ．に掲げる事故で、半焼又は半壊以
上の被害を被り、全焼又は全壊にいたらない時
に支払います。

・250万円を支払います。

・上記ａ．ｂ．以外の火災共済加入建物が火災等
により全焼又は全壊の時。

・200万円を支払います。

・上記ａ．ｂ．以外の火災共済加入建物が火災等
により半焼又は半壊以上の被害を被り、全焼又
は全壊にいたらない時。

・100万円を支払います。

・上記ａ．ｂ．以外の火災共済未加入建物が火災
等により全焼又は全壊の時。

・70万円を支払います。

・上記ａ．ｂ．以外の火災共済未加入建物が火災
等により半焼又は半壊以上の被害を被り、全焼
又は全壊にいたらない時。

・35万円を支払います。

・火災共済に加入している寺院教会において、火
災等により死亡者が発生した時。

・死亡者１名につき、100万円の
見舞金を支払います。

・火災共済に加入している寺院教会において、火
災等により負傷者が発生した時。

・入院者１名につき見舞金10万円
を支払います。

・通院者１名につき見舞金３万円
を支払います。

・物置、ガレージ、社等、付属建物が火災等によ
り全焼、半焼又は全壊、半壊の時。

・見舞金10万円を支払います。

・ボヤ、焦損の時。 ・建物を問わず５万円の見舞金を
支払います。

・寺院教会建物に被害のない土砂崩れ、倒木、床
下浸水復旧費用。

※山林、畑等での被害は除く。ただし、信仰の対
象となる建物・仏像等への参道に対する被害は
対象とする。

※床下浸水については地面より45㎝未満とする。

・一寺院30万円を限度に給付金を
支払います。ただし、その支払
総額及び一事故全体の総支払額
は、限度額3,000万円として宗
務総長が決定します。

・奉仕活動（寺族を除く）による
復旧は５万円を支払います。

・一寺院１年度（４月１日から翌
年３月31日まで）１回を限度と
します。

地
震
見
舞
給
付
金

・加入寺院が地震・噴火・津波により被害を受け
た場合に支払います。

・一寺院50万円を限度に給付金を
支払います。ただし、その支払
総額及び一事故全体の総支払額
は、限度額１億円として宗務総
長が決定します。

※加入共済（補償）金額1,000万円未満の寺院への給付額は、宗務総長が決定します。
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会
計
監
査
員
の
推
薦
に
つ
き
、
同
意
を
求
め
得
た
こ
と
を
こ
こ
に
布

達
す
る
。

　

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

�

宗
務
総
長　

大
僧
正　

杜　

多　

道　

雄

告
示
第
一
四
八
七
号

　

会
計
監
査
員
の
任
期
満
了
に
伴
い
、
そ
の
後
任
と
し
て
左
記
の
者
を

推
薦
す
る
こ
と
に
つ
き
、
会
計
監
査
規
程
第
三
条
第
三
項
に
基
づ
き
同

意
を
求
め
得
た
。

記

会
計
監
査
員
（
四
人
）

 

（
氏　
　
　

名
）�

（
教　

区
）�

（
寺
院
名
）�

（
僧　

階
）

穴

穂

行

弘�

京

都�

穴
太
寺�

大
僧
正

高

岡

保

博�

近

畿�

松
尾
寺�
大
僧
正

長
谷
川　

廣　

順�

群

馬�

遍
照
寺�
大
僧
正

氏

家

榮

脩�

山

形�

本
壽
院�

大
僧
正

　
　

─
─
─
─
─
─　

♢　

─
─
─
─
─　

♢　

─
─
─
─
─
─

　

寺
院
教
会
収
入
額
中
央
審
議
会
委
員
の
推
薦
に
つ
き
、
同
意
を
求
め

得
た
こ
と
を
こ
こ
に
布
達
す
る
。

　

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

�

宗
務
総
長　

大
僧
正　

杜　

多　

道　

雄

布　
　

達

告
示
第
一
四
八
八
号

　

寺
院
教
会
収
入
額
中
央
審
議
会
委
員
の
任
期
満
了
に
伴
い
、
そ
の
後

任
と
し
て
左
記
の
者
を
推
薦
す
る
こ
と
に
つ
き
、
寺
院
教
会
収
入
額
申

告
規
程
第
六
条
第
一
項
第
二
号
に
基
づ
き
同
意
を
求
め
得
た
。

記

　

寺
院
教
会
収
入
額
中
央
審
議
会
委
員
（
十
人
）

 

（
氏　
　
　

名
）�

（
教　

区
）�

（
寺
院
名
）�

（
僧　

階
）

辻

井

芳

道�

滋

賀�

眞
迎
寺�

大
僧
正

永

宗

幸

信�

岡

山�

本
性
院�

権
僧
正

秋

吉

文

隆�

九
州
東�

文
殊
仙
寺�

権
大
僧
正

森
　

喜

良�

三

岐�

常
住
寺�

大
僧
正

吉

澤

道

人�

信

越�

光
前
寺�

権
大
僧
正

榎

本

昇

道�

神
奈
川�

寶
塔
寺�

権
大
僧
正

寺

本

亮

洞�

東

京�

大
圓
寺�

大
僧
正

木

本

清

玄�

埼

玉�

福
正
寺�

権
大
僧
正

千

葉

亮

賢�

陸

奥�

満
福
寺�

権
僧
正

栢

木

寛

照�

修
験
道�

浄
光
院�

権
大
行
満

正
大
先
達
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　平成28年度　通常会計歳入歳出補正予算（第３号）をここに布達する。
　　平成29年４月１日
� 宗務総長　大僧正　杜　多　道　雄
告示第1489号

平成28年度　通常会計歳入歳出補正予算（第３号）
歳　入
� 金� 1,113,100,000円� 歳入合計
歳　出
� 金� 1,113,100,000円� 歳出合計
歳入歳出差引なし

───〈予算表〉───

歳入の部� 異　動　な　し

歳出の部� （単位：円）

款 項 目 科　　　目 補正前額 補 正 額
（△印は減） 計 付　　　記

4 宗 務 庁 費 385,930,000 7,940,000 393,870,000

1 役 職 員 費 268,180,000 7,940,000 276,120,000

1 役 員 費 40,080,000 3,340,000 43,420,000

6 賞 与 55,000,000 4,600,000 59,600,000

5 宗 機 顧 問 会 費 800,000 200,000 1,000,000

9 教 学 布 教 費 211,580,000 2,000,000 213,580,000

1 教 学 費 182,730,000 2,000,000 184,730,000

4 奨 学 金 20,000,000 2,000,000 22,000,000

11 庶 務 費 20,150,000 3,500,000 23,650,000

2 選 挙 対 策 費 250,000 3,500,000 3,750,000

17 共済互助特別会計操出金 16,000,000 4,000,000 20,000,000

28 予 備 費 17,846,000 △17,640,000 206,000

経 常 部 合 計 1,068,200,000 0 1,068,200,000

臨 時 部 合 計 44,900,000 0 44,900,000

歳 出 合 計 1,113,100,000 0 1,113,100,000
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　平成28年度　共済互助特別会計歳入歳出補正予算（第２号）をここに布達する。
　　平成29年４月１日
� 宗務総長　大僧正　杜　多　道　雄
告示第1490号

平成28年度　共済互助特別会計歳入歳出補正予算（第２号）
歳　入
� 金� 22,000,000円� 歳入合計
歳　出
� 金� 22,000,000円� 歳出合計
歳入歳出差引なし

内訳
歳入の部 補 正 前 額 補 正 額 補正後予算 額

金　20,000,000円 金　2,000,000円 金　22,000,000円
歳出の部 補 正 前 額 補 正 額 補 正 後 予 算 額

金　20,000,000円 金　2,000,000円 金　22,000,000円

───〈予算表〉───
歳入の部� （単位：円）

款 科　　　目 補正前額 補 正 額
（△印は減） 計 付　　　記

1 通 常 会 計 繰 入 金 16,000,000 4,000,000 20,000,000

4 前 年 度 繰 越 金 3,000,000 △2,000,000 1,000,000

歳 入 合 計 20,000,000 2,000,000 22,000,000

歳出の部� （単位：円）

款 科　　　目 補正前額 補 正 額
（△印は減） 計 付　　　記

1 弔 慰 金 18,000,000 3,900,000 21,900,000

3 予 備 費 1,900,000 △1,900,000 0

歳 出 合 計 20,000,000 2,000,000 22,000,000
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　平成29年度　通常会計歳入歳出予算をここに布達する。
　　平成29年４月１日
� 宗務総長　大僧正　杜　多　道　雄
告示第1491号

平成29年度　通常会計歳入歳出予算
歳　入
� 金� 1,140,800,000円
歳　出
� 金� 1,140,800,000円
歳入歳出差引なし

───〈予算表〉───
歳入の部� （単位：円）

款 項 目 科　　　目 本年度予算額 前年度予算額 比較増減
（△印は減） 付　　　記

1 宗 費 897,700,000 888,500,000 9,200,000

1 本 山 納 金 727,600,000 727,900,000 △300,000

1 寺 院 教 会 納 金 552,000,000 552,000,000 0

2 非 法 人 寺 院 教 会 納 金 1,100,000 1,100,000 0

3 寺 院 教 会 冥 加 料 52,500,000 52,500,000 0

4 僧 侶 冥 加 料 7,000,000 7,300,000 △300,000

5 教 師 冥 加 料 115,000,000 115,000,000 0

2 礼 録 168,500,000 159,000,000 9,500,000

1 住 職 礼 録 85,000,000 75,000,000 10,000,000

2 教 師 新 補 礼 録 3,000,000 3,500,000 △500,000

3 教 師 補 任 礼 録 77,000,000 77,000,000 0

4 得 度 礼 録 3,000,000 3,000,000 0

5 諸 礼 録 500,000 500,000 0

3 交 付 冥 加 料 1,600,000 1,600,000 0

2 寄 付 金 24,000,000 29,000,000 △5,000,000

1 指 定 寄 付 金 14,000,000 14,000,000 0

2 特 別 寄 付 金 10,000,000 15,000,000 △5,000,000

3 延 暦 寺 繰 入 金 収 入 6,600,000 6,600,000 0

4 雑 収 入 11,500,000 8,000,000 3,500,000

1 授 物 志 納 金 5,000,000 5,000,000 0

2 雑 収 6,500,000 3,000,000 3,500,000

5 過 年 度 収 入 1,000,000 1,000,000 0
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款 項 目 科　　　目 本年度予算額 前年度予算額 比較増減
（△印は減） 付　　　記

6 基本財産運用益繰入金収入 10,000,000 10,000,000 0

7 準 備 資 金 繰 入 金 収 入 190,000,000 170,000,000 20,000,000

歳 入 合 計 1,140,800,000 1,113,100,000 27,700,000

歳出の部� 経常部（単位：円）

款 項 目 科　　　目 本年度予算額 前年度予算額 比較増減
（△印は減） 付　　　記

1 祖 廟 献 香 料 3,000,000 3,000,000 0

2 主 職 公 費 15,500,000 17,500,000 △2,000,000

1 主 職 費 6,500,000 6,500,000 0

2 主 職 諸 費 9,000,000 11,000,000 △2,000,000

3 宗 議 会 費 37,352,000 37,852,000 △500,000

1 旅 費 手 当 14,000,000 14,000,000 0

2 歳 費 8,240,000 8,240,000 0

3 議 長 交 際 費 1,500,000 1,500,000 0

4 政 策 研 究 費 3,906,000 3,906,000 0

5 事 務 連 絡 費 3,906,000 3,906,000 0

6 事 務 諸 費 3,800,000 3,800,000 0

7 雑 費 2,000,000 2,500,000 △500,000

4 宗 務 庁 費 391,930,000 385,930,000 6,000,000

1 役 職 員 費 273,780,000 268,180,000 5,600,000

1 役 員 費 40,080,000 40,080,000 0

2 職 員 費 87,100,000 87,700,000 △600,000

3 嘱 託 費 30,000,000 23,800,000 6,200,000

4 臨 時 職 員 費 1,600,000 1,600,000 0

5 諸 手 当 60,000,000 60,000,000 0

6 賞 与 55,000,000 55,000,000 0

2 旅 費 11,000,000 11,000,000 0

1 役 職 員 出 張 旅 費 5,000,000 5,000,000 0

2 役 職 員 登 庁 旅 費 6,000,000 6,000,000 0

3 需 用 費 36,200,000 36,300,000 △100,000

1 通 信 費 3,400,000 3,200,000 200,000

2 印 刷 費 4,000,000 4,000,000 0

3 消 耗 品 費 3,300,000 3,300,000 0

4 光 熱 水 費 6,500,000 6,500,000 0
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款 項 目 科　　　目 本年度予算額 前年度予算額 比較増減
（△印は減） 付　　　記

4 3 5 備 品 費 1,300,000 1,300,000 0

6 修 繕 費 1,000,000 1,000,000 0

7 庁 舎 管 理 費 5,500,000 5,500,000 0

8 第 二 庁 舎 管 理 費 3,500,000 3,500,000 0

9 公 用 車 管 理 費 3,000,000 3,000,000 0

10 賃 借 料 4,700,000 5,000,000 △300,000

4 役 職 員 厚 生 費 33,900,000 33,300,000 600,000

1 社 会 保 険 費 31,000,000 31,000,000 0

2 衛 生 費 100,000 100,000 0

3 福 祉 費 2,000,000 2,200,000 △200,000

4 役 職 員 研 修 費 800,000 0 800,000

5 退 職 手 当 積 立 金 20,000,000 20,000,000 0

6 支 庁 費 300,000 300,000 0

7 各 種 会 議 費 16,000,000 16,100,000 △100,000

1 宗 務 所 長 会 議 費 7,000,000 7,000,000 0

2 収 入 額 中 央 審 議 会 費 400,000 800,000 △400,000

3 機 構 検 討 委 員 会 費 1,200,000 1,000,000 200,000

4 教 師 選 考 会 費 450,000 450,000 0

5 無住職寺院教会及び兼務住職寺院教会対策委員会費 1,000,000 400,000 600,000

6 叡山学院運営協議委員会費 450,000 450,000 0

7 会 計 監 査 費 350,000 350,000 0

8 収入額申告基準審議会費 1,500,000 2,000,000 △500,000

9 給与及び報酬等審議会費 350,000 350,000 0

10 庁舎整備企画委員会費 200,000 200,000 0

11 人 権 啓 発 委 員 会 費 2,100,000 2,100,000 0

12 門跡寺住職推薦委員会費 1,000,000 1,000,000 0

8 法 要 費 250,000 250,000 0

9 雑 費 500,000 500,000 0

5 宗 機 顧 問 会 費 800,000 800,000 0

6 審 理 局 費 3,000,000 3,000,000 0

1 審 判 会 費 1,000,000 1,000,000 0

2 事 務 費 2,000,000 2,000,000 0

7 総 務 費 67,957,000 64,957,000 3,000,000

1 各 宗 費 8,557,000 8,557,000 0
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款 項 目 科　　　目 本年度予算額 前年度予算額 比較増減
（△印は減） 付　　　記

7 1 1 全 日 仏 会 費 5,547,000 5,547,000 0

2 全国青少年教化協議会費 1,010,000 1,010,000 0

3 各 宗 交 流 費 2,000,000 2,000,000 0

2 渉 外 費 5,200,000 5,200,000 0

1 総 長 渉 外 費 4,000,000 4,000,000 0

2 一 般 渉 外 費 1,200,000 1,200,000 0

3 褒 賞 慶 弔 費 11,000,000 11,000,000 0

1 褒 賞 費 4,000,000 4,000,000 0

2 慶 弔 費 7,000,000 7,000,000 0

4 顧 問 料 3,000,000 3,000,000 0

5 宗 務 監 査 員 費 200,000 200,000 0

6 式 典 費 1,800,000 1,800,000 0

7 国 際 費 9,200,000 9,200,000 0

1 天台宗国際平和宗教協力協会費 6,000,000 6,000,000 0

2 日中友好天台宗協会費 1,000,000 1,000,000 0

3 海外伝道事業団助成金 2,000,000 2,000,000 0

4 交 流 諸 費 200,000 200,000 0

8 出 版 室 費 26,600,000 23,600,000 3,000,000

1 出 版 企 画 会 議 費 600,000 600,000 0

2 出 版 事 業 拠 出 費 21,000,000 18,000,000 3,000,000

3 出 版 物 買 取 費 5,000,000 5,000,000 0

9 天 台 宗 宗 規 集 追 録 費 2,000,000 2,000,000 0

10 総 務 諸 費 400,000 400,000 0

8 広 報 機 関 紙 費 23,500,000 20,000,000 3,500,000

1 宗 報 費 22,000,000 18,500,000 3,500,000

2 ホームページ運営管理費 1,500,000 1,500,000 0

9 教 学 布 教 費 224,960,000 211,580,000 13,380,000

1 教 学 費 195,660,000 182,730,000 12,930,000

1 宗 立 学 校 費 127,000,000 117,000,000 10,000,000

2 指 定 学 校 補 助 金 3,500,000 3,500,000 0

3 地 方 学 寮 補 助 金 180,000 150,000 30,000

4 奨 学 金 23,000,000 20,000,000 3,000,000

5 実 践 仏 教 補 助 金 5,000,000 5,000,000 0

6 学 会 費 22,400,000 22,400,000 0

7 勧 学 院 費 600,000 650,000 △50,000
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款 項 目 科　　　目 本年度予算額 前年度予算額 比較増減
（△印は減） 付　　　記

9 1 8 学 階 選 考 委 員 会 費 80,000 80,000 0

9 宗 義 研 究 所 費 1,300,000 1,350,000 △50,000

10 比 叡 山 行 院 助 成 金 12,000,000 12,000,000 0

11 図 書 費 100,000 100,000 0

12 教 師 検 定 会 費 300,000 300,000 0

13 叡 山 学 寮 費 200,000 200,000 0

2 御 親 教 費 800,000 800,000 0

1 御 親 教 費 500,000 500,000 0

2 御 親 教 助 成 費 200,000 200,000 0

3 授 物 印 刷 費 100,000 100,000 0

3 布 教 費 28,400,000 27,950,000 450,000

1 本 山 特 派 布 教 費 800,000 550,000 250,000

2 駐 在 布 教 費 7,700,000 7,600,000 100,000

3 海 外 布 教 伝 道 助 成 費 1,350,000 1,350,000 0

4 布 教 委 員 会 費 1,400,000 1,350,000 50,000

5 布 教 師 会 費 2,000,000 2,200,000 △200,000

6 布 教 関 係 機 関 助 成 費 3,500,000 3,500,000 0

7 研 修 会 助 成 費 4,200,000 4,150,000 50,000

8 布 教 研 究 調 査 費 150,000 150,000 0

9 伝 道 費 2,000,000 1,800,000 200,000

10 檀 信 徒 教 化 費 5,200,000 5,200,000 0

11 発 心 会 推 進 費 100,000 100,000 0

4 教 学 布 教 諸 費 100,000 100,000 0

10 社 会 教 化 福 祉 費 42,620,000 40,745,000 1,875,000

1 教 化 費 27,000,000 27,000,000 0

1 青 少 年 教 化 費 22,500,000 22,500,000 0

2 仏 青 教 化 費 2,300,000 2,300,000 0

3 ス カ ウ ト 教 化 費 1,000,000 1,000,000 0

4 寺 庭 婦 人 教 化 費 1,000,000 1,000,000 0

5 寺 庭 婦 人 褒 賞 費 200,000 200,000 0

2 人 権 啓 発 推 進 費 6,050,000 4,650,000 1,400,000

1 啓 発 推 進 費 3,100,000 2,600,000 500,000

2 対 外 活 動 費 2,200,000 1,300,000 900,000

3 調 査 ・ 研 究 費 450,000 450,000 0
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款 項 目 科　　　目 本年度予算額 前年度予算額 比較増減
（△印は減） 付　　　記

10 2 4 人権擁護委員会助成金 300,000 300,000 0

3 福 祉 費 9,120,000 8,645,000 475,000

1 福 祉 事 業 奨 励 金 3,000,000 3,000,000 0

2 社会福祉事業推進協議会助成金 300,000 300,000 0

3 延 寿 会 助 成 金 1,000,000 400,000 600,000

4 保 護 司 会 助 成 金 400,000 400,000 0

5 民生・児童・主任児童委 員 会 助 成 金 400,000 400,000 0

6 学校教職員連盟助成金 300,000 300,000 0

7 仏 教 保 育 助 成 金 1,300,000 1,300,000 0

8 教 誨 活 動 助 成 金 1,370,000 1,495,000 △125,000

9 社 会 活 動 団 体
ネ ッ ト ワ ー ク 会 議 費 650,000 650,000 0

10 防 災 士 協 議 会 助 成 金 400,000 400,000 0

4 寺 族 相 談 所 費 400,000 400,000 0

5 社 会 諸 費 50,000 50,000 0

11 庶 務 費 21,100,000 20,150,000 950,000

1 寺 院 教 会 対 策 費 7,500,000 7,000,000 500,000

1 寺 院 問 題 対 策 費 4,000,000 4,000,000 0

2 住 職 研 修 費 3,500,000 3,000,000 500,000

2 選 挙 対 策 費 400,000 250,000 150,000

3 僧 籍 管 理 運 用 費 12,700,000 12,400,000 300,000

4 庶 務 諸 費 500,000 500,000 0

12 財 務 費 800,000 800,000 0

1 財 産 管 理 対 策 費 600,000 600,000 0

2 財 務 諸 費 200,000 200,000 0

13 研 修 会 費 21,405,000 17,900,000 3,505,000

1 布 教 伝 道 研 修 会 費 3,000,000 2,600,000 400,000

2 仏 青 研 修 会 費 1,850,000 1,750,000 100,000

3 寺 庭 婦 人 研 修 会 費 2,650,000 2,500,000 150,000

4 学 校 教 職 員 研 修 会 費 785,000 750,000 35,000

5 教 師 安 居 会 費 1,600,000 1,300,000 300,000

6 檀 信 徒 研 修 会 費 2,100,000 1,800,000 300,000

7 保護・民生・児童・主任
児 童 委 員 会 研 修 会 費 1,550,000 1,400,000 150,000

8 人 権 啓 発 公 開 講 座 費 740,000 700,000 40,000
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款 項 目 科　　　目 本年度予算額 前年度予算額 比較増減
（△印は減） 付　　　記

13 9 人権擁護委員研修会費 530,000 500,000 30,000

10 法 嗣 研 修 会 費 500,000 500,000 0

11 スカウト研修会助成費 400,000 400,000 0

12 教諭・保育士研修会助成費 100,000 100,000 0

13 教誨師会研修会助成費 100,000 100,000 0

14 教 師 研 修 会 費 5,500,000 3,500,000 2,000,000

14 教 師 年 金 30,200,000 29,350,000 850,000

15 災 害 対 策 費 6,000,000 2,000,000 4,000,000

16 天台宗災害救援並びに
復 興 支 援 資 金 積 立 金 5,000,000 5,000,000 0

17 共済互助特別会計繰出金 21,500,000 16,000,000 5,500,000

18 天 台 宗 災 害 補 償 制 度
特 別 会 計 繰 出 金 500,000 500,000 0

19 寺 院 教 会 事 業 助 成 金 1,000,000 1,000,000 0

20 天台宗教学振興事業団交付金 50,000,000 60,000,000 △10,000,000

21 天台宗総合研究センター
助 成 金 8,000,000 9,000,000 △1,000,000

22 天台宗庁舎管理積立金 8,000,000 8,000,000 0

23 公 用 車 購 入 積 立 金 4,000,000 4,000,000 0

24 比叡山行院管理積立金回付金 500,000 500,000 0

25 比叡山時報発行助成金 3,000,000 3,000,000 0

26 寺 院 教 会 振 興 資 金
特 別 会 計 拠 出 金 1,000,000 5,000,000 △4,000,000

27 報 奨 交 付 金 72,760,000 72,790,000 △30,000

28 基 本 財 産 積 立 金 10,000,000 10,000,000 0

29 予 備 費 34,716,000 35,846,000 △1,130,000

経 常 部 合 計 1,110,100,000 1,086,200,000 23,900,000

歳出の部� 臨時部（単位：円）

款 科　　　目 本年度予算額 前年度予算額 比較増減
（△印は減） 付　　　記

1 布 教 師 養 成 特 別 助 成 金 1,500,000 1,300,000 200,000

2 第二期祖師先徳鑽仰大法会拠出金 20,000,000 20,000,000 0

3 全日本仏教会財団創立60周年記 念 事 業 助 成 金 600,000 600,000 0

4 第９回天台キャンポリー助成金 3,000,000 0 3,000,000 款新設

5 比叡山行院テキスト作成費 800,000 0 800,000 款新設
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款 科　　　目 本年度予算額 前年度予算額 比較増減
（△印は減） 付　　　記

6 庁 内 誘 導 灯 取 替 工 事 費 1,500,000 0 1,500,000 款新設

7 第 二 庁 舎 整 備 費 2,000,000 0 2,000,000 款新設

8 新 内 局 衣 体 調 整 費 1,300,000 0 1,300,000 款新設

○ マイナンバー対応給与計算ソフト購入費 0 1,000,000 △1,000,000 事業終了款廃止

○ 全日仏大蔵経データベース事業負担金 0 1,000,000 △1,000,000 事業終了款廃止

○ インド禅定林大本堂落慶10周年
記 念 事 業 助 成 金 0 2,000,000 △2,000,000 事業終了款廃止

○ インド禅定林大本堂落慶10周年
記 念 事 業 参 加 費 0 1,000,000 △1,000,000 事業終了款廃止

臨 時 部 合 計 30,700,000 26,900,000 3,800,000

歳 出 合 計 1,140,800,000 1,113,100,000 27,700,000

　平成29年度　宗祖大師香華料特別会計歳入歳出予算をここに布達する。
　　平成29年４月１日
� 宗務総長　大僧正　杜　多　道　雄
告示第1492号

平成29年度　宗祖大師香華料特別会計歳入歳出予算
歳　入
� 金� 11,571,000円
歳　出
� 金� 11,571,000円
歳入歳出差引なし

───〈予算表〉───
歳入の部� （単位：円）

款 科　　　目 本年度予算額 前年度予算額 比較増減
（△印は減） 付　　　記

1 宗 祖 大 師 香 華 料 11,571,000 11,598,000 △27,000

歳 入 合 計 11,571,000 11,598,000 △27,000

歳出の部� （単位：円）

款 科　　　目 本年度予算額 前年度予算額 比較増減
（△印は減） 付　　　記

1 総 本 山 費 11,571,000 11,598,000 △27,000

歳 出 合 計 11,571,000 11,598,000 △27,000
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　平成29年度　共済互助特別会計歳入歳出予算をここに布達する。
　　平成29年４月１日
� 宗務総長　大僧正　杜　多　道　雄
告示第1493号

平成29年度　共済互助特別会計歳入歳出予算
歳　入
� 金� 23,000,000円
歳　出
� 金� 23,000,000円
歳入歳出差引なし

───〈予算表〉───
歳入の部� （単位：円）

款 科　　　目 本年度予算額 前年度予算額 比較増減
（△印は減） 付　　　記

1 通 常 会 計 繰 入 金 21,500,000 16,000,000 5,500,000

2 拠 出 金 収 入 950,000 950,000 0

3 雑 収 入 50,000 50,000 0

4 前 年 度 繰 越 金 500,000 3,000,000 △2,500,000

歳 入 合 計 23,000,000 20,000,000 3,000,000

歳出の部� （単位：円）

款 科　　　目 本年度予算額 前年度予算額 比較増減
（△印は減） 付　　　記

1 弔 慰 金 22,000,000 18,000,000 4,000,000

2 事 務 費 100,000 100,000 0

3 予 備 費 900,000 1,900,000 △1,000,000

歳 出 合 計 23,000,000 20,000,000 3,000,000
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　平成29年度　寺院教会振興資金特別会計歳入歳出予算をここに布達する。
　　平成29年４月１日
� 宗務総長　大僧正　杜　多　道　雄
告示第1494号

平成29年度　寺院教会振興資金特別会計歳入歳出予算
歳　入
� 金� 99,250,000円
歳　出
� 金� 99,250,000円
歳入歳出差引なし

───〈予算表〉───
歳入の部� （単位：円）

款 科　　　目 本年度予算額 前年度予算額 比較増減
（△印は減） 付　　　記

1 返 還 金 6,240,000 7,440,000 △1,200,000

2 通 常 会 計 繰 入 金 1,000,000 5,000,000 △4,000,000

3 雑 収 入 10,000 60,000 △50,000

4 前 年 度 繰 越 金 92,000,000 82,500,000 9,500,000

歳 入 合 計 99,250,000 95,000,000 4,250,000

歳出の部� （単位：円）

款 科　　　目 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 付　　　記

1 貸 付 金 95,250,000 91,000,000 4,250,000

2 調 査 費 500,000 500,000 0

3 事 務 費 500,000 500,000 0

4 天台宗災害救援並びに復興支援資金積立金特別会計回付金 3,000,000 3,000,000 0

歳 出 合 計 99,250,000 95,000,000 4,250,000
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　平成29年度　天台宗災害補償制度特別会計常用部歳入歳出予算をここに布達する。
　　平成29年４月１日
� 宗務総長　大僧正　杜　多　道　雄
告示第1495号

平成29年度　天台宗災害補償制度特別会計常用部歳入歳出予算
歳　入
� 金� 16,500,000円
歳　出
� 金� 16,500,000円
歳入歳出差引なし

───〈予算表〉───
歳入の部� （単位：円）

款 科　　　目 本年度予算額 前年度予算額 比較増減
（△印は減） 付　　　記

1 通 常 会 計 繰 入 金 500,000 500,000 0

2 共 済 資 金 繰 入 金 10,000,000 14,000,000 △4,000,000

3 雑 収 入 10,000 10,000 0

4 前 年 度 繰 越 金 5,990,000 2,500,000 3,490,000

歳 入 合 計 16,500,000 17,010,000 △510,000

歳出の部� （単位：円）

款 項 科　　　目 本年度予算額 前年度予算額 比較増減
（△印は減） 付　　　記

1 会 議 費 1,000,000 1,000,000 0

2 事 務 費 3,000,000 2,500,000 500,000

1 事 務 費 1,500,000 1,500,000 0

2 推 進 費 1,500,000 1,000,000 500,000

3 特 別 基 金 回 付 金 10,000,000 12,000,000 △2,000,000

4 予 備 費 2,500,000 1,510,000 990,000

歳 出 合 計 16,500,000 17,010,000 △510,000
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　平成29年度　天台宗出版業特別会計歳入歳出予算をここに布達する。
　　平成29年４月１日
� 宗務総長　大僧正　杜　多　道　雄
告示第1496号

平成29年度　天台宗出版業特別会計歳入歳出予算
歳　入
� 金� 54,500,000円
歳　出
� 金� 54,500,000円
歳入歳出差引なし

───〈予算表〉───
歳入の部� （単位：円）

款 科　　　目 本年度予算額 前年度予算額 比較増減
（△印は減） 付　　　記

1 売 上 金 28,350,000 28,350,000 0

2 印 税 収 入 50,000 50,000 0

3 繰 入 金 22,000,000 19,000,000 3,000,000

4 雑 収 入 100,000 100,000 0

5 前 年 度 繰 越 金 4,000,000 2,500,000 1,500,000

歳 入 合 計 54,500,000 50,000,000 4,500,000

歳出の部� （単位：円）

款 項 科　　　目 本年度予算額 前年度予算額 比較増減
（△印は減） 付　　　記

1 事 業 費 31,200,000 30,700,000 500,000

1 制 作 費 16,000,000 16,000,000 0

2 宣 伝 費 100,000 100,000 0

3 発 送 費 9,000,000 8,500,000 500,000

4 編 集 費 6,000,000 6,000,000 0

5 雑 費 100,000 100,000 0

2 編 集 会 議 費 800,000 800,000 0

3 事 務 費 22,200,000 18,200,000 4,000,000

1 人 件 費 21,000,000 17,000,000 4,000,000

2 事 務 費 1,200,000 1,200,000 0

4 公 租 公 課 200,000 200,000 0

5 予 備 費 100,000 100,000 0

歳 出 合 計 54,500,000 50,000,000 4,500,000
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　平成29年度　天台宗教学振興事業団特別会計常用部歳入歳出予算の承認を求め得たことを
ここに布達する。�
　　平成29年４月１日
� 宗務総長　大僧正　杜　多　道　雄
告示第1497号

平成29年度　天台宗教学振興事業団特別会計常用部歳入歳出予算
歳　入
� 金� 137,000,000円
歳　出
� 金� 137,000,000円
歳入歳出差引なし

───〈予算表〉───
歳入の部� （単位：円）

款 科　　　目 本年度予算額 前年度予算額 比較増減
（△印は減） 付　　　記

1 基 本 財 産 運 用 収 入 14,000,000 14,000,000 0

2 交 付 金 50,000,000 60,000,000 △10,000,000

3 寄 付 金 2,000,000 2,000,000 0

4 繰 入 金 23,000,000 24,000,000 △1,000,000

5 印 税 収 入 金 150,000 150,000 0

6 雑 収 入 200,000 200,000 0

7 前 年 度 繰 越 金 47,650,000 36,650,000 11,000,000

歳 入 合 計 137,000,000 137,000,000 0

歳出の部� 経常部（単位：円）

款 項 目 科　　　目 本年度予算額 前年度予算額 比較増減
（△印は減） 付　　　記

1 事 務 費 1,750,000 1,650,000 100,000

1 事 務 ・ 通 信 費 900,000 900,000 0

2 会 議 費 800,000 700,000 100,000

3 雑 費 50,000 50,000 0

2 事 業 費 14,020,000 12,160,000 1,860,000

1 助 成 費 13,980,000 12,120,000 1,860,000

1 教 学 研 究 生 3,000,000 3,000,000 0

2 教 学 特 別 研 究 者 7,200,000 4,800,000 2,400,000

3 特 別 実 践 者 480,000 720,000 △240,000
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款 項 目 科　　　目 本年度予算額 前年度予算額 比較増減
（△印は減） 付　　　記

2 1 4 海 外 留 学 生 2,400,000 2,400,000 0

5 宗 義 研 究 所 研 究 生 900,000 1,200,000 △300,000

2 論 文 審 査 費 40,000 40,000 0

3 宗 典 編 纂 所 費 81,200,000 86,200,000 △5,000,000

1 宗 典 編 纂 所 経 費 58,200,000 62,200,000 △4,000,000

1 人 件 費 45,000,000 50,000,000 △5,000,000

2 事 務 費 3,200,000 3,200,000 0

3 会 議 費 1,200,000 1,200,000 0

4 研 究 調 査 費 7,500,000 6,500,000 1,000,000

5 備 品 費 1,200,000 1,200,000 0

6 雑 費 100,000 100,000 0

2 辞 典 編 纂 室 費 23,000,000 24,000,000 △1,000,000

1 人 件 費 12,000,000 12,000,000 0

2 事 務 費 6,000,000 6,200,000 △200,000

3 会 議 費 3,500,000 4,000,000 △500,000

4 研 究 調 査 費 1,000,000 1,200,000 △200,000

5 備 品 費 400,000 500,000 △100,000

6 雑 費 100,000 100,000 0

4 繰 入 金 支 出 12,000,000 11,000,000 1,000,000

5 常 用 部 積 立 金 支 出 14,000,000 14,000,000 0

6 予 備 費 11,030,000 11,990,000 △960,000

経 常 部 合 計 134,000,000 137,000,000 △3,000,000

歳出の部� 臨時部（単位：円）

款 科　　　目 本年度予算額 前年度予算額 比較増減
（△印は減） 付　　　記

1 国 際 天 台 学 会 開 催 助 成 金 3,000,000 0 3,000,000 款新設

臨 時 部 合 計 3,000,000 0 3,000,000

歳 出 合 計 137,000,000 137,000,000 0
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　平成29年度　天台宗教学振興事業団宗典刊行事業積立金特別会計歳入歳出予算の承認を求
め得たことをここに布達する。
　　平成29年４月１日
� 宗務総長　大僧正　杜　多　道　雄
告示第1498号

平成29年度　�天台宗教学振興事業団宗典刊行事業�
積立金特別会計歳入歳出予算

歳　入
� 金� 8,100,000円
歳　出
� 金� 8,100,000円
歳入歳出差引なし

───〈予算表〉───
歳入の部� （単位：円）

款 科　　　目 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 付　　　記

1 繰 入 金 収 入 1,000,000 1,000,000 0

2 買 取 保 証 返 戻 金 500,000 500,000 0

3 雑 収 入 100,000 100,000 0

4 前 年 度 繰 越 金 6,500,000 6,500,000 0

歳 入 合 計 8,100,000 8,100,000 0

歳出の部� （単位：円）

款 項 科　　　目 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 付　　　記

1 刊 行 事 業 費 3,800,000 3,800,000 0

1 買 取 保 証 費 3,100,000 3,100,000 0

2 作 字 費 用 50,000 50,000 0

3 宣 伝 費 300,000 300,000 0

4 デ ー タ 変 換 費 350,000 350,000 0

2 電 子 仏 典 費 300,000 300,000 0

3 予 備 費 4,000,000 4,000,000 0

歳 出 合 計 8,100,000 8,100,000 0
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　平成29年度　「一隅を照らす運動」通常会計歳入歳出予算報告をここに布達する。
　　平成29年４月１日
� 宗務総長　大僧正　杜　多　道　雄
告示第1499号
　　平成29年２月21日
� 総　務　局　提出　

平成29年度「一隅を照らす運動」通常会計歳入歳出予算報告
歳　入
� 金� 77,700,000円
歳　出
� 金� 77,700,000円
歳入歳出差引なし

───〈予算表〉───
歳入の部� （単位：円）

款 項 科　　　目 本年度予算額 前年度予算額 比較増減
（△印は減） 付　　　記

1 支 部 負 担 金 収 入 53,500,000 53,500,000 0

2 会 費 収 入 750,000 750,000 0

1 正 会 員 会 費 150,000 150,000 0

2 団 体 会 員 会 費 600,000 600,000 0

3 写 経 収 入 4,000,000 4,000,000 0

1 写 経 志 納 金 3,000,000 3,000,000 0

2 雑 志 納 1,000,000 1,000,000 0

4 寄 付 金 1,000,000 1,000,000 0

5 雑 収 入 800,000 800,000 0

6 準 備 資 金 繰 入 金 収 入 17,650,000 17,350,000 300,000

歳 入 合 計 77,700,000 77,400,000 300,000

歳出の部� （単位：円）

款 項 目 科　　　目 本年度予算額 前年度予算額 比較増減
（△印は減） 付　　　記

1 推 進 事 業 費 50,700,000 51,400,000 △700,000

1 広 報 費 40,900,000 41,900,000 △1,000,000

1 会 報 費 14,000,000 14,000,000 0

2 広 報 宣 伝 活 動 費 17,000,000 18,000,000 △1,000,000

3 協 賛 助 成 費 2,500,000 2,500,000 0

4 大 会 推 進 助 成 費 5,000,000 5,000,000 0
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款 項 目 科　　　目 本年度予算額 前年度予算額 比較増減
（△印は減） 付　　　記

1 1 5 支 部 活 動 推 進 助 成 費 2,400,000 2,400,000 0

2 研 修 会 費 1,400,000 1,400,000 0

3 教 区 本 部 活 動 交 付 金 5,350,000 5,350,000 0

4 写 経 推 進 費 1,300,000 1,000,000 300,000

5 褒 賞 慶 弔 費 350,000 350,000 0

6 諸 費 1,400,000 1,400,000 0

1 発 送 費 1,300,000 1,300,000 0

2 雑 費 100,000 100,000 0

2 事 務 局 費 13,000,000 13,000,000 0

1 事 務 費 1,200,000 1,200,000 0

1 通 信 費 500,000 500,000 0

2 事 務 諸 費 700,000 700,000 0

2 会 議 費 8,300,000 8,100,000 200,000

1 理 事 会 費 1,300,000 1,500,000 △200,000

2 教 区 本 部 長 会 議 費 1,800,000 1,800,000 0

3 事 務 局 長 会 議 費 1,700,000 1,000,000 700,000

4 企 画 運 営 委 員 会 議 費 3,200,000 3,500,000 △300,000

5 諸 会 議 費 300,000 300,000 0

3 出 張 旅 費 2,300,000 2,500,000 △200,000

4 コ ン ピ ュ ー タ 費 1,000,000 1,000,000 0

5 雑 費 200,000 200,000 0

3 救援事業特別会計繰出金 8,000,000 7,000,000 1,000,000

4 基 金 繰 入 金 支 出 1,000,000 1,000,000 0

5 一隅を照らす運動50周年
記 念 事 業 積 立 金 2,000,000 2,000,000 0

6 予 備 費 3,000,000 3,000,000 0

歳　　出　　合　　計 77,700,000 77,400,000 300,000
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　平成29年度　「一隅を照らす運動」地球救援事業特別会計歳入歳出予算報告をここに布達す
る。
　　平成29年４月１日
� 宗務総長　大僧正　杜　多　道　雄
告示第1500号

平成29年度「一隅を照らす運動」地球救援事業特別会計歳入歳出予算報告
歳　入
� 金� 35,500,000円
歳　出
� 金� 35,500,000円
歳入歳出差引なし

───〈予算表〉───
歳入の部� （単位：円）

款 科　　　目 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 付　　　記

1 通 常 会 計 回 付 金 8,000,000 7,000,000 1,000,000

2 会 員 協 力 金 75,000 75,000 0

3 救 援 協 力 金 13,000,000 13,000,000 0

4 雑 収 入 20,000 20,000 0

5 繰 越 金 14,405,000 14,405,000 0

歳 入 合 計 35,500,000 34,500,000 1,000,000

歳出の部� （単位：円）

款 項 科　　　目 本年度予算額 前年度予算額 比較増減
（△印は減） 付　　　記

1 救 援 事 業 費 12,000,000 12,500,000 △500,000

1 継 続 救 援 事 業 費 7,000,000 7,000,000 0

2 一 般 救 援 事 業 費 5,000,000 5,500,000 △500,000

2 活 動 費 10,100,000 11,100,000 △1,000,000

1 活 動 諸 費 7,000,000 7,500,000 △500,000

2 広 報 宣 伝 費 2,100,000 2,600,000 △500,000

3 通 信 費 1,000,000 1,000,000 0

3 回 付 金 11,000,000 8,000,000 3,000,000

4 事 務 費 400,000 400,000 0

5 予 備 費 2,000,000 2,500,000 △500,000

歳 出 合 計 35,500,000 34,500,000 1,000,000



宗　報　30

宗
　
　
報

　平成29年度　天台宗総合研究センター特別会計歳入歳出予算報告をここに布達する。
　　平成29年４月１日
� 宗務総長　大僧正　杜　多　道　雄
告示第1501号

平成29年度　天台宗総合研究センター特別会計歳入歳出予算報告
歳　入
� 金� 20,000,000円
歳　出
� 金� 20,000,000円
歳入歳出差引なし

───〈予算表〉───
歳入の部� （単位：円）

款 科　　　目 本年度予算額 前年度予算額 比較増減
（△印は減） 付　　　記

1 交 付 金 8,000,000 9,000,000 △1,000,000

2 繰 入 金 7,000,000 7,000,000 0

3 寄 付 金 100,000 100,000 0

4 雑 収 入 10,000 10,000 0

5 前 年 度 繰 越 金 4,890,000 3,890,000 1,000,000

歳 入 合 計 20,000,000 20,000,000 0

歳出の部� （単位：円）

款 項 科　　　目 本年度予算額 前年度予算額 比較増減
（△印は減） 付　　　記

1 研 究 費 8,800,000 8,800,000 0

1 研 究 班 費 3,500,000 3,500,000 0

2 研 究 調 査 費 4,500,000 4,500,000 0

3 研 究 審 査 費 100,000 100,000 0

4 研 究 諸 費 700,000 700,000 0

2 事 業 費 4,200,000 4,200,000 0

3 会 議 費 2,000,000 2,000,000 0

4 役 職 員 費 1,800,000 1,800,000 0

5 事 務 費 1,100,000 1,000,000 100,000

1 事 務 諸 費 700,000 600,000 100,000

2 備 品 費 250,000 250,000 0

3 雑 費 150,000 150,000 0

6 予 備 費 2,100,000 2,200,000 △100,000

歳 出 合 計 20,000,000 20,000,000 0
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　東日本大震災復興支援臨時会計収入支出補正予算（第２号）をここに布達する。
　　平成29年４月１日
� 宗務総長　大僧正　杜　多　道　雄
告示第1502号

東日本大震災復興支援臨時会計収入支出補正予算（第２号）
収　入
� 金� 600,100,000円� 収入合計
支　出
� 金� 600,100,000円� 支出合計
収入支出差引なし

───〈予算表〉───
収入の部　　異　動　な　し

支出の部� （単位：円）

款 項 目 科　　　目 補正前額 補正額
（△印は減） 計 付　　　記

1 見 舞 金 30,000,000 10,000,000 40,000,000

4 寺 院 教 会 復 興 支 援 金 400,000,000 △20,000,000 380,000,000

5 対 策 本 部 費 35,000,000 20,000,000 55,000,000

1 対 策 本 部 費 20,000,000 10,000,000 30,000,000

2 教 区 対 策 本 部 費 15,000,000 10,000,000 25,000,000

6 予 備 費 15,100,000 △10,000,000 5,100,000

支 出 合 計 600,100,000 0 600,100,000
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務
理
事�

権
大
僧
正�

森
田
源
真

　

財
務
理
事�

権
大
僧
正�

甘
井
亮
淳

　

理　

事�

権
大
僧
正�

阿
部
昌
宏

　

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
八
日

天
台
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
総
合
企
画
会
議

　

企
画
委
員�

権
大
僧
正�

阿
部
昌
宏

　

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

天
台
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
長

�

権
大
僧
正�

齊
藤
圓
眞

委　

嘱

　

平
成
二
十
九
年
三
月
十
四
日

天
台
宗
出
版
企
画
委
員
会

顧　

問�
大
僧
正�

浦
井
正
明

　

〃�
大
僧
正�

阿　

純
孝

　

〃�
権
僧
正�

本
多
慈
昭

委　

員�

権
僧
正�

桑
谷
祐
顕

　

〃�

大
僧
都�
阿　

純
章

　

〃�

大
僧
都�
藤
波
洋
香

叡
山
学
院
運
営
協
議
委
員
会

　

委
員
長�

大
僧
正�

杜
多
道
雄

　

委　

員�

権
大
僧
正�

甘
井
亮
淳

　
　

〃�

権
大
僧
正�

森
田
源
真

叡
山
学
寮
運
営
協
議
委
員
会

委
員
長�

大
僧
正�

杜
多
道
雄

委　

員�

大
僧
正�

林　

光
俊

　

〃�

権
大
僧
正�

浅
野
玄
航

　

〃�

権
大
僧
正�

甘
井
亮
淳

　

〃�

権
大
僧
正�

阿
部
昌
宏

　

〃�

権
大
僧
正�

森
田
源
真

　

〃�

大
僧
都�

森
定
慈
仁

天
台
宗
災
害
補
償
制
度
運
営
委
員
会

委
員
長�

大
僧
正�

杜
多
道
雄

副
委
員
長�

大
僧
正�

林　

光
俊

委　

員�

権
大
僧
正�

浅
野
玄
航

　

〃�

権
大
僧
正�

甘
井
亮
淳

　

〃�

権
大
僧
正�

阿
部
昌
宏

　

〃�

権
大
僧
正�

森
田
源
真

　

〃�

大
僧
都�

森
定
慈
仁

　
　

〃�

僧

正�

見
上
知
正

天
台
宗
人
権
啓
発
委
員
会

　

委
員
長�

大
僧
正�

杜
多
道
雄

副
委
員
長�

大
僧
正�

林　

光
俊

〃

�

権
大
僧
正�

森
田
源
真

委　

員�

権
大
僧
正�

阿
部
昌
宏

　

〃�

権
大
僧
正�

浅
野
玄
航

　

〃�

権
大
僧
正�

甘
井
亮
淳

　

〃�

大
僧
都�

森
定
慈
仁

　

平
成
二
十
九
年
三
月
九
日

会
計
監
査
員�

大
僧
正�

穴
穂
行
弘

〃�

大
僧
正�

長
谷
川
廣
順

〃�

大
僧
正�

氏
家
榮
脩

〃�

大
僧
正�

高
岡
保
博

　

平
成
二
十
九
年
三
月
十
四
日

東
京
支
庁
長�
大
僧
都�

神
田
隆
順

東
京
支
庁
主
事�
大
僧
都�

浦
井
晃
俊

勧
学
院
事
務
長

宗
義
研
究
所
主
事

�

権
大
僧
正�
森
田
源
真

学
階
選
考
委
員
会

　

会　

長�

大
僧
正�

杜
多
道
雄

　

委　

員�

権
大
僧
正�

阿
部
昌
宏

　
　

〃�

権
大
僧
正�

森
田
源
真

中
央
教
師
選
考
会

　

会　

長�

大
僧
正�

杜
多
道
雄

　

委　

員�

大
僧
正�

林　

光
俊

　
　

〃�

権
大
僧
正�

浅
野
玄
航

　
　

〃�

権
大
僧
正�

甘
井
亮
淳

　
　

〃�

権
大
僧
正�

阿
部
昌
宏

　
　

〃�

権
大
僧
正�

森
田
源
真

　
　

〃�

大
僧
都�

森
定
慈
仁

天
台
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー

　

理
事
長�

大
僧
正�

杜
多
道
雄

　

理　

事�

大
僧
正�

林　

光
俊

　
　

〃�

権
大
僧
正�

浅
野
玄
航

　
　

〃�

権
大
僧
正�

甘
井
亮
淳
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解　

任

　

平
成
二
十
九
年
三
月
十
四
日

宗
務
総
長�

大
僧
正�

木
ノ
下
寂
俊

参
務
・
総
務
部
長�

権
大
僧
正�

阿
部
昌
宏

参
務
・
法
人
部
長�

大
僧
正�

長
山
慈
信

参
務
・
財
務
部
長�

権
大
僧
正�

田
中
祥
順

参
務
・
教
学
部
長�
僧

正�

中
島
有
淳

参
務
・
社
会
部
長�
権
大
僧
正�

角
本
尚
雄

参
務
・
一
隅
を
照
ら
す
運
動
総
本
部
長

�

僧

正�

横
山
照
泰

東
京
支
庁
長�

大
僧
都�
神
田
隆
順

東
京
支
庁
主
事�

大
僧
都�
浦
井
晃
俊

給
与
及
び
報
酬
等
審
議
会

副
委
員
長�

権
大
僧
正�

甘
井
亮
淳

委　

員�

大
僧
正�

杜
多
道
雄

　

〃�

権
大
僧
正�

甘
井
亮
淳

天
台
宗
国
際
平
和
宗
教
協
力
協
会

監　

事�

大
僧
正�

杜
多
道
雄

審
理
局

局　

員�

権
大
僧
正�

浅
野
玄
航

機
構
検
討
委
員
会

　

委　

員�

大
僧
正�

杜
多
道
雄

　
　

〃�

権
大
僧
正�

甘
井
亮
淳

寺
院
教
会
収
入
額
申
告
基
準
審
議
会

副
委
員
長�

権
大
僧
正�

甘
井
亮
淳

委　

員�

大
僧
正�

林　

光
俊

　

〃�

権
大
僧
正�

甘
井
亮
淳

◆ 

宗

議

会 

◆

解　

任
宗
議
会
議
員�

大
僧
正�

林　

光
俊

◆ 

教
区
役
職
員 

◆

任　

命

　

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
六
日

茨
城
教
区

教
区
宗
務
副
所
長

�

権
僧
正�

山
田
純
慶

教
区
庶
務
主
任�

権
大
僧
都�

坪
井
道
彦

教
区
財
務
主
任�

権
大
僧
都�

中
村
純
裕

教
区
教
務
主
任�

大
僧
都�

寺
門
俊
明

教
区
社
会
主
任�

権
大
僧
都�

榎
戸
俊
道

　

平
成
二
十
九
年
二
月
十
日

茨
城
教
区

　

教
区
主
事�
権
僧
正�

望
月
融
玄

　

平
成
二
十
九
年
二
月
十
五
日

茨
城
教
区

　

教
区
副
主
事�

大
僧
都�
常
葉
法
雄

　

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
一
日

信
越
教
区

　

教
区
布
教
師
会

　

会　

長�

僧

正�

小
林
玄
海

委　

嘱

　

平
成
二
十
九
年
二
月
八
日

茨
城
教
区

教
区
出
版
通
信
員�

権
僧
正�

服
部
光
純

〃

�

大
僧
都�

松
永
博
臣

〃

�

権
大
僧
都�

鶴
町
俊
明

〃

�

権
大
僧
都�

渡
辺
光
俊

〃

�

権
大
僧
都�

坪
井
道
彦

〃

�

僧

都�

瀬
浪
純
恵

〃

�

僧

都�

飯
田
康
貴

〃

�

少
僧
都�

池
田
晋
紘

〃

�

権
少
僧
都�

常
葉
倫
明

〃

�

権
少
僧
都�

笹
沼
俊
秀

解　

任

　

平
成
二
十
九
年
一
月
十
三
日

茨
城
教
区

　

教
区
主
事�

権
僧
正�

山
田
純
慶

　

平
成
二
十
九
年
三
月
十
四
日

九
州
西
教
区

　

教
区
宗
務
所
長�

権
大
僧
正�

甘
井
亮
淳
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◆ 

一
隅
を
照
ら
す
運
動 

◆

任　

命

　

平
成
二
十
九
年
三
月
十
四
日

一
隅
を
照
ら
す
運
動

理
事
長�
大
僧
正�

杜
多
道
雄

理　

事�
大
僧
正�

林　

光
俊

　

〃�
権
大
僧
正�

甘
井
亮
淳

　

〃�

権
大
僧
正�

森
田
源
真

専
務
理
事�

大
僧
都�
森
定
慈
仁

解　

任

　

平
成
二
十
九
年
三
月
十
四
日

一
隅
を
照
ら
す
運
動

理
事
長�

大
僧
正�

木
ノ
下
寂
俊

理　

事�

大
僧
正�

杜
多
道
雄

　

〃�

大
僧
正�

林　

光
俊

　

〃�

権
大
僧
正�

甘
井
亮
淳

　

〃�

権
大
僧
正�

角
本
尚
雄

　

〃�

権
大
僧
正�

田
中
祥
順

　

〃�

僧

正�

中
島
有
淳

　

〃�

僧

正�

見
上
知
正

専
務
理
事�

僧

正�

横
山
照
泰

一
隅
を
照
ら
す
運
動
企
画
運
営
委
員
会

委
員
長�

僧

正�

見
上
知
正

副
委
員
長�

僧

正�

竹
内
純
照

委　

員�

権
僧
正�

濱
中
大
樹

委　

員�

大
僧
都�

綾
小
路
乗
俊

〃�

権
大
僧
都�

寺
島
清
弘

〃�

権
大
僧
都�

安
藤
雅
仁

〃�

権
大
僧
都�

髙
栁
妙
眞

〃�

権
少
僧
都�

常
葉
倫
明

一
隅
を
照
ら
す
運
動
教
区
本
部
長

�

権
大
僧
正�

甘
井
亮
淳

◆ 

祖
師
先
徳
鑽
仰
大
法
会 

◆

任　

命

　

平
成
二
十
九
年
三
月
十
四
日

祖
師
先
徳
鑽
仰
大
法
会
事
務
局

局　

長�

大
僧
正�

杜
多
道
雄

総
務
部
長�

権
大
僧
正�

阿
部
昌
宏

勧
募
部
長�

権
大
僧
正�

浅
野
玄
航

財
務
部
長�

権
大
僧
正�

甘
井
亮
淳

布
教
部
長�

権
大
僧
正�

森
田
源
真

社
会
部
長�

大
僧
正�

林　

光
俊

一
隅
を
照
ら
す
運
動
推
進
部
長

�
大
僧
都�

森
定
慈
仁

顧　

問�
大
僧
正�

木
ノ
下
寂
俊

茨
城
教
区

　

平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
五
日

祖
師
先
徳
鑽
仰
大
法
会
事
務
局

教
区
事
務
所
員�

権
大
僧
正�

小
川
晃
照

教
区
事
務
所
員�

権
大
僧
都�

中
村
純
裕

〃

�

少
僧
都�

池
田
晋
紘

〃

�

少
僧
都�

舩
戸
俊
克

〃

�

権
大
僧
都�

榎
戸
俊
道

〃

�

大
僧
都�

松
永
博
臣

〃

�

権
僧
正�

服
部
光
純

〃

�

少
僧
都�

高
栖
亮
順

〃

�

権
律
師�

沼
田
亮
和

〃

�

権
大
僧
都�

坪
井
道
彦

〃

�

権
僧
正�

山
田
純
慶

〃

�

大
僧
都�

寺
門
俊
明

　

平
成
二
十
九
年
三
月
十
四
日

祖
師
先
徳
鑽
仰
大
法
会
企
画
委
員
会

委
員
長�

大
僧
正�

杜
多
道
雄

委　

員�

権
大
僧
正�

阿
部
昌
宏

〃�

権
大
僧
正�

浅
野
玄
航

〃�

権
大
僧
正�

甘
井
亮
淳

〃�

権
大
僧
正�

森
田
源
真

〃�

大
僧
正�

林　

光
俊

〃�

大
僧
都�

森
定
慈
仁
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平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

祖
師
先
徳
鑽
仰
大
法
会
事
務
局

係　

員�

権
少
僧
都�

吉
田
慈
順

〃�

律

師�

荒
樋
潤
秀

〃�

権
律
師�

谷
村
大
樹

〃�

権
律
師�

黒
田
海
友

〃�
�

市
原
久
資

〃�
�

谷
口
優
菜

〃�
�

更
谷
南
美

解　

任

　

平
成
二
十
九
年
三
月
十
四
日

祖
師
先
徳
鑽
仰
大
法
会
事
務
局

局　

長�

大
僧
正�

木
ノ
下
寂
俊

総
務
部
長�

権
大
僧
正�

阿
部
昌
宏

勧
募
部
長�

大
僧
正�

長
山
慈
信

財
務
部
長�

権
大
僧
正�

田
中
祥
順

布
教
部
長�

僧

正�

中
島
有
淳

社
会
部
長�

権
大
僧
正�

角
本
尚
雄

一
隅
を
照
ら
す
運
動
推
進
部
長

�

僧

正�

横
山
照
泰

参　

与�

大
僧
正�

林　

光
俊

教
区
事
務
所
長�

権
大
僧
正�

甘
井
亮
淳

〃�

権
僧
正�

国
崎
一
潔

〃�

大
僧
都�

大
森
成
順

〃�

大
僧
都�

髙
倉
聖
法

〃�

大
僧
都�

高
木
亮
順

〃�

権
大
僧
都�

矢
野
晶
洋

教
区
事
務
所
員�

大
僧
都�

中
川
原
照
寛

〃�

権
僧
正�

作
村
尚
範

〃�

大
僧
都�

吉
田
敦
晃

〃�

少
僧
都�

鷲
谷
順
照

〃�

大
僧
都�

一
番
ヶ
瀬
順
海

〃�

権
僧
正�

嘉
瀬
慶
文

〃�

少
僧
都�

城
戸
隆
穂

〃�

権
僧
正�

中
村
博
信

〃�

僧

正�

今
泉
好
正

〃�

権
大
僧
都�

山
下
亮
秀

〃�

権
僧
正�

本
堀
智
宏

祖
師
先
徳
鑽
仰
大
法
会
企
画
委
員
会

委
員
長�

大
僧
正�

木
ノ
下
寂
俊

委　

員�

権
大
僧
正�

阿
部
昌
宏

　

〃�

大
僧
正�

長
山
慈
信

　

〃�

権
大
僧
正�

田
中
祥
順

　

〃�

僧

正�

中
島
有
淳

　

〃�

権
大
僧
正�

角
本
尚
雄

　

〃�

僧

正�

横
山
照
泰

　

〃�

大
僧
正�

杜
多
道
雄

　

〃�
権
大
僧
正�

甘
井
亮
淳

　

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

祖
師
先
徳
鑽
仰
大
法
会
事
務
局

係　

員�

少
僧
都�
國
光
豪
滉

　

〃�
�

上
坂
麻
衣

◆ 

天
台
宗
典
編
纂
所 

◆

任　

命

　

平
成
二
十
九
年
三
月
十
四
日

所　

長

�

大
僧
正�

杜
多
道
雄

主　

幹

�

権
大
僧
正�

森
田
源
真

　

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

編
纂
委
員

勧　

学�

権
大
僧
正�

水
上
文
義

勧　

学�

権
大
僧
正�

齊
藤
圓
眞

勧　

学�

権
僧
正�

坂
本
廣
博

講　

司�

大
僧
正�

浦
井
正
明

講　

司�

僧

正�

利
根
川
浩
行

講　

司�

僧

正�

水
尾
寂
芳

　

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

編
纂
研
究
員

講　

司�

権
僧
正�

小
林
順
彦

講　

司�

権
大
僧
都�

塩
入
法
道

講　

司�

権
大
僧
都�

張
堂
興
昭

准
講
司�

僧

正�

瀧
川
善
海

准
講
司�

僧

正�

吉
田
慈
敬

准
講
司�

僧

正�

千
葉
照
観

准
講
司�

権
僧
正�

林　

慶
仁
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准
講
司�

権
僧
正�

土
屋
慈
恭

准
講
司�

大
僧
都�

霜
村
叡
真

准
講
司�

大
僧
都�

寺
本
亮
晋

嗣　

講�

権
大
僧
正�

木
本
清
玄

嗣　

講�

僧

正�

鎌
田
観
良

嗣　

講�

少
僧
都�

伊
藤
進
傳

�
僧

正�

柴
田
立
史

（
天
台
寺
門
宗
）��

福
家
俊
彦

　

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

編
纂
協
力
員

嗣　

講�

権
僧
正�
寺
田
真
浄

嗣　

講�

大
僧
都�

本
間
孝
継

嗣　

講�

権
少
僧
都�

吉
田
慈
順

�

大
僧
都�

今
井
長
秀

�

大
僧
都�

関
口
中
道

�

権
大
僧
都�

平
泉
照
人

�

少
僧
都�

那
波
良
晃

（
天
台
圓
浄
宗
）��

町
田
亨
宣

（
浄
土
宗
西
山
禅
林
寺
派
）�

村
上
明
也

�
�

山
中
崇
裕

　

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

電
子
仏
典
員

�

権
大
僧
正�

森
田
源
真

�

権
大
僧
都�

大
宮
行
宣

�
�

横
倉
照
門

�
�

木
村
晃
曜

　

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

天
台
学
大
辞
典
編
纂
室
主
任
補
佐

�

少
僧
都�

秋
田
晃
瑞

�

少
僧
都�

松
居
照
道

　

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

嘱
託
編
輯
員

　

嗣　

講�

権
少
僧
都�

吉
田
慈
順

解　

任

　

平
成
二
十
九
年
三
月
十
四
日

所　

長

�

大
僧
正�

木
ノ
下
寂
俊

主　

幹

�

僧

正�

中
島
有
淳

任
期
満
了

　

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

編
纂
委
員

勧　

学�

権
大
僧
正�

水
上
文
義

勧　

学�
権
大
僧
正�

齊
藤
圓
眞

勧　

学�
権
僧
正�

坂
本
廣
博

講　

司�
大
僧
正�

浦
井
正
明

講　

司�

僧

正�

利
根
川
浩
行

講　

司�

僧

正�
水
尾
寂
芳

　

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

編
纂
研
究
員

講　

司�

権
僧
正�

小
林
順
彦

講　

司�

権
大
僧
都�

塩
入
法
道

講　

司�

権
大
僧
都�

張
堂
興
昭

准
講
司�

僧

正�

瀧
川
善
海

准
講
司�

僧

正�

吉
田
慈
敬

准
講
司�

僧

正�

千
葉
照
観

准
講
司�

権
僧
正�

林　

慶
仁

准
講
司�

権
僧
正�

土
屋
慈
恭

准
講
司�

大
僧
都�

霜
村
叡
真

准
講
司�

大
僧
都�

寺
本
亮
晋

嗣　

講�

権
大
僧
正�

木
本
清
玄

嗣　

講�

僧

正�

鎌
田
観
良

嗣　

講�

権
僧
正�

鈴
木
晃
信

嗣　

講�

少
僧
都�

伊
藤
進
傳

�

僧

正�

柴
田
立
史

（
天
台
寺
門
宗
）��

福
家
俊
彦

　

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

編
纂
協
力
員

嗣　

講�

権
僧
正�

寺
田
真
浄

嗣　

講�

大
僧
都�

本
間
孝
継

嗣　

講�

権
少
僧
都�

吉
田
慈
順

�

大
僧
都�

今
井
長
秀

�

大
僧
都�

関
口
中
道

�

権
大
僧
都�

平
泉
照
人

�

少
僧
都�

那
波
良
晃
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（
天
台
圓
浄
宗
）��

町
田
亨
宣

（
浄
土
宗
西
山
禅
林
寺
派
）�

村
上
明
也

�
�

松
本
知
己

　

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

電
子
仏
典
員

�
権
大
僧
正�

森
田
源
真

�
�

横
倉
照
門

�
�

木
村
晃
曜

◆ 

天
台
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー 
◆

任　

命

　

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

天
台
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
書
記

�

僧

都�

千
田
孝
哉

◆ 

天
台
宗
教
学
振
興
事
業
団 

◆

任　

命

　

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

天
台
宗
教
学
振
興
事
業
団
庶
務
担
当
職
員

�

僧

都�

千
田
孝
哉

◆ 

派

遣

任

命 

◆

総
本
山
特
使

　

南
総
教
区�

僧

正�

髙
橋
隆
叡

南
総
教
区
寳
勝
院
御
住
職
河
野
亮
俊
師
葬
儀

�

（
29
・
３
・
17
）

　

群
馬
教
区�

僧

正�

三
浦
祐
俊

群
馬
教
区
安
養
寺
本
堂
新
築
落
慶
法
要

�

（
29
・
４
・
２
）

◆ 

研
修
会
講
師
派
遣 

◆

委　

嘱

　

北
総
教
区�

権
大
僧
都�

鈴
木
乘
啓

天
台
宗
佛
教
青
年
会
福
島
法
儀
研
修
会

�

（
29
・
２
・
15
）

　

兵
庫
教
区�
僧

都�

宇
代
阿
海

東
海
教
区
教
学
布
教
研
修
会�

（
29
・
２
・
16
）

　

浄
土
宗
心
光
院
住
職�

戸
松
義
晴

東
京
教
区
教
化
研
修
所
研
修
会
第
八
講
座

�

（
29
・
２
・
16
）

　

三
岐
教
区�

権
僧
正�

坂
本
廣
博

〃

�

僧

都�

坂
本
道
生

東
海
教
区�

僧

都�

柴
田
憲
良

神
奈
川
教
区�

権
大
僧
正�

多
田
孝
文

東
京
教
区�

権
僧
正�

木
村
周
誠

〃

�

大
僧
都�

木
内
堯
大

平
成
二
十
八
年
度
教
師
研
修
会

�

（
29
・
２
・
25
〜
27
）

　

京
都
教
区�

大
僧
正�

堀
澤
祖
門

九
州
西
教
区
布
教
師
会
・
檀
信
徒
会
合
同
研
修
会

�

（
29
・
３
・
１
）

　

天
台
宗
参
務�

権
大
僧
正�

角
本
尚
雄

　

〃

�

僧

正�

横
山
照
泰

　

群
馬
教
区�

権
僧
正�

竹
村
興
肇

群
馬
教
区
一
隅
を
照
ら
す
運
動
推
進
大
会

�

（
29
・
３
・
３
）

　

東
京
教
区�

大
僧
都�

宮
部
亮
侑

　

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
家�

中
澤
ま
ゆ
み

平
成
二
十
八
年
度
東
京
教
区
特
別
研
修
会

�

（
29
・
３
・
９
）

　

茨
城
教
区�

僧

正�

秋
田
光
祥

茨
城
教
区
仏
教
青
年
会
研
修
会�（
29
・
３
・
９
）



39　

宗
　
　
報

　

陸
奥
教
区�

大
僧
都�

藤
波
洋
香

　

落
語
家�

�

三
遊
亭
楽
之
介

北
総
教
区
一
隅
を
照
ら
す
運
動
推
進
大
会

�

（
29
・
３
・
11
）

　

東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科

�
教

授�

頼
住
光
子

　

日
本
子
育
て
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
協
会

�
講

師�

幸
島
美
智
子

埼
玉
教
区
布
教
師
会
合
同
研
修
会�

�
（
29
・
３
・
14
）

　

兵
庫
教
区�

大
僧
都�

齊
川
文
泰

山
陰
教
区
法
儀
声
明
研
修
会�

（
29
・
３
・
15
）

　

延
暦
寺
一
山�

大
僧
都�

今
出
川
行
戒

山
形
教
区
教
学
布
教
研
修
会�

（
29
・
３
・
16
）

　

延
暦
寺
一
山�

権
大
僧
都�

長
谷
川
裕
峰

兵
庫
教
区�

権
僧
正�

桑
谷
祐
顕

三
岐
教
区�

権
僧
正�

坂
本
廣
博

信
越
教
区�

僧

都�

栁
澤
正
志

東
京
教
区�

権
大
僧
都�

張
堂
興
昭

平
成
二
十
八
年
度
教
師
研
修
会

�

（
29
・
３
・
24
〜
26
）

◆ 

布

教 

◆

特
定
布
教

延
暦
寺
一
山�

僧

正�

横
山
照
泰

〃

�

大
僧
都�

小
鴨
覚
俊

〃

�

僧

都�

八
木
覚
林

〃

�

僧

都�

譽
田
玄
樹

〃

�

律

師�

安
里
良
尚

滋
賀
教
区�

大
僧
正�

長
山
慈
信

〃

�

少
僧
都�

武
内
昭
雄

京
都
教
区�

大
僧
正�

叡
南
覺
範

〃

�

大
僧
正�

堀
澤
祖
門

近
畿
教
区�

権
大
僧
都�

林　

佳
澄

〃

�

少
僧
都�

近
藤
孝
道

兵
庫
教
区�

僧

正�

荒
樋
勝
善

〃

�

大
僧
都�

清
水
谷
善
誠

〃
�

大
僧
都�

叡
南
覚
法

〃
�

権
大
僧
都�

大
塚
善
仁

〃

�

僧

都�

雲
井
伸
善

〃

�
僧

都�

甲
斐
健
盛

〃

�
少
僧
都�

茂
渡
惠
順

岡
山
教
区�
権
大
僧
都�

田
中
孝
惺

東
海
教
区�

僧

正�

村
上
圓
竜

神
奈
川
教
区�

大
僧
正�
西
郊
良
光

〃

�

権
大
僧
正�
小
堀
光
雄

〃

�

僧

正�

中
島
有
淳

〃

�

僧

都�

原
田
真
人

神
奈
川
教
区�

権
少
僧
都�

西
郊
良
俊

東
京
教
区�

大
僧
正�

坂
本
観
晃

〃

�

僧

都�

加
藤
邦
宣

南
総
教
区�

大
僧
正�

坂
本
英
海

〃

�

僧

正�

細
野
舜
海

埼
玉
教
区�

権
大
僧
正�

木
本
清
玄

〃

�

僧

正�

大
嶋
法
道

〃

�

権
僧
正�

吉
田
亮
照

〃

�

権
僧
正�

髙
𣘺
亮
誠

〃

�

権
大
僧
都�

関
口
亮
樹

〃

�

権
大
僧
都�

千
明
和
隆

〃

�

僧

都�

鷲
田
峰
大

〃

�

少
僧
都�

千
田
明
寛

〃

�

少
僧
都�

小
島
白
融

群
馬
教
区�

大
僧
正�

谷　

晃
昭

〃

�

権
大
僧
正�

小
川
晃
豊

〃

�

権
僧
正�

河
合
祖
信

〃

�

大
僧
都�

綾
小
路
乗
俊

〃

�

大
僧
都�

岡　

慈
縁

〃

�

大
僧
都�

安
田
孝
廉

〃

�

大
僧
都�

藤
井
祐
幹

茨
城
教
区�

大
僧
都�

阿
見
寺
俊
洋

〃

�

大
僧
都�

光
栄
純
貴

〃

�

権
大
僧
都�

志
鳥
融
禅

〃

�

権
大
僧
都�

伊
東
寂
円

〃

�

少
僧
都�

本
田
純
耕

〃

�

少
僧
都�

吉
岡
賢
仁

福
島
教
区�

僧

都�

髙
宮
良
道
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福
島
教
区�

僧

都�

伊
鶴
覚
智

山
形
教
区�

大
僧
正�

後
藤
仁
田

〃

�

権
僧
正�

守
谷
俊
章

イ
ン
ド
禅
定
林
大
本
堂
落
慶
十
周
年
記
念
法
要

及
び
イ
ン
ド
・
ブ
ー
タ
ン
・
タ
イ
で
の
諸
法
要

�

（
29
・
２
・
４
〜
13
）

北
総
教
区�
権
僧
正�

玉
田
法
信

〃

�
権
僧
正�

杉
山
幸
雄

〃

�

権
大
僧
都�

荒
原
良
淳

〃

�

権
大
僧
都�
豊
田
良
栄

〃

�

権
大
僧
都�
室
生
述
成

〃

�

僧

都�

中
里
正
敬

〃

�

僧

都�

林　

尚
順

〃

�

僧

都�

弘
海
高
宣

〃

�

僧

都�

鈴
木
亮
仁

〃

�

少
僧
都�

宇
佐
見
孝
昭

〃

�

少
僧
都�

御
園
生
亮
澄

〃

�

少
僧
都�

合
高
秀

北
総
教
区
一
隅
を
照
ら
す
運
動
推
進
大
会
「
東

日
本
大
震
災
七
回
忌
追
悼
法
要
」

�

（
29
・
３
・
11
）

茨
城
教
区�

大
僧
都�

松
永
博
臣

〃

�

僧

都�

鈴
木
良
忍

〃

�

僧

都�

大
林
正
俊

ポ
ッ
ク
リ
不
動
尊
御
開
帳
記
念
講
演

天
台
声
明
と
和
讃�

（
29
・
３
・
26
）

教
区
布
教

埼
玉
教
区�

権
僧
正�

佐
々
木
良
亨

〃

�

権
大
僧
都�

関
口
亮
樹

〃

�

僧

都�

田
中
晃
生

教
区
合
同
研
修
会�

（
28
・
11
・
21
）

〃

�

権
僧
正�

佐
伯
頼
栄

〃

�

大
僧
都�

吉
田
正
典

第
８
部　

普
光
寺�

（
29
・
１
・
１
〜
２
）

　

〃

�

少
僧
都�

新
井
尚
田

第
９
部　

大
光
普
照
寺�

（
29
・
１
・
１
〜
３
）

　

〃

�

大
僧
正�

清
水
英
雄

第
５
部　

真
福
寺�

（
29
・
１
・
３
）

第
５
部　

真
福
寺�

（
29
・
２
・
３
）

〃
�

大
僧
都�

蓜
嶋
光
昭

〃
�

大
僧
都�

岩
澤
正
純

〃

�

少
僧
都�

武
田
広
明

第
９
部　

大
光
普
照
寺�

（
29
・
１
・
３
）

　

〃

�
僧

都�

岩
本
教
裕

第
８
部　

普
光
寺�
（
29
・
１
・
３
）

　

京
都
教
区�

大
僧
正�
穴
穂
行
弘

第
１
部　

眞
正
極
樂
寺�

（
29
・
２
・
15
）

　

南
総
教
区�

大
僧
都�

宗
政
亮
彦

第
６
部　

妙
音
寺�

（
29
・
２
・
15
）

　

埼
玉
教
区�

権
僧
正�

髙
槀
亮
誠

第
３
部　

明
見
院�

（
29
・
２
・
16
）

　

岡
山
教
区�

少
僧
都�

掛
島
行
範

第
２
部　

安
養
寺�

（
29
・
４
・
４
）

◆ 

天
台
宗
布
教
師 

◆

任　

命

　

平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
五
日

滋
賀
教
区�

大
僧
都�

上
田
覚
順�

六
等
級

　

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

三
岐
教
区�

律

師�

髙
木
恵
海�

六
等
級

〃

�

権
律
師�

矢
橋
源
智�

六
等
級

神
奈
川
教
区�

権
大
僧
都�

永
井
良
光�

六
等
級

〃

�

少
僧
都�

林　

慈
照�

六
等
級

〃

�

権
少
僧
都�

佐
々
木
亮
均�

六
等
級

陸
奥
教
区�

少
僧
都�

多
門
真
咲�

六
等
級

〃

�

律

師�

末
永
郁
雄�

六
等
級

山
形
教
区�

少
僧
都�

鹿
野
秀
順�

六
等
級
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◆ 

天
台
宗
伝
道
師 

◆

任　

命

　

福
島
教
区　

�

浅
野
正
平
・
鈴
木　

堅
・�

新
国
吉
英�

（
29
・
３
・
１
）

　

〃

　

平　

晴
夫
・
三
瓶　

博
・

富
山
秀
一
・
高
橋
善
春
・

叶　

栄
徳
・
根
本
久
雄
・

石
橋　

實�
（
29
・
４
・
１
）

解　

任

　

群
馬
教
区　

福
島
求
馬�

（
29
・
１
・
31
）

　

福
島
教
区　

伊
藤
平
馬
・
坂
内
千
枝
子

�

（
29
・
２
・
28
）

　

群
馬
教
区　

笠
原
民
夫�

（
29
・
３
・
31
）

◆ 

経

歴

法

階 

◆

山
家
会
講
経
諭
義
諸
役
勤
仕
畢

　

平
成
二
十
九
年
四
月
二
十
日

講　

師�

権
僧
正�

宮
本
祖
豊

一
之
問�

大
僧
都�

中
山
玄
童

二
之
問�

大
僧
正�

大
塚
善
忍

◆ 

法

名

授

与 

◆

九
州
東
教
区
大
山
寺
住
職
僧
都
宮
本
浩
賢
法
嗣

浩　

大 

宮
本
浩
平�

（
29
・
３
・
15
）

海
外
天
台
宗
ハ
ワ
イ
別
院
法
嗣
権
律
師
タ
イ
ラ

ー
了
栄
法
嗣

栄　

寛

栄　

海

長
谷
川
雅
彬

メ
ロ
ン
チ
ェ
リ 

ニ
コ ABC�

（
29
・
３
・
23
）

延
暦
寺
一
山
求
法
寺
住
職
大
僧
正
武
覚
超
法
嗣

妙　

覚 

小
南
沙
月�

（
29
・
３
・
28
）

九
州
東
教
区
寳
満
寺
住
職
大
律
師
近
藤
弘
訓
法
嗣

奈　

孟 

近
藤
奈
孟�

（
29
・
４
・
２
）

信
越
教
区
福
生
院
住
職
大
僧
正
村
上
光
田
法
嗣

清　

玉 

齋
藤　

陽
子�

（
29
・
４
・
10
）

◆ 

教

師

補

任 

◆

（
平
成
二
十
九
年
四
月
十
七
日
現
在
手
続
完
了
分
）

権
律
師

延
暦
寺
一
山�

甑
岳
聖
海�

（
29
・
３
・
24
）

権
少
僧
都

山
陰
教
区�

門
脇
正
倫�

（
29
・
３
・
27
）

茨
城
教
区�

黒
田
海
友�

（
29
・
３
・
31
）

少
僧
都

群
馬
教
区�

山
本
堯
仁�

（
29
・
２
・
９
）

九
州
西
教
区�

鍋
島
隆
清�

（
29
・
３
・
３
）

権
律
師

修
験
道
法
流�

畑　

智
晃�

（
29
・
３
・
８
）

僧　

都
茨
城
教
区�

黒
田
乾
裕�

（
29
・
２
・
７
）

四
国
教
区�

関　

良
圓�

（
29
・
２
・
８
）

山
形
教
区�

布
施
晃
精�

（
29
・
３
・
１
）

僧　

都
近
畿
教
区�

瑞
樹
弘
芳�

（
29
・
３
・
10
）

権
大
僧
都

岡
山
教
区�

清
田
寂
源�

（
29
・
１
・
19
）

茨
城
教
区�

飯
塚
憲
順�

（
29
・
２
・
13
）

大
僧
都

群
馬
教
区�

山
本
堯
修�

（
29
・
２
・
７
）

近
畿
教
区�

久
野
良
廣�

（
29
・
３
・
28
）
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権
僧
正

茨
城
教
区�

黒
田
海
盟�

（
29
・
３
・
16
）

東
京
教
区�

池
田
亮
賢�

（
29
・
３
・
22
）

◆ 
褒

賞 

◆

特　

補
権
僧
正�

（
29
・
３
・
20
）

　

東
京
教
区�
釈

氏

源

容

贈　

補
僧　
　

正�

（
28
・
９
・
16
）

　

信
越
教
区�

原
　

文

讓

法
服
特
許

三
諦
章
附
緋
紋
白
大
五
条�

（
29
・
３
・
１
）

　

滋
賀
教
区�

長

山

慈

信

　

群
馬
教
区�

田

中

祥

順

　

神
奈
川
教
区�

中

島

有

淳

　

九
州
西
教
区�

角

本

尚

雄

◆ 

僧

籍

登

録 

◆

三
岐
教
区
法
真
寺
住
職
宇
野
光
燿
法
嗣

�

郷　

光
龍�

（
29
・
３
・
７
）

九
州
東
教
区
大
山
寺
住
職
宮
本
浩
賢
法
嗣

�

宮
本
浩
大�

（
29
・
４
・
10
）

東
京
教
区
法
藏
院
住
職
杜
多
徳
雄
法
嗣

�

神　

充
徳�

（
29
・
４
・
10
）

◆ 

住

職

任

命 

◆

住
職
任
命
・
一
隅
を
照
ら
す
運
動
支
部
長
委
嘱

南
総
教
区　

最
明
寺
副
住
職

�

僧

都�

松

﨑

馨

田

　

南
総
教
区　

最
明
寺
住
職�（
29
・
１
・
12
）

陸
奥
教
区　

満
願
寺
副
住
職

�

大
僧
都�

四

竃

永

昌

　

陸
奥
教
区　

満
願
寺
住
職�（
29
・
１
・
12
）

茨
城
教
区　

圓
満
寺
法
嗣

�
大
律
師�

酒

井

敦

史

　

茨
城
教
区　

圓
満
寺
住
職�（
29
・
１
・
18
）

京
都
教
区　

尊
勝
院
法
嗣

�

大
僧
都�
上

田

覚

順

　

滋
賀
教
区　

圓
如
寺
住
職�（
29
・
１
・
25
）

北
総
教
区　

甚
大
寺
法
嗣

�

権
大
僧
都�

小

川

長

秀

　

北
総
教
区　

長
壽
院
住
職�（
29
・
１
・
25
）

神
奈
川
教
区　

命
徳
寺
副
住
職

�

権
大
僧
都�

多

田

孝

元

　

神
奈
川
教
区　

命
徳
寺
住
職�（
29
・
３
・
１
）

〈
非
法
人
寺
院
〉

南
総
教
区　

最
明
寺
前
住
職

�

僧

正�

松

﨑

敬

田

　

南
総
教
区　

満
願
常
壽
院
住
職

�

（
29
・
１
・
31
）

京
都
教
区　

慈
眼
寺
前
住
職

�

僧

正�

大
久
保　

良　

峻

　

延
暦
寺
一
山　

五
大
院
住
職�（
29
・
３
・
１
）

副
住
職
任
命

近
畿
教
区　

金
輪
院
住
職

�

権
大
僧
都�

古
賀
野　

正　

空

　

近
畿
教
区　

橘
寺
副
住
職�（
29
・
１
・
12
）

群
馬
教
区　

大
徳
寺
前
住
職

�

僧

都�

千

葉

照

英

　

群
馬
教
区　

藥
王
寺
副
住
職

�

（
29
・
１
・
12
）
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陸
奥
教
区　

満
願
寺
法
嗣

�

少
僧
都�

四

竃

智

善

　

陸
奥
教
区　

満
願
寺
副
住
職

�

（
29
・
１
・
13
）

東
京
教
区　

久
成
院
法
嗣

�

中
律
師�

利
根
川　

陽　

春

　

東
京
教
区　

久
成
院
副
住
職

�

（
29
・
１
・
25
）

兼
務
住
職
任
命
・
一
隅
を
照
ら
す
運
動
支
部
長
委
嘱

神
奈
川
教
区　

天
徳
寺
住
職

�

大
僧
都�

安
居
院　

昭　

道

　

神
奈
川
教
区　

妙
相
寺
兼
務
住
職

�

（
29
・
１
・
12
）

南
総
教
区　

妙
覺
寺
住
職

�

僧

正�

須
賀
田　

長　

寳

　

南
総
教
区　

福
圓
寺
兼
務
住
職

南
総
教
区　

圓
輪
寺
兼
務
住
職

南
総
教
区　

能
満
寺
兼
務
住
職

南
総
教
区　

善
性
寺
兼
務
住
職

南
総
教
区　

放
光
寺
兼
務
住
職

南
総
教
区　

大
聖
寺
兼
務
住
職

南
総
教
区　

西
光
寺
兼
務
住
職 ADDDDDBDDDDDC

�

（
29
・
１
・
12
）

南
総
教
区　

祐
藏
院
住
職

�

権
大
僧
都�

大

橋

慈

正

　

南
総
教
区　

長
栄
寺
兼
務
住
職

�

（
29
・
１
・
12
）

南
総
教
区　

寶
聚
寺
住
職

�

大
僧
都�

濱

名

徳

順

　

南
総
教
区　

興
福
寺
兼
務
住
職

�

（
29
・
１
・
12
）

陸
奥
教
区　

満
願
寺
住
職

�

大
僧
都�

四

竃

永

昌

　

陸
奥
教
区　

岩
藏
寺
兼
務
住
職

�

（
29
・
１
・
12
）

神
奈
川
教
区　

妙
圓
寺
住
職

�

大
僧
都�

池

田

正

顕

　

神
奈
川
教
区　

天
宗
院
兼
務
住
職

�

（
29
・
１
・
18
）

北
総
教
区　

西
定
寺
住
職

�

権
少
僧
都�

斉

藤

亮

賢

　

北
総
教
区　

願
定
院
兼
務
住
職

�
（
29
・
１
・
18
）

南
総
教
区　

長
興
寺
住
職

�

僧

都�

黒

川

良

顕

　

南
総
教
区　

無
量
寺
兼
務
住
職

�

（
29
・
１
・
18
）

滋
賀
教
区　

大
覚
寺
住
職

�

権
大
僧
都�

杉

原

照

真

　

滋
賀
教
区　

西
性
寺
兼
務
住
職

�

（
29
・
１
・
25
）

岡
山
教
区　

千
光
寺
住
職

�

僧

正�

葉

上

観

行

　

岡
山
教
区　

玄
龍
院
兼
務
住
職

�

（
29
・
１
・
25
）

九
州
西
教
区　

成
就
院
住
職

�

大
僧
都�

梶

谷

隆

幸

　

玄
清
法
流　

最
勝
院
兼
務
住
職

玄
清
法
流　

観
音
寺
兼
務
住
職 ABC

�

（
29
・
１
・
25
）

北
総
教
区　

東
榮
寺
住
職

�

権
僧
正�

玉

田

法

信

　

北
総
教
区　

東
福
寺
兼
務
住
職

�

（
29
・
１
・
25
）
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延
暦
寺
一
山　

延
命
院
住
職

�

大
僧
正�

獅
子
王　

圓　

泰

　

延
暦
寺
一
山　

正
覚
院
兼
務
住
職

�

（
29
・
２
・
１
）

四
国
教
区　

玉
泉
寺
住
職

�

大
僧
都�

安

西

俊

念

　

四
国
教
区　

専
光
寺
兼
務
住
職

�

（
29
・
２
・
１
）

四
国
教
区　

等
妙
寺
住
職

�

僧

都�

関
　

秀

圓

　

四
国
教
区　

妙
光
寺
兼
務
住
職

�

（
29
・
２
・
１
）

九
州
西
教
区　

成
就
院
住
職

�

大
僧
都�

梶

谷

隆

幸

　

玄
清
法
流　

圓
應
院
兼
務
住
職

�

（
29
・
２
・
１
）

埼
玉
教
区　

長
福
寺
住
職

�

僧

都�

岩

本

教

裕

　

埼
玉
教
区　

東
王
寺
兼
務
住
職

埼
玉
教
区　

光
藏
寺
兼
務
住
職 ABC

�

（
29
・
２
・
１
）

茨
城
教
区　

圓
満
寺
住
職

�

大
律
師�

酒

井

敦

史

　

茨
城
教
区　

照
明
院
兼
務
住
職

�

（
29
・
２
・
８
）

茨
城
教
区　

華
徳
院
住
職

�

権
大
僧
都�

坪

井

道

彦

　

茨
城
教
区　

浄
源
院
兼
務
住
職

�

（
29
・
２
・
８
）

山
陰
教
区　

鰐
淵
寺
住
職

�

権
僧
正�

佐

藤

泰

雄

　

山
陰
教
区　

圓
流
寺
兼
務
住
職

�

（
29
・
２
・
14
）

北
総
教
区　

大
経
院
住
職

�

僧

都�

落

合

高

観

　

北
総
教
区　

清
涼
院
兼
務
住
職

�

（
29
・
２
・
14
）

北
総
教
区　

西
定
寺
住
職

�

権
少
僧
都�

斉

藤

亮

賢

　

北
総
教
区　

榮
福
寺
兼
務
住
職

�
（
29
・
２
・
14
）

南
総
教
区　

常
福
寺
住
職

�

権
僧
正�

須
賀
田　

長　

遵

　

南
総
教
区　

安
祥
寺
兼
務
住
職

�

（
29
・
２
・
14
）

茨
城
教
区　

圓
満
寺
住
職

�

大
律
師�

酒

井

敦

史

　

茨
城
教
区　

安
福
寺
兼
務
住
職

�

（
29
・
２
・
14
）

滋
賀
教
区　

東
門
院
住
職

�

中
律
師�

荻

原

修

叡

　

滋
賀
教
区　

常
樂
寺
兼
務
住
職

�

（
29
・
２
・
20
）

延
暦
寺
一
山　

勝
華
寺
住
職

�

大
僧
正�

小

森

秀

惠

　

延
暦
寺
一
山　

法
曼
院
兼
務
住
職

�

（
29
・
３
・
１
）

四
国
教
区　

福
樂
寺
住
職

�

大
僧
正�

米

谷

静

俊

　

四
国
教
区　

願
成
寺
兼
務
住
職

�

（
29
・
３
・
１
）
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信
越
教
区　

彈
誓
寺
住
職

�

権
律
師�

内

藤

淳

芳

　

信
越
教
区　

寳
藏
院
兼
務
住
職

�

（
29
・
３
・
１
）

茨
城
教
区　

安
樂
寺
住
職

�

大
僧
都�
松

永

博

臣

　

茨
城
教
区　

俊
澄
寺
兼
務
住
職

�
（
29
・
３
・
１
）

福
島
教
区　

観
音
寺
住
職

�

大
僧
正�

矢

島

義

謙

　

福
島
教
区　

長
命
寺
兼
務
住
職

�

（
29
・
３
・
１
）

陸
奥
教
区　

觀
音
院
住
職

�

大
僧
都�

清

水

広

元

　

陸
奥
教
区　

寳
性
院
兼
務
住
職

�

（
29
・
３
・
１
）

修
験
道
法
流　

龍
華
院
住
職

�

権
行
満

正
大
先
達�

河

辺

功

彰

　

修
験
道
法
流　

廣
善
寺
兼
務
住
職

�

（
29
・
３
・
１
）

滋
賀
教
区　

長
壽
寺
住
職

�

大
僧
正�

長

山

慈

信

　

滋
賀
教
区　

長
福
寺
兼
務
住
職

�

（
29
・
３
・
２
）

群
馬
教
区　

本
樂
寺
住
職

�

大
僧
都�

金

井

崚

純

　

群
馬
教
区　

常
福
寺
兼
務
住
職

�

（
29
・
３
・
２
）

茨
城
教
区　

満
願
寺
住
職

�

僧

都�

竹

林

俊

吾

　

茨
城
教
区　

觀
音
寺
兼
務
住
職

�

（
29
・
３
・
２
）

〈
非
法
人
寺
院
〉

近
畿
教
区　

施
福
寺
住
職

�

権
大
僧
正�

津

守

佐

理

　

近
畿
教
区　

北
室
院
兼
務
住
職

近
畿
教
区　

観
音
院
兼
務
住
職 ABC

�

（
29
・
１
・
12
）

代
務
者
任
命

九
州
東
教
区　

宗
務
所
長

�

権
大
僧
正�
秋

吉

文

隆

　

九
州
東
教
区
妙
蓮
寺
（
特
命
）
代
表
役
員
代
務
者

�

（
29
・
３
・
７
）

◆ 

住

職

解

任 

◆

依
願
解
任

�

僧

正�

松

﨑

敬

田

南
総
教
区　

最
明
寺
住
職�

（
29
・
１
・
11
）

�

僧

正�

四

竃

亮

松

陸
奥
教
区　

満
願
寺
住
職�

（
29
・
１
・
11
）

�

律

師�

仁

木

秀

貫

滋
賀
教
区　

西
性
寺
兼
務
住
職

滋
賀
教
区　

圓
如
寺
兼
務
住
職 ABC

�

（
29
・
１
・
24
）

�

大
僧
正�

矢

島

義

謙

福
島
教
区　
長
命
寺
（
特
命
）
代
表
役
員
代
務
者

�

（
29
・
２
・
28
）

�

僧

都�

金

井

恭

純

群
馬
教
区　

常
福
寺
住
職�

（
29
・
３
・
１
）

任
期
満
了

延
暦
寺
一
山　

正
覚
院
兼
務
住
職

�

大
僧
正�

獅
子
王　

圓　

泰

滋
賀
教
区　

常
樂
寺
兼
務
住
職

�

中
律
師�

荻

原

修

叡
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四
国
教
区　

専
光
寺
兼
務
住
職

�

大
僧
都�

安

西

俊

念

四
国
教
区　

妙
光
寺
兼
務
住
職

�
僧

都�

関
　

秀

圓

信
越
教
区　

極
樂
寺
兼
務
住
職

�

中
律
師�

江

原

紘

誠

信
越
教
区　

徳
法
院
兼
務
住
職

�

大
僧
正�
村

上

光

田

北
総
教
区　

清
涼
院
兼
務
住
職

�

僧

都�

落

合

高

観

北
総
教
区　

榮
福
寺
兼
務
住
職

�

権
少
僧
都�

斉

藤

亮

賢

南
総
教
区　

安
祥
寺
兼
務
住
職

�

権
僧
正�

須
賀
田　

長　

遵

埼
玉
教
区　

東
王
寺
兼
務
住
職

埼
玉
教
区　

光
藏
寺
兼
務
住
職 ABC

�

僧

都�

岩

本

教

裕

茨
城
教
区　

善
学
院
兼
務
住
職

�

大
僧
都�

山

本

亨

全

茨
城
教
区　

浄
源
院
兼
務
住
職

�

権
大
僧
都�

坪

井

道

彦

（
右
記
十
三
カ
寺
院
、
平
成
二
十
九
年
一
月
末

日
任
期
満
了
）

延
暦
寺
一
山　

法
曼
院
兼
務
住
職

�

大
僧
正�

小

森

秀

惠

滋
賀
教
区　

長
福
寺
兼
務
住
職

�

大
僧
正�

長

山

慈

信

四
国
教
区　

願
成
寺
兼
務
住
職

�

大
僧
正�

米

谷

静

俊

神
奈
川
教
区　

杉
本
寺
兼
務
住
職

�

僧

正�

静

川

慈

昭

北
総
教
区　

隆
星
院
兼
務
住
職

�
大
僧
正�

落

合

高

省

北
総
教
区　

威
光
院
兼
務
住
職

北
総
教
区　

圓
満
寺
兼
務
住
職 ABC

�

僧

都�
山
野
井　

亮　

祥

埼
玉
教
区　

圓
満
寺
兼
務
住
職

�

権
大
僧
正�

江

田

昌

弘

茨
城
教
区　

寳
勝
院
兼
務
住
職

茨
城
教
区　

來
迎
院
兼
務
住
職 ABC

�

権
大
僧
都�

野

口

亮

仁

茨
城
教
区　

徳
林
寺
兼
務
住
職

�

僧

都�

島

田

昭

春

茨
城
教
区　

觀
音
寺
兼
務
住
職

�

僧

都�

竹

林

俊

吾

茨
城
教
区　

花
藏
院
兼
務
住
職

�

権
僧
正�

宮

川

孝

榮

陸
奥
教
区　

寳
性
院
兼
務
住
職

�

大
僧
都�

清

水

広

元

（
右
記
十
四
カ
寺
院
、
平
成
二
十
九
年
二
月
末

日
任
期
満
了
）

◆ 

僧

籍

異

動 

◆

�

少
僧
都�

櫛

笥

亮

恵

埼
玉
教
区
瑠
璃
光
寺
櫛
笥
亮
俊
法
嗣
よ
り
東
京

教
区
寳
泉
寺
神
山
亮
友
法
嗣
に
僧
籍
異
動

�

（
29
・
１
・
12
）
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�

少
僧
都�

太

田

恭

照

延
暦
寺
一
山
乗
実
院
真
嶋
康
祐
法
嗣
よ
り
延
暦

寺
一
山
乗
実
院
真
嶋
全
康
法
嗣
に
僧
籍
異
動

�

（
29
・
１
・
20
）

�
権
少
僧
都�

秦
　

行

亘

延
暦
寺
一
山
伊
崎
寺
上
原
行
照
法
嗣
よ
り
延
暦

寺
一
山
竜
城
院
上
原
行
照
法
嗣
に
僧
籍
異
動

�

（
29
・
２
・
28
）

◆ 

僧

籍

復

得 
◆

延
暦
寺
一
山
南
山
坊
光
永
覚
道
法
嗣

 

甑
岳
聖
海�

（
29
・
３
・
24
）

◆ 

行

方

不

明 

◆

延
暦
寺
一
山　

南
山
坊
法
嗣

�
�

久

田

昇

道

�

（
29
・
１
・
24
届
出
）

◆ 

僧

籍

削

除 

◆

滋
賀
教
区　

安
養
院
法
嗣

�
�

梅

原

良

誠

滋
賀
教
区　

安
養
院
法
嗣

�

先

達�

西

下

良

祥

神
奈
川
教
区　

明
王
院
法
嗣

�
�

松

田

昌

念

神
奈
川
教
区　

東
圓
寺
法
嗣

�
�

鷹

野

慈

照

　

右
の
者
四
名
、
僧
籍
規
程
第
六
条
第
１
項
第

２
号
に
従
い
削
除�

（
29
・
２
・
10
）
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敬　
　

弔

御
生
前
の
御
功
労
を
偲
び 

謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
表
し
ま
す
。

�

（
29
・
３
・
９
現
在
届
）

山
陰
教
区　

愛
宕
寺
法
嗣

�

中　

島　

関　

照�

28
・
８
・
７
逝
去

�

世
寿
七
十
九
歳

延
暦
寺
一
山　

五
智
院
法
嗣

権
律
師�

高　

井　

叡　

空�
28
・
11
・
30
逝
去

�

世
寿
七
十
七
歳

福
島
教
区　

泉
福
寺
住
職

権
少
僧
都�

諸　

星　

孝　

海�

28
・
12
・
25
遷
化

�

世
寿
八
十
八
歳

信
越
教
区　

壽
量
院
前
住
職

権
大
僧
正�

小　

山　

健　

英�

29
・
１
・
１
遷
化

�

世
寿
六
十
九
歳

三
岐
教
区　

東
榮
寺
法
嗣

中
律
師�

高　

村　

豊　

覚�

29
・
１
・
４
逝
去

�

世
寿
九
十
五
歳

陸
奥
教
区　

常
住
院
前
住
職

僧

正�

佐
々
木　

高　

圓�

29
・
１
・
11
遷
化

�

世
寿
九
十
三
歳

近
畿
教
区　

了
法
寺
法
嗣

中
律
師�

松　

下　

昌　

玄�

29
・
１
・
18
逝
去

�

世
寿
八
十
四
歳

延
暦
寺
一
山　

観
明
院
住
職

権
僧
正�

福　

吉　

覺　

明�

29
・
１
・
19
遷
化

�

世
寿
八
十
二
歳
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陸
奥
教
区　

毛
越
寺
前
住
職

大
僧
正�

南　

洞　

頼　

教�

29
・
１
・
27
遷
化

�

世
寿
九
十
四
歳

神
奈
川
教
区　

命
徳
寺
住
職

大
僧
正�
多　

田　

孝　

正�

29
・
２
・
２
遷
化

�

世
寿
七
十
八
歳

兵
庫
教
区　

随
願
寺
前
住
職

大
僧
正�

加　

藤　

泰　

貫�

29
・
３
・
１
遷
化

�

世
寿
百
歳
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 平　成　28　年　度　本　山 納　金　収　納　状　況　表
� 平成29年３月８日現在（単位：円）

寺 院 教 会 納 金 非法人寺院教会納金 寺院教会冥加料 僧 侶 冥 加 料 教 師 冥 加 料
教　区 調 定 額 収 納 額 未 納 額 調 定 額 収 納 額 未 納 額 調 定 額 収 納 額 未 納 額 調 定 額 収 納 額 未 納 額 調 定 額 収 納 額 未 納 額

延 暦 寺 一 山 5,797,840 5,797,840 0 460,000 460,000 0 1,482,000 1,482,000 0 424,000 424,000 0 4,766,500 4,766,500 0
滋 賀 7,825,750 7,825,750 0 12,000 12,000 0 1,712,000 1,712,000 0 277,500 277,500 0 4,688,250 4,688,250 0
京 都 63,692,290 63,602,820 89,470 12,000 0 12,000 1,438,000 1,424,000 14,000 184,000 179,500 4,500 3,977,250 3,863,750 113,500
近 畿 16,960,430 16,571,500 388,930 36,000 36,000 0 1,223,000 1,184,000 39,000 198,000 192,000 6,000 2,737,750 2,734,750 3,000
兵 庫 22,894,660 22,894,660 0 32,000 32,000 0 2,696,000 2,696,000 0 382,500 382,500 0 8,096,250 8,096,250 0
岡 山 37,165,470 37,165,470 0 16,000 16,000 0 2,930,000 2,930,000 0 304,000 304,000 0 5,260,500 5,260,500 0
山 陰 6,725,430 6,725,430 0 0 0 0 854,000 854,000 0 115,500 115,500 0 1,698,250 1,698,250 0
四 国 3,332,240 3,332,240 0 8,000 8,000 0 546,000 546,000 0 81,000 81,000 0 1,661,500 1,661,500 0
九 州 東 5,136,360 5,136,130 230 34,000 34,000 0 825,000 820,000 5,000 159,000 159,000 0 2,248,000 2,248,000 0
九 州 西 8,962,410 8,922,045 40,365 43,000 43,000 0 1,607,000 1,607,000 0 376,500 374,000 2,500 4,970,250 4,953,750 16,500
三 岐 4,433,480 4,433,480 0 8,000 8,000 0 675,000 675,000 0 125,000 125,000 0 1,693,750 1,693,750 0
東 海 6,963,020 6,963,020 0 12,000 12,000 0 1,305,000 1,305,000 0 220,500 220,500 0 2,850,750 2,850,750 0
北 陸 1,632,310 1,620,810 11,500 4,000 4,000 0 421,000 421,000 0 66,000 65,500 500 1,562,750 1,558,250 4,500
信 越 18,668,180 18,668,180 0 39,000 39,000 0 1,783,000 1,783,000 0 218,000 218,000 0 3,981,250 3,981,250 0
神 奈 川 27,731,100 27,703,500 27,600 4,000 4,000 0 2,433,000 2,424,000 9,000 220,500 219,500 1,000 5,401,000 5,374,000 27,000
東 京 60,073,930 60,073,930 0 31,000 31,000 0 4,448,000 4,448,000 0 434,500 434,500 0 10,453,750 10,453,750 0
北 総 23,524,860 23,524,860 0 8,000 8,000 0 2,536,000 2,536,000 0 159,000 159,000 0 2,938,250 2,938,250 0
南 総 16,660,510 16,660,510 0 23,000 23,000 0 2,986,000 2,986,000 0 269,000 269,000 0 4,429,750 4,429,750 0
埼 玉 41,092,030 41,092,030 0 4,000 4,000 0 3,274,000 3,274,000 0 351,000 351,000 0 6,064,000 6,064,000 0
群 馬 41,372,630 41,372,630 0 12,000 12,000 0 4,864,000 4,864,000 0 523,000 523,000 0 10,384,500 10,384,500 0
茨 城 39,776,890 39,776,890 0 48,000 48,000 0 4,041,000 4,041,000 0 440,500 437,500 3,000 6,602,500 6,568,500 34,000
栃 木 39,491,690 39,491,690 0 8,000 8,000 0 2,813,000 2,813,000 0 291,500 291,500 0 6,741,250 6,741,250 0
福 島 16,223,970 16,223,970 0 27,000 27,000 0 2,151,000 2,151,000 0 231,500 231,500 0 3,760,000 3,760,000 0
陸 奥 26,341,210 26,341,210 0 12,000 12,000 0 1,391,000 1,391,000 0 201,000 201,000 0 3,960,500 3,960,500 0
山 形 6,278,770 6,278,770 0 0 0 0 861,000 861,000 0 148,000 148,000 0 2,322,250 2,322,250 0
北 海 道 868,480 868,480 0 12,000 12,000 0 164,000 164,000 0 36,000 36,000 0 472,500 472,500 0
沖 縄 0 0 0 15,000 4,000 11,000 0 0 0 2,000 1,000 1,000 23,000 16,000 7,000
安 楽 律 940,010 940,010 0 0 0 0 235,000 235,000 0 36,500 36,500 0 257,500 257,500 0
修 験 道 844,445 844,445 0 128,000 128,000 0 244,000 244,000 0 354,500 354,500 0 1,531,500 1,531,500 0
玄 清 219,880 219,880 0 86,000 86,000 0 129,000 129,000 0 64,500 64,500 0 500,750 500,750 0
常 楽 院 46,690 46,690 0 28,000 28,000 0 49,000 49,000 0 19,500 19,500 0 213,500 213,500 0
海 外 0 0 0 12,000 12,000 0 0 0 0 27,000 27,000 0 58,000 58,000 0



51　

宗
　
　
報

 平　成　28　年　度　本　山 納　金　収　納　状　況　表
� 平成29年３月８日現在（単位：円）

寺 院 教 会 納 金 非法人寺院教会納金 寺院教会冥加料 僧 侶 冥 加 料 教 師 冥 加 料
教　区 調 定 額 収 納 額 未 納 額 調 定 額 収 納 額 未 納 額 調 定 額 収 納 額 未 納 額 調 定 額 収 納 額 未 納 額 調 定 額 収 納 額 未 納 額

延 暦 寺 一 山 5,797,840 5,797,840 0 460,000 460,000 0 1,482,000 1,482,000 0 424,000 424,000 0 4,766,500 4,766,500 0
滋 賀 7,825,750 7,825,750 0 12,000 12,000 0 1,712,000 1,712,000 0 277,500 277,500 0 4,688,250 4,688,250 0
京 都 63,692,290 63,602,820 89,470 12,000 0 12,000 1,438,000 1,424,000 14,000 184,000 179,500 4,500 3,977,250 3,863,750 113,500
近 畿 16,960,430 16,571,500 388,930 36,000 36,000 0 1,223,000 1,184,000 39,000 198,000 192,000 6,000 2,737,750 2,734,750 3,000
兵 庫 22,894,660 22,894,660 0 32,000 32,000 0 2,696,000 2,696,000 0 382,500 382,500 0 8,096,250 8,096,250 0
岡 山 37,165,470 37,165,470 0 16,000 16,000 0 2,930,000 2,930,000 0 304,000 304,000 0 5,260,500 5,260,500 0
山 陰 6,725,430 6,725,430 0 0 0 0 854,000 854,000 0 115,500 115,500 0 1,698,250 1,698,250 0
四 国 3,332,240 3,332,240 0 8,000 8,000 0 546,000 546,000 0 81,000 81,000 0 1,661,500 1,661,500 0
九 州 東 5,136,360 5,136,130 230 34,000 34,000 0 825,000 820,000 5,000 159,000 159,000 0 2,248,000 2,248,000 0
九 州 西 8,962,410 8,922,045 40,365 43,000 43,000 0 1,607,000 1,607,000 0 376,500 374,000 2,500 4,970,250 4,953,750 16,500
三 岐 4,433,480 4,433,480 0 8,000 8,000 0 675,000 675,000 0 125,000 125,000 0 1,693,750 1,693,750 0
東 海 6,963,020 6,963,020 0 12,000 12,000 0 1,305,000 1,305,000 0 220,500 220,500 0 2,850,750 2,850,750 0
北 陸 1,632,310 1,620,810 11,500 4,000 4,000 0 421,000 421,000 0 66,000 65,500 500 1,562,750 1,558,250 4,500
信 越 18,668,180 18,668,180 0 39,000 39,000 0 1,783,000 1,783,000 0 218,000 218,000 0 3,981,250 3,981,250 0
神 奈 川 27,731,100 27,703,500 27,600 4,000 4,000 0 2,433,000 2,424,000 9,000 220,500 219,500 1,000 5,401,000 5,374,000 27,000
東 京 60,073,930 60,073,930 0 31,000 31,000 0 4,448,000 4,448,000 0 434,500 434,500 0 10,453,750 10,453,750 0
北 総 23,524,860 23,524,860 0 8,000 8,000 0 2,536,000 2,536,000 0 159,000 159,000 0 2,938,250 2,938,250 0
南 総 16,660,510 16,660,510 0 23,000 23,000 0 2,986,000 2,986,000 0 269,000 269,000 0 4,429,750 4,429,750 0
埼 玉 41,092,030 41,092,030 0 4,000 4,000 0 3,274,000 3,274,000 0 351,000 351,000 0 6,064,000 6,064,000 0
群 馬 41,372,630 41,372,630 0 12,000 12,000 0 4,864,000 4,864,000 0 523,000 523,000 0 10,384,500 10,384,500 0
茨 城 39,776,890 39,776,890 0 48,000 48,000 0 4,041,000 4,041,000 0 440,500 437,500 3,000 6,602,500 6,568,500 34,000
栃 木 39,491,690 39,491,690 0 8,000 8,000 0 2,813,000 2,813,000 0 291,500 291,500 0 6,741,250 6,741,250 0
福 島 16,223,970 16,223,970 0 27,000 27,000 0 2,151,000 2,151,000 0 231,500 231,500 0 3,760,000 3,760,000 0
陸 奥 26,341,210 26,341,210 0 12,000 12,000 0 1,391,000 1,391,000 0 201,000 201,000 0 3,960,500 3,960,500 0
山 形 6,278,770 6,278,770 0 0 0 0 861,000 861,000 0 148,000 148,000 0 2,322,250 2,322,250 0
北 海 道 868,480 868,480 0 12,000 12,000 0 164,000 164,000 0 36,000 36,000 0 472,500 472,500 0
沖 縄 0 0 0 15,000 4,000 11,000 0 0 0 2,000 1,000 1,000 23,000 16,000 7,000
安 楽 律 940,010 940,010 0 0 0 0 235,000 235,000 0 36,500 36,500 0 257,500 257,500 0
修 験 道 844,445 844,445 0 128,000 128,000 0 244,000 244,000 0 354,500 354,500 0 1,531,500 1,531,500 0
玄 清 219,880 219,880 0 86,000 86,000 0 129,000 129,000 0 64,500 64,500 0 500,750 500,750 0
常 楽 院 46,690 46,690 0 28,000 28,000 0 49,000 49,000 0 19,500 19,500 0 213,500 213,500 0
海 外 0 0 0 12,000 12,000 0 0 0 0 27,000 27,000 0 58,000 58,000 0
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宗
　
　
報

 平成28年度第二期祖師先徳鑽仰大法会 根本中堂改修義財及び教師義金収納状況表
� 平成29年３月８日現在（単位：円）

根本中堂改修義財 非法人根本中堂改修義財 大法会教師義金
教　区 調 定 額 収 納 額 未 納 額 調 定 額 収 納 額 未 納 額 調 定 額 収 納 額 未 納 額

延 暦 寺 一 山 1,159,568 1,159,568 0 57,500 57,500 0 1,906,600 1,906,600 0
滋 賀 1,565,150 1,565,150 0 1,500 1,500 0 1,875,300 1,875,300 0
京 都 12,738,458 12,720,564 17,894 1,500 0 1,500 1,590,900 1,545,500 45,400
近 畿 3,392,086 3,314,300 77,786 4,500 4,500 0 1,095,100 1,093,900 1,200
兵 庫 4,578,932 4,578,932 0 4,000 4,000 0 3,238,500 3,238,500 0
岡 山 7,433,094 7,433,094 0 2,000 2,000 0 2,104,200 2,104,200 0
山 陰 1,345,086 1,345,086 0 0 0 0 679,300 679,300 0
四 国 666,448 666,448 0 1,000 1,000 0 664,600 664,600 0
九 州 東 1,027,272 1,027,226 46 4,250 4,250 0 899,200 899,200 0
九 州 西 1,792,482 1,784,409 8,073 5,375 5,375 0 1,988,100 1,981,500 6,600
三 岐 886,696 886,696 0 1,000 1,000 0 677,500 677,500 0
東 海 1,392,604 1,392,604 0 1,500 1,500 0 1,140,300 1,140,300 0
北 陸 326,462 326,462 0 500 500 0 625,100 625,100 0
信 越 3,733,636 3,733,636 0 4,875 4,875 0 1,592,500 1,592,500 0
神 奈 川 5,546,220 5,540,700 5,520 500 500 0 2,160,400 2,149,600 10,800
東 京 12,014,786 12,014,786 0 3,875 3,875 0 4,181,500 4,181,500 0
北 総 4,704,972 4,704,972 0 1,000 1,000 0 1,175,300 1,175,300 0
南 総 3,332,102 3,332,102 0 2,875 2,875 0 1,771,900 1,771,900 0
埼 玉 8,218,406 8,218,406 0 500 500 0 2,425,600 2,425,600 0
群 馬 8,274,526 8,274,526 0 1,500 1,500 0 4,153,800 4,153,800 0
茨 城 7,955,378 7,955,378 0 6,000 6,000 0 2,641,000 2,627,400 13,600
栃 木 7,898,338 7,898,338 0 1,000 1,000 0 2,696,500 2,696,500 0
福 島 3,244,794 3,244,794 0 3,375 3,375 0 1,504,000 1,504,000 0
陸 奥 5,268,242 5,268,242 0 1,500 1,500 0 1,584,200 1,584,200 0
山 形 1,255,754 1,255,754 0 0 0 0 928,900 928,900 0
北 海 道 173,696 173,696 0 1,500 1,500 0 189,000 189,000 0
沖 縄 0 0 0 1,875 500 1,375 9,200 6,400 2,800
安 楽 律 188,002 188,002 0 0 0 0 103,000 103,000 0
修 験 道 168,889 168,889 0 16,000 16,000 0 612,600 612,600 0
玄 清 43,976 43,976 0 10,750 10,750 0 200,300 200,300 0
常 楽 院 9,338 9,338 0 3,500 3,500 0 85,400 85,400 0
海 外 0 0 0 1,500 1,500 0 23,200 23,200 0
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宗
　
　
報

 平成28年度第二期祖師先徳鑽仰大法会 根本中堂改修義財及び教師義金収納状況表
� 平成29年３月８日現在（単位：円）

根本中堂改修義財 非法人根本中堂改修義財 大法会教師義金
教　区 調 定 額 収 納 額 未 納 額 調 定 額 収 納 額 未 納 額 調 定 額 収 納 額 未 納 額

延 暦 寺 一 山 1,159,568 1,159,568 0 57,500 57,500 0 1,906,600 1,906,600 0
滋 賀 1,565,150 1,565,150 0 1,500 1,500 0 1,875,300 1,875,300 0
京 都 12,738,458 12,720,564 17,894 1,500 0 1,500 1,590,900 1,545,500 45,400
近 畿 3,392,086 3,314,300 77,786 4,500 4,500 0 1,095,100 1,093,900 1,200
兵 庫 4,578,932 4,578,932 0 4,000 4,000 0 3,238,500 3,238,500 0
岡 山 7,433,094 7,433,094 0 2,000 2,000 0 2,104,200 2,104,200 0
山 陰 1,345,086 1,345,086 0 0 0 0 679,300 679,300 0
四 国 666,448 666,448 0 1,000 1,000 0 664,600 664,600 0
九 州 東 1,027,272 1,027,226 46 4,250 4,250 0 899,200 899,200 0
九 州 西 1,792,482 1,784,409 8,073 5,375 5,375 0 1,988,100 1,981,500 6,600
三 岐 886,696 886,696 0 1,000 1,000 0 677,500 677,500 0
東 海 1,392,604 1,392,604 0 1,500 1,500 0 1,140,300 1,140,300 0
北 陸 326,462 326,462 0 500 500 0 625,100 625,100 0
信 越 3,733,636 3,733,636 0 4,875 4,875 0 1,592,500 1,592,500 0
神 奈 川 5,546,220 5,540,700 5,520 500 500 0 2,160,400 2,149,600 10,800
東 京 12,014,786 12,014,786 0 3,875 3,875 0 4,181,500 4,181,500 0
北 総 4,704,972 4,704,972 0 1,000 1,000 0 1,175,300 1,175,300 0
南 総 3,332,102 3,332,102 0 2,875 2,875 0 1,771,900 1,771,900 0
埼 玉 8,218,406 8,218,406 0 500 500 0 2,425,600 2,425,600 0
群 馬 8,274,526 8,274,526 0 1,500 1,500 0 4,153,800 4,153,800 0
茨 城 7,955,378 7,955,378 0 6,000 6,000 0 2,641,000 2,627,400 13,600
栃 木 7,898,338 7,898,338 0 1,000 1,000 0 2,696,500 2,696,500 0
福 島 3,244,794 3,244,794 0 3,375 3,375 0 1,504,000 1,504,000 0
陸 奥 5,268,242 5,268,242 0 1,500 1,500 0 1,584,200 1,584,200 0
山 形 1,255,754 1,255,754 0 0 0 0 928,900 928,900 0
北 海 道 173,696 173,696 0 1,500 1,500 0 189,000 189,000 0
沖 縄 0 0 0 1,875 500 1,375 9,200 6,400 2,800
安 楽 律 188,002 188,002 0 0 0 0 103,000 103,000 0
修 験 道 168,889 168,889 0 16,000 16,000 0 612,600 612,600 0
玄 清 43,976 43,976 0 10,750 10,750 0 200,300 200,300 0
常 楽 院 9,338 9,338 0 3,500 3,500 0 85,400 85,400 0
海 外 0 0 0 1,500 1,500 0 23,200 23,200 0
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通
常
宗
議
会
議
事
報
告

第
百
三
十
八
回
通
常
宗
議
会
議
事
報
告

凡
　
例

一　

第
百
三
十
八
回
通
常
宗
議
会
の
議
事
報

告
書
は
、
演
説
の
草
稿
と
、
Ｉ
Ｃ
レ
コ
ー

ダ
ー
に
よ
っ
て
編
集
し
た
。

二　

議
長
の
宣
言
、
議
員
の
動
議
等
で
型
ど

お
り
の
文
言
は
、
す
べ
て
省
略
し
た
。

三　

可
決
決
定
さ
れ
た
議
案
は『
天
台
宗
報
』

で
公
布
、
布
達
さ
れ
る
の
で
、
そ
の
掲
載

を
省
略
し
た
。

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
二
日

�

（
宗
議
会
幹
事
）　

一
、
会
期　

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
一
日
〜
二
十
二
日

二
、
招
集
に
応
じ
た
議
員
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一　

番　

大
澤　

貫
秀
新�

二　

番　

河
合　

祖
信
新�

三　

番　

鮎
貝　

宗
城
新

四　

番　

栁
澤　

最
伸
新�

五　

番　

吉
澤　

道
人
新�

六　

番　

張
堂　

完
俊
新

七　

番　

細
野　

舜
海
新�

八　

番　

寺
本　

亮
洞
新�

九　

番　

林　
　

光
俊
新

十　

番　

小
川　

晃
豊
新�

十
一
番　

玉
田　

法
信
新�

十
二
番　

坂
本　

圭
司
新

十
三
番　

柴
田　

立
史
新�

十
四
番　

舩
戸　

俊
宏
新�

十
五
番　

冨
樫　

和
廣
新

十
六
番　

永
合　

韶
俊
道�

十
七
番　

村
上　

圓
竜
道�

十
八
番　

小
林　

祖
承
道

十
九
番　

百
濟　

寂
仁
道�

二
十
番　

國
岡　

惠
心
道�

二
十
一
番　

岩
尾　

照
尚
道

二
十
二
番　

藤　
　

光
俊
道�

二
十
三
番　

野
中　

玄
雄
道�

二
十
四
番　

坂
本　

実
仁
道

二
十
五
番　

松
景　

崇
誓
道�

二
十
六
番　

葉
上　

観
行
道�

二
十
七
番　

大
川　

寿
浩
道

二
十
八
番　

辻
井　

芳
道
道�

二
十
九
番　

中
村　

彰
恵
道�

三
十
番　

栢
木　

寛
照
道

（
道
＝
道
興
会
・
新
＝
新
成
会
）

（
十
五
番　

冨
樫
議
員
二
月
二
十
一
日
〜
二
十
二
日
欠
席
）

（
十
八
番　

小
林
議
員
二
月
二
十
一
日
〜
二
十
二
日
欠
席
）

（
三
十
番　

栢
木
議
員
二
月
二
十
一
日
遅
刻
、
二
十
二
日
欠
席
）
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通
常
宗
議
会
議
事
報
告

式
に
も
ご
尽
力
を
賜
り
ま
し
た
。

　

ま
こ
と
に
激
職
で
あ
り
、
さ
ぞ
お
疲
れ
に

な
ら
れ
た
こ
と
と
存
じ
ま
す
。
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。
ゆ
っ
く
り
と
御
法
体
を
お

休
め
頂
き
た
く
存
じ
ま
す
。

　

ま
た
内
局
参
務
の
皆
様
に
対
し
ま
し
て
も

そ
の
ご
活
躍
に
、
心
か
ら
深
甚
な
る
謝
意
を

申
し
上
げ
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。

　

さ
て
、
茲
に
当
局
は
、
目
下
緊
要
の
案
件

を
提
出
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
議
員
各
位
に

は
よ
ろ
し
く
ご
審
議
の
う
え
、
宗
団
の
輿
望

に
応
え
ら
れ
ん
こ
と
を
望
み
ま
す
。

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
一
日

�

天
台
座
主　

大
僧
正　

森　

川　

宏　

映

○
開
会　

十
一
時
三
十
分

○
議
長
（
小
川
晃
豊
）

　

開
会
を
宣
し
た
。

○
座
主
猊
下
ご
臨
場

○
法
楽

座
主
猊
下
お
言
葉

天
台
座
主

森
川
宏
映
猊
下

　

本
日
茲
に
第
百
三
十
八
回
通
常
宗
議
会
を

招
集
い
た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
議
員
各
位
に

は
公
私
ご
多
端
の
折
に
も
か
か
わ
ら
ず
ご
参

集
を
頂
き
、
誠
に
ご
苦
労
様
に
存
じ
ま
す
。

　

木
ノ
下
寂
俊
天
台
宗
宗
務
総
長
よ
り
、
本

年
一
月
二
十
八
日
に
辞
任
す
る
旨
の
報
告
を

受
け
ま
し
た
。

　

承
れ
ば
、
天
台
宗
は
じ
め
関
係
諸
師
に
ご

迷
惑
を
お
か
け
す
る
の
は
誠
に
申
し
訳
な
く

心
苦
し
い
こ
と
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
昨
年

来
健
康
状
態
が
す
ぐ
れ
ず
、
や
む
を
得
ず
職

を
辞
し
た
い
と
の
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。

　

木
ノ
下
宗
務
総
長
は
、
平
成
二
十
五
年
十

一
月
十
一
日
に
一
宗
の
輿
望
を
一
身
に
担
わ

れ
、
無
投
票
に
て
天
台
宗
宗
務
総
長
に
当
選

さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
総
本
山
延
暦
寺
と
天

台
宗
と
の
本
末
一
如
の
た
め
に
尽
力
さ
れ
た

の
で
す
。　

　

特
に
第
二
期
の
祖
師
先
徳
鑽
仰
大
法
会
の

う
ち
恵
心
僧
都
一
千
年
御
遠
忌
と
伝
教
大
師

御
生
誕
一
千
二
百
五
十
年
を
円
成
に
導
か
れ

た
の
は
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
祖
師
先
徳
鑽
仰
大
法
会
の
記
念
事
業

で
あ
る
根
本
中
堂
の
大
修
理
に
あ
た
り
ま
し

て
は
、
延
暦
寺
執
行
と
共
に
全
国
寺
院
を
く

ま
な
く
資
金
勧
募
に
行
脚
さ
れ
て
、
そ
の
実

現
に
目
途
を
つ
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
は
第
二
百
五
十
五
世
渡
邊
惠
進
猊

下
、
第
二
百
五
十
六
世
半
田
孝
淳
猊
下
の
天

台
宗
葬
を
執
り
行
わ
れ
、
小
職
の
傳
燈
相
承

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
一
日（
火
）
第
一
日
目
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宗
議
会
議
長
お
答
え

宗
議
会
議
長

小
川
晃
豊

　

た
だ
今
は
、
第
百
三
十
八
回
宗
議
会
の
開

会
に
あ
た
り
、
森
川
天
台
座
主
猊
下
よ
り
ご

懇
篤
な
る
お
言
葉
を
賜
り
誠
に
感
激
に
堪
え

な
い
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

座
主
猊
下
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
御
年
九

十
一
歳
と
い
う
ご
高
齢
に
も
か
か
わ
り
ま
せ

ず
、
日
夜
我
ら
宗
徒
を
ご
教
導
賜
っ
て
お
り

ま
す
こ
と
衷
心
よ
り
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ

ま
す
。

　

こ
の
度
、
木
ノ
下
寂
俊
宗
務
総
長
よ
り
突

然
に
辞
任
の
意
向
を
承
り
、
ま
さ
に
青
天
の

霹
靂
、
驚
愕
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

　

木
ノ
下
総
長
は
、
第
二
期
を
迎
え
ま
し
た

祖
師
先
徳
鑽
仰
大
法
会
も
、
恵
心
僧
都
一
千

年
御
遠
忌
、
伝
教
大
師
御
生
誕
一
千
二
百
五

十
年
を
迎
え
大
き
な
盛
り
上
が
り
の
う
ち
に

円
成
に
導
か
れ
、
大
法
会
の
記
念
事
業
と
な

り
ま
す
根
本
中
堂
大
改
修
の
勧
募
の
た
め
に

陣
頭
指
揮
を
と
ら
れ
て
、
各
教
区
を
寧
日
な

く
訪
問
さ
れ
そ
の
完
遂
に
大
き
く
道
を
開
か

れ
ま
し
た
。

　

更
に
は
「
平
成
二
十
八
年
熊
本
地
震
天
台

宗
対
策
本
部
」
に
お
き
ま
し
て
迅
速
か
つ
き

め
細
か
い
救
援
活
動
を
展
開
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
第
二
百
五
十
五
世
渡
邊
惠
進
猊
下
、

第
二
百
五
十
六
世
半
田
孝
淳
猊
下
の
天
台
宗

葬
を
執
り
行
わ
れ
、
第
二
百
五
十
七
世
で
あ

る
森
川
座
主
猊
下
の
傳
燈
相
承
式
に
お
い
て

も
見
事
な
手
腕
を
発
揮
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
れ
も
ご
病
気
に
耐
え
て
の
職
務
遂
行
で

あ
っ
た
と
お
伺
い
し
、
宗
務
総
長
職
は
ま
こ

と
に
激
職
で
あ
る
こ
と
を
再
認
識
し
、
心
よ

り
敬
意
を
表
す
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
後
は
御
法
体

ご
自
愛
い
た
だ
き
、
天
台
宗
発
展
の
た
め
に

お
力
添
え
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

ま
た
内
局
参
務
の
皆
様
に
は
、
そ
の
ご
活

躍
に
、
心
か
ら
深
甚
な
る
謝
意
を
申
し
上
げ

ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
我
々
自
身
も
、

よ
り
一
層
道
心
を
堅
固
に
保
ち
、
も
っ
て
一

丸
と
な
っ
て
宗
祖
大
師
の
お
示
し
に
な
ら
れ

た
仏
道
に
精
進
し
「
一
隅
を
照
ら
す
運
動
」

の
更
な
る
推
進
に
微
力
を
尽
く
す
所
存
で
ご

ざ
い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
今
議
会
に
お
き
ま
し
て
は
、

当
局
提
案
の
議
案
を
慎
重
審
議
し
、
各
々
そ

の
職
責
を
全
う
す
る
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

こ
こ
に
簡
単
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
宗
議

会
を
代
表
し
て
お
答
え
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
一
日

宗
議
会
議
長　

権
大
僧
正　

小　

川　

晃　

豊

○
暫
時
休
憩　

十
一
時
五
十
五
分

○
開
議　
　
　

十
三
時

○
議
長
（
小
川
晃
豊
）

　

開
議
を
宣
し
、
本
日
の
全
日
程
が
終
了
す

る
ま
で
時
間
延
長
す
る
旨
通
告
し
た
。

　

日
程
に
先
立
ち
、
宗
議
会
幹
事
よ
り
次
の

報
告
が
あ
っ
た
。

○
宗
議
会
幹
事
（
吉
澤
敬
順
）

　

ご
報
告
を
申
し
上
げ
ま
す
。
議
員
定
数
三

十
名
中
、
本
日
の
出
席
議
員
は
二
十
八
名
、

欠
席
議
員
は
十
五
番
冨
樫
和
廣
議
員
、
十
八

番
小
林
祖
承
議
員
の
二
名
、
遅
刻
議
員
は
三

十
番
栢
木
寛
照
議
員
の
一
名
で
す
が
、
宗
制

第
二
十
九
条
並
び
に
会
議
規
程
第
三
十
五
条

の
規
定
に
よ
る
定
足
数
を
満
た
し
て
お
り
ま

し
て
、
本
会
は
成
立
い
た
し
て
お
り
ま
す
こ

と
を
ご
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　

次
に
宗
務
庁
委
員
の
ご
報
告
を
申
し
上
げ

ま
す
。
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延
暦
寺
執
行�

小
堀
光
實

延
暦
寺
副
執
行�

水
尾
寂
芳

同�

小
寺
照
依

同�

獅
子
王
圓
明

同�

小
森
文
道

同�

今
出
川
行
戒

同�

小
鴨
覚
俊

東
京
支
庁
長�

神
田
隆
順

天
台
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
長�

齊
藤
圓
眞

叡
山
学
院
学
監�

桑
谷
祐
顕

大
正
大
学
山
家
学
会
会
長�

塩
入
法
道

天
台
宗
務
庁
総
務
課
長�

福
井
邦
彦

同　

出
版
室
次
長�

福
井
邦
彦

同　

国
際
課
長�
福
井
邦
彦

同　

庶
務
課
長�
草
別
善
哉

同　

財
務
課
長�

林　

昌
伸

同　

教
学
課
長�

西
村
智
秀

同　

布
教
課
長�

星
野
貴
宣

同　

社
会
課
長�

高
見
昌
良

同　

人
権
啓
発
課
長�

松
岡
順
海

一
隅
を
照
ら
す
運
動
総
本
部
次
長�

志
井
浩
順

天
台
宗
典
編
纂
所
編
輯
長�

藤
平
寛
田

祖
師
先
徳
鑽
仰
大
法
会
事
務
局
幹
事�

梅
山
恵
匡

日
程
第
一
　
会
議
録
署
名
委
員
の
選
挙

○
坂
本
圭
司
議
員
の
動
議
に
よ
り
、
会
議
録

署
名
委
員
が
議
長
の
指
名
に
よ
り
、
次
の
よ

う
に
選
定
さ
れ
た
。

会
議
録
署
名
委
員
（
三
名
）

松
景
崇
誓
君
、
永
合
韶
俊
君
、
栁
澤
最
伸
君

日
程
第
二
　
予
算
委
員
の
選
挙

○
坂
本
圭
司
議
員
の
動
議
に
よ
り
、
予
算
委

員
は
議
長
の
指
名
に
よ
り
、
全
議
員
が
選
定

さ
れ
た
。

日
程
第
三

議
案
第
一
号
　
総
務
局
提
出

平
成
二
十
八
年
度
通
常
会
計
歳
入
歳
出
補
正

予
算
（
第
三
号
）

宗
務
総
長
挨
拶

宗
務
総
長木

ノ
下
寂
俊

　

第
百
三
十
八
回
通
常
宗
議
会
に
あ
た
り
、

ご
挨
拶
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

本
日
は
第
百
三
十
八
回
通
常
宗
議
会
が
招

集
さ
れ
ま
し
た
と
こ
ろ
、
議
員
各
位
に
お
か

れ
ま
し
て
は
ご
法
務
ご
繁
忙
の
と
こ
ろ
、
お

差
し
繰
り
い
た
だ
き
ま
し
て
ご
出
席
賜
り
、

誠
に
あ
り
が
た
く
こ
こ
に
心
よ
り
お
礼
申
し

上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
第
二
百
五
十
七
世
天
台
座
主
森
川

宏
映
猊
下
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
平
成
二
十

九
年
の
新
春
を
お
健
や
か
に
お
迎
え
の
御
事
、

心
よ
り
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、

益
々
ご
健
勝
に
て
宗
徒
を
ご
教
導
い
た
だ
い

て
お
り
ま
す
こ
と
に
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第

で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

私
、
こ
の
度
、
宗
務
総
長
の
職
を
辞
任
い

た
し
た
く
、
一
月
二
十
八
日
付
け
に
て
参
務

共
々
、
森
川
座
主
猊
下
に
辞
職
を
ご
聴
許
い

た
だ
き
ま
す
よ
う
上
申
さ
せ
て
い
た
だ
き
、

お
聞
き
届
け
を
賜
り
ま
し
た
。

　
「
祖
師
先
徳
鑽
仰
大
法
会
」
も
第
二
期
に

入
り
、
平
成
二
十
九
年
十
一
月
三
日
に
は
相

応
和
尚
一
千
百
年
御
遠
忌
が
ご
祥
当
を
迎
え

る
こ
と
と
な
り
、
報
恩
法
要
を
始
め
、
諸
行

事
の
執
行
に
向
け
準
備
が
な
さ
れ
、
ま
た
、

「
祖
師
先
徳
鑽
仰
大
法
会
」
第
一
期
・
第
二

期
を
通
じ
て
の
記
念
事
業
の
一
つ
で
あ
り
ま

す
根
本
中
堂
大
改
修
工
事
も
平
成
二
十
八
年

十
月
よ
り
、
十
年
間
に
亘
る
工
事
期
間
の
先
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陣
を
切
っ
て
覆
い
屋
工
事
が
着
々
と
進
む
中

で
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
比
叡
山
宗
教
サ
ミ
ッ

ト
三
十
周
年
記
念
「
世
界
宗
教
者
平
和
の
祈

り
の
集
い
」
開
催
に
向
け
て
、
昨
年
十
月
五

日
に
は
「
日
本
宗
教
代
表
者
会
議
」
が
設
立

さ
れ
諸
準
備
が
進
め
ら
れ
る
中
、
加
え
て
宗

務
に
関
す
る
諸
案
件
が
山
積
す
る
時
期
に
、

任
期
途
中
に
て
辞
任
を
願
い
出
る
こ
と
は
誠

に
心
苦
し
く
存
じ
ま
す
が
、
昨
春
よ
り
の
体

調
不
良
で
体
力
の
限
界
を
感
じ
、
こ
れ
以
上

続
投
し
て
宗
務
に
混
乱
を
招
く
こ
と
は
避
け

た
い
と
の
思
い
か
ら
、
辞
任
を
決
意
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

さ
て
、
思
い
返
し
ま
す
に
、
平
成
二
十
六

年
十
一
月
十
三
日
、
御
歳
百
五
歳
に
て
ご
遷

化
な
さ
い
ま
し
た
第
二
百
五
十
五
世
「
浄
戒

慈
心
院
前
天
台
座
主
探
題
大
僧
正
惠
進
大
和

尚
」
霊
位
の
本
葬
儀
を
平
成
二
十
六
年
十
二

月
十
六
日
に
天
台
宗
葬
と
し
て
天
台
宗
務
庁

に
お
い
て
初
め
て
厳
修
。
ま
た
、
平
成
二
十

七
年
十
二
月
十
四
日
に
ご
遷
化
さ
れ
ま
し
た

第
二
百
五
十
六
世
「
叡
楽
心
院
天
台
座
主
探

題
大
僧
正
孝
淳
大
和
尚
」
霊
位
の
本
葬
儀
を
、

同
じ
く
天
台
宗
葬
を
も
っ
て
平
成
二
十
八
年

一
月
二
十
九
日
に
天
台
宗
務
庁
に
て
厳
修
。

猊
下
の
ご
事
績
と
遺
風
を
偲
び
、
全
国
各
地

か
ら
宗
内
は
も
と
よ
り
、
宗
外
に
い
た
る
ま

で
多
く
の
方
々
に
ご
会
葬
い
た
だ
き
、
お
見

送
り
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。

　

さ
ら
に
は
慶
事
と
い
た
し
ま
し
て
、
平
成

二
十
七
年
十
二
月
十
四
日
に
ご
上
任
さ
れ
ま

し
た
、
第
二
百
五
十
七
世
天
台
座
主
森
川
宏

映
猊
下
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
平
成
二
十
八

年
五
月
十
一
日
、
比
叡
山
延
暦
寺
総
本
堂
根

本
中
堂
ご
本
尊
ご
宝
前
に
お
き
ま
し
て
、
宗

内
外
の
方
々
に
ご
臨
席
い
た
だ
き
、
古
式
に

則
り
ま
し
て
歴
代
天
台
座
主
の
血
脈
譜
に
御

名
を
記
さ
れ
る
「
傳
燈
相
承
式
」
に
臨
ま
れ

ま
し
た
こ
と
に
宗
徒
を
挙
げ
て
お
祝
い
申
し

上
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
こ
と
は
、
心
に

残
る
出
来
事
か
と
存
じ
ま
す
。

　

向
後
は
宗
規
に
基
づ
き
、
宗
務
総
長
と
し

て
、
さ
ら
に
は
参
務
と
し
て
残
る
任
期
の

日
々
を
粛
々
と
勤
め
て
ま
い
り
た
く
存
じ
ま

す
の
で
、
議
員
各
位
に
お
か
れ
ま
し
て
は
ご

教
導
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
を
い
た
し
ま

す
。

　

そ
れ
で
は
、
以
下
各
部
所
管
の
事
項
に
つ

い
て
順
次
ご
説
明
い
た
し
ま
す
。

　

ま
ず
、
総
務
部
所
管
事
項
に
つ
い
て
申
し

上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
ご
高
承
の
と
お
り
、
平
成
二
十
九

年
八
月
に
は
比
叡
山
宗
教
サ
ミ
ッ
ト
三
十
周

年
を
迎
え
ま
す
。
こ
れ
に
つ
き
ま
し
て
は
、

昨
年
の
十
月
五
日
に
日
本
の
宗
教
界
の
皆
様

の
お
力
添
え
を
い
た
だ
き
「
日
本
宗
教
代
表

者
会
議
」
が
発
足
い
た
し
、
開
催
の
全
体
テ

ー
マ
は
「
今
こ
そ
平
和
の
た
め
に
協
調
を
〜

分
裂
と
憎
悪
を
乗
り
越
え
て
〜
」
と
し
、
基

調
講
演
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
は
「
テ

ロ
と
宗
教
〜
暴
力
的
過
激
主
義
に
宗
教
者
は

ど
う
立
ち
向
か
う
か
〜
」
ま
た
、
分
科
会
の

テ
ー
マ
は
「
核
廃
絶
と
原
子
力
問
題
を
考
え

る
〜
オ
バ
マ
大
統
領
の
広
島
で
の
演
説
を
受

け
て
〜
」
と
「
貧
困
の
追
放
と
教
育
の
普
及

〜
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
受
賞
者
マ
ラ
ラ
さ
ん
の

悲
痛
な
叫
び
を
聞
い
て
〜
」
と
決
ま
り
ま
し

た
。
ま
た
、
日
程
に
つ
き
ま
し
て
は
、
八
月

三
日
、
四
日
の
二
日
間
と
し
、
国
立
京
都
国

際
会
館
及
び
比
叡
山
を
会
場
に
開
催
い
た
す

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
行
事
は
、
日
本

宗
教
界
挙
げ
て
の
一
大
行
事
と
な
り
ま
す
の

で
今
後
、
事
務
局
会
議
、
運
営
委
員
会
を
重

ね
、
意
義
の
あ
る
大
会
に
で
き
る
よ
う
皆
様

方
の
一
層
の
ご
協
力
ご
理
解
を
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

　

次
に
、
法
人
部
庶
務
課
所
管
事
項
に
つ
い

て
申
し
上
げ
ま
す
。

　

無
住
職
寺
院
、
兼
務
住
職
寺
院
、
さ
ら
に

は
不
活
動
宗
教
法
人
寺
院
、
過
疎
化
、
少
子

化
な
ど
の
様
々
な
問
題
に
対
処
で
き
る
よ
う

に
無
住
職
寺
院
教
会
及
び
兼
務
住
職
寺
院
教

会
対
策
委
員
会
規
程
を
改
正
い
た
し
た
く
存



61　

通
常
宗
議
会
議
事
報
告

じ
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
委
員
会
は
、
そ
の
目

的
に
あ
る
よ
う
に
無
住
職
寺
院
及
び
兼
務
住

職
寺
院
の
専
務
住
職
化
を
図
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
お
り
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
人

口
の
大
都
市
集
中
や
山
間
部
の
過
疎
化
な
ど

に
よ
り
、
現
実
問
題
と
し
て
、
寺
院
運
営
が

困
難
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
存
続
不
可
能
と

な
り
得
る
寺
院
を
い
か
に
対
処
す
る
か
、
こ

う
し
た
課
題
に
対
応
す
べ
く
規
程
の
改
正
で

あ
り
ま
す
。
問
題
は
山
積
し
て
お
り
ま
す
が
、

今
後
の
天
台
宗
寺
院
の
在
り
方
を
示
す
た
め

に
も
、
よ
ろ
し
く
ご
審
議
く
だ
さ
い
ま
す
よ

う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

さ
て
、
平
成
二
十
九
年
六
月
三
十
日
を
も

っ
て
寺
院
総
代
が
任
期
満
了
を
迎
え
ま
す
。

七
月
一
日
付
で
新
た
に
寺
院
総
代
を
選
定
し

て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

次
に
、
財
務
部
財
務
課
所
管
事
項
に
つ
い

て
申
し
上
げ
ま
す
。

　

平
成
二
十
九
年
度
通
常
会
計
歳
入
歳
出
予

算
に
つ
い
て
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
歳
入
に
つ

き
ま
し
て
は
、
平
成
二
十
八
年
度
と
同
額
の

寺
院
教
会
納
金
一
個
数
二
百
三
十
円
で
計
上

し
、
編
成
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
歳
出
に
つ

き
ま
し
て
は
、
節
約
で
き
る
と
こ
ろ
は
減
額

し
、
増
額
は
必
要
最
小
限
と
し
た
結
果
、
前

年
度
比
二
．
四
九
％
、
二
千
七
百
七
十
万
円

増
額
の
十
一
億
四
千
八
十
万
円
で
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
平
成
二
十
八
年
度
通
常
会
計
、
平

成
二
十
八
年
度
共
済
互
助
特
別
会
計
、
東
日

本
大
震
災
復
興
支
援
臨
時
会
計
に
お
い
て
そ

れ
ぞ
れ
補
正
予
算
案
を
提
出
い
た
し
て
お
り

ま
す
の
で
ご
審
議
の
程
、
よ
ろ
し
く
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

　

な
お
、
先
の
宗
議
会
で
実
施
延
期
を
お
認

め
い
た
だ
き
ま
し
た
寺
院
教
会
収
入
額
申
告

に
つ
き
ま
し
て
は
、
平
成
三
十
三
年
度
実
施

に
向
け
て
現
在
、
寺
院
教
会
収
入
額
基
準
審

議
会
に
お
い
て
新
基
準
策
定
の
準
備
を
進
め

て
お
り
ま
す
。
そ
の
一
環
と
し
て
、
平
成
二

十
九
年
度
に
収
入
額
申
告
に
関
す
る
ア
ン
ケ

ー
ト
を
実
施
い
た
し
ま
す
。

　

次
に
、
教
学
部
教
学
課
所
管
事
項
に
つ
い

て
申
し
上
げ
ま
す
。

　

前
阿
内
局
よ
り
継
続
し
て
取
り
組
ん
で
ま

い
り
ま
し
た
、
教
師
研
修
会
規
程
の
改
正
案

を
上
程
い
た
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で

四
年
間
開
催
し
て
き
た
研
修
会
の
経
験
を
踏

ま
え
た
も
の
で
、
教
師
研
修
会
を
更
に
充
実

さ
せ
た
く
存
じ
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

　

次
に
、
教
学
部
布
教
課
所
管
事
項
に
つ
い

て
申
し
上
げ
ま
す
。

　

天
台
宗
中
央
布
教
師
養
成
所
に
つ
き
ま
し

て
は
、
発
足
よ
り
三
年
を
経
過
し
、
今
後
は

天
台
宗
布
教
師
会
の
一
部
門
と
し
て
発
展
的

に
取
り
組
ん
で
い
け
る
よ
う
、
今
宗
議
会
に

規
程
及
び
規
則
の
改
正
案
を
提
出
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
の
で
、
ご
審
議
の
程
よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

平
成
二
十
九
年
度
の
布
教
方
針
に
つ
き
ま

し
て
は
、
相
応
和
尚
の
ご
業
績
か
ら
、「
行
」

に
注
目
し
た
重
点
課
題
を
設
定
い
た
し
ま
し

た
。『
天
台
宗
報
』
三
月
号
に
掲
載
い
た
し

ま
す
布
教
方
針
に
則
っ
て
、
教
化
い
た
だ
く

よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

次
に
、
天
台
宗
典
編
纂
所
所
管
事
項
に
つ

い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

　

第
二
期
『
續
天
台
宗
全
書
』
第
十
回
配
本

『
論
草
三　

義
科　

廬
談　

摩
訶
止
観
』
に

つ
き
ま
し
て
は
、
去
る
一
月
二
十
六
日
に
刊

行
し
、
購
入
予
約
い
た
だ
い
て
い
る
皆
様
に

順
次
お
届
け
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、

第
三
期
『
續
天
台
宗
全
書
』
に
つ
き
ま
し
て

は
、
第
一
回
配
本
『
史
傳
三　

日
本
天
台
僧

傳
類
Ⅱ
』
を
平
成
二
十
九
年
度
中
に
刊
行
す

べ
く
、
鋭
意
編
纂
作
業
に
取
り
組
ん
で
お
り

ま
す
。
今
後
、
早
急
に
第
三
期
『
續
天
台
宗

全
書
』
全
十
巻
購
入
予
約
の
ご
案
内
を
い
た

し
ま
す
の
で
、
議
員
各
位
は
も
と
よ
り
、
宗

内
の
皆
様
に
は
是
非
ご
予
約
い
た
だ
き
、
天

台
教
学
の
振
興
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
ま
す
よ

う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

次
に
、
社
会
部
社
会
課
所
管
事
項
に
つ
い
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て
申
し
上
げ
ま
す
。

　

寺
院
資
産
を
様
々
な
災
害
か
ら
お
護
り
す

る
た
め
に
運
営
い
た
し
て
お
り
ま
す
天
台
宗

災
害
補
償
制
度
の
内
容
を
精
査
し
、
充
実
さ

せ
る
た
め
、
関
係
い
た
し
ま
す
規
程
、
規
則

の
改
正
案
を
提
出
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
ご

審
議
の
程
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

次
に
、
社
会
部
人
権
啓
発
課
所
管
事
項
に

つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

　
『
同
和
問
題
』
に
と
り
く
む
宗
教
教
団
連

帯
会
議
、
い
わ
ゆ
る
「
同
宗
連
」
に
つ
い
て

は
、
第
十
八
期
議
長
教
団
の
任
期
二
年
間
が

平
成
二
十
九
年
四
月
の
総
会
を
も
っ
て
満
了

い
た
し
ま
す
。
ご
協
力
誠
に
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

　

次
に
、
一
隅
を
照
ら
す
運
動
総
本
部
所
管

事
項
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

　

去
る
一
月
二
十
日
に
一
隅
を
照
ら
す
運
動

理
事
会
を
開
催
し
、
事
業
計
画
並
び
に
予
算

を
ご
承
認
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
を
ご
報
告

申
し
上
げ
ま
す
。
平
成
二
十
九
年
度
に
お
き

ま
し
て
は
、
実
践
三
つ
の
柱
「
生
命
（
い
の

ち
）」「
奉
仕
（
ほ
う
し
）」「
共
生
（
き
ょ
う

せ
い
）」
を
運
動
推
進
の
基
本
方
針
に
、
平

成
三
十
一
年
に
迎
え
る
本
運
動
発
足
五
十
周

年
も
視
野
に
入
れ
、
事
業
を
進
め
て
ま
い
り

ま
す
。

　

運
動
発
足
五
十
周
年
に
向
け
て
は
、
企
画

運
営
委
員
会
内
に
専
門
委
員
を
設
け
る
べ
く

検
討
を
進
め
て
お
り
、
幼
少
年
向
け
の
啓
発

に
は
『
し
ょ
う
ぐ
う
さ
ん
体
操
』
の
創
作
、

一
般
社
会
に
向
け
て
の
広
報
拡
充
策
と
し
て

は
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
の
携
帯
端
末
向
け
ア

プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
運
用
や
青
空
説
法
形
式

に
よ
る
広
報
活
動
の
取
り
組
み
を
模
索
し
て

お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
一
隅
を
照
ら
す
運
動
ス
タ
デ
ィ
ー

ツ
ア
ー
等
の
体
験
型
学
習
に
よ
る
人
材
育
成

へ
も
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
東
日
本
大
震
災

関
係
に
つ
き
ま
し
て
は
、
来
る
三
月
六
日
に

東
北
大
本
山
中
尊
寺
に
お
き
ま
し
て
、
東
日

本
大
震
災
物
故
者
七
回
忌
法
要
を
天
台
座
主

猊
下
御
導
師
の
下
、
各
教
区
宗
務
所
長
に
ご

出
仕
い
た
だ
き
厳
修
い
た
し
ま
す
。

　

さ
て
、
大
震
災
発
生
当
初
よ
り
立
ち
上
げ

ま
し
た
東
日
本
大
震
災
天
台
宗
災
害
対
策
本

部
は
、
平
成
二
十
八
年
度
末
を
も
っ
て
閉
鎖

い
た
す
予
定
で
す
が
、
今
な
お
苦
難
を
強
い

ら
れ
て
い
る
被
災
者
の
支
援
に
つ
き
ま
し
て

は
今
後
も
継
続
し
て
ま
い
り
た
く
存
じ
ま
す
。

　

以
上
、
種
々
執
務
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま

し
た
が
、
今
回
上
程
い
た
し
ま
す
議
案
の
詳

細
に
つ
き
ま
し
て
は
所
管
部
長
よ
り
説
明
い

た
さ
せ
ま
す
の
で
、
何
卒
ご
承
認
ご
可
決
賜

り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
、
第
百
三
十

八
回
通
常
宗
議
会
の
ご
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。

ご
清
聴
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

延
暦
寺
執
行
挨
拶

延
暦
寺
執
行

小
堀
光
實

　

第
百
三
十
八
回
通
常
宗
議
会
開
会
に
あ
た

り
、
一
言
、
比
叡
山
延
暦
寺
を
代
表
し
ご
挨

拶
か
た
が
た
ご
報
告
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

議
員
各
位
に
は
、
ご
健
勝
に
て
ご
法
務
お

勤
め
の
こ
と
、
慶
賀
に
存
じ
上
げ
ま
す
と
と

も
に
、
平
素
よ
り
総
本
山
法
燈
護
持
に
重
ね

て
諸
事
全
般
に
格
別
の
ご
理
解
ご
支
援
を
い

た
だ
き
ま
す
こ
と
、
衷
心
よ
り
厚
く
御
礼
を

申
し
上
げ
ま
す
。

　

第
二
百
五
十
七
世
森
川
宏
映
座
主
猊
下
に

は
、
平
成
二
十
九
年
の
日
々
を
お
健
や
か
に

お
過
ご
し
く
だ
さ
り
、
山
上
山
下
の
ご
公
務

に
お
勤
し
み
な
ら
れ
ま
す
こ
と
、
誠
に
尊
く

あ
り
が
た
く
存
じ
て
お
り
ま
す
。

　

先
刻
、
小
川
晃
豊
宗
議
会
議
長
様
か
ら
も
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ご
報
告
ご
紹
介
が
あ
り
ま
し
た
が
、
つ
い
先

日
十
四
日
の
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
本
願
寺
様
、

十
七
日
の
浄
土
宗
総
本
山
知
恩
院
様
に
お
け

ま
す
恵
心
僧
都
一
千
年
御
遠
忌
報
恩
合
同
法

要
奉
修
に
あ
た
っ
て
は
大
導
師
を
そ
れ
ぞ
れ

お
勤
め
く
だ
さ
り
、
天
台
宗
延
暦
寺
と
本
願

寺
、
知
恩
院
の
法
縁
に
新
た
な
歴
史
を
お
記

し
く
だ
さ
い
ま
し
た
こ
と
は
、
慶
び
の
至
り
、

感
激
ひ
と
し
お
で
あ
り
ま
す
。
つ
ね
の
ご
法

務
に
加
え
、
来
る
三
月
か
ら
の
ご
公
務
も
多

事
で
あ
り
ま
す
日
々
、
く
れ
ぐ
れ
も
ご
法
体

お
い
と
い
の
上
お
過
ご
し
く
だ
さ
い
ま
す
よ

う
念
ず
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　

な
お
本
願
寺
、
知
恩
院
様
法
要
の
節
、
ご

参
列
く
だ
さ
い
ま
し
た
皆
様
に
、
こ
の
機
会

を
い
た
だ
き
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

去
る
一
月
二
十
八
日
の
木
ノ
下
寂
俊
宗
務

総
長
様
辞
意
表
明
は
、
天
台
宗
は
も
と
よ
り

総
本
山
延
暦
寺
に
と
り
ま
し
て
も
、
驚
き
か

つ
深
刻
な
事
態
と
し
て
受
け
止
め
ま
し
た
の

は
否
め
な
い
事
実
で
あ
り
ま
す
。
総
長
ご
自

身
、
ご
体
調
不
良
に
よ
る
宗
務
支
障
を
慮
ら

れ
て
の
苦
渋
の
決
断
と
、
心
中
お
察
し
申
し

上
げ
ま
す
。
今
と
な
り
ま
し
て
は
、
一
抹
の

寂
し
さ
を
覚
え
る
日
々
で
あ
り
ま
す
。

　

ご
就
任
以
来
の
宗
務
行
政
お
取
り
組
み
、

祖
師
先
徳
鑽
仰
大
法
会
諸
事
業
の
執
行
を
は

じ
め
、
私
ど
も
延
暦
寺
小
堀
内
局
発
足
時
よ

り
適
確
な
ご
指
導
と
ご
法
助
を
賜
っ
て
ま
い

り
ま
し
た
こ
と
に
、
深
甚
の
謝
意
と
ご
慰
労

を
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
こ
の
後
、
新

し
い
ご
内
局
へ
引
き
継
ぎ
を
な
さ
れ
ま
す
ま

で
、
変
わ
ら
ぬ
ご
指
導
を
お
願
い
い
た
し
ま

す
。

　

な
お
現
在
ま
で
に
両
内
局
で
進
め
て
ま
い

り
ま
し
た
大
法
会
事
業
計
画
の
な
か
、
建
立

大
師
相
応
和
尚
一
千
百
年
御
遠
忌
を
お
迎
え

し
て
の
取
り
組
み
、
ま
た
根
本
中
堂
大
改
修

事
業
、
さ
ら
に
は
宗
教
サ
ミ
ッ
ト
三
十
周
年

記
念
行
事
等
に
つ
き
ま
し
て
、
計
画
通
り
に

進
め
ら
れ
ま
す
よ
う
、
よ
ろ
し
く
お
引
き
継

ぎ
の
程
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

と
く
に
ま
た
、
そ
の
根
本
中
堂
大
改
修
に

あ
た
っ
て
の
宗
内
寺
院
様
か
ら
の
指
定
寄
付

金
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
末
現
在
、
八
億

五
百
六
十
万
円
に
の
ぼ
っ
て
お
り
ま
す
。
ご

寺
院
様
の
ご
理
解
ご
協
力
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
議
員
各
位
、
は
た
ま
た
木
ノ
下
内
局
の

お
取
り
組
み
の
賜
物
と
こ
こ
に
厚
く
御
礼
を

申
し
上
げ
ま
す
。

　

心
苦
し
い
限
り
で
あ
り
ま
す
が
、
い
ま
だ

な
お
補
助
対
象
外
工
事
の
概
要
と
コ
ス
ト
上

昇
の
影
響
が
不
透
明
の
な
か
、
次
期
ご
内
局

に
お
か
れ
て
も
さ
ら
な
る
ご
支
援
を
お
願
い

申
し
上
げ
る
次
第
で
す
。

　

工
事
進
捗
と
し
て
、
昨
年
十
月
よ
り
約
半

年
遅
れ
で
始
ま
り
ま
し
た
仮
設
覆
屋
工
事
は

目
下
、
根
本
中
堂
前
に
二
百
ト
ン
重
量
の
ア

ー
ム
ク
レ
ー
ン
が
設
置
さ
れ
、
並
行
し
て
外

周
地
盤
の
基
礎
工
事
が
行
な
わ
れ
て
お
り
ま

す
。

　

山
外
で
は
組
立
鉄
骨
の
製
作
も
進
め
ら
れ
、

基
礎
部
整
備
整
い
次
第
、
搬
入
が
な
さ
れ
る

予
定
と
し
て
ご
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　

最
後
に
、
今
議
会
の
ご
審
議
に
併
せ
、
な

お
一
層
の
ご
指
導
を
お
願
い
を
申
し
上
げ
ご

挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。

　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

○
財
務
部
長
（
田
中
祥
順
）

　

た
だ
今
上
程
さ
れ
ま
し
た
、議
案
第
一
号
・

平
成
二
十
八
年
度
通
常
会
計
歳
入
歳
出
補
正

予
算
（
第
三
号
）
に
つ
き
ま
し
て
ご
説
明
申

し
上
げ
ま
す
。

歳
入
歳
出
共
に
十
一
億
一
千
三
百
十
万
円
で

歳
入
歳
出
差
引
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

　

ま
ず
、
歳
入
の
部
に
つ
き
ま
し
て
は
、
異

動
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

　

次
に
、
歳
出
の
部
、
経
常
部
に
お
い
て
、

四
款
「
宗
務
庁
費
」
一
項
「
役
職
員
費
」
一

目
「
役
員
費
」
に
お
き
ま
し
て
、
役
員
交
代

に
よ
る
費
用
と
し
て
、
三
百
三
十
四
万
円
を

増
額
補
正
。
六
目
「
賞
与
」
に
お
き
ま
し
て
、

同
様
の
理
由
に
よ
り
四
百
六
十
万
円
を
増
額
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補
正
。

　

五
款
「
宗
機
顧
問
会
費
」
に
お
き
ま
し
て
、

開
催
回
数
増
加
の
為
、
二
十
万
円
の
増
額
補

正
。

　

九
款
「
教
学
布
教
費
」
一
項
「
教
学
費
」

四
目
「
奨
学
金
」
に
お
き
ま
し
て
、
奨
学
生

増
加
の
為
、
二
百
万
円
の
増
額
補
正
。

　

十
一
款
「
庶
務
費
」
二
項
「
選
挙
対
策
費
」

に
お
き
ま
し
て
、
宗
務
総
長
選
挙
関
係
費
と

し
て
、
三
百
五
十
万
円
の
増
額
補
正
。

　

十
七
款
「
共
済
互
助
特
別
会
計
繰
出
金
」

に
お
き
ま
し
て
、
弔
慰
金
受
給
者
増
加
の
為
、

四
百
万
円
の
増
額
補
正
。

　

ま
た
、
こ
れ
ら
を
補
う
た
め
、
二
十
八
款

「
予
備
費
」
に
お
い
て
一
千
七
百
六
十
四
万

円
を
減
額
補
正
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り

ま
す
。

　

以
上
、
平
成
二
十
八
年
度
通
常
会
計
歳
入

歳
出
補
正
予
算
（
第
三
号
）
に
つ
い
て
説
明

を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
至
ら
ぬ

処
は
委
員
会
に
お
い
て
補
わ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
ご
審
議
の
上
、
原
案

ど
お
り
ご
可
決
あ
ら
ん
こ
と
を
お
願
い
申
し

上
げ
ま
し
て
、
説
明
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。

日
程
第
四
　

議
案
第
二
号
　
総
務
局
提
出

平
成
二
十
八
年
度
共
済
互
助
特
別
会
計
歳
入

歳
出
補
正
予
算
（
第
二
号
）

○
財
務
部
長
（
田
中
祥
順
）

　

た
だ
今
上
程
さ
れ
ま
し
た
、議
案
第
二
号
・

平
成
二
十
八
年
度
共
済
互
助
特
別
会
計
歳
入

歳
出
補
正
予
算
（
第
二
号
）
に
つ
き
ま
し
て

ご
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

　

歳
入
歳
出
共
に
二
千
二
百
万
円
で
歳
入
歳

出
差
引
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

　

ま
ず
、
歳
入
の
部
に
つ
き
ま
し
て
、
一
款

「
通
常
会
計
繰
入
金
」
に
お
き
ま
し
て
、
議

案
第
一
号
で
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
し
た
と
お

り
、
通
常
会
計
よ
り
繰
り
入
れ
、
四
百
万
円

を
増
額
補
正
。

　

四
款
「
前
年
度
繰
越
金
」
に
お
き
ま
し
て
、

二
百
万
円
を
減
額
補
正
を
し
、
歳
入
合
計
は

二
百
万
円
増
額
の
二
千
二
百
万
円
。

　

次
に
、
歳
出
の
部
、
一
款
「
弔
慰
金
」
に

お
き
ま
し
て
、
弔
慰
金
受
給
者
増
加
の
為
、

三
百
九
十
万
円
を
増
額
補
正
。
三
款
「
予
備

費
」
に
お
き
ま
し
て
、
百
九
十
万
円
を
減
額

補
正
を
し
、
歳
出
合
計
は
二
百
万
円
増
額
の

二
千
二
百
万
円
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

以
上
、
平
成
二
十
八
年
度
共
済
互
助
特
別

会
計
歳
入
歳
出
補
正
予
算
（
第
二
号
）
に
つ

い
て
説
明
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、

至
ら
ぬ
処
は
委
員
会
に
お
い
て
補
わ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
ご
審
議
の
上
、

原
案
ど
お
り
ご
可
決
あ
ら
ん
こ
と
を
お
願
い

申
し
上
げ
ま
し
て
、
説
明
と
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

日
程
第
五
　

議
案
第
三
号
　
総
務
局
提
出

平
成
二
十
九
年
度
通
常
会
計
歳
入
歳
出
予
算

○
財
務
部
長
（
田
中
祥
順
）

　

た
だ
今
上
程
さ
れ
ま
し
た
、議
案
第
三
号
・

平
成
二
十
九
年
度
通
常
会
計
歳
入
歳
出
予
算

に
つ
い
て
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

　

平
成
二
十
九
年
度
予
算
編
成
に
お
い
て
は
、

節
約
で
き
る
と
こ
ろ
は
減
額
し
、
増
額
は
必

要
最
小
限
に
押
さ
え
予
算
編
成
い
た
し
ま
し

た
結
果
、
前
年
度
比
二
．
四
九
％
増
額
の
歳

入
歳
出
共
に
十
一
億
四
千
八
十
万
円
で
あ
り

ま
す
。

　

ま
ず
、
歳
入
の
部
に
つ
き
ま
し
て
は
、
一

款
「
宗
費
」
は
、
一
項
「
本
山
納
金
」
に
お

い
て
は
、
七
億
二
千
七
百
六
十
万
円
で
前
年

度
よ
り
三
十
万
円
の
減
額
。
一
目
「
寺
院
教
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会
納
金
」
は
宗
費
収
納
個
数
も
前
年
度
と
同

じ
く
、
二
百
四
十
万
個
で
一
個
数
当
た
り
二

百
三
十
円
で
、
五
億
五
千
二
百
万
円
。
二
項

「
礼
録
」
に
お
い
て
は
、
一
億
六
千
八
百
五

十
万
円
で
前
年
度
よ
り
九
百
五
十
万
円
の
増

額
。
こ
れ
は
、
一
目
「
住
職
礼
録
」
に
お
い

て
、
一
千
万
円
の
増
額
。
二
目
「
教
師
新
補

礼
録
」
に
お
い
て
、
五
十
万
円
の
減
額
に
よ

る
も
の
で
、
こ
こ
数
年
の
決
算
額
に
鑑
み
、

現
状
に
あ
わ
せ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
三
項

「
交
付
冥
加
料
」
は
百
六
十
万
円
で
前
年
度

と
同
額
。
よ
っ
て
、
一
款
「
宗
費
」
は
八
億

九
千
七
百
七
十
万
円
で
前
年
度
よ
り
九
百
二

十
万
円
の
増
額
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

二
款
「
寄
付
金
」
は
、
二
千
四
百
万
円
で

前
年
度
よ
り
五
百
万
円
の
減
額
。
こ
れ
は
、

二
項
「
特
別
寄
付
金
」
に
お
い
て
、
五
百
万

円
の
減
額
に
よ
る
も
の
で
、
こ
こ
数
年
の
決

算
額
に
鑑
み
、
現
状
に
あ
わ
せ
た
も
の
で
ご

ざ
い
ま
す
。

　

三
款
「
延
暦
寺
繰
入
金
収
入
」
は
、
六
百

六
十
万
円
で
前
年
度
と
同
額
。

　

四
款
「
雑
収
入
」
は
、
一
千
百
五
十
万
円

で
、
前
年
度
よ
り
三
百
五
十
万
円
の
増
額
。

こ
れ
は
、
二
項
「
雑
収
」
に
お
い
て
三
百
五

十
万
円
増
額
し
た
も
の
で
、
こ
れ
ま
で
研
修

会
の
受
講
料
や
参
加
費
等
を
各
支
出
科
目
に

お
い
て
戻
し
入
れ
て
い
た
も
の
を
、
す
べ
て

雑
収
と
し
て
扱
い
、
計
上
し
た
も
の
で
あ
り

ま
す
。

　

五
款
「
過
年
度
収
入
」
は
、
百
万
円
で
前

年
度
と
同
額
。

　

六
款
「
基
本
財
産
運
用
益
繰
入
金
収
入
」

は
、
一
千
万
円
で
前
年
度
と
同
額
。

　

七
款
「
準
備
資
金
繰
入
金
収
入
」
は
、
一

億
九
千
万
円
で
前
年
度
よ
り
二
千
万
円
増
額

で
ご
ざ
い
ま
す
。
従
い
ま
し
て
、
歳
入
予
算

額
は
前
年
度
よ
り
二
千
七
百
七
十
万
円
増
額

の
、
十
一
億
四
千
八
十
万
円
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

次
に
歳
出
の
部
の
経
常
部
に
つ
い
て
ご
説

明
申
し
上
げ
ま
す
。

　

一
款
「
祖
廟
献
香
料
」
は
、
三
百
万
円
で

前
年
度
と
同
額
。

　

二
款
「
主
職
公
費
」
は
、
二
百
万
円
減
額

の
一
千
五
百
五
十
万
円
。
こ
れ
は
二
項
「
主

職
諸
費
」
に
お
い
て
、
出
張
旅
費
が
前
年
度

に
比
べ
減
少
す
る
と
判
断
し
、
二
百
万
円
の

減
額
を
し
た
も
の
で
す
。

　

三
款
「
宗
議
会
費
」
は
、
通
常
宗
議
会
二

回
、
臨
時
宗
議
会
一
回
、
各
種
常
任
委
員
会

の
開
催
費
用
や
議
長
交
際
費
、
政
策
研
究
費
、

事
務
連
絡
費
、
議
案
書
等
の
作
成
費
な
ど
で

あ
り
ま
す
。
特
に
、
七
項
「
雑
費
」
に
お
い

て
、
前
年
度
よ
り
五
十
万
円
の
減
額
。
よ
っ

て
三
款
「
宗
議
会
費
」
は
三
千
七
百
三
十
五

万
二
千
円
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

四
款
「
宗
務
庁
費
」
は
、
一
項
「
役
職
員

費
」
は
、
役
員
七
人
、
職
員
二
十
八
人
、
嘱

託
十
四
人
、
臨
時
職
員
の
給
与
な
ど
で
、
合

わ
せ
て
二
億
七
千
三
百
七
十
八
万
円
で
五
百

六
十
万
円
の
増
額
。
二
項
「
旅
費
」
は
、
一

千
百
万
円
で
前
年
度
と
同
額
。
三
項
「
需
用

費
」
は
、
通
信
費
や
印
刷
費
、
光
熱
水
費
、

庁
舎
管
理
費
、
公
用
車
管
理
費
な
ど
合
わ
せ

て
前
年
度
よ
り
十
万
円
減
額
の
三
千
六
百
二

十
万
円
。
四
項
「
役
職
員
厚
生
費
」
は
、
新

た
に
四
目
「
役
職
員
研
修
費
」
と
し
て
八
十

万
円
を
計
上
。
そ
の
他
、
健
康
保
険
や
厚
生

年
金
な
ど
合
わ
せ
て
三
千
三
百
九
十
万
円
で

六
十
万
円
の
増
額
。
五
項
「
退
職
手
当
積
立

金
」
は
、
二
千
万
円
。
六
項
「
支
庁
費
」
は

三
十
万
円
。
七
項
「
各
種
会
議
費
」
は
、
十

二
の
会
議
費
と
し
て
一
千
六
百
万
円
で
十
万

円
の
減
額
。
八
項
「
法
要
費
」
は
、
庁
内
の

お
大
師
様
へ
の
供
花
な
ど
で
二
十
五
万
円
。

九
項
「
雑
費
」
は
、
五
十
万
円
。
従
っ
て
四

款
「
宗
務
庁
費
」
は
、
三
億
九
千
百
九
十
三

万
円
と
な
り
六
百
万
円
の
増
額
。

　

五
款
「
宗
機
顧
問
会
費
」
は
、
前
年
度
と

同
額
の
八
十
万
円
。

　

六
款
「
審
理
局
費
」
は
、
三
百
万
円
で
前

年
度
と
同
額
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

七
款
「
総
務
費
」
は
、
特
に
八
項
「
出
版

室
費
」
二
目
「
出
版
事
業
拠
出
費
」
に
お
い
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て
三
百
万
円
増
額
の
二
千
百
万
円
。
そ
の
他
、

各
宗
費
、
渉
外
費
、
褒
賞
慶
弔
費
、
顧
問
料
、

宗
務
監
査
費
、
式
典
費
、
国
際
費
な
ど
で
、

合
わ
せ
て
六
千
七
百
九
十
五
万
七
千
円
で
三

百
万
円
の
増
額
。

　

八
款
「
広
報
機
関
紙
費
」
は
、
特
に
一
項

「
宗
報
費
」
は
三
百
五
十
万
円
の
増
額
で
、

二
千
三
百
五
十
万
円
。

　

九
款
「
教
学
布
教
費
」
は
、
一
項
「
教
学

費
」
は
一
目
「
宗
立
学
校
費
」
の
一
千
万
円

増
額
な
ど
で
一
億
九
千
五
百
六
十
六
万
円
。

二
項
「
御
親
教
費
」
は
八
十
万
円
で
前
年
度

と
同
額
。
三
項「
布
教
費
」は
特
に
一
目「
本

山
特
派
布
教
費
」
は
二
十
五
万
円
増
額
の
八

十
万
円
な
ど
で
、
四
十
五
万
円
増
額
の
二
千

八
百
四
十
万
円
。
従
い
ま
し
て
、
九
款
「
教

学
布
教
費
」
は
、
一
千
三
百
三
十
八
万
円
増

額
の
二
億
二
千
四
百
九
十
六
万
円
。

　

十
款
「
社
会
教
化
福
祉
費
」
は
、
特
に
二

項
「
人
権
啓
発
推
進
費
」
一
目
「
啓
発
推
進

費
」
は
五
十
万
円
増
額
の
三
百
十
万
円
。
二

目
「
対
外
活
動
費
」
は
九
十
万
円
増
額
の
二

百
二
十
万
円
。
ま
た
、
三
項
「
福
祉
費
」
は
、

三
目
「
延
寿
会
助
成
金
」
に
お
い
て
六
十
万

円
増
額
の
百
万
円
な
ど
で
、
四
十
七
万
五
千

円
増
額
の
九
百
十
二
万
円
。
四
項
「
寺
族
相

談
所
費
」
は
前
年
度
と
同
額
の
四
十
万
円
。

よ
っ
て
、
十
款
「
社
会
教
化
福
祉
費
」
は
、

百
八
十
七
万
五
千
円
増
額
の
四
千
二
百
六
十

二
万
円
。

　

十
一
款
「
庶
務
費
」
は
、
一
項
「
寺
院
教

会
対
策
費
」
は
、
五
十
万
円
増
額
の
七
百
五

十
万
円
。
よ
っ
て
、
十
一
款
「
庶
務
費
」
は

九
十
五
万
円
増
額
の
二
千
百
十
万
円
。

　

十
二
款
「
財
務
費
」
は
、
八
十
万
円
で
前

年
度
と
同
額
。

　

十
三
款
「
研
修
会
費
」
は
、
一
項
「
布
教

伝
道
研
修
会
費
」
を
は
じ
め
、
十
の
研
修
会

に
お
い
て
、
収
入
の
所
で
も
ご
説
明
申
し
上

げ
ま
し
た
と
お
り
、
研
修
会
の
受
講
料
や
参

加
費
等
に
つ
い
て
、
従
前
は
こ
れ
ら
支
出
科

目
に
戻
し
入
れ
い
た
し
て
お
り
ま
し
た
が
、

今
回
よ
り
収
入
に
計
上
い
た
し
て
お
り
ま
す

関
係
上
、
そ
の
分
を
そ
れ
ぞ
れ
の
科
目
で
増

額
い
た
し
て
お
り
、
三
百
五
十
万
五
千
円
増

額
の
二
千
百
四
十
万
五
千
円
。

　

十
四
款
「
教
師
年
金
」
は
、
八
十
五
万
円

増
額
の
三
千
二
十
万
円
。

　

十
五
款
「
災
害
対
策
費
」
は
、
四
百
万
円

増
額
の
六
百
万
円
。

　

十
六
款
「
天
台
宗
災
害
救
援
並
び
に
復
興

支
援
資
金
積
立
金
」
は
、
前
年
度
と
同
額
の

五
百
万
円
。

　

十
七
款
「
共
済
互
助
特
別
会
計
繰
出
金
」

は
、
五
百
五
十
万
円
増
額
の
二
千
百
五
十
万

円
。

　

十
八
款
「
天
台
宗
災
害
補
償
制
度
特
別
会

計
繰
出
金
」
は
、
前
年
度
と
同
額
の
五
十
万

円
。

　

十
九
款
「
寺
院
教
会
事
業
助
成
金
」
は
、

百
万
円
で
前
年
度
と
同
額
。

　

二
十
款
「
天
台
宗
教
学
振
興
事
業
団
交
付

金
」
は
、
一
千
万
円
減
額
の
五
千
万
円
。

　

二
十
一
款
「
天
台
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー

助
成
金
」
は
、
百
万
円
減
額
の
八
百
万
円
。

　

二
十
二
款
「
天
台
宗
庁
舎
管
理
積
立
金
」

は
、
八
百
万
円
。

　

二
十
三
款
「
公
用
車
購
入
積
立
金
」
は
、

四
百
万
円
。

　

二
十
四
款
「
比
叡
山
行
院
管
理
積
立
金
回

付
金
」
は
、
五
十
万
円
。

　

二
十
五
款
「
比
叡
山
時
報
発
行
助
成
金
」

は
、
三
百
万
円
。

　

二
十
六
款
「
寺
院
教
会
振
興
資
金
特
別
会

計
拠
出
金
」
は
、
四
百
万
円
減
額
の
百
万
円
。

　

二
十
七
款
「
報
奨
交
付
金
」
は
、
本
山
納

金
の
十
％
で
三
万
円
減
額
の
七
千
二
百
七
十

六
万
円
。

　

二
十
八
款
「
基
本
財
産
積
立
金
」
は
、
一

千
万
円
。

　

二
十
九
款
「
予
備
費
」
は
、
百
十
三
万
円

の
減
額
で
三
千
四
百
七
十
一
万
六
千
円
と
な

り
ま
す
。

　

従
い
ま
し
て
、
経
常
部
合
計
は
二
千
三
百
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九
十
万
円
増
額
の
十
一
億
一
千
十
万
円
で
ご

ざ
い
ま
す
。

　

続
い
て
臨
時
部
に
つ
き
ま
し
て
ご
説
明
申

し
上
げ
ま
す
。

　

ま
ず
、
平
成
二
十
八
年
度
よ
り
継
続
で
ご

ざ
い
ま
す
が
、
一
款
「
布
教
師
養
成
特
別
助

成
金
」
は
、
中
央
布
教
師
養
成
所
へ
の
助
成

と
し
て
二
十
万
円
増
額
の
百
五
十
万
円
。

　

二
款
「
第
二
期
祖
師
先
徳
鑽
仰
大
法
会
拠

出
金
」
は
、
第
二
期
祖
師
先
徳
鑽
仰
大
法
会

費
特
別
会
計
へ
七
年
間
の
三
年
目
と
し
て
二

千
万
円
。

　

三
款
「
全
日
本
仏
教
会
財
団
創
立
六
十
周

年
記
念
事
業
助
成
金
」
は
、
天
台
宗
負
担
分

四
年
間
の
三
年
目
で
六
十
万
円
。

　

続
き
ま
し
て
、
新
設
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、

　

四
款
「
第
九
回
天
台
キ
ャ
ン
ポ
リ
ー
助
成

金
」
は
、
七
月
に
開
催
さ
れ
る
天
台
キ
ャ
ン

ポ
リ
ー
の
助
成
金
と
し
て
三
百
万
円
。

　

五
款
「
比
叡
山
行
院
テ
キ
ス
ト
作
成
費
」

は
、
行
院
か
ら
の
要
請
を
受
け
テ
キ
ス
ト
の

印
刷
費
と
し
て
八
十
万
円
。

　

六
款
「
庁
内
誘
導
灯
取
替
工
事
費
」
は
、

庁
内
の
消
防
用
設
備
で
あ
る
誘
導
灯
取
替
工

事
の
費
用
と
し
て
百
五
十
万
円
。

　

七
款
「
第
二
庁
舎
整
備
費
」
は
、
役
員
交

代
に
伴
う
個
室
の
整
備
費
と
し
て
二
百
万
円
。

　

八
款
「
新
内
局
衣
体
調
整
費
」
は
、
役
員

交
代
に
伴
う
衣
体
の
調
整
費
と
し
て
百
三
十

万
円
。

　

ま
た
、「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
対
応
給
与
計
算

ソ
フ
ト
購
入
費
」「
全
日
仏
大
蔵
経
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
事
業
負
担
金
」「
イ
ン
ド
禅
定
林
大

本
堂
落
慶
十
周
年
記
念
事
業
助
成
金
」「
イ

ン
ド
禅
定
林
大
本
堂
落
慶
十
周
年
記
念
事
業

参
加
費
」
に
お
い
て
は
、
そ
の
事
業
終
了
に

つ
き
廃
款
と
い
た
し
ま
し
た
。

　

従
い
ま
し
て
、
臨
時
部
の
合
計
は
、
三
百

八
十
万
円
増
額
の
三
千
七
十
万
円
。

　

よ
っ
て
、
歳
出
合
計
額
は
前
年
度
よ
り
二

千
七
百
七
十
万
円
増
額
の
十
一
億
四
千
八
十

万
円
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

以
上
、
平
成
二
十
九
年
度
通
常
会
計
歳
入

歳
出
予
算
に
つ
い
て
の
ご
説
明
を
終
わ
ら
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
至
ら
ぬ
処
は
委
員
会

に
お
い
て
補
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、

よ
ろ
し
く
ご
審
議
の
上
、
原
案
ど
お
り
ご
可

決
あ
ら
ん
こ
と
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
し
て
、

説
明
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

日
程
第
六

議
案
第
四
号
　
総
務
局
提
出

平
成
二
十
九
年
度
宗
祖
大
師
香
華
料
特
別
会

計
歳
入
歳
出
予
算

議
案
第
五
号
　
総
務
局
提
出

平
成
二
十
九
年
度
共
済
互
助
特
別
会
計
歳
入

歳
出
予
算

議
案
第
六
号
　
総
務
局
提
出

平
成
二
十
九
年
度
寺
院
教
会
振
興
資
金
特
別

会
計
歳
入
歳
出
予
算

議
案
第
七
号
　
総
務
局
提
出

平
成
二
十
九
年
度
天
台
宗
災
害
補
償
制
度
特

別
会
計
常
用
部
歳
入
歳
出
予
算

議
案
第
八
号
　
総
務
局
提
出

平
成
二
十
九
年
度
天
台
宗
出
版
業
特
別
会
計

歳
入
歳
出
予
算

○
財
務
部
長
（
田
中
祥
順
）

　

た
だ
今
上
程
さ
れ
ま
し
た
議
案
第
四
号
か

ら
議
案
第
八
号
ま
で
順
次
ご
説
明
申
し
上
げ

ま
す
。

　

議
案
第
四
号
・
平
成
二
十
九
年
度
宗
祖
大

師
香
華
料
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
つ
い

て
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

　

歳
入
歳
出
共
に
前
年
度
よ
り
二
万
七
千
円

減
額
の
一
千
百
五
十
七
万
一
千
円
で
ご
ざ
い

ま
す
。

　

議
案
第
五
号
・
平
成
二
十
九
年
度
共
済
互

助
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
つ
い
て
ご
説
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明
申
し
上
げ
ま
す
。

　

ま
ず
、
歳
入
の
部
、
一
款
「
通
常
会
計
繰

入
金
」
は
五
百
五
十
万
円
増
額
の
二
千
百
五

十
万
円
、
四
款
「
前
年
度
繰
越
金
」
は
二
百

五
十
万
円
減
額
の
五
十
万
円
で
、
歳
入
合
計

は
前
年
度
よ
り
三
百
万
円
増
額
の
二
千
三
百

万
円
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

次
に
、
歳
出
の
部
、
一
款
「
弔
慰
金
」
は

四
百
万
円
増
額
の
二
千
二
百
万
円
、三
款「
予

備
費
」
は
百
万
円
減
額
の
九
十
万
円
で
、
歳

出
合
計
は
前
年
度
よ
り
三
百
万
円
増
額
の
二

千
三
百
万
円
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

よ
っ
て
歳
入
歳
出
共
に
前
年
度
よ
り
三
百

万
円
増
額
の
二
千
三
百
万
円
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

議
案
第
六
号
・
平
成
二
十
九
年
度
寺
院
教

会
振
興
資
金
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
つ

い
て
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

　

ま
ず
、
歳
入
の
部
、
一
款
「
返
還
金
」
は
、

百
二
十
万
円
減
額
の
六
百
二
十
四
万
円
。
二

款
「
通
常
会
計
繰
入
金
」
は
、
四
百
万
円
減

額
の
百
万
円
。
三
款
「
雑
収
入
」
は
、
五
万

円
減
額
の
一
万
円
。
四
款「
前
年
度
繰
越
金
」

は
、
九
百
五
十
万
円
増
額
の
九
千
二
百
万
円
。

　

従
い
ま
し
て
、
歳
入
合
計
は
四
百
二
十
五

万
円
増
額
の
九
千
九
百
二
十
五
万
円
で
ご
ざ

い
ま
す
。

　

次
に
、
歳
出
の
部
、
一
款
「
貸
付
金
」
は
、

四
百
二
十
五
万
円
増
額
の
九
千
五
百
二
十
五

万
円
。
四
款
「
天
台
宗
災
害
救
援
並
び
に
復

興
支
援
資
金
積
立
金
特
別
会
計
回
付
金
」
は
、

前
年
度
と
同
額
の
三
百
万
円
。
従
い
ま
し
て
、

歳
出
合
計
は
九
千
九
百
二
十
五
万
円
。

　

よ
っ
て
、
歳
入
歳
出
共
に
四
百
二
十
五
万

円
の
増
額
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

議
案
第
七
号
・
平
成
二
十
九
年
度
天
台
宗

災
害
補
償
制
度
特
別
会
計
常
用
部
歳
入
歳
出

予
算
に
つ
い
て
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

　

ま
ず
、
歳
入
の
部
、
一
款
「
通
常
会
計
繰

入
金
」
は
、
前
年
度
と
同
額
の
五
十
万
円
。

二
款
「
共
済
資
金
繰
入
金
」
は
、
前
年
度
よ

り
四
百
万
円
減
額
の
一
千
万
円
。
四
款
「
前

年
度
繰
越
金
」
は
、
三
百
四
十
九
万
円
増
額

の
五
百
九
十
九
万
円
で
、
歳
入
合
計
は
、
五

十
一
万
円
減
額
の
一
千
六
百
五
十
万
円
。

　

次
に
、
歳
出
の
部
、
三
款
「
特
別
基
金
回

付
金
」
は
、
二
百
万
円
減
額
の
一
千
万
円
。

四
款
「
予
備
費
」
は
、
九
十
九
万
円
増
額
の

二
百
五
十
万
円
。
従
い
ま
し
て
、
歳
出
合
計

は
五
十
一
万
円
減
額
の
一
千
六
百
五
十
万
円

で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

議
案
第
八
号
・
平
成
二
十
九
年
度
天
台
宗

出
版
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
つ
い
て

ご
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

　

ま
ず
、
歳
入
の
部
、
三
款
「
繰
入
金
」
は
、

三
百
万
円
増
額
の
二
千
二
百
万
円
。
従
い
ま

し
て
歳
入
合
計
は
、
売
上
金
、
印
税
収
入
、

雑
収
入
な
ど
、
合
わ
せ
て
前
年
度
よ
り
四
百

五
十
万
円
増
額
の
五
千
四
百
五
十
万
円
。

　

次
に
、
歳
出
の
部
、
一
款
「
事
業
費
」
は

五
十
万
円
の
増
額
で
、
三
千
百
二
十
万
円
。

三
款
「
事
務
費
」
は
、
四
百
万
円
増
額
の
二

千
二
百
二
十
万
円
。
よ
っ
て
、
歳
出
合
計
は
、

公
租
公
課
な
ど
、
合
わ
せ
て
前
年
度
よ
り
四

百
五
十
万
円
増
額
の
五
千
四
百
五
十
万
円
で

ご
ざ
い
ま
す
。

　

以
上
、
説
明
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
が
、
至
ら
ぬ
処
に
つ
き
ま
し
て
は
、
委
員

会
に
お
い
て
補
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、

原
案
ど
お
り
ご
可
決
あ
ら
ん
こ
と
を
お
願
い

申
し
上
げ
ま
し
て
、
説
明
と
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

日
程
第
七

議
案
第
九
号
　
総
務
局
提
出

平
成
二
十
九
年
度
天
台
宗
教
学
振
興
事
業
団

特
別
会
計
常
用
部
歳
入
歳
出
予
算
の
承
認
を

求
め
る
件

議
案
第
十
号
　
総
務
局
提
出

平
成
二
十
九
年
度
天
台
宗
教
学
振
興
事
業
団

宗
典
刊
行
事
業
積
立
金
特
別
会
計
歳
入
歳
出

予
算
の
承
認
を
求
め
る
件
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○
財
務
部
長
（
田
中
祥
順
）

　

た
だ
今
上
程
さ
れ
ま
し
た
議
案
第
九
号
と

議
案
第
十
号
に
つ
い
て
順
次
ご
説
明
申
し
上

げ
ま
す
。

　

議
案
第
九
号
・
平
成
二
十
九
年
度
天
台
宗

教
学
振
興
事
業
団
特
別
会
計
常
用
部
歳
入
歳

出
予
算
の
承
認
を
求
め
る
件
に
つ
い
て
ご
説

明
申
し
上
げ
ま
す
。
歳
入
歳
出
共
に
前
年
度

と
同
額
の
一
億
三
千
七
百
万
円
で
ご
ざ
い
ま

す
。

　

議
案
第
十
号
・
平
成
二
十
九
年
度
天
台
宗

教
学
振
興
事
業
団
宗
典
刊
行
事
業
積
立
金
特

別
会
計
歳
入
歳
出
予
算
の
承
認
を
求
め
る
件

に
つ
い
て
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。
歳
入
歳

出
共
に
前
年
度
と
同
額
の
八
百
十
万
円
で
ご

ざ
い
ま
す
。

　

以
上
、
説
明
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
が
、
至
ら
ぬ
処
に
つ
き
ま
し
て
は
、
委
員

会
に
お
い
て
補
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、

よ
ろ
し
く
ご
審
議
の
上
、
原
案
ど
お
り
ご
可

決
あ
ら
ん
こ
と
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
し
て
、

説
明
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

日
程
第
八

報
告
第
一
号
　
総
務
局
提
出

平
成
二
十
九
年
度
﹁
一
隅
を
照
ら
す
運
動
﹂

通
常
会
計
歳
入
歳
出
予
算
報
告

報
告
第
二
号
　
総
務
局
提
出

平
成
二
十
九
年
度
﹁
一
隅
を
照
ら
す
運
動
﹂

地
球
救
援
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算
報

告○
財
務
部
長
（
田
中
祥
順
）

　

た
だ
今
上
程
さ
れ
ま
し
た
報
告
第
一
号
と

第
二
号
に
つ
き
ま
し
て
ご
説
明
申
し
上
げ
ま

す
。

　

報
告
第
一
号
・
平
成
二
十
九
年
度
「
一
隅

を
照
ら
す
運
動
」
通
常
会
計
歳
入
歳
出
予
算

報
告
に
つ
い
て
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

　

歳
入
歳
出
共
に
三
十
万
円
増
額
の
七
千
七

百
七
十
万
円
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

報
告
第
二
号
・
平
成
二
十
九
年
度
「
一
隅

を
照
ら
す
運
動
」
地
球
救
援
事
業
特
別
会
計

歳
入
歳
出
予
算
報
告
に
つ
い
て
ご
説
明
申
し

上
げ
ま
す
。

　

歳
入
歳
出
共
に
百
万
円
増
額
の
三
千
五
百

五
十
万
円
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

以
上
、
報
告
第
一
号
と
報
告
第
二
号
に
つ

き
ま
し
て
、
説
明
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
が
、
至
ら
ぬ
処
は
委
員
会
に
お
い
て
補

わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
ご

審
議
の
上
、
原
案
ど
お
り
ご
可
決
あ
ら
ん
こ

と
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
し
て
、
説
明
と
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

日
程
第
九

報
告
第
三
号
　
総
務
局
提
出

平
成
二
十
九
年
度
天
台
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ

ー
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算
報
告

○
財
務
部
長
（
田
中
祥
順
）

　

た
だ
今
上
程
さ
れ
ま
し
た
報
告
第
三
号
に

つ
き
ま
し
て
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

　

報
告
第
三
号
・
平
成
二
十
九
年
度
天
台
宗

総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予

算
報
告
に
つ
い
て
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

　

歳
入
歳
出
共
に
前
年
度
と
同
額
の
二
千
万

円
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

以
上
、
報
告
第
三
号
に
つ
き
ま
し
て
、
説

明
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
至
ら

ぬ
処
は
委
員
会
に
お
い
て
補
わ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
ご
審
議
の
上
、
原

案
ど
お
り
ご
可
決
あ
ら
ん
こ
と
を
お
願
い
申

し
上
げ
ま
し
て
、
説
明
と
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。
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日
程
第
十

議
案
第
十
一
号
　
総
務
局
提
出

東
日
本
大
震
災
復
興
支
援
臨
時
会
計
収
入
支

出
補
正
予
算
（
第
二
号
）

○
財
務
部
長
（
田
中
祥
順
）

　

た
だ
今
上
程
さ
れ
ま
し
た
議
案
第
十
一

号
・
東
日
本
大
震
災
復
興
支
援
臨
時
会
計
収

入
支
出
補
正
予
算
（
第
二
号
）
に
つ
き
ま
し

て
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

　

収
入
支
出
共
に
六
億
十
万
円
で
収
入
支
出

差
引
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

　

ま
ず
、
収
入
の
部
に
つ
き
ま
し
て
は
、
異

動
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

　

続
き
ま
し
て
、
支
出
の
部
に
お
き
ま
し
て

は
、
一
款
「
見
舞
金
」
に
お
き
ま
し
て
、
見

舞
金
の
増
加
に
よ
り
一
千
万
円
増
額
補
正
。

　

五
款
「
対
策
本
部
費
」
の
一
項
「
対
策
本

部
費
」
に
お
き
ま
し
て
、
七
回
忌
法
要
実
施

の
費
用
な
ど
に
一
千
万
円
増
額
補
正
。

二
項
「
教
区
対
策
本
部
費
」
に
お
き
ま
し
て
、

教
区
対
策
本
部
へ
の
追
加
支
援
に
一
千
万
円

増
額
補
正
。

　

こ
れ
ら
に
伴
い
、
四
款
「
寺
院
教
会
復
興

支
援
金
」
を
二
千
万
円
減
額
補
正
、六
款
「
予

備
費
」
を
一
千
万
円
減
額
補
正
い
た
し
ま
し

た
。

　

以
上
、
東
日
本
大
震
災
復
興
支
援
臨
時
会

計
収
入
支
出
補
正
予
算
（
第
二
号
）
に
つ
い

て
説
明
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、

至
ら
ぬ
処
は
委
員
会
に
お
い
て
補
わ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
ご
審
議
の
上
、

原
案
ど
お
り
ご
可
決
あ
ら
ん
こ
と
を
お
願
い

申
し
上
げ
ま
し
て
、
説
明
と
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

日
程
第
十
一

議
案
第
十
二
号
　
総
務
局
提
出

無
住
職
寺
院
教
会
及
び
兼
務
住
職
寺
院
教
会

対
策
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

案○
法
人
部
長
（
長
山
慈
信
）

　

た
だ
今
上
程
さ
れ
ま
し
た
議
案
第
十
二

号
・
無
住
職
寺
院
教
会
及
び
兼
務
住
職
寺
院

教
会
対
策
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

規
定
案
に
つ
い
て
ご
説
明
い
た
し
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
の
無
住
職
寺
院
教
会
及
び
兼
務

住
職
寺
院
教
会
対
策
委
員
会
は
、
無
住
職
寺

院
及
び
兼
務
住
職
寺
院
の
専
務
住
職
化
を
図

る
こ
と
を
そ
の
主
た
る
目
的
と
し
て
お
り
ま

し
た
。
そ
の
委
員
会
の
審
議
事
項
に
新
た
に

不
活
動
宗
教
法
人
寺
院
に
つ
い
て
調
査
研
究

し
、
現
実
問
題
と
し
て
寺
院
運
営
が
困
難
と

な
り
存
続
不
可
能
と
な
り
え
る
寺
院
対
策
を

策
定
す
る
た
め
、
関
係
条
文
を
改
め
る
も
の

で
あ
り
ま
す
。

　

詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
委
員
会
で
さ
ら

に
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く

ご
審
議
ご
可
決
た
ま
わ
り
ま
す
よ
う
お
願
い

申
し
上
げ
提
案
説
明
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。日

程
第
十
二

議
案
第
十
三
号
　
総
務
局
提
出

教
師
研
修
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

案○
教
学
部
長
（
中
島
有
淳
）

　

た
だ
今
上
程
さ
れ
ま
し
た
議
案
第
十
三

号
・
教
師
研
修
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

規
程
案
に
つ
き
ま
し
て
ご
説
明
申
し
上
げ
ま

す
。

　

平
成
二
十
五
年
度
に
制
度
化
さ
れ
ま
し
た

教
師
研
修
会
は
、
平
成
二
十
四
年
度
の
試
行

期
間
を
含
め
ま
し
て
ま
も
な
く
五
年
が
経
過

い
た
し
ま
す
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
開
催
し

て
き
ま
し
た
教
師
研
修
会
の
実
績
を
踏
ま
え
、

別
表
の
文
言
を
調
整
し
、
よ
り
明
確
に
表
記
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し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
委
員
会
に
お
い

て
補
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し

く
ご
審
議
の
上
、
原
案
通
り
ご
可
決
あ
ら
ん

こ
と
を
お
願
い
申
し
上
げ
て
説
明
と
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

日
程
第
十
三

議
案
第
十
四
号
　
総
務
局
提
出

布
教
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
案

○
教
学
部
長
（
中
島
有
淳
）

　

た
だ
今
上
程
さ
れ
ま
し
た
議
案
第
十
四

号
・
布
教
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
案

に
つ
き
ま
し
て
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

　

提
案
理
由
と
い
た
し
ま
し
て
、
天
台
宗
布

教
師
会
の
な
か
に
布
教
師
の
養
成
機
関
を
設

置
し
、
天
台
宗
中
央
布
教
師
養
成
所
の
位
置

づ
け
を
明
確
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り

ま
す
。

　

詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
委
員
会
に
お
い

て
補
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し

く
ご
審
議
の
上
、
原
案
通
り
ご
可
決
あ
ら
ん

こ
と
を
お
願
い
申
し
上
げ
て
説
明
と
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

日
程
第
十
四

議
案
第
十
五
号
　
総
務
局
提
出

天
台
宗
社
会
活
動
団
体
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
会
議

規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
案

○
社
会
部
長
（
角
本
尚
雄
）

　

た
だ
今
上
程
さ
れ
ま
し
た
議
案
第
十
五

号
・
天
台
宗
社
会
活
動
団
体
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

会
議
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
案
に
つ

き
ま
し
て
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

　

提
案
理
由
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
新
た
に

設
置
さ
れ
た
団
体
を
組
織
に
加
え
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

至
ら
ぬ
部
分
に
つ
き
ま
し
て
は
、
委
員
会

に
お
い
て
補
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、

よ
ろ
し
く
ご
審
議
の
上
、
原
案
通
り
ご
可
決

あ
ら
ん
こ
と
を
お
願
い
申
し
上
げ
説
明
と
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

日
程
第
十
五

議
案
第
十
六
号
　
総
務
局
提
出

天
台
宗
災
害
補
償
制
度
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
規
程
案

○
社
会
部
長
（
角
本
尚
雄
）

　

た
だ
今
上
程
さ
れ
ま
し
た
議
案
第
十
六

号
・
天
台
宗
災
害
補
償
制
度
規
程
の
一
部
を

改
正
す
る
規
程
案
に
つ
き
ま
し
て
ご
説
明
申

し
上
げ
ま
す
。

　

提
案
理
由
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
実
績
を

踏
ま
え
給
付
金
の
支
給
基
準
を
整
理
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

至
ら
ぬ
部
分
に
つ
き
ま
し
て
は
、
委
員
会

に
お
い
て
補
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、

よ
ろ
し
く
ご
審
議
の
上
、
原
案
通
り
ご
可
決

あ
ら
ん
こ
と
を
お
願
い
申
し
上
げ
説
明
と
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

○
暫
時
休
憩　

十
四
時
五
分

○
開
議　
　
　

十
四
時
二
十
分
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代
　
表
　
質
　
問
　
　
一

林
　
光
俊

�

（
新
成
会
）

　

新
成
会
を
代
表
し
て
質
問
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

　

初
め
に
、
森
川
天
台
座
主
猊
下
に
お
か
れ

ま
し
て
は
、
ご
上
任
以
来
、
国
内
外
に
お
い

て
数
多
く
の
ご
公
務
を
お
勤
め
に
な
ら
れ
、

私
た
ち
宗
徒
を
ご
教
導
い
た
だ
い
て
お
り
ま

す
こ
と
、
誠
に
あ
り
が
た
く
深
く
敬
意
と
感

謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。
今
後
は
、
ご
法
体
ご

自
愛
く
だ
さ
い
ま
し
て
、
お
導
き
く
だ
さ
い

ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
今
年
は
木
ノ
下
総
長
の
集
大
成
と

も
い
う
べ
き
年
を
迎
え
ら
れ
、
大
い
に
ご
期

待
を
い
た
し
て
お
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
突
如

と
し
て
体
の
不
調
を
訴
え
ら
れ
、
こ
の
た
び

退
任
を
表
明
さ
れ
ま
し
た
こ
と
は
誠
に
残
念

で
な
り
ま
せ
ん
。

　

木
ノ
下
内
局
は
平
成
二
十
五
年
十
一
月
十

二
日
、
先
の
天
台
座
主
猊
下
の
お
示
し
に
な

ら
れ
た
「
本
末
一
如
」「
愛
山
護
法
」
の
お

言
葉
を
真
摯
に
受
け
止
め
、
身
命
を
か
け
て

宗
政
に
携
わ
っ
て
ま
い
り
た
い
と
の
お
気
持

ち
を
述
べ
ら
れ
ス
タ
ー
ト
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
前
阿
内
局
の
三
本
の
柱
や
諸
先
輩

皆
様
の
築
き
上
げ
た
歴
史
を
継
承
し
、
そ
の

な
か
で
も
自
分
の
色
を
明
確
に
施
策
に
活
か

し
、
実
現
を
図
っ
て
ま
い
り
た
い
と
述
べ
ら

れ
、
今
日
ま
で
精
力
的
に
取
り
組
ん
で
こ
ら

れ
ま
し
た
こ
と
は
、
高
く
評
価
す
る
も
の
で

あ
り
ま
す
。

　

そ
の
な
か
で
も
、
先
の
渡
邊
お
座
主
猊
下
、

半
田
お
座
主
猊
下
の
ご
遷
化
に
伴
う
宗
葬
、

さ
ら
に
新
森
川
お
座
主
猊
下
の
傳
燈
相
承
式

を
は
じ
め
、
祖
師
先
徳
鑽
仰
大
法
会
に
お
け

る
各
お
祖
師
様
の
ご
法
要
、
そ
し
て
根
本
中

堂
大
改
修
の
た
め
の
勧
募
、
ま
た
相
次
ぐ
自

然
災
害
等
へ
の
対
応
に
大
変
ご
苦
労
さ
れ
、

魔
事
な
く
円
成
の
運
び
と
な
っ
て
い
る
こ
と

に
対
し
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
ら
に
申
し
上
げ
ま
す
と
、
各
所
管
部
長

皆
様
は
職
員
と
と
も
に
総
長
を
支
え
、
宗
政

発
展
の
た
め
に
努
力
さ
れ
ま
し
た
こ
と
に
、

心
か
ら
あ
た
た
か
い
拍
手
を
送
り
た
い
と
思

い
ま
す
。
今
後
、
木
ノ
下
総
長
に
お
か
れ
ま

し
て
は
、
ま
す
ま
す
ご
法
体
ご
自
愛
く
だ
さ

り
、
こ
れ
か
ら
の
宗
政
の
行
く
末
を
ご
教
導

い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

次
に
、
各
所
管
事
項
に
つ
い
て
お
尋
ね
い

た
し
ま
す
。

　

ま
ず
、
総
務
部
事
項
に
つ
い
て
、
東
日
本

大
震
災
の
今
後
の
対
応
に
つ
い
て
お
尋
ね
い

た
し
ま
す
。

　

現
在
、
被
災
地
で
は
テ
レ
ビ
・
新
聞
等
で

報
道
さ
れ
て
い
る
現
状
と
は
ほ
ど
遠
く
、
と

く
に
原
発
事
故
に
よ
り
全
国
各
地
で
避
難
生

活
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
不
自
由
な
生
活
を
さ

れ
て
い
る
方
々
が
、
今
な
お
八
万
二
千
人
も

お
ら
れ
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
で
ほ
し
い
と
思

い
ま
す
。

　

当
天
台
宗
対
策
本
部
と
し
て
三
月
六
日
、

陸
奥
教
区
中
尊
寺
に
お
い
て
森
川
天
台
座
主

猊
下
の
大
導
師
の
も
と
、
東
日
本
大
震
災
物

故
者
七
回
忌
法
要
が
厳
修
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、

各
教
区
に
お
い
て
も
そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
を
込

め
法
要
が
厳
修
さ
れ
ま
す
。

　

そ
こ
で
お
尋
ね
で
す
が
、
対
策
本
部
と
し

て
一
応
ひ
と
つ
の
区
切
り
と
し
て
、
三
月
末

日
を
も
っ
て
閉
じ
た
い
と
の
こ
と
で
す
が
、

今
後
、
被
災
教
区
の
対
応
や
会
計
処
理
等
を

含
め
て
、
ど
の
よ
う
な
方
向
で
進
め
て
い
こ

う
と
し
て
お
ら
れ
る
の
か
、
阿
部
総
務
部
長

に
お
尋
ね
い
た
し
ま
す
。

　

次
に
法
人
部
事
項
に
つ
い
て
、
今
議
会
に

無
住
職
寺
院
教
会
及
び
兼
務
住
職
寺
院
教
会

対
策
委
員
会
規
程
に
つ
い
て
上
程
さ
れ
ま
し
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た
が
、
こ
れ
は
以
前
よ
り
何
遍
と
な
く
議
論

を
重
ね
て
き
て
お
り
、
各
宗
派
に
お
い
て
も

喫
緊
の
課
題
と
し
て
取
り
組
ま
れ
て
お
り
ま

す
。

　

こ
こ
に
き
て
、
よ
う
や
く
規
程
内
容
も
検

討
さ
れ
具
体
的
に
実
行
さ
れ
る
運
び
と
な
り

ま
し
た
が
、
こ
れ
か
ら
先
、
何
を
い
ち
ば
ん

の
課
題
・
問
題
点
と
し
て
取
り
組
ん
で
い
か

れ
よ
う
と
し
て
お
ら
れ
る
の
か
、
長
山
法
人

部
長
に
お
尋
ね
い
た
し
ま
す
。

　

次
に
教
学
部
事
項
に
つ
い
て
、
大
法
会
に

お
け
る
記
念
事
業
と
し
て『
天
台
学
大
辞
典
』

が
十
年
間
に
わ
た
る
作
業
工
程
に
よ
り
、
諸

先
生
方
の
ご
努
力
に
よ
り
着
々
と
刊
行
に
向

け
進
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
こ
と
に
敬
意
と
感

謝
を
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
、

現
時
点
で
の
進
捗
状
況
を
中
島
教
学
部
長
に

お
尋
ね
い
た
し
ま
す
。

　

次
に
社
会
部
事
項
に
つ
い
て
、
天
台
宗
社

会
活
動
団
体
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
会
議
規
程
案
に
、

天
台
宗
防
災
士
協
議
会
が
加
え
ら
れ
る
こ
と

が
上
程
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
こ
数
年
の
自
然

災
害
は
東
日
本
大
震
災
以
来
、
全
国
各
地
で

多
種
多
様
な
か
た
ち
で
発
生
し
て
お
り
ま
す
。

防
災
士
の
方
々
は
各
仏
青
諸
君
と
の
あ
い
だ

で
連
絡
調
整
を
図
り
な
が
ら
、
被
災
地
の
状

況
等
を
的
確
に
把
握
し
、
素
早
く
対
応
し
成

果
を
挙
げ
て
お
ら
れ
ま
す
こ
と
は
、
大
い
に

評
価
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
会
議
に
表
面
上

加
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
即
対
応
で
き
う
る

予
算
処
置
、
計
上
が
必
要
と
思
い
ま
す
。
今

回
の
予
算
計
上
は
あ
ま
り
に
も
少
な
い
額
な

の
で
、
そ
の
点
ど
の
よ
う
に
考
え
て
お
ら
れ

る
の
か
、
角
本
社
会
部
長
に
お
尋
ね
い
た
し

ま
す
。

　

次
に
根
本
中
堂
大
改
修
に
つ
い
て
、
昨
年

四
月
一
日
、
根
本
中
堂
大
改
修
事
業
安
全
祈

願
法
要
が
森
川
お
座
主
猊
下
の
も
と
厳
修
さ

れ
、
十
年
間
に
わ
た
る
工
事
が
ス
タ
ー
ト
さ

れ
ま
し
た
。
秋
に
は
す
で
に
中
堂
周
辺
が
整

備
さ
れ
、
大
型
の
ク
レ
ー
ン
が
運
び
込
ま
れ

た
よ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
現
在
の
進
捗
状
況

を
延
暦
寺
小
堀
執
行
に
お
尋
ね
い
た
し
ま
す
。

　

最
後
に
比
叡
山
宗
教
サ
ミ
ッ
ト
に
つ
い
て
、

比
叡
山
宗
教
サ
ミ
ッ
ト
が
一
九
八
七
年
に
開

催
さ
れ
て
か
ら
、
本
年
八
月
に
は
三
十
周
年

を
迎
え
る
記
念
す
べ
き
年
と
な
り
ま
し
た
。

森
川
天
台
座
主
猊
下
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、

昨
年
九
月
ア
ッ
シ
ジ
で
開
催
さ
れ
た
第
三
十

回
世
界
宗
教
者
平
和
の
祈
り
の
集
い
に
、
天

台
宗
使
節
団
の
名
誉
団
長
を
つ
と
め
ら
れ
世

界
平
和
実
現
を
訴
え
ら
れ
た
と
の
こ
と
、
第

百
三
十
七
回
通
常
宗
議
会
に
お
い
て
お
言
葉

を
述
べ
ら
れ
ま
し
た
と
き
は
、
一
瞬
体
が
震

い
、
同
時
に
大
変
あ
り
が
た
く
感
動
い
た
し

ま
し
た
。

　

ま
た
昨
年
九
月
に
は
、
日
本
宗
教
代
表
者

会
議
の
名
誉
議
長
に
ご
就
任
さ
れ
、
サ
ミ
ッ

ト
成
功
に
向
け
て
各
教
宗
派
の
皆
様
と
と
も

に
す
で
に
始
動
さ
れ
て
お
ら
れ
る
こ
と
、
本

当
に
そ
の
情
熱
に
は
頭
の
下
が
る
思
い
で
あ

り
ま
す
。
な
お
、
こ
の
サ
ミ
ッ
ト
に
当
初
か

ら
携
わ
っ
て
こ
ら
れ
た
歴
代
お
座
主
猊
下
を

は
じ
め
歴
代
総
長
、
ご
内
局
、
並
び
に
す
べ

て
の
諸
先
輩
、
職
員
の
皆
様
に
、
こ
こ
に
改

め
て
敬
意
と
そ
の
ご
労
苦
に
対
し
感
謝
を
申

し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
延
暦
寺
小
堀
執
行
、
阿
部
総
務
部

長
に
お
尋
ね
い
た
し
ま
す
。
す
で
に
諸
準
備

等
に
つ
い
て
は
着
々
と
進
め
ら
れ
て
い
る
と

思
い
ま
す
が
、
現
時
点
で
の
進
捗
状
況
、
さ

ら
に
具
体
的
な
内
容
等
に
つ
い
て
お
聞
か
せ

く
だ
さ
い
。

　

終
わ
り
に
、
森
川
お
座
主
猊
下
の
お
気
持

ち
に
寄
り
添
い
、
比
叡
山
と
天
台
宗
が
一
丸

と
な
っ
て
、
宗
教
サ
ミ
ッ
ト
大
成
功
に
向
け

皆
で
手
を
取
り
合
っ
て
、
頑
張
っ
て
い
こ
う

で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　

以
上
を
も
っ
て
質
問
を
終
わ
り
ま
す
。
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答
　
　
　
　
弁

○
延
暦
寺
執
行
（
小
堀
光
實
）

　

宗
務
ご
当
局
に
先
ん
じ
て
の
答
弁
お
許
し

を
く
だ
さ
い
。

　

林
光
俊
議
員
の
根
本
中
堂
改
修
事
業
の
進

捗
状
況
、
比
叡
山
宗
教
サ
ミ
ッ
ト
三
十
周
年

事
業
の
取
り
組
み
、
進
捗
状
況
、
二
点
に
つ

い
て
の
ご
質
問
に
お
答
え
を
い
た
し
ま
す
。

　

開
会
冒
頭
の
挨
拶
で
も
述
べ
ま
し
た
が
、

目
下
、
根
本
中
堂
本
堂
回
廊
全
体
を
覆
う
仮

設
覆
屋
鉄
骨
館
組
み
立
て
作
業
等
に
あ
た
る

た
め
の
ア
ー
ム
ク
レ
ー
ン
が
中
堂
正
面
に
設

置
さ
れ
、
ま
た
館
基
礎
部
の
周
辺
地
盤
固
め

の
事
前
作
業
が
行
な
わ
れ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

並
行
し
て
、
補
助
対
象
外
工
事
と
な
り
ま
す

中
庭
部
か
ら
参
拝
者
の
方
々
に
工
事
状
況
を

見
学
、ま
た
ご
参
拝
い
た
だ
く
ス
ペ
ー
ス「
修

学
ス
テ
ー
ジ
」
建
設
の
た
め
の
事
前
作
業
が

行
な
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

な
お
、
本
年
は
年
明
け
半
ば
か
ら
例
年
に

な
く
雪
の
降
る
日
が
続
き
、
周
辺
の
除
雪
作

業
や
搬
入
道
路
の
確
保
作
業
に
追
わ
れ
て
の

日
々
と
な
り
ま
し
た
。
一
月
末
の
総
合
定
例

会
議
で
は
、
約
四
週
間
ほ
ど
の
遅
れ
が
あ
る

と
の
こ
と
で
す
が
、
天
候
が
落
ち
着
く
三
月

か
ら
五
月
に
か
け
ま
し
て
の
夜
間
工
事
、
ま

た
時
間
外
作
業
を
行
い
そ
の
遅
れ
を
取
り
戻

し
、
明
年
平
成
三
十
年
三
月
ま
で
に
完
成
す

る
と
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

い
ず
れ
に
い
た
し
ま
し
て
も
、
ご
参
拝
い

た
だ
く
方
々
へ
の
ご
迷
惑
を
最
小
限
に
と
ど

め
、
ま
た
工
事
す
る
こ
と
に
よ
る
参
拝
者
減

少
へ
の
歯
止
め
対
策
を
講
じ
る
誘
致
計
画
に

取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

次
に
、
宗
教
サ
ミ
ッ
ト
三
十
周
年
記
念
行

事
に
つ
き
ま
し
て
は
、
平
和
の
祈
り
の
集
い

メ
イ
ン
の
会
場
で
あ
る
延
暦
寺
に
と
り
ま
し

て
、
日
本
宗
教
代
表
者
会
議
の
事
務
局
、
運

営
委
員
等
役
員
に
も
参
画
し
、
今
日
ま
で
進

め
ら
れ
て
ま
い
り
ま
し
た
木
ノ
下
内
局
の
姿

勢
を
受
け
継
ぎ
、
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
ま
い

り
た
く
存
じ
ま
す
。

　

な
お
、
具
体
的
な
内
容
に
つ
き
ま
し
て
は
、

日
本
宗
教
代
表
者
会
議
事
務
局
の
総
務
部
部

長
で
あ
り
ま
す
阿
部
部
長
様
に
お
答
え
い
た

だ
く
こ
と
と
し
て
、
以
上
、
答
弁
と
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

○
総
務
部
長
（
阿
部
昌
宏
）

　

林
議
員
の
代
表
質
問
に
お
答
え
申
し
上
げ

ま
す
。

　

ま
ず
一
点
、
東
日
本
大
震
災
の
今
後
の
対

応
に
つ
い
て
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
す
で
に
宗

務
総
長
が
ご
挨
拶
で
申
し
上
げ
ま
し
た
通
り
、

東
日
本
大
震
災
発
生
か
ら
六
年
が
経
過
い
た

し
、
来
る
三
月
六
日
に
天
台
宗
と
い
た
し
ま

し
て
、
陸
奥
教
区
東
北
大
本
山
中
尊
寺
を
会

場
に
東
日
本
大
震
災
物
故
者
七
回
忌
法
要
を

厳
修
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
一
応
の
区
切
り
を

つ
け
、
平
成
二
十
八
年
度
を
も
ち
ま
し
て
災

害
対
策
本
部
を
閉
鎖
し
、
会
計
も
閉
じ
さ
せ

て
い
た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
い
ま
だ
仮
設
住
宅
で
の

生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
方
や
、
福
島

に
お
け
る
原
発
問
題
に
つ
き
ま
し
て
は
、
い

ま
だ
解
決
策
が
見
出
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現

状
で
あ
り
ま
す
。
今
後
、
宗
の
力
で
は
ど
う

し
よ
う
も
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
行
政
に
お

任
せ
す
る
こ
と
と
し
、
天
台
宗
と
い
た
し
ま

し
て
は
宗
教
者
、
僧
侶
と
し
て
被
災
者
の
心

の
ケ
ア
や
復
興
の
お
手
伝
い
を
さ
せ
て
い
た

だ
き
た
い
と
存
じ
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
会
計
閉
鎖
後
の
処
理
に
つ
き
ま
し

て
は
、
今
回
、
東
日
本
大
震
災
復
興
支
援
臨

時
会
計
収
入
支
出
補
正
予
算
を
上
程
さ
せ
て

い
た
だ
い
て
い
ま
す
の
で
、
詳
細
は
委
員
会

に
て
ご
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ま
た
、

こ
の
東
日
本
大
震
災
の
今
後
の
対
応
に
つ
き

ま
し
て
は
、
新
内
局
に
充
分
引
継
ぎ
を
し
、

被
災
者
へ
の
心
の
ケ
ア
等
を
お
願
い
し
た
い

と
存
じ
て
お
り
ま
す
。
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次
に
、
比
叡
山
宗
教
サ
ミ
ッ
ト
の
進
捗
状

況
に
つ
い
て
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

　

ご
高
承
の
通
り
、
本
年
八
月
に
は
比
叡
山

宗
教
サ
ミ
ッ
ト
三
十
周
年
を
迎
え
ま
す
。
こ

れ
に
つ
き
ま
し
て
は
、
昨
年
の
十
月
五
日
に

日
本
の
宗
教
者
の
皆
様
の
お
力
添
え
を
い
た

だ
き
、
日
本
宗
教
代
表
者
会
議
が
発
足
い
た

し
、
総
長
も
挨
拶
の
な
か
で
述
べ
て
お
り
ま

す
け
れ
ど
も
、
開
催
の
全
体
テ
ー
マ
は
「
今

こ
そ
平
和
の
た
め
に
協
調
を
〜
分
裂
と
憎
悪

を
乗
り
越
え
て
〜
」
と
し
、
基
調
講
演
・
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
は
「
テ
ロ
と
宗
教
〜

暴
力
的
過
激
主
義
に
宗
教
者
は
ど
う
立
ち
向

か
う
か
〜
」、
ま
た
分
科
会
の
テ
ー
マ
は
一

つ
「
核
廃
絶
と
原
子
力
問
題
を
考
え
る
〜
オ

バ
マ
大
統
領
の
広
島
演
説
で
の
講
演
を
受
け

て
〜
」
と
、
二
つ
目
「
貧
困
の
追
放
と
教
育

の
普
及
〜
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
受
賞
者
マ
ラ
ラ

さ
ん
の
悲
痛
な
叫
び
を
聞
い
て
〜
」
と
決
ま

り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
日
程
に
つ
き
ま
し
て
は
、
八
月
の

三
日
、
四
日
の
二
日
間
と
し
、
国
立
京
都
国

際
会
館
及
び
比
叡
山
を
会
場
と
い
た
す
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
今
回
は
、
三
日
初

日
の
夕
刻
、
青
蓮
院
門
跡
様
の
東
山
将
軍
塚

の
青
龍
殿
に
て
鎮
魂
の
セ
レ
モ
ニ
ー
を
開
催

い
た
し
、
戦
争
犠
牲
者
、
ま
た
災
害
犠
牲
者

の
鎮
魂
の
祈
り
を
儀
式
と
し
て
執
り
行
い
ま

す
。

　

海
外
か
ら
は
仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス

ラ
ー
ム
、
ユ
ダ
ヤ
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
、
ゾ
ロ

ア
ス
タ
ー
教
、
諸
宗
教
、
民
族
宗
教
な
ど
の

代
表
者
約
三
十
名
に
お
越
し
い
た
だ
く
予
定

に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
懸
案
で
あ
り
ま
す
ロ

ー
マ
教
皇
様
の
ご
来
山
に
つ
き
ま
し
て
は
、

現
在
、
関
係
所
管
庁
に
来
日
の
お
願
い
を
い

た
し
、
調
整
中
で
あ
り
ま
す
こ
と
を
ご
報
告

申
し
上
げ
ま
す
。

　

い
ず
れ
に
い
た
し
ま
し
て
も
、
日
本
の
宗

教
界
挙
げ
て
の
一
大
行
事
と
な
り
ま
す
の
で
、

今
後
幾
度
と
な
く
事
務
局
会
議
、
運
営
委
員

会
を
重
ね
、
意
義
の
あ
る
大
会
に
で
き
る
よ

う
努
力
し
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
皆
様
方
の

一
層
の
ご
協
力
ご
理
解
を
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。

　

こ
の
件
に
つ
き
ま
し
て
も
故
山
田
猊
下
が

申
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
通
り
、
天
台
宗
は
能

舞
台
の
松
と
な
っ
て
、
こ
の
行
事
が
無
事
に

成
功
で
き
る
よ
う
に
、
次
期
内
局
に
し
っ
か

り
引
き
継
ぎ
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

議
員
各
位
に
お
か
れ
ま
し
て
も
、
八
月
三

日
、
四
日
の
日
程
は
必
ず
ご
出
席
を
賜
り
ま

す
よ
う
に
お
願
い
申
し
上
げ
ま
し
て
、
林
議

員
の
代
表
質
問
へ
の
お
答
え
と
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

○
法
人
部
長
（
長
山
慈
信
）

　

林
議
員
の
ご
質
問
に
お
答
え
を
申
し
上
げ

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

今
議
会
に
上
程
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り

ま
す
、
無
住
職
寺
院
及
び
兼
務
住
職
寺
院
の

新
し
い
規
程
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
議
案
を

上
程
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

何
を
い
ち
ば
ん
の
課
題
と
し
て
取
り
組
む

か
と
い
う
ご
質
問
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
れ

は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
い
か
に
寺
院
を
存

続
さ
せ
て
い
く
か
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
問

題
は
や
は
り
、
僧
侶
の
資
質
で
あ
る
と
存
じ

ま
す
。
世
の
中
の
悩
み
苦
し
む
人
に
い
か
に

救
い
の
手
を
差
し
伸
べ
る
か
、
励
ま
し
、
喜

び
を
ど
の
よ
う
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
、

つ
ね
に
そ
の
こ
と
を
心
得
て
、
人
び
と
の
た

め
に
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
背
中
を
拝
ま
れ
て

そ
こ
に
本
物
の
僧
侶
の
姿
が
あ
る
と
思
い
ま

す
。

　

そ
の
よ
う
な
僧
侶
が
い
れ
ば
自
然
と
人
が

集
ま
り
、
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
寺
院
と
な

っ
て
い
く
と
存
じ
ま
す
。
決
し
て
流
行
に
流

さ
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
う
い
う
移

ろ
い
や
す
い
も
の
を
超
越
す
る
こ
と
が
、
僧

侶
の
真
の
姿
だ
と
存
じ
ま
す
。
理
想
論
だ
と

い
わ
れ
れ
ば
そ
れ
ま
で
で
す
け
れ
ど
も
、
過

疎
化
、
少
子
化
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
は

仏
教
界
だ
け
で
変
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
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と
存
じ
ま
す
。
個
々
の
寺
院
を
保
護
す
る
方

法
の
み
な
ら
ず
、
も
っ
と
広
い
視
野
で
僧
侶

を
養
成
し
、
そ
の
布
教
す
べ
き
場
所
が
寺
院

と
い
う
考
え
方
に
立
っ
て
検
討
し
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
こ
の
よ
う
に
考
え
ま
す
。

　

そ
の
具
体
的
な
施
策
に
つ
き
ま
し
て
は
、

今
後
、
新
た
に
な
り
ま
す
委
員
会
に
か
か
っ

て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
今
後
と
も
ど
う
か

よ
ろ
し
く
お
願
い
を
申
し
上
げ
た
い
と
思
い

ま
す
。

　

こ
れ
を
も
ち
ま
し
て
私
の
答
弁
に
か
え
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。

○
教
学
部
長
（
中
島
有
淳
）

　

林
議
員
の
代
表
質
問
に
お
答
え
い
た
し
ま

す
。

　
『
天
台
学
大
辞
典
』
の
進
捗
状
況
に
つ
き

ま
し
て
は
、
現
在
三
回
目
の
項
目
見
直
し
と

確
認
作
業
を
行
っ
て
お
り
、
用
語
の
項
目
数

を
一
万
三
千
程
度
に
絞
り
ま
し
た
。
ま
た
各

部
ご
と
に
定
期
的
な
分
科
会
を
開
催
し
、
原

稿
執
筆
、
担
当
者
へ
の
割
り
振
り
、
原
稿
内

容
の
検
討
な
ど
、
適
宜
編
纂
作
業
を
進
め
て

い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

今
後
は
、
す
で
に
執
筆
を
依
頼
し
て
返
信

い
た
だ
い
て
い
る
重
点
項
目
の
原
稿
整
理
と

新
規
の
原
稿
依
頼
を
進
め
る
予
定
で
あ
り
ま

す
。
ま
た
辞
典
編
纂
作
業
の
増
加
が
予
想
さ

れ
ま
す
の
で
、
平
成
二
十
九
年
度
よ
り
編
纂

室
職
員
の
増
員
も
検
討
し
て
い
る
こ
と
を
併

せ
て
ご
報
告
い
た
し
ま
す
。

　

以
上
、
林
議
員
の
代
表
質
問
に
対
す
る
答

弁
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

○
社
会
部
長
（
角
本
尚
雄
）

　

林
議
員
の
代
表
質
問
に
お
答
え
申
し
上
げ

ま
す
。

　

平
成
二
十
六
年
五
月
に
天
台
宗
防
災
士
協

議
会
が
設
立
さ
れ
三
年
が
経
過
し
よ
う
と
し

て
い
ま
す
。
そ
の
間
、
日
本
各
地
で
は
地
震

や
豪
雨
に
よ
る
浸
水
被
害
、
土
砂
災
害
等
が

頻
繁
に
発
生
し
、
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
し

て
お
り
ま
す
。

　

天
台
宗
防
災
士
協
議
会
所
属
の
防
災
士
の

方
々
も
仏
教
青
年
連
盟
と
連
携
を
と
り
な
が

ら
、
災
害
が
発
生
す
る
た
び
に
情
報
収
集
、

現
地
で
の
支
援
活
動
な
ど
に
尽
力
い
た
だ
い

て
お
り
ま
す
こ
と
、
天
台
宗
と
し
て
大
変
心

強
く
、
そ
の
活
動
に
対
し
で
き
う
る
限
り
の

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま

す
。

　

予
算
の
面
に
つ
き
ま
し
て
は
、
確
か
に
通

常
会
計
十
款
三
項
十
目
・
防
災
士
協
議
会
助

成
金
に
つ
き
ま
し
て
は
、
平
成
二
十
八
年
度

と
同
額
を
計
上
し
て
お
り
ま
す
が
、
平
成
二

十
八
年
度
よ
り
通
常
会
計
十
五
款
・
災
害
対

策
費
か
ら
、
災
害
支
援
活
動
を
さ
れ
る
団
体

に
対
す
る
支
援
活
動
助
成
を
支
出
で
き
る
よ

う
に
対
応
し
て
お
り
ま
す
。
平
成
二
十
九
年

度
に
つ
き
ま
し
て
も
、
そ
の
方
針
の
も
と
防

災
士
協
議
会
な
ど
の
団
体
が
行
う
支
援
活
動

に
対
す
る
助
成
を
行
え
る
よ
う
予
算
措
置
を

し
て
お
り
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
ご
理
解
い
た

だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

以
上
、
答
弁
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

代
　
表
　
質
　
問
　
　
二

百
濟
寂
仁

�

（
道
興
会
）

　

道
興
会
の
百
濟
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
森
川
天
台
座
主
猊
下
に
お
か
れ
ま

し
て
は
、
新
年
を
お
健
や
か
に
お
迎
え
の
こ

と
と
お
慶
び
を
申
し
上
げ
ま
す
。
何
と
ぞ
ご

健
勝
に
て
我
々
宗
徒
を
お
導
き
い
た
だ
き
ま

す
よ
う
お
願
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

ま
た
両
内
局
の
皆
様
に
も
、
祖
師
先
徳
鑽
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仰
大
法
会
並
び
に
根
本
中
堂
大
改
修
工
事
に

一
丸
と
な
っ
て
の
ご
努
力
に
心
よ
り
敬
意
を

表
し
ま
す
。

　

併
せ
て
、
昨
年
四
月
に
熊
本
で
発
生
し
た

地
震
に
よ
り
犠
牲
に
な
ら
れ
た
方
々
に
深
く

哀
悼
の
意
を
表
し
、
被
災
さ
れ
た
天
台
宗
寺

院
と
檀
信
徒
の
皆
様
に
お
見
舞
い
を
申
し
上

げ
ま
す
。

　

さ
ら
に
本
年
度
は
、
天
台
宗
の
根
幹
を
揺

る
が
す
諸
々
の
問
題
が
発
生
し
、
両
内
局
に

は
大
変
な
ご
苦
労
と
ご
心
痛
が
あ
っ
た
こ
と

と
存
じ
ま
す
が
、
引
き
続
き
の
善
処
を
お
願

い
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

さ
て
、
こ
の
た
び
木
ノ
下
宗
務
総
長
が
体

調
の
不
良
に
よ
り
、
任
期
を
わ
ず
か
に
残
し

て
退
任
の
意
思
を
示
さ
れ
ま
し
た
。
道
興
会

と
い
た
し
ま
し
て
も
無
念
で
な
り
ま
せ
ん
が
、

こ
こ
に
平
成
二
十
六
年
就
任
以
来
の
主
な
ご

功
績
を
申
し
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

平
成
二
十
六
年

五
月　

天
台
山
国
清
寺
並
び
に
真
覚
寺
へ

の
ご
参
拝
（
中
国
）

八
月　

宗
教
サ
ミ
ッ
ト
二
十
七
周
年
平
和

の
祈
り
の
集
い
（
比
叡
山
）

九
月　

第
二
十
八
回
宗
教
者
平
和
の
祈
り

の
集
い
（
ベ
ル
ギ
ー
）

十
一
月　

東
日
本
大
震
災
復
興
祈
念
大
会

並
び
に
視
察
（
福
島
）

十
二
月　

第
二
百
五
十
五
世
渡
邊
座
主
猊

下
葬
儀
委
員
長

平
成
二
十
七
年

六
月　

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
別
院
落
慶
十
周
年

法
要
（
ア
メ
リ
カ
）

八
月　

戦
後
七
十
年
戦
没
犠
牲
者
慰
霊
法

要
並
び
に
宗
教
サ
ミ
ッ
ト
二
十
八
周
年

平
和
の
祈
り
の
集
い
（
比
叡
山
）

平
成
二
十
八
年

一
月　

第
二
百
五
十
六
世
半
田
座
主
猊
下

葬
儀
委
員
長

二
月　

祖
師
先
徳
鑽
仰
大
法
会
の
勧
募

（
現
在
継
続
中
）

四
月　

根
本
中
堂
大
改
修
工
事
安
全
祈
願

法
要

四
月　

熊
本
地
震
災
害
対
策
本
部
を
設
立
、

支
援
と
復
興
に
あ
た
る

五
月　

第
二
百
五
十
七
世
森
川
座
主
猊
下

傳
燈
相
承
式
並
び
に
披
露
の
集
い

五
〜
六
月　

恵
心
僧
都
一
千
年
御
遠
忌
浄

土
門
宗
派
法
要

六
月　

恵
心
僧
都
一
千
年
御
遠
忌
御
祥
当

法
要

八
月　

宗
教
サ
ミ
ッ
ト
二
十
九
周
年
平
和

の
祈
り
の
集
い
（
比
叡
山
）

八
月　

伝
教
大
師
一
千
二
百
五
十
年
御
祥

当
法
要

九
月　

第
三
十
回
世
界
宗
教
者
平
和
の
祈

り
の
集
い
（
イ
タ
リ
ア
・
ア
ッ
シ
ジ
）

　

森
川
座
主
猊
下
と
ロ
ー
マ
教
皇
と
の
会

見
を
実
現
（
ロ
ー
マ
）

十
月　

宗
教
サ
ミ
ッ
ト
三
十
周
年
に
向
け
、

主
催
団
体
「
日
本
宗
教
代
表
者
会
議
」

発
会
式
（
京
都
国
際
会
館
）

な
ど
、
暇
も
な
い
日
々
を
過
ご
さ
れ
ま
し
た
。

木
ノ
下
宗
務
総
長
の
残
さ
れ
た
業
績
に
対
し
、

崇
拝
の
念
断
ち
が
た
く
、
任
期
わ
ず
か
に
し

て
退
任
さ
れ
ま
す
こ
と
は
誠
に
無
念
で
す
が
、

た
だ
ご
病
気
の
ご
回
復
と
仏
天
の
ご
加
護
を

祈
る
ば
か
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
質
問
に
入
り
ま
す
。

　

先
般
、
教
師
研
修
会
が
発
足
し
、
受
講
者

も
ま
す
ま
す
増
加
し
つ
つ
あ
り
、
学
問
宗
で

あ
り
ま
す
天
台
宗
に
お
い
て
は
、
誠
に
結
構

な
こ
と
と
存
じ
ま
す
。

　

併
せ
て
第
百
三
十
五
回
通
常
宗
議
会
で
は
、

木
ノ
下
総
長
は
「
解
行
双
修
」
を
宗
と
す
る

天
台
宗
に
お
い
て
、
学
問
と
実
践
ど
ち
ら
も

等
し
く
励
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
、

と
の
答
弁
を
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
な

が
ら
、
等
し
く
両
輪
と
し
て
の
バ
ラ
ン
ス
が

と
れ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
の
で
す
。
解
行

双
修
の
行
、
す
な
わ
ち
行
い
て
体
感
す
る
の

部
分
が
少
な
す
ぎ
る
と
感
じ
ざ
る
を
得
ま
せ

ん
。

　

教
師
安
居
会
に
お
い
て
も
、
法
儀
研
修
実
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習
の
部
分
が
重
視
さ
れ
、「
行
じ
て
体
感
」

の
部
分
が
少
な
す
ぎ
る
感
が
あ
り
ま
す
。
解

と
行
の
両
輪
が
等
し
く
双
修
で
き
る
場
を
望

み
ま
す
。
こ
の
こ
と
が
ま
さ
に
、
相
応
和
尚

一
千
百
年
鑽
仰
の
報
恩
に
な
る
と
存
じ
ま
す

が
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
執
行
に
伺
い
ま

す
。

　

次
に
、
一
隅
を
照
ら
す
運
動
が
平
成
三
十

一
年
、
発
足
五
十
年
を
迎
え
ま
す
。
と
り
わ

け
教
区
本
部
、
支
部
の
各
寺
院
に
お
い
て
も
、

関
心
の
あ
る
と
こ
ろ
で
す
。
五
十
年
へ
の
取

り
組
み
と
、
よ
り
効
果
的
な
展
開
が
何
よ
り

の
課
題
と
存
じ
、
サ
ポ
ー
ト
役
の
総
本
部
が

大
き
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

毎
年
開
催
さ
れ
る
地
方
本
部
長
会
議
と
事

務
局
長
会
議
で
は
、
理
事
会
で
の
報
告
に
終

始
し
て
終
了
す
る
と
い
う
も
の
で
、
同
じ
内

容
な
ら
両
会
議
の
一
本
化
は
で
き
ま
せ
ん
か
。

ま
た
、
会
議
の
時
間
も
十
分
に
設
定
し
て
い

た
だ
き
、
有
益
な
情
報
交
換
の
時
間
を
持
っ

て
い
た
だ
け
な
い
で
し
ょ
う
か
。
一
隅
を
照

ら
す
運
動
総
本
部
長
に
伺
い
ま
す
。

　

次
に
、
宗
議
会
に
お
い
て
の
一
隅
を
照
ら

す
運
動
総
本
部
は
、
社
会
常
任
委
員
会
に
加

わ
っ
て
は
お
り
ま
す
が
、
一
方
で
は
教
学
常

任
委
員
会
に
は
加
わ
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
一

隅
を
照
ら
す
運
動
五
十
周
年
に
向
け
て
企
画

運
営
委
員
会
内
に
専
門
委
員
を
設
け
る
べ
く

検
討
さ
れ
て
お
ら
れ
る
と
の
こ
と
、
教
学
・

社
会
の
両
面
に
わ
た
り
、
一
隅
を
照
ら
す
運

動
は
持
ち
味
が
生
か
さ
れ
、
新
た
な
発
展
に

つ
な
が
る
も
の
と
存
じ
ま
す
が
、
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。
一
隅
を
照
ら
す
運
動
総
本
部
長

に
伺
い
ま
す
。

　

次
に
、
比
叡
山
宗
教
サ
ミ
ッ
ト
が
三
十
年

を
迎
え
、
八
月
四
日
に
比
叡
山
に
て
行
わ
れ

る
こ
と
は
、
宗
門
に
と
っ
て
誠
に
慶
ば
し
い

こ
と
で
あ
り
ま
す
。
延
暦
寺
並
び
に
天
台
宗

を
挙
げ
て
、
そ
の
準
備
が
急
が
れ
る
と
こ
ろ

と
存
じ
ま
す
。
そ
こ
で
、
三
十
年
と
い
う
節

目
に
提
案
が
あ
り
ま
す
。

　

天
台
座
主
猊
下
に
は
、
イ
タ
リ
ア
・
ア
ッ

シ
ジ
に
赴
か
れ
て
平
和
会
議
に
臨
ま
れ
、
フ

ラ
ン
シ
ス
コ
・
ロ
ー
マ
教
皇
聖
下
と
も
謁
見

さ
れ
ま
し
た
の
で
、
三
十
周
年
の
比
叡
山
宗

教
サ
ミ
ッ
ト
に
は
、
教
皇
の
ご
登
叡
が
実
現

さ
れ
る
こ
と
を
願
う
ば
か
り
で
す
。

　

さ
て
、
サ
ミ
ッ
ト
に
は
、
平
和
を
祈
る
教

宗
派
、
団
体
の
ご
賛
同
と
ご
参
加
を
得
て
、

ま
す
ま
す
盛
大
に
な
っ
て
参
り
ま
し
た
。
延

暦
寺
を
は
じ
め
天
台
宗
内
局
の
ご
努
力
の
賜

物
と
存
じ
、
敬
意
を
表
し
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
各
教
宗
派
の
代
表
の
方
々
か
ら

「
平
和
へ
の
祈
り
の
言
葉
や
メ
ッ
セ
ー
ジ
」

を
、
寄
せ
書
き
式
に
パ
ネ
ル
に
記
し
て
い
た

だ
け
な
い
で
し
ょ
う
か
（
色
紙
等
に
書
い
て

い
た
だ
い
た
も
の
を
パ
ネ
ル
に
写
し
取
る
）。

こ
れ
を
石
碑
に
刻
み
、
平
和
の
鐘
の
横
に
建

立
し
、
サ
ミ
ッ
ト
の
当
日
に
除
幕
式
を
行
っ

て
は
い
か
が
か
と
存
じ
ま
す
。「
比
叡
山
宗

教
サ
ミ
ッ
ト
」
と
「
平
和
の
鐘
」
の
ア
ピ
ー

ル
に
な
る
と
存
じ
ま
す
。
提
案
質
問
と
し
て

延
暦
寺
執
行
に
伺
い
ま
す
。

　

最
後
に
、
祖
師
先
徳
鑽
仰
大
法
会
の
円
成

と
根
本
中
堂
大
改
修
工
事
の
安
全
を
祈
念
い

た
し
、
私
の
質
問
を
終
わ
り
ま
す
。
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

答
　
　
　
　
弁

○
延
暦
寺
執
行
（
小
堀
光
實
）

　

百
濟
寂
仁
議
員
の
総
本
山
延
暦
寺
と
し
て

の
学
問
と
実
践
、
解
と
行
、
相
等
し
い
道
場

と
と
も
に
、
行
じ
て
体
感
の
場
を
と
の
ご
質

問
に
お
答
え
い
た
し
ま
す
。

　

宗
祖
最
澄
様
の
願
文
の
結
び
に
、「
願
く

は
、
必
ず
今
生
無
作
無
縁
の
四
弘
誓
願
に
引

導
せ
ら
れ
て
、
普
く
法
界
を
廻
り
、
普
く
六

道
に
入
り
、
仏
国
土
を
清
め
、
衆
生
を
成
就

し
、
未
来
際
を
尽
く
す
ま
で
常
に
仏
事
を
為

さ
ん
」
と
の
強
い
思
し
召
し
に
触
れ
ま
す
と

き
、
ま
ず
は
自
ら
を
律
し
て
仏
事
に
尽
く
し
、
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行
に
勤
し
む
こ
と
が
己
が
心
得
と
存
じ
て
お

り
ま
す
。

　

爾
来
、
数
多
の
先
徳
の
ご
修
行
の
も
と
、

今
日
あ
る
比
叡
山
延
暦
寺
は
、
仰
せ
の
通
り

山
修
山
学
の
道
場
と
し
て
教
義
学
理
を
理
解

し
、
法
華
経
に
基
づ
く
四
種
三
昧
を
行
じ
て

衆
生
に
尽
く
す
、
と
い
う
環
境
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
存
じ
ま
す
。
行
門
の
一
つ
、
回

峰
行
を
創
始
な
さ
れ
た
相
応
和
尚
様
の
一
千

百
年
御
遠
忌
を
迎
え
る
本
年
の
ご
勝
縁
を
生

か
し
、
本
年
正
月
に
比
叡
山
か
ら
発
信
し
た

能
行
不
退
の
如
く
、
大
い
に
そ
の
取
り
組
み

に
あ
た
り
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　

次
に
、
ご
質
問
に
あ
り
ま
し
た
比
叡
山
宗

教
サ
ミ
ッ
ト
三
十
周
年
を
迎
え
る
に
あ
た
っ

て
の
ご
提
案
等
に
つ
き
ま
し
て
は
、
先
刻
同

様
、
天
台
宗
参
務
阿
部
総
務
部
長
に
お
答
え

を
い
た
だ
き
、
以
上
執
行
の
答
弁
と
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

○
総
務
部
長
（
阿
部
昌
宏
）

　

百
濟
議
員
の
代
表
質
問
、
比
叡
山
宗
教
サ

ミ
ッ
ト
に
つ
い
て
の
ご
提
案
に
お
答
え
い
た

し
ま
す
。

　

比
叡
山
宗
教
サ
ミ
ッ
ト
三
十
周
年
世
界
宗

教
者
平
和
の
祈
り
の
集
い
の
概
要
、
進
捗
状

況
に
つ
き
ま
し
て
は
、
林
議
員
の
質
問
に
お

答
え
い
た
し
ま
し
た
通
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。

今
回
の
行
事
は
天
台
宗
だ
け
で
行
う
の
で
は

な
く
、
日
本
宗
教
連
盟
、
及
び
日
本
宗
教
連

盟
協
賛
の
五
団
体
、
い
わ
ゆ
る
教
派
神
道
連

合
会
、
全
日
本
仏
教
会
、
日
本
キ
リ
ス
ト
教

連
合
会
、
神
社
本
庁
、
新
日
本
宗
教
団
体
連

合
会
と
、
併
せ
て
世
界
連
邦
日
本
宗
教
委
員

会
、
世
界
宗
教
者
平
和
会
議
Ｗ
Ｃ
Ｒ
Ｐ
日
本

委
員
会
、
そ
し
て
こ
の
サ
ミ
ッ
ト
に
賛
同
し

て
い
た
だ
け
る
代
表
的
な
宗
教
者
を
も
っ
て

日
本
宗
教
代
表
者
会
議
を
立
ち
上
げ
て
運
営

に
あ
た
っ
て
お
り
ま
す
。

　

ご
提
案
の
各
宗
派
の
代
表
の
方
々
か
ら
平

和
へ
の
祈
り
の
言
葉
や
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
石
碑

に
す
る
件
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
ご
意
見
と
し

て
承
り
、
日
本
宗
教
代
表
者
会
議
の
事
務
局

会
議
並
び
に
運
営
委
員
会
に
お
諮
り
を
し
た

い
と
存
じ
ま
す
。

　

以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
百
濟
議
員
の
代
表

質
問
の
お
答
え
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

○
教
学
部
長
（
中
島
有
淳
）

　

百
濟
議
員
の
解
と
行
、
教
師
安
居
会
の
ご

質
問
に
関
連
し
て
、
執
行
の
答
弁
と
関
連
で

お
答
え
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

解
行
双
修
を
掲
げ
る
天
台
宗
に
お
い
て
、

解
と
行
、
ど
ち
ら
も
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な

い
重
要
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
現
在
、
天
台

宗
が
行
っ
て
い
る
研
修
会
や
行
事
等
で
事
相

を
学
ぶ
場
と
な
り
ま
す
と
、
や
は
り
教
師
安

居
会
が
中
心
と
な
る
と
思
い
ま
す
。
教
師
安

居
会
の
内
容
に
つ
き
ま
し
て
、
昨
年
は
上
原

行
照
阿
闍
梨
に
護
摩
供
の
解
説
と
修
法
を
お

願
い
し
、
大
変
好
評
で
あ
り
ま
し
た
。
と
く

に
本
年
は
、
相
応
和
尚
一
千
百
年
御
遠
忌
を

迎
え
る
に
あ
た
り
、
法
儀
実
習
や
講
義
形
式

だ
け
で
な
く
行
を
意
識
し
た
も
の
を
考
え
、

回
峰
行
や
止
観
行
な
ど
実
践
の
場
を
検
討
し

て
お
り
ま
す
。

　

今
後
、
こ
う
し
た
こ
と
は
叡
山
学
院
等
で

学
ぶ
こ
と
が
最
も
有
意
義
な
こ
と
と
存
じ
ま

す
の
で
、
事
相
と
教
相
を
兼
ね
備
え
た
叡
山

学
院
で
多
く
の
子
弟
が
学
ぶ
こ
と
を
期
待
し

て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
各
教
区
研
修
会
等
で

も
、
ぜ
ひ
行
を
実
践
で
き
る
内
容
を
採
り
入

れ
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

以
上
、
百
濟
議
員
の
代
表
質
問
に
対
す
る

答
弁
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

○
一
隅
を
照
ら
す
運
動
総
本
部
長（
横
山
照
泰
）

　

百
濟
議
員
の
代
表
質
問
に
お
答
え
い
た
し

ま
す
。

　

ま
ず
、
運
動
発
足
五
十
周
年
に
向
け
た
事

業
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
五
十
周
年
以
降
を

見
据
え
た
内
容
を
加
味
し
て
い
き
た
い
と
考

え
て
お
り
ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、
従
前
に
お
い
て
残
念
な
が
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ら
関
わ
り
の
薄
さ
を
感
じ
て
お
り
ま
し
た
幼

少
年
、
青
年
層
へ
の
働
き
か
け
を
充
実
さ
せ

て
い
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。
手
段
と
い
た
し

ま
し
て
は
、
一
隅
を
照
ら
す
運
動
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
し
ょ
う
ぐ
う
さ
ん
を
モ
チ
ー
フ
に
し
て
、

幼
稚
園
、
保
育
園
、
小
学
校
等
で
取
り
組
ん

で
い
た
だ
く
こ
と
を
め
ざ
し
、「
し
ょ
う
ぐ

う
さ
ん
体
操
」
を
創
作
い
た
し
、
普
及
へ
の

取
り
組
み
、
そ
れ
か
ら
青
年
層
を
読
者
に
見

込
ん
だ
出
版
物
の
刊
行
な
ど
の
検
討
と
作
業

を
鋭
意
進
め
て
お
り
ま
す
。
ま
た
屋
外
で
行

う
広
報
活
動
と
し
て
、
青
空
説
法
型
式
の
広

報
活
動
の
展
開
を
模
索
し
て
お
り
ま
す
。
平

成
二
十
九
年
度
中
に
試
行
を
重
ね
、
五
十
周

年
を
迎
え
る
ま
で
の
期
間
に
少
し
で
も
多
く

の
方
に
運
動
を
知
っ
て
い
た
だ
き
、
ご
縁
を

結
ば
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま

す
。

　

次
に
、
教
区
本
部
長
会
議
と
教
区
本
部
事

務
局
長
会
議
の
議
事
内
容
が
重
複
し
て
い
る

の
で
一
本
化
で
き
な
い
か
と
い
う
ご
質
問
で

す
が
、
ご
指
摘
の
通
り
従
前
に
お
い
て
は
、

そ
の
議
事
内
容
が
ほ
ぼ
同
じ
も
の
で
し
た
。

そ
の
た
め
、
会
議
の
統
合
に
つ
い
て
検
討
を

進
め
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
も

開
催
を
望
む
声
が
多
く
あ
り
ま
し
た
の
で
、

ま
ず
は
状
況
を
改
善
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
会
議

を
有
用
に
す
る
べ
く
、
平
成
二
十
七
年
度
に

開
催
い
た
し
ま
し
た
教
区
本
部
事
務
局
長
会

議
に
お
き
ま
し
て
は
説
明
内
容
を
絞
り
、
よ

り
具
体
的
な
説
明
を
行
う
よ
う
に
い
た
し
ま

し
た
。
ま
た
、
教
区
本
部
に
お
け
る
情
報
交

換
の
時
間
を
設
け
、
各
教
区
本
部
で
の
活
動

実
績
等
を
発
表
し
て
い
た
だ
き
、
教
区
本
部

間
の
意
見
交
換
や
情
報
と
、
各
種
事
業
展
開

の
ノ
ウ
ハ
ウ
の
共
有
を
図
り
ま
し
た
。
平
成

二
十
八
年
度
に
お
き
ま
し
て
も
、
本
部
長
と

事
務
局
長
の
役
割
に
応
じ
た
議
事
内
容
に
な

る
よ
う
、
そ
れ
ぞ
れ
準
備
を
進
め
て
お
り
ま

す
。

　

な
お
、
一
隅
を
照
ら
す
運
動
の
委
員
会
付

託
の
点
で
す
が
、
現
行
規
程
で
は
社
会
常
任

委
員
会
の
所
管
と
謳
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、

教
学
・
社
会
の
両
面
に
わ
た
り
、
ま
た
新
た

な
発
展
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
と
の
ご

指
摘
で
す
が
、
私
も
百
濟
議
員
の
ご
意
見
に

同
感
い
た
し
ま
す
。
つ
ね
づ
ね
寺
院
の
法
務

と
す
べ
て
が
一
隅
を
照
ら
す
ご
精
神
の
敷
衍

だ
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

一
隅
を
照
ら
す
運
動
発
足
五
十
周
年
を
迎

え
る
に
あ
た
り
、
こ
の
議
論
を
さ
ら
に
深
め
、

機
構
検
討
も
含
め
、
基
幹
運
動
の
あ
り
方
を

模
索
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え

ま
す
。
以
上
、
百
濟
議
員
が
一
隅
を
照
ら
す

運
動
の
進
展
、
将
来
の
展
望
に
あ
た
り
ご
心

配
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
こ
と
に
感
謝
を

申
し
上
げ
、
答
弁
と
い
た
し
ま
す
。

日
程
第
一

議
案
第
一
号
　
総
務
局
提
出

平
成
二
十
八
年
度
通
常
会
計
歳
入
歳
出
補
正

予
算
（
第
三
号
）

　

右
議
案
を
審
査
す
る
委
員
会
付
託
に
つ
い

て
　
（
坂
本
圭
司
議
員
の
動
議
に
よ
り
、
質
問

討
論
を
省
略
し
、
全
員
の
賛
成
を
得
て
、
予

算
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
）

日
程
第
二

議
案
第
二
号
　
総
務
局
提
出

平
成
二
十
八
年
度
共
済
互
助
特
別
会
計
歳
入

歳
出
補
正
予
算
（
第
二
号
）

　

右
議
案
を
審
査
す
る
委
員
会
付
託
に
つ
い

て
　
（
坂
本
圭
司
議
員
の
動
議
に
よ
り
、
質
問

討
論
を
省
略
し
、
全
員
の
賛
成
を
得
て
、
予

算
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
）
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日
程
第
三

議
案
第
三
号
　
総
務
局
提
出

平
成
二
十
九
年
度
通
常
会
計
歳
入
歳
出
予
算

　

右
議
案
を
審
査
す
る
委
員
会
付
託
に
つ
い

て
　
（
坂
本
圭
司
議
員
の
動
議
に
よ
り
、
質
問

討
論
を
省
略
し
、
全
員
の
賛
成
を
得
て
、
予

算
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
）

日
程
第
四

議
案
第
四
号
　
総
務
局
提
出

平
成
二
十
九
年
度
宗
祖
大
師
香
華
料
特
別
会

計
歳
入
歳
出
予
算

議
案
第
五
号
　
総
務
局
提
出

平
成
二
十
九
年
度
共
済
互
助
特
別
会
計
歳
入

歳
出
予
算

議
案
第
六
号
　
総
務
局
提
出

平
成
二
十
九
年
度
寺
院
教
会
振
興
資
金
特
別

会
計
歳
入
歳
出
予
算

議
案
第
七
号
　
総
務
局
提
出

平
成
二
十
九
年
度
天
台
宗
災
害
補
償
制
度
特

別
会
計
常
用
部
歳
入
歳
出
予
算

議
案
第
八
号
　
総
務
局
提
出

平
成
二
十
九
年
度
天
台
宗
出
版
業
特
別
会
計

歳
入
歳
出
予
算

　

右
議
案
を
一
括
審
査
す
る
委
員
会
付
託
に

つ
い
て

　
（
坂
本
圭
司
議
員
の
動
議
に
よ
り
、
質
問

討
論
を
省
略
し
、
全
員
の
賛
成
を
得
て
、
一

括
予
算
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
）

日
程
第
五

議
案
第
九
号
　
総
務
局
提
出

平
成
二
十
九
年
度
天
台
宗
教
学
振
興
事
業
団

特
別
会
計
常
用
部
歳
入
歳
出
予
算
の
承
認
を

求
め
る
件

議
案
第
十
号
　
総
務
局
提
出

平
成
二
十
九
年
度
天
台
宗
教
学
振
興
事
業
団

宗
典
刊
行
事
業
積
立
金
特
別
会
計
歳
入
歳
出

予
算
の
承
認
を
求
め
る
件

　

右
議
案
を
一
括
審
査
す
る
委
員
会
付
託
に

つ
い
て

　
（
坂
本
圭
司
議
員
の
動
議
に
よ
り
、
質
問

討
論
を
省
略
し
、
全
員
の
賛
成
を
得
て
、
一

括
予
算
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
）

日
程
第
六

報
告
第
一
号
　
総
務
局
提
出

平
成
二
十
九
年
度
﹁
一
隅
を
照
ら
す
運
動
﹂

通
常
会
計
歳
入
歳
出
予
算
報
告

報
告
第
二
号
　
総
務
局
提
出

平
成
二
十
九
年
度
﹁
一
隅
を
照
ら
す
運
動
﹂

地
球
救
援
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算
報

告報
告
第
三
号
　
総
務
局
提
出

平
成
二
十
九
年
度
天
台
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ

ー
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算
報
告

　

右
報
告
を
一
括
審
査
す
る
委
員
会
付
託
に

つ
い
て

　
（
坂
本
圭
司
議
員
の
動
議
に
よ
り
、
質
問

討
論
を
省
略
し
、
全
員
の
賛
成
を
得
て
、
一

括
予
算
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
）
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日
程
第
七

議
案
第
十
一
号
　
総
務
局
提
出

東
日
本
大
震
災
復
興
支
援
臨
時
会
計
収
入
支

出
補
正
予
算
（
第
二
号
）

　

右
議
案
を
審
査
す
る
委
員
会
付
託
に
つ
い

て
　
（
坂
本
圭
司
議
員
の
動
議
に
よ
り
、
質
問

討
論
を
省
略
し
、
全
員
の
賛
成
を
得
て
、
予

算
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
）

日
程
第
八

議
案
第
十
二
号
　
総
務
局
提
出

無
住
職
寺
院
教
会
及
び
兼
務
住
職
寺
院
教
会

対
策
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

案
　

右
議
案
を
審
査
す
る
委
員
会
付
託
に
つ
い

て
　
（
坂
本
圭
司
議
員
の
動
議
に
よ
り
、
質
問

討
論
を
省
略
し
、
全
員
の
賛
成
を
得
て
、
総

務
・
法
人
常
任
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
）

日
程
第
九

議
案
第
十
三
号
　
総
務
局
提
出

教
師
研
修
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

案議
案
第
十
四
号
　
総
務
局
提
出

布
教
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
案

　

右
議
案
を
一
括
審
査
す
る
委
員
会
付
託
に

つ
い
て

　
（
坂
本
圭
司
議
員
の
動
議
に
よ
り
、
質
問

討
論
を
省
略
し
、
全
員
の
賛
成
を
得
て
、
一

括
教
学
常
任
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
）

日
程
第
十
四

議
案
第
十
五
号
　
総
務
局
提
出

天
台
宗
社
会
活
動
団
体
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
会
議

規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
案

議
案
第
十
六
号
　
総
務
局
提
出

天
台
宗
災
害
補
償
制
度
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
規
程
案

　

右
議
案
を
一
括
審
査
す
る
委
員
会
付
託
に

つ
い
て

　
（
坂
本
圭
司
議
員
の
動
議
に
よ
り
、
質
問

討
論
を
省
略
し
、
全
員
の
賛
成
を
得
て
、
一

括
社
会
常
任
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
）

○
議
長
（
小
川
晃
豊
）

　

本
日
の
日
程
は
終
了
い
た
し
ま
し
た
。
こ

れ
に
て
散
会
い
た
し
ま
す
。

○
散
会　

十
五
時
二
十
五
分
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○
開
会　

十
一
時
二
十
五
分

○
議
長
（
小
川
晃
豊
）

　

開
会
を
宣
し
、
本
日
の
全
日
程
終
了
ま
で

時
間
延
長
す
る
旨
を
通
告
し
た
。

　

日
程
に
先
立
ち
、
宗
議
会
幹
事
よ
り
次
の

報
告
が
あ
っ
た
。

○
宗
議
会
幹
事
（
吉
澤
敬
順
）

　

ご
報
告
を
申
し
上
げ
ま
す
。
議
員
定
数
三

十
名
中
、
本
日
の
出
席
議
員
は
二
十
七
名
、

欠
席
議
員
は
十
五
番
冨
樫
和
廣
議
員
、
十
八

番
小
林
祖
承
議
員
、
三
十
番
栢
木
寛
照
議
員

の
三
名
で
す
が
、
宗
制
第
二
十
九
条
並
び
に

会
議
規
程
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
定
足

数
を
満
た
し
て
お
り
ま
し
て
、
本
会
は
成
立

い
た
し
て
お
り
ま
す
こ
と
を
ご
報
告
申
し
上

げ
ま
す
。

日
程
第
一

議
案
第
一
号
　
総
務
局
提
出

平
成
二
十
八
年
度
通
常
会
計
歳
入
歳
出
補
正

予
算
（
第
三
号
）

議
案
第
二
号
　
総
務
局
提
出

平
成
二
十
八
年
度
共
済
互
助
特
別
会
計
歳
入

歳
出
補
正
予
算
（
第
二
号
）

　

右
議
案
の
審
査
経
過
及
び
結
果
に
つ
き
、

一
括
予
算
委
員
長
の
報
告

○
予
算
委
員
長
（
舩
戸
俊
宏
）

　

予
算
委
員
会
の
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を

ご
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　

予
算
委
員
二
十
八
名
中
、
二
十
五
名
出
席
、

三
名
欠
席
の
も
と
、
当
委
員
会
に
付
託
さ
れ

ま
し
た
、

議
案
第
一
号
・
平
成
二
十
八
年
度
通
常
会
計

歳
入
歳
出
補
正
予
算
（
第
三
号
）

議
案
第
二
号
・
平
成
二
十
八
年
度
共
済
互
助

特
別
会
計
歳
入
歳
出
補
正
予
算
（
第
二
号
）

の
二
議
案
に
つ
き
ま
し
て
、
当
局
よ
り
詳
細

な
る
説
明
を
求
め
、
慎
重
審
議
い
た
し
ま
し

た
結
果
、
原
案
ど
お
り
可
決
承
認
い
た
し
ま

し
た
。

　

つ
き
ま
し
て
は
、
本
会
議
に
お
か
れ
ま
し

て
も
、
当
委
員
会
の
決
定
ど
お
り
、
ご
承
認

ご
可
決
あ
ら
ん
こ
と
を
希
望
し
、
一
括
予
算

委
員
長
の
報
告
と
い
た
し
ま
す
。

　
（
坂
本
圭
司
議
員
の
動
議
に
よ
り
、
質
問

討
論
を
省
略
し
、
全
員
の
賛
成
を
得
て
、
一

括
予
算
委
員
長
の
報
告
ど
お
り
可
決
決
定
さ

れ
た
）

日
程
第
二

議
案
第
三
号
　
総
務
局
提
出

平
成
二
十
九
年
度
通
常
会
計
歳
入
歳
出
予
算

　

右
議
案
の
審
査
経
過
及
び
結
果
に
つ
き
、

予
算
委
員
長
の
報
告

○
予
算
委
員
長
（
舩
戸
俊
宏
）

　

予
算
委
員
会
の
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を

ご
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　

予
算
委
員
二
十
八
名
中
、
二
十
五
名
出
席
、

三
名
欠
席
の
も
と
、
当
委
員
会
に
付
託
さ
れ

ま
し
た
、

議
案
第
三
号
・
平
成
二
十
九
年
度
通
常
会
計

歳
入
歳
出
予
算

に
つ
き
ま
し
て
、
当
局
よ
り
詳
細
な
る
説
明

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
二
日
（
水
）
第
二
日
目
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を
求
め
、
慎
重
審
議
い
た
し
ま
し
た
結
果
、

原
案
ど
お
り
可
決
承
認
い
た
し
ま
し
た
。

　

つ
き
ま
し
て
は
、
本
会
議
に
お
か
れ
ま
し

て
も
、
当
委
員
会
の
決
定
ど
お
り
、
ご
承
認

ご
可
決
あ
ら
ん
こ
と
を
希
望
し
、
予
算
委
員

長
の
報
告
と
い
た
し
ま
す
。

　
（
坂
本
圭
司
議
員
の
動
議
に
よ
り
、
質
問

討
論
を
省
略
し
、
全
員
の
賛
成
を
得
て
、
予

算
委
員
長
の
報
告
ど
お
り
可
決
決
定
さ
れ

た
）日

程
第
三
　

議
案
第
四
号
　
総
務
局
提
出

平
成
二
十
九
年
度
宗
祖
大
師
香
華
料
特
別
会

計
歳
入
歳
出
予
算

議
案
第
五
号
　
総
務
局
提
出

平
成
二
十
九
年
度
共
済
互
助
特
別
会
計
歳
入

歳
出
予
算

議
案
第
六
号
　
総
務
局
提
出

平
成
二
十
九
年
度
寺
院
教
会
振
興
資
金
特
別

会
計
歳
入
歳
出
予
算

議
案
第
七
号
　
総
務
局
提
出

平
成
二
十
九
年
度
天
台
宗
災
害
補
償
制
度
特

別
会
計
常
用
部
歳
入
歳
出
予
算

議
案
第
八
号
　
総
務
局
提
出

平
成
二
十
九
年
度
天
台
宗
出
版
業
特
別
会
計

歳
入
歳
出
予
算

　

右
議
案
の
審
査
経
過
及
び
結
果
に
つ
き
、

一
括
予
算
委
員
長
の
報
告

○
予
算
委
員
長
（
舩
戸
俊
宏
）

　

予
算
委
員
会
の
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を

ご
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　

予
算
委
員
二
十
八
名
中
、
二
十
五
名
出
席
、

三
名
欠
席
の
も
と
、
当
委
員
会
に
付
託
さ
れ

ま
し
た
、

議
案
第
四
号
・
平
成
二
十
九
年
度
宗
祖
大
師

香
華
料
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算

議
案
第
五
号
・
平
成
二
十
九
年
度
共
済
互
助

特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算

議
案
第
六
号
・
平
成
二
十
九
年
度
寺
院
教
会

振
興
資
金
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算

議
案
第
七
号
・
平
成
二
十
九
年
度
天
台
宗
災

害
補
償
制
度
特
別
会
計
常
用
部
歳
入
歳
出
予

算議
案
第
八
号
・
平
成
二
十
九
年
度
天
台
宗
出

版
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算

の
五
議
案
に
つ
き
ま
し
て
、
当
局
よ
り
詳
細

な
る
説
明
を
求
め
、
慎
重
審
議
い
た
し
ま
し

た
結
果
、
原
案
ど
お
り
可
決
承
認
い
た
し
ま

し
た
。

　

つ
き
ま
し
て
は
、
本
会
議
に
お
か
れ
ま
し

て
も
、
当
委
員
会
の
決
定
ど
お
り
、
ご
承
認

ご
可
決
あ
ら
ん
こ
と
を
希
望
し
、
一
括
予
算

委
員
長
の
報
告
と
い
た
し
ま
す
。

　
（
坂
本
圭
司
議
員
の
動
議
に
よ
り
、
質
問

討
論
を
省
略
し
、
全
員
の
賛
成
を
得
て
、
一

括
予
算
委
員
長
の
報
告
ど
お
り
可
決
決
定
さ

れ
た
）

日
程
第
四

議
案
第
九
号
　
総
務
局
提
出

平
成
二
十
九
年
度
天
台
宗
教
学
振
興
事
業
団

特
別
会
計
常
用
部
歳
入
歳
出
予
算
の
承
認
を

求
め
る
件

議
案
第
十
号
　
総
務
局
提
出

平
成
二
十
九
年
度
天
台
宗
教
学
振
興
事
業
団

宗
典
刊
行
事
業
積
立
金
特
別
会
計
歳
入
歳
出

予
算
の
承
認
を
求
め
る
件

　

右
議
案
の
審
査
経
過
及
び
結
果
に
つ
き
、

一
括
予
算
委
員
長
の
報
告
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○
予
算
委
員
長
（
舩
戸
俊
宏
）

　

予
算
委
員
会
の
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を

ご
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　

予
算
委
員
二
十
八
名
中
、
二
十
五
名
出
席
、

三
名
欠
席
の
も
と
、
当
委
員
会
に
付
託
さ
れ

ま
し
た
、

議
案
第
九
号
・
平
成
二
十
九
年
度
天
台
宗
教

学
振
興
事
業
団
特
別
会
計
常
用
部
歳
入
歳
出

予
算
の
承
認
を
求
め
る
件

議
案
第
十
号
・
平
成
二
十
九
年
度
天
台
宗
教

学
振
興
事
業
団
宗
典
刊
行
事
業
積
立
金
特
別

会
計
歳
入
歳
出
予
算
の
承
認
を
求
め
る
件

の
二
議
案
に
つ
き
ま
し
て
、
当
局
よ
り
詳
細

な
る
説
明
を
求
め
、
慎
重
審
議
い
た
し
ま
し

た
結
果
、
原
案
ど
お
り
可
決
承
認
い
た
し
ま

し
た
。

　

つ
き
ま
し
て
は
、
本
会
議
に
お
か
れ
ま
し

て
も
、
当
委
員
会
の
決
定
ど
お
り
、
ご
承
認

ご
可
決
あ
ら
ん
こ
と
を
希
望
し
、
一
括
予
算

委
員
長
の
報
告
と
い
た
し
ま
す
。

　
（
坂
本
圭
司
議
員
の
動
議
に
よ
り
、
質
問

討
論
を
省
略
し
、
全
員
の
賛
成
を
得
て
、
一

括
予
算
委
員
長
の
報
告
ど
お
り
可
決
決
定
さ

れ
た
）

日
程
第
五

報
告
第
一
号
　
総
務
局
提
出

平
成
二
十
九
年
度
﹁
一
隅
を
照
ら
す
運
動
﹂

通
常
会
計
歳
入
歳
出
予
算
報
告

報
告
第
二
号
　
総
務
局
提
出

平
成
二
十
九
年
度
﹁
一
隅
を
照
ら
す
運
動
﹂

地
球
救
援
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算
報

告報
告
第
三
号
　
総
務
局
提
出

平
成
二
十
九
年
度
天
台
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ

ー
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算
報
告

　

右
報
告
の
審
査
経
過
及
び
結
果
に
つ
き
、

一
括
予
算
委
員
長
の
報
告

○
予
算
委
員
長
（
舩
戸
俊
宏
）

　

予
算
委
員
会
の
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を

ご
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　

予
算
委
員
二
十
八
名
中
、
二
十
五
名
出
席
、

三
名
欠
席
の
も
と
、
当
委
員
会
に
付
託
さ
れ

ま
し
た
、

報
告
第
一
号
・
平
成
二
十
九
年
度
「
一
隅
を

照
ら
す
運
動
」
通
常
会
計
歳
入
歳
出
予
算
報

告報
告
第
二
号
・
平
成
二
十
九
年
度
「
一
隅
を

照
ら
す
運
動
」
地
球
救
援
事
業
特
別
会
計
歳

入
歳
出
予
算
報
告

報
告
第
三
号
・
平
成
二
十
九
年
度
天
台
宗
総

合
研
究
セ
ン
タ
ー
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算

報
告

の
三
報
告
に
つ
き
ま
し
て
、
当
局
よ
り
詳
細

な
る
説
明
を
求
め
、
慎
重
審
議
い
た
し
ま
し

た
結
果
、
原
案
ど
お
り
可
決
承
認
い
た
し
ま

し
た
。

　

つ
き
ま
し
て
は
、
本
会
議
に
お
か
れ
ま
し

て
も
、
当
委
員
会
の
決
定
ど
お
り
、
ご
承
認

ご
可
決
あ
ら
ん
こ
と
を
希
望
し
、
一
括
予
算

委
員
長
の
報
告
と
い
た
し
ま
す
。

　
（
坂
本
圭
司
議
員
の
動
議
に
よ
り
、
質
問

討
論
を
省
略
し
、
全
員
の
賛
成
を
得
て
、
一

括
予
算
委
員
長
の
報
告
ど
お
り
可
決
決
定
さ

れ
た
）

日
程
第
六

議
案
第
十
一
号
　
総
務
局
提
出

東
日
本
大
震
災
復
興
支
援
臨
時
会
計
収
入
支

出
補
正
予
算
（
第
二
号
）

　

右
議
案
の
審
査
経
過
及
び
結
果
に
つ
き
、

予
算
委
員
長
の
報
告
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○
予
算
委
員
長
（
舩
戸
俊
宏
）

　

予
算
委
員
会
の
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を

ご
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　

予
算
委
員
二
十
八
名
中
、
二
十
五
名
出
席
、

三
名
欠
席
の
も
と
、
当
委
員
会
に
付
託
さ
れ

ま
し
た
、

議
案
第
十
一
号
・
東
日
本
大
震
災
復
興
支
援

臨
時
会
計
収
入
支
出
補
正
予
算
（
第
二
号
）

に
つ
き
ま
し
て
、
当
局
よ
り
詳
細
な
る
説
明

を
求
め
、
慎
重
審
議
い
た
し
ま
し
た
結
果
、

原
案
ど
お
り
可
決
承
認
い
た
し
ま
し
た
。

　

つ
き
ま
し
て
は
、
本
会
議
に
お
か
れ
ま
し

て
も
、
当
委
員
会
の
決
定
ど
お
り
、
ご
承
認

ご
可
決
あ
ら
ん
こ
と
を
希
望
し
、
予
算
委
員

長
の
報
告
と
い
た
し
ま
す
。

　
（
坂
本
圭
司
議
員
の
動
議
に
よ
り
、
質
問

討
論
を
省
略
し
、
全
員
の
賛
成
を
得
て
、
予

算
委
員
長
の
報
告
ど
お
り
可
決
決
定
さ
れ

た
）日

程
第
七

議
案
第
十
二
号
　
総
務
局
提
出

無
住
職
寺
院
教
会
及
び
兼
務
住
職
寺
院
教
会

対
策
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

案

　

右
議
案
の
審
査
経
過
及
び
結
果
に
つ
き
、

総
務
・
法
人
常
任
委
員
長
の
報
告

○
総
務
・
法
人
常
任
委
員
長
（
舩
戸
俊
宏
）

　

総
務
・
法
人
常
任
委
員
会
の
審
査
の
経
過

及
び
結
果
を
ご
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　

総
務
・
法
人
常
任
委
員
七
名
全
員
出
席
の

も
と
、
当
委
員
会
に
付
託
さ
れ
ま
し
た
、

議
案
第
十
二
号
・
無
住
職
寺
院
教
会
及
び
兼

務
住
職
寺
院
教
会
対
策
委
員
会
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
規
程
案

に
つ
き
ま
し
て
、
当
局
よ
り
詳
細
な
る
説
明

を
求
め
、
慎
重
審
議
い
た
し
ま
し
た
結
果
、

原
案
ど
お
り
可
決
承
認
い
た
し
ま
し
た
。

　

つ
き
ま
し
て
は
、
本
会
議
に
お
か
れ
ま
し

て
も
、
当
委
員
会
の
決
定
ど
お
り
、
ご
承
認

ご
可
決
あ
ら
ん
こ
と
を
希
望
し
、
総
務
・
法

人
常
任
委
員
長
の
報
告
と
い
た
し
ま
す
。

　
（
坂
本
圭
司
議
員
の
動
議
に
よ
り
、
質
問

討
論
を
省
略
し
、
全
員
の
賛
成
を
得
て
、
総

務
・
法
人
常
任
委
員
長
の
報
告
ど
お
り
可
決

決
定
さ
れ
た
）

日
程
第
八

議
案
第
十
三
号
　
総
務
局
提
出

教
師
研
修
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

案議
案
第
十
四
号
　
総
務
局
提
出

布
教
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
案

　

右
議
案
の
審
査
経
過
及
び
結
果
に
つ
き
、

一
括
教
学
常
任
委
員
長
の
報
告

○
教
学
常
任
委
員
長
（
大
澤
貫
秀
）

　

教
学
常
任
委
員
会
の
審
査
の
経
過
及
び
結

果
を
ご
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　

教
学
常
任
委
員
六
名
出
席
、
一
名
欠
席
の

も
と
、
当
委
員
会
に
付
託
さ
れ
ま
し
た
、

議
案
第
十
三
号
・
教
師
研
修
会
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
規
程
案

議
案
第
十
四
号
・
布
教
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
規
程
案

の
二
議
案
に
つ
き
ま
し
て
、
当
局
よ
り
詳
細

な
る
説
明
を
求
め
、
慎
重
審
議
い
た
し
ま
し

た
結
果
、
原
案
ど
お
り
可
決
承
認
い
た
し
ま

し
た
。

　

つ
き
ま
し
て
は
、
本
会
議
に
お
か
れ
ま
し

て
も
、
当
委
員
会
の
決
定
ど
お
り
、
ご
承
認

ご
可
決
あ
ら
ん
こ
と
を
希
望
し
、
一
括
教
学

常
任
委
員
長
の
報
告
と
い
た
し
ま
す
。

　
（
坂
本
圭
司
議
員
の
動
議
に
よ
り
、
質
問

討
論
を
省
略
し
、
全
員
の
賛
成
を
得
て
、
一

括
教
学
常
任
委
員
長
の
報
告
ど
お
り
可
決
決
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定
さ
れ
た
）

日
程
第
九

議
案
第
十
五
号
　
総
務
局
提
出

天
台
宗
社
会
活
動
団
体
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
会
議

規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
案

議
案
第
十
六
号
　
総
務
局
提
出

天
台
宗
災
害
補
償
制
度
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
規
程
案

　

右
議
案
の
審
査
経
過
及
び
結
果
に
つ
き
、

一
括
社
会
常
任
委
員
長
の
報
告

○
社
会
常
任
委
員
長
（
坂
本
実
仁
）

　

社
会
常
任
委
員
会
の
審
査
の
経
過
及
び
結

果
を
ご
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　

社
会
常
任
委
員
六
名
出
席
、
一
名
欠
席
の

も
と
、
当
委
員
会
に
付
託
さ
れ
ま
し
た
、

議
案
第
十
五
号
・
天
台
宗
社
会
活
動
団
体
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
会
議
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

規
程
案

議
案
第
十
六
号
・
天
台
宗
災
害
補
償
制
度
規

程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
案

の
二
議
案
に
つ
き
ま
し
て
、
当
局
よ
り
詳
細

な
る
説
明
を
求
め
、
慎
重
審
議
い
た
し
ま
し

た
結
果
、
原
案
ど
お
り
可
決
承
認
い
た
し
ま

し
た
。

　

つ
き
ま
し
て
は
、
本
会
議
に
お
か
れ
ま
し

て
も
、
当
委
員
会
の
決
定
ど
お
り
、
ご
承
認

ご
可
決
あ
ら
ん
こ
と
を
希
望
し
、
一
括
社
会

常
任
委
員
長
の
報
告
と
い
た
し
ま
す
。

　
（
坂
本
圭
司
議
員
の
動
議
に
よ
り
、
質
問

討
論
を
省
略
し
、
全
員
の
賛
成
を
得
て
、
一

括
社
会
常
任
委
員
長
の
報
告
ど
お
り
可
決
決

定
さ
れ
た
）

日
程
第
十

議
案
第
十
七
号
　
総
務
局
提
出

会
計
監
査
員
の
推
薦
に
つ
き
、
同
意
を
求
め

る
件

○
総
務
部
長
（
阿
部
昌
宏
）

　

た
だ
今
上
程
さ
れ
ま
し
た
、
議
案
第
十
七

号
・
会
計
監
査
員
の
推
薦
に
つ
き
、
同
意
を

求
め
る
件
に
つ
い
て
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

　

会
計
監
査
員
の
任
期
満
了
に
伴
い
、
そ
の

後
任
と
し
て
左
記
の
者
を
推
薦
す
る
こ
と
に

つ
き
、
会
計
監
査
規
程
第
三
条
第
三
項
に
基

づ
き
同
意
を
求
め
ま
す
。

会
計
監
査
員
（
四
人
）

穴
穂
行
弘�

京
都
教
区�

穴
太
寺�

大
僧
正

高
岡
保
博�

近
畿
教
区�

松
尾
寺�

大
僧
正

長
谷
川
廣
順　

群
馬
教
区�

遍
照
寺�

大
僧
正

氏
家
榮
脩�

山
形
教
区�

本
壽
院�

大
僧
正

　

以
上
、
よ
ろ
し
く
ご
同
意
の
ほ
ど
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

　
（
坂
本
圭
司
議
員
の
動
議
に
よ
り
、
質
問

討
論
及
び
委
員
会
付
託
を
省
略
し
、
全
員
の

賛
成
を
得
て
、
可
決
同
意
さ
れ
た
）

日
程
第
十
一

議
案
第
十
八
号
　
総
務
局
提
出

寺
院
教
会
収
入
額
中
央
審
議
会
委
員
の
推
薦

に
つ
き
、
同
意
を
求
め
る
件

○
総
務
部
長
（
阿
部
昌
宏
）

　

た
だ
今
上
程
さ
れ
ま
し
た
、
議
案
第
十
八

号
・
寺
院
教
会
収
入
額
中
央
審
議
会
委
員
の

推
薦
に
つ
き
、
同
意
を
求
め
る
件
に
つ
い
て

ご
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

　

寺
院
教
会
収
入
額
中
央
審
議
会
委
員
の
任

期
満
了
に
伴
い
、
そ
の
後
任
と
し
て
左
記
の

者
を
推
薦
す
る
こ
と
に
つ
き
、
寺
院
教
会
収
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入
額
申
告
規
程
第
六
条
第
一
項
第
二
号
に
基

づ
き
同
意
を
求
め
ま
す
。

寺
院
教
会
収
入
額
中
央
審
議
会
委
員（
十
人
）

辻
井
芳
道�

滋
賀
教
区�

眞
迎
寺�

大
僧
正

永
宗
幸
信�

岡
山
教
区�

本
性
院�

権
僧
正

秋
吉
文
隆�

九
州
東
教
区�

文
殊
仙
寺�

権
大
僧
正

森　

喜
良�

三
岐
教
区�

常
住
寺�

大
僧
正

吉
澤
道
人�
信
越
教
区�

光
前
寺�

権
大
僧
正

榎
本
昇
道�
神
奈
川
教
区�

寶
塔
寺�

権
大
僧
正

寺
本
亮
洞�

東
京
教
区�

大
圓
寺�

大
僧
正

木
本
清
玄�

埼
玉
教
区�
福
正
寺�

権
大
僧
正

千
葉
亮
賢�

陸
奥
教
区�
満
福
寺�

権
僧
正

栢
木
寛
照�

修
験
道
法
流�

浄
光
院�
権
大
行
満

正
大
先
達

　

以
上
、
よ
ろ
し
く
ご
同
意
の
ほ
ど
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

　
（
坂
本
圭
司
議
員
の
動
議
に
よ
り
、
質
問

討
論
及
び
委
員
会
付
託
を
省
略
し
、
全
員
の

賛
成
を
得
て
、
可
決
同
意
さ
れ
た
）

日
程
第
十
二
　
各
種
常
任
委
員
の
選
出

　
（
坂
本
圭
司
議
員
の
動
議
に
よ
り
、
各
種

常
任
委
員
が
そ
れ
ぞ
れ
議
長
の
指
名
に
よ
っ

て
次
の
と
お
り
選
定
さ
れ
た
）

総
務
・
法
人
常
任
委
員　

七
名

百
濟
君
、
葉
上
君
、
藤
君
、
村
上
君
、

細
野
君
、
林
君
、
鮎
貝
君

財
務
常
任
委
員
七
名

野
中
君
、
坂
本
実
仁
君
、
栢
木
君
、
吉
澤

君
、
張
堂
君
、
河
合
君
、
冨
樫
君

教
学
常
任
委
員
七
名

小
林
君
、
國
岡
君
、
永
合
君
、
大
川
君
、

寺
本
君
、
玉
田
君
、
舩
戸
君

社
会
常
任
委
員
七
名

辻
井
君
、
松
景
君
、
岩
尾
君
、
坂
本
圭
司

君
、
大
澤
君
、
栁
澤
君
、
柴
田
君

日
程
第
十
三
　
各
種
常
任
委
員
会
へ
の
付
議

　
（
坂
本
圭
司
議
員
の
動
議
に
よ
り
、
議
長

は
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
）

総
務
・
法
人
常
任
委
員
会

　

総
務
部
及
び
法
人
部
の
所
管
事
項
に
つ
い
て

財
務
常
任
委
員
会

　

財
務
部
所
管
事
項
に
つ
い
て

教
学
常
任
委
員
会

　

教
学
部
所
管
事
項
に
つ
い
て

社
会
常
任
委
員
会

　

社
会
部
及
び
一
隅
を
照
ら
す
運
動
総
本
部

の
所
管
事
項
に
つ
い
て

○
議
長
（
小
川
晃
豊
）

　

第
百
三
十
八
回
宗
議
会
の
全
日
程
の
終
了

を
通
告
し
、
会
期
の
短
縮
に
つ
い
て
宗
制
第

二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
局
の

同
意
及
び
全
議
員
の
賛
成
を
得
て
、
会
期
の

短
縮
が
決
定
さ
れ
た
。

　

閉
会
に
あ
た
り
座
主
猊
下
よ
り
次
の
お
言

葉
が
あ
り
、
議
長
に
よ
り
伝
達
さ
れ
た
。

座
主
猊
下
お
言
葉

　

第
百
三
十
八
回
通
常
宗
議
会
が
開
催
さ
れ

ま
し
た
と
こ
ろ
、
議
員
各
位
に
は
、
連
日
恪

勤
精
励
し
、
よ
く
そ
の
本
分
を
全
う
せ
ら
れ

た
と
聞
き
ま
す
。
こ
こ
に
諸
師
の
ご
苦
労
に

対
し
深
く
敬
意
を
表
し
ま
す
。

　

今
後
、
ま
す
ま
す
相
依
り
相
扶
け
、
宗
門

の
発
展
と
明
る
い
社
会
創
り
に
寄
与
さ
れ
ん

こ
と
を
望
み
、
閉
会
の
辞
と
い
た
し
ま
す
。

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
二
日

�

天
台
座
主　

大
僧
正　

森　

川　

宏　

映

○
議
長
（
小
川
晃
豊
）

　

閉
会
を
宣
し
た
。

○
閉
会　

十
一
時
五
十
五
分



宗　

団　

の　

動　

き

【
総
務
部
総
務
課
】

　

○
第
百
三
十
八
回
通
常
宗
議
会
開
催
報
告 ･･････････････････････

90

　

○
第
九
十
三
回
宗
務
所
長
会
議
報
告 ････････････････････････････

92

　

○
宗
務
総
長
任
命
式 ･････････････････････････････････････････････

94

　

○
平
成
二
十
八
年
度
住
職
任
命
辞
令
親
授
式
開
催 ･････････････

96

【
総
務
部
国
際
課
】

　

○
平
和
祈
願
の
千
羽
鶴
を
奉
納 ･････････････････････････････････

100

　

○
比
叡
山
宗
教
サ
ミ
ッ
ト
30

周
年
記
念 

　
　
　
「
世
界
宗
教
者
平
和
の
祈
り
の
集
い
」
開
催
に
向
け
て ･････

101

【
教
学
部
教
学
課
】

　

○
平
成
二
十
八
年
度
教
師
研
修
会 

　
　
　

Ｃ
群
大
正
大
学
会
場
開
催
報
告 ････････････････････････････

105

【
社
会
部
社
会
課
】

　

○
第
三
十
三
期
天
台
宗
仏
教
章
第
二
教
程
講
習
会 

　
　
　

開
催
報
告･･･････････････････････････････････････････････････

106

【
祖
師
先
徳
鑽
仰
大
法
会
事
務
局
】

　

○
祖
師
先
徳
鑽
仰
大
法
会
ニ
ュ
ー
ス ････････････････････････････

108

　

○
「
一
寺
報
恩
」
認
定
事
業 ････････････････････････････････････

109

【
災
害
対
策
本
部
】

　

○
東
日
本
大
震
災
物
故
者
慰
霊
七
回
忌
法
要
報
告 ･････････････

110

【
天
台
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
】

　

○
天
台
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
一
班
提
言
（
円
戒
①
） ･････････

112
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宗
団
の
動
き

総
務
部

総
務
課

第
百
三
十
八
回　

通
常
宗
議
会
開
催
報
告

�

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
一
日
（
火
）
〜
二
十
二
日
（
水
）

◆
木
ノ
下
総
長
挨
拶

　

議
案
上
程
に
先
立
ち
、
木
ノ
下
宗
務
総
長
は
挨
拶
を
述
べ
た
。
そ

の
中
、
冒
頭
で
「
私
、
こ
の
度
、
宗
務
総
長
の
職
を
辞
任
い
た
し
た

く
、
一
月
二
十
八
日
付
け
に
て
参
務
共
々
、
森
川
座
主
猊
下
に
辞
職

を
御
聴
許
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
上
申
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
お
聞
き
届

け
を
賜
り
ま
し
た
。」
と
述
べ
ら
れ
、「
任
期
途
中
に
て
辞
任
を
願
い

出
る
こ
と
は
誠
に
心
苦
し
く
存
じ
ま
す
が
、
昨
春
よ
り
の
体
調
不
良

で
体
力
の
限
界
を
感
じ
、
こ
れ
以
上
続
投
し
て
宗
務
に
混
乱
を
招
く

こ
と
は
避
け
た
い
と
の
思
い
か
ら
、
辞
任
を
決
意
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。」
と
の
思
い
を
述
べ
ら
れ
た
。

◆
補
正
予
算

　

今
回
上
程
さ
れ
た
補
正
予
算
は
三
件
。
平
成
二
十
八
年
度
通
常
会

計
歳
入
歳
出
補
正
予
算
（
第
３
号
）、
平
成
二
十
八
年
度
共
済
互
助

特
別
会
計
歳
入
歳
出
補
正
予
算
（
第
２
号
）、
東
日
本
大
震
災
復
興

支
援
臨
時
会
計
収
入
支
出
補
正
予
算
（
第
２
号
）
の
補
正
が
行
わ
れ

　

第
百
三
十
八
回
通
常
宗
議
会
が
、
平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
一
日

か
ら
会
期
を
二
日
短
縮
し
て
二
十
二
日
ま
で
開
会
さ
れ
た
。
予
算
関

係
議
案
に
追
加
議
案
等
を
含
む
合
計
十
八
議
案
と
三
報
告
案
件
が
、

慎
重
審
議
さ
れ
原
案
ど
お
り
可
決
さ
れ
た
。（
詳
細
は
本
誌
掲
載
の

第
百
三
十
八
回
通
常
宗
議
会
議
事
報
告
）
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た
。◆

宗
規
の
改
正

　

今
議
会
で
提
出
さ
れ
た
宗
規
の
改
正
に
関
す
る
案
件
は
五
件
。
一

件
目
は
法
人
部
関
係
案
件
で
あ
る
「
無
住
職
寺
院
教
会
及
び
兼
務
住

職
寺
院
教
会
対
策
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
」
に
つ
い

て
、
こ
れ
ま
で
の
委
員
会
の
審
議
に
加
え
、
不
活
動
宗
教
法
人
に
つ

い
て
調
査
研
究
し
、
そ
の
対
策
を
策
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

二
件
目
は
教
学
部
関
係
案
件
で
あ
る
「
教
師
研
修
会
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
規
程
」
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
教
師
研
修
会
開
催
の

実
績
を
踏
ま
え
、
別
表
の
表
記
を
よ
り
明
確
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

三
件
目
は
同
じ
く
教
学
部
関
係
議
案
で
あ
る
「
布
教
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
規
程
」
に
つ
い
て
、
天
台
宗
布
教
師
会
の
中
に
、
布
教

師
の
養
成
機
関
を
設
置
し
、
天
台
宗
中
央
布
教
師
養
成
所
の
位
置
付

け
を
明
確
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

四
件
目
は
、
社
会
部
関
係
案
件
で
あ
る
「
天
台
宗
社
会
活
動
団
体

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
会
議
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
」
に
つ
い
て
、

新
た
に
設
立
さ
れ
た
団
体
を
組
織
に
加
え
る
も
の
で
あ
る
。

　

五
件
目
は
同
じ
く
社
会
部
関
係
案
件
で
あ
る
「
天
台
宗
災
害
補
償

制
度
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
」
に
つ
い
て
、
実
績
を
踏
ま
え
、

給
付
金
の
支
給
基
準
を
整
理
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

五
案
件
全
て
慎
重
審
議
の
結
果
、
可
決
さ
れ
た
。

◆
人
事
案
件

　

人
事
案
件
に
つ
い
て
は
二
件
。
一
件
目
は
会
計
監
査
員
の
任
期
満

了
に
伴
い
、
後
任
者
と
し
て
四
名
の
推
薦
。

　

二
件
目
は
寺
院
教
会
収
入
額
中
央
審
議
会
委
員
の
任
期
満
了
に
伴

い
、
後
任
者
と
し
て
十
名
の
推
薦
。

　

二
件
と
も
に
同
意
さ
れ
た
。（
各
推
薦
者
は
左
記
の
と
お
り
）

会
計
監
査
員

京
都
教
区	

穴
太
寺
住
職	

穴
穂
行
弘

近
畿
教
区	

松
尾
寺
住
職	

高
岡
保
博

群
馬
教
区	

遍
照
寺
住
職	

長
谷
川
廣
順

山
形
教
区	

本
壽
院
住
職	

氏
家
榮
脩

寺
院
教
会
収
入
額
中
央
審
議
会
委
員

滋
賀
教
区	

眞
迎
寺
住
職	

辻
井
芳
道

岡
山
教
区	

本
性
院
住
職	

永
宗
幸
信

九
州
東
教
区	

文
殊
仙
寺
住
職	

秋
吉
文
隆

三
岐
教
区	

常
住
寺
住
職	

森　

喜
良

信
越
教
区	

光
前
寺
住
職	

吉
澤
道
人

神
奈
川
教
区	

寶
塔
寺
住
職	

榎
本
昇
道

東
京
教
区	

大
圓
寺
住
職	

寺
本
亮
洞

埼
玉
教
区	

福
正
寺
住
職	

木
本
清
玄

陸
奥
教
区	

満
福
寺
住
職	

千
葉
亮
賢

修
験
道
法
流	

浄
光
院
住
職	

栢
木
寛
照
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宗
団
の
動
き

総
務
部

総
務
課

平
成
二
十
九
年
三
月
八
日
・
九
日

第
九
十
三
回　

宗
務
所
長
会
議
報
告

　

第
九
十
三
回
宗
務
所
長
会
議
が
、
去
る
三
月
八
日
・
九
日
の
両
日

に
わ
た
り
、
天
台
宗
務
庁
を
会
場
に
開
催
さ
れ
た
。

　

各
教
区
宗
務
所
長
は
、
八
日
の
正
午
に
天
台
宗
務
庁
へ
参
集
。
十

三
時
よ
り
、

議
場
に
お
い

て
木
ノ
下
寂

俊
宗
務
総
長

御
導
師
の
も

と
、
ご
法
楽

が
執
り
行
わ

れ
、
続
い
て
、

昨
年
十
一
月

に
遷
化
さ
れ

た
茨
城
教
区

宗
務
所
長
酒

井
貫
全
師
の

回
向
法
要
が

行
わ
れ
、
ご

冥
福
を
お
祈

り
し
た
。

　

十
三
時
二

十
分
よ
り
、

大
会
議
室
に

お
い
て
宗
務
所
長
会
定
例
総
会
が
開
催
さ
れ
、
事
務
局
か
ら
平
成
二

十
八
年
度
宗
務
所
長
会
事
業
報
告
、
平
成
二
十
八
年
度
宗
務
所
長
会

会
計
仮
決
算
、
平
成
二
十
九
年
度
宗
務
所
長
会
会
計
予
算
に
つ
い
て

説
明
が
あ
り
、
承
認
さ
れ
た
。

　

十
四
時
よ
り
、
一
隅
を
照
ら
す
運
動
教
区
本
部
長
会
議
が
開
催
さ

れ
、
一
隅
を
照

ら
す
運
動
総
本

部
か
ら
、
活
動

の
現
況
、
事
務

手
続
き
に
関
す

る
説
明
が
行
わ

れ
た
。

　

引
き
続
き
十

五
時
二
十
分
よ

り
、
第
九
十
三

回
宗
務
所
長
会

議
を
開
催
。
冒

頭
、
当
局
か
ら

木
ノ
下
寂
俊
宗

務
総
長
が
天
台

座
主
猊
下
に
対

し
、
一
月
二
十

八
日
付
け
で
辞
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意
を
上
申
し
て
受
理
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
木
ノ
下
内
局
は
三
月
十

四
日
を
も
っ
て
退
任
す
る
旨
を
報
告
。
在
任
中
の
協
力
に
つ
い
て
感

謝
の
言
葉
を
述
べ
た
。

　

そ
の
後
、
当
局
か
ら
二
月
に
行
わ
れ
た
百
三
十
八
回
通
常
宗
議
会

に
つ
い
て
の
報
告
が
あ
り
、
続
い
て
宗
務
に
つ
い
て
各
部
か
ら
説
明

が
行
わ
れ
、
質
疑
応
答
の
後
、
一
日
目
の
日
程
を
終
了
し
た
。

　

翌
九
日
、
前
日
に
引
き
続
き
宗
務
所
長
会
議
が
行
わ
れ
、
最
初
に
、

谷
晃
昭
寺
院
教
会
収
入
額
申
告
基
準
審
議
会
委
員
長
が
、
前
回
の
宗

務
所
長
会
議
で
協
力
要
請
を
し
た
「
寺
院
教
会
収
入
額
申
告
に
関
す

る
ア
ン
ケ
ー
ト
」
に
つ
い
て
、
再
度
の
説
明
と
協
力
を
要
請
。
そ
の

後
、
総
本
山
事
項
、
東
日
本
大
震
災
事
項
、
平
成
二
十
八
年
熊
本
地

震
事
項
、
祖
師
先
徳
鑽
仰
大
法
会
事
項
に
つ
い
て
、
当
局
か
ら
説
明

を
行
っ
た
。

　

午
後
か
ら
は
、
各
部
事
項
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
を
行
い
、
会
議

は
終
了
し
た
。

お

知

ら

せ

　

前
茨
城
教
区
宗
務
所
長
酒
井
貫
全
師
御
遷
化
に
と
も
な
い
、
後
任

に
中
村
純
亮
師
が
同
教
区
宗
務
所
長
に
任
命
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
ご

報
告
い
た
し
ま
す
。中

村
純
亮

茨
城
教
区　

藥
王
院

第
一
地
区　

一
期
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総
務
部

総
務
課

平
成
二
十
九
年
三
月
十
五
日

宗
務
総
長
任
命
式

　

こ
の
た
び
の
宗
務
総

長
選
挙
は
、
木
ノ
下
寂

俊
前
宗
務
総
長
が
去
る

一
月
二
十
八
日
に
辞
任

し
た
こ
と
を
受
け
て
実

施
さ
れ
た
も
の
。
天
台

宗
の
選
挙
規
程
に
よ
り
、

退
任
よ
り
四
十
五
日
以

内
に
選
挙
を
行
う
と
さ

れ
て
お
り
、
三
月
十
四

日
に
選
挙
が
行
わ
れ
た
。

　

木
ノ
下
前
宗
務
総
長

は
、
昨
年
来
、
体
調
不

良
が
続
き
、
今
後
の
宗

務
に
滞
り
を
き
た
さ
な

い
た
め
と
し
て
、
今
回

の
任
期
途
中
で
の
退
任

と
な
っ
た
。

　

杜
多
新
宗
務
総
長
は
、

十
五
日
の
任
命
式
を
終

え
た
後
の
就
任
記
者
会
見
で
、
新
施
政
の
柱
と
し
て
「
人
材
養
成
」

を
最
重
要
課
題
と
し
、
宗
門
の
叡
智
、
組
織
力
を
結
集
し
て
、
鋭
意

取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
決
意
を
表
明
し
た
。　

ま
た
、「
祖
師
先

徳
鑽
仰
大
法
会
」
の

円
成
を
期
す
こ
と
、

宗
務
運
営
の
効
率
化
、

高
度
情
報
通
信
社
会

に
積
極
的
に
対
応
し

て
い
く
こ
と
な
ど
の

方
針
を
明
ら
か
に
し

た
。
今
夏
に
迎
え
る

「
比
叡
山
宗
教
サ
ミ

ッ
ト
三
十
周
年
記
念

『
世
界
宗
教
者
平
和

の
祈
り
の
集
い
』」

に
つ
い
て
も
、
全
力

で
取
り
組
む
姿
勢
を

示
し
た
。

　

三
月
十
四
日
に
行
わ
れ
た
宗
務
総
長
選
挙
に
お
い
て
杜
多
道
雄
・
東
京
教
区
大
泉
寺
住
職
が
選
出
さ
れ
た
。
同
選
挙
で
は
、
杜
多
師
以
外
に
候

補
者
は
な
く
、
無
投
票
当
選
と
な
っ
た
。
翌
十
五
日
に
は
、
滋
賀
院
門
跡
に
お
い
て
宗
務
総
長
任
命
式
が
行
わ
れ
、
森
川
宏
映
天
台
座
主
猊
下
よ

り
杜
多
新
宗
務
総
長
に
辞
令
が
親
授
さ
れ
た
。
な
お
、
杜
多
新
内
局
の
任
期
は
、
平
成
三
十
三
年
三
月
十
四
日
ま
で
の
四
年
間
と
な
る
。
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新
内
局
の
略
歴

総
長
（
天
台
宗
代
表
役
員
）

宗
務
総
長　

杜
多　

道
雄

昭
和
十
九
年
生
ま
れ
、
七
十
二
歳
。

東
京
教
区
大
泉
寺
住
職
。
宗
務
所

長
一
期
、
天
台
宗
参
務
（
総
務
部

長
）
一
期
、
布
教
師
会
会
長
歴
任
。

参
務
（
天
台
宗
責
任
役
員
）

総
務
部
長　

阿
部　

昌
宏

昭
和
二
十
二
年
生
ま
れ
、
七
十
歳
。

九
州
東
教
区
觀
音
院
住
職
。
宗
議

会
議
員
一
期
、
天
台
宗
参
務
（
財

務
部
長
・
総
務
部
長
）
二
期
歴
任
。

法
人
部
長　

浅
野　

玄
航

昭
和
二
十
三
年
生
ま
れ
、
六
十
九

歳
。
南
総
教
区
妙
音
寺
住
職
。
宗

務
所
長
二
期
歴
任
。

財
務
部
長　

甘
井　

亮
淳

昭
和
二
十
四
年
生
ま
れ
、
六
十
七

歳
。
九
州
西
教
区
大
善
寺
住
職
。

宗
務
所
長
三
期
歴
任
。

教
学
部
長　

森
田　

源
真

昭
和
三
十
一
年
生
ま
れ
、
六
十
一

歳
。
兵
庫
教
区
圓
明
寺
住
職
。

社
会
部
長　

林　

光
俊

昭
和
十
八
年
生
ま
れ
、
七
十
三
歳
。

福
島
教
区
金
礼
寺
住
職
。
宗
議
会

議
員
三
期
歴
任
。

一
隅
を
照
ら
す
運
動
総
本
部
長

　

森
定　

慈
仁

昭
和
四
十
四
年
生
ま
れ
、
四
十
八

歳
。
延
暦
寺
一
山
竜
禪
院
住
職
。
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平
成
二
十
八
年
度
住
職
任
命
辞
令
親
授
式
が
滋
賀
院
門
跡
と
延
暦

寺
会
館
を
会
場
に
開
催
さ
れ
、
天
台
座
主
猊
下
よ
り
新
住
職
に
任
命

辞
令
が
親
授
さ
れ
た
。�

�
�
�
�
�
�
�
�

　

平
成
二
十
五
年
度
か
ら
辞
令
授
与
に
関
す
る
規
則
が
改
正
さ
れ
、
こ
れ
ま
で

の
辞
令
授
与
の
方
法
が
変
わ
り
、
全
寺
院
（
兼
務
寺
院
を
除
く
）
の
住
職
辞
令

が
総
本
山
で
直
接
天
台
座
主
猊
下
よ
り
親
授
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

昨
年
度
の
親
授
式
は
、
第
一
期
が
平
成
二
十
八
年
六
月
二
日
、
第
二
期
が
平

成
二
十
八
年
九
月
二
日
、
第
三
期
が
平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日
、
第
四

期
が
平
成
二
十
九
年
三
月
二
日
に
開
催
さ
れ
た
。

　

ま
た
特
別
寺
以
上
、
五
等
寺
以
上
の
寺
院
に
関
し
て
は
、
平
成
二
十
八
年
五

月
二
十
日
に
茨
城
教
区
安
樂
寺
（
特
別
寺
）、
平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
七
日

に
京
都
教
区
眞
正
極
樂
寺
（
五
等
寺
）、
平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日
に

陸
奥
教
区
毛
越
寺
（
準
別
格
大
寺
）
が
そ
れ
ぞ
れ
個
別
で
の
親
授
式
を
行
っ
た
。

　

第
二
期
住
職
任
命
辞
令
親
授
式
で
は
、
初
め
て
の
試
み
と
な
る
延
暦
寺
会
館

を
会
場
に
、
同
会
場
に
て
前
日
か
ら
開
催
さ
れ
て
い
た
住
職
研
修
会
か
ら
引
き

続
き
、
住
職
任
命
辞
令
親
授
式
が
開
催
さ
れ
た
。

　

親
授
式
当
日
は
、
新
た
に
任
命
を
う
け
た
住
職
が
法
類
・
檀
信
徒
・
寺
族
を

帯
同
し
て
参
集
し
た
。
式
典
で
は
、
天
台
座
主
猊
下
御
導
師
の
も
と
天
台
宗
・

延
暦
寺
両
内
局
の
出
仕
に
よ
り
法
楽
が
行
わ
れ
、
そ
の
後
、
住
職
一
人
一
人
に

座
主
猊
下
よ
り
任
命
辞
令
が
親
授
さ
れ
た
。

　

式
典
終
了
後
に
は
、
宗
祖
大
師
御
廟
で
あ
る
浄
土
院
に
参
拝
し
、
宗
祖
大
師

に
住
職
就
任
の
報
告
を
行
っ
た
。	（
親
授
式
出
席
者
一
覧
は
九
十
八
頁
に
掲
載
）

総
務
部

総
務
課

平
成
二
十
八
年
度
　
住
職
任
命
辞
令
親
授
式
開
催
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座主猊下からのお祝いのお言葉

宗務総長より一隅を照らす運動支部長委嘱状の伝達

座主猊下からの辞令親授

浄土院（宗祖大師御廟）参拝

庁内見学の様子 第二期住職任命辞令親授式の様子（延暦寺会館）
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︿
陸
奥
教
区
毛
越
寺
（
準
別
格
大
寺
）﹀

教　

区

寺 

院 

名

僧　

階

氏　
　

名

任　

命　

日

陸

奥

毛

越

寺

権
大
僧
正

藤

里

明

久

平
成
28
年
８
月
１
日

︿
茨
城
教
区
安
樂
寺
（
特
別
寺
）﹀

教　

区

寺 

院 

名

僧　

階

氏　
　

名

任　

命　

日

茨

城

安

樂

寺

大
僧
都

松

永

博

臣

平
成
28
年
３
月
23
日

︿
京
都
教
区
眞
正
極
樂
寺
（
五
等
寺
）﹀

教　

区

寺 

院 

名

僧　

階

氏　
　

名

任　

命　

日

京

都

眞
正
極
樂
寺

大
僧
正

奥

村

慶

淳

平
成
28
年
８
月
５
日

︿
第
一
期
﹀（
17

名
）

教　

区

寺 

院 

名

僧　

階

氏　
　

名

任　

命　

日

兵

庫

安

養

寺

権
大
僧
正

永

井

快

俊

平
成
27
年
２
月
６
日

兵

庫

阿
彌
陀
寺

権
大
僧
都

永

井

快

賢

平
成
27
年
２
月
６
日

九
州
西

妙

覺

院

大
僧
都

灰

塚

玄

慶

平
成
27
年
10
月
27
日

埼

玉

慈

寶

院

中
律
師

猪

野

妙

順

平
成
27
年
11
月
５
日

南

総

慈

廣

寺

律

師

戸

村

静

恵

平
成
27
年
12
月
22
日

茨

城

慈

光

寺

権
少
僧
都

竹

林

俊

継

平
成
28
年
１
月
８
日

茨

城

円

光

寺

律

師

山

内

晃

一

平
成
28
年
１
月
８
日

山

陰

観

照

院

僧

都

石

原

一

秀

平
成
28
年
１
月
15
日

神
奈
川

妙

法

寺

権
大
僧
都

池

田

正

賢

平
成
28
年
２
月
17
日

群

馬

禪

養

寺

権
大
僧
都

小

出

祥

弘

平
成
28
年
２
月
17
日

教　

区

寺 

院 

名

僧　

階

氏　
　

名

任　

命　

日

茨

城

佛

性

寺

権
大
僧
都

山

田

純

生

平
成
28
年
２
月
17
日

茨

城

逢

善

寺

僧

都

坂

本

眞

觀

平
成
28
年
２
月
17
日

岡

山

善

福

寺

少
僧
都

森

定

慈

佑

平
成
28
年
３
月
３
日

九
州
東

行

入

寺

大
僧
都

隈

井

修

道

平
成
28
年
３
月
23
日

茨

城

光

照

寺

大
僧
都

根

本

智

明

平
成
28
年
３
月
23
日

茨

城

円

満

寺

権
律
師

齊

藤

明

晴

平
成
28
年
３
月
23
日

茨

城

東

漸

寺

権
大
僧
都

吉

岡

賢

眞

平
成
28
年
３
月
28
日

︿
第
二
期
﹀（
21

名
）

教　

区

寺 

院 

名

僧　

階

氏　
　

名

任　

命　

日

安
楽
律

東

福

寺

形
同
沙
弥

草

香

妙

聖

平
成
27
年
６
月
10
日

埼

玉

寳

蔵

院

権
僧
正

光

栄

純

映

平
成
27
年
７
月
13
日

山

形

法

泉

坊

権
律
師

氏

家

正

城

平
成
27
年
９
月
28
日

岡

山

天

台

寺

権
大
僧
都

水

内

照

悟

平
成
27
年
10
月
20
日

東

京

現

龍

院

大
僧
都

浦

井

晃

俊

平
成
28
年
１
月
24
日

群

馬

善

性

寺

権
律
師

長　

靖

順

平
成
28
年
３
月
８
日

山

陰

長

臺

寺

権
大
僧
都

島

田

幸

正

平
成
28
年
４
月
26
日

東

京

教

學

院

権
少
僧
都

林　

正

寛

平
成
28
年
４
月
26
日

群

馬

今

宮

寺

僧

都

河

原

良

親

平
成
28
年
４
月
26
日

群

馬

東

壽

寺

少
僧
都

青

柳

興

雅

平
成
28
年
５
月
７
日

福

島

大

圓

寺

律

師

西

坂

寂

明

平
成
28
年
５
月
７
日

○
平
成
二
十
八
年
度
住
職
任
命
辞
令
親
授
式
出
席
者
一
覧
（
合
計
68
名
）



宗
団
の
動
き

99　◆総務部総務課

教　

区

寺 

院 

名

僧　

階

氏　
　

名

任　

命　

日

山

陰

東

源

寺

権
少
僧
都

蓬

莱

秀

光

平
成
28
年
５
月
16
日

神
奈
川

寶

積

院

権
少
僧
都

澁

谷

堯

俊

平
成
28
年
６
月
１
日

東

海

妙

見

寺

大
律
師

甘

露

純

規

平
成
28
年
６
月
15
日

東

京

木

母

寺

権
大
僧
都

阿

部

亮

照

平
成
28
年
６
月
22
日

東

京

世

尊

院

少
僧
都

波
母
山　

淳　

信

平
成
28
年
６
月
22
日

信

越

圓

乗

院

僧

都

中
島　

悠
介

平
成
28
年
７
月
１
日

東

京

大

圓

寺

大
僧
都

福
田　

明
衍

平
成
28
年
７
月
６
日

群

馬

觀

音

寺

律

師

ウ
ー
リ
イ　

妙
教

平
成
28
年
７
月
21
日

群

馬

長

安

寺

僧

都

林　

廣

怜

平
成
28
年
８
月
１
日

茨

城

満

福

寺

権
大
僧
都

小

林

堯

順

平
成
28
年
８
月
１
日

︿
第
三
期
﹀（
14

名
）

教　

区

寺 

院 

名

僧　

階

氏　
　

名

任　

命　

日

茨

城

金

剛

院

権
大
僧
都

弘

海

良

順

平
成
28
年
７
月
11
日

茨

城

中

山

寺

僧

都

弘

海

順

昭

平
成
28
年
７
月
11
日

岡

山

惠

門

院

権
僧
正

森

田

良

澄

平
成
28
年
７
月
13
日

信

越

神

光

寺

権
大
僧
正

池

田

玄

融

平
成
28
年
７
月
20
日

信

越

松

源

寺

僧

都

池

田

玄

順

平
成
28
年
７
月
20
日

陸

奥

壽

徳

院

律

師

南

洞

法

玲

平
成
28
年
８
月
１
日

陸

奥

大

乗

院

律

師

藤

里

侑

生

平
成
28
年
８
月
１
日

信

越

座
光
如
来
寺

大
僧
都

本

多

秀

道

平
成
28
年
９
月
１
日

滋

賀

龍

王

寺

少
僧
都

牧

川

栄

俊

平
成
28
年
９
月
５
日

京

都

二

尊

院

権
大
僧
都

羽
生
田　

実　

隆

平
成
28
年
10
月
１
日

教　

区

寺 

院 

名

僧　

階

氏　
　

名

任　

命　

日

岡

山

清

瀧

寺

少
僧
都

上

雅

彰

平
成
28
年
10
月
５
日

岡

山

明

王

院

中
律
師

岡

本

昌

幸

平
成
28
年
10
月
５
日

南

総

大

原

寺

少
僧
都

桑

門

亮

明

平
成
28
年
10
月
17
日

陸

奥

觀

福

寺

少
僧
都

多

門

真

咲

平
成
28
年
10
月
19
日

︿
第
四
期
﹀（
13

名
）

教　

区

寺 

院 

名

僧　

階

氏　
　

名

任　

命　

日

信

越

壽

量

院

中
律
師

小

山

慈

英

平
成
27
年
３
月
11
日

信

越

蓮

華

院

権
少
僧
都

瑞

穂

慈

圓

平
成
28
年
３
月
28
日

近

畿

光

澤

寺

僧

都

郡　

最

俊

平
成
28
年
７
月
26
日

岡

山

寂

光

院

大
僧
都

兒

玉

亮

秀

平
成
28
年
10
月
５
日

修
験
道

天

照

院

大
越
家

小

澤

暁

宥

平
成
28
年
10
月
27
日

陸

奥

薬

王

院

大
僧
都

千

葉

秀

覚

平
成
28
年
11
月
１
日

北

陸

鳴

瀧

寺

権
律
師

福

田

清

剛

平
成
28
年
12
月
１
日

安
楽
律

寶

林

寺

権
僧
正

茂

松

性

典

平
成
28
年
12
月
１
日

埼

玉

新

光

寺

権
大
僧
都

内

田

常

順

平
成
28
年
12
月
17
日

近

畿

宗

泉

寺

権
大
僧
都

辻

山

堯

英

平
成
28
年
12
月
20
日

滋

賀

西

光

寺

権
少
僧
都

森

本

義

則

平
成
29
年
１
月
１
日

南

総

最

明

寺

僧

都

松

﨑

馨

田

平
成
29
年
１
月
12
日

陸

奥

満

願

寺

大
僧
都

四

竃

永

昌

平
成
29
年
１
月
12
日
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平
和
祈
願
の
千
羽
鶴
を
奉
納

　

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
三
日
、
広
島
の
平
和
記
念
公
園
に
千
羽
鶴
が
奉
納
さ
れ
た
。
比
叡
山
延
暦
寺
で
約
三
万
羽
の
鶴
が
折
ら
れ
、
千
羽
鶴

と
し
て
納
め
ら
れ
た
。

　

こ
の
折
り
鶴
は
、
平
成
二
十
八
年
八
月
四
日
に
行
わ
れ
た
比
叡
山

宗
教
サ
ミ
ッ
ト
二
十
九
周
年
「
世
界
平
和
祈
り
の
集
い
」
に
参
加
し

た
宗
教
者
を
は
じ
め
「
天
台
青
少
年
比
叡
山
の
集
い
」
研
修
生
や
比

叡
山
中
学
校
・
高
等
学
校
生
、
比
叡
山
幼
稚
園
園
児
、
そ
し
て
延
暦

寺
へ
の
一
般
参
拝
者

が
平
和
へ
の
祈
り
や

東
日
本
大
震
災
復
興

へ
の
願
い
を
記
し
思

い
を
込
め
て
折
ら
れ

た
も
の
で
、
式
典
の

セ
レ
モ
ニ
ー
の
中
で

地
球
儀
を
か
た
ど
っ

た
大
き
な
球
体
の
中

に
奉
納
さ
れ
た
。

　

平
和
と
自
然
を
表

し
た
地
球
儀
へ
の
折

り
鶴
奉
納
は
、
平
成

十
九
年
に
開
催
さ
れ

た
比
叡
山
宗
教
サ
ミ

ッ
ト
二
十
周
年
記
念

「
世
界
宗
教
者
平
和
の
祈
り
の
集
い
」
か
ら
始
ま
っ
た
。
そ
の
際
、

内
戦
で
大
き
な
被
害
を
受
け
た
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
の
少

女
と
広
島
県
内
の
女
子
小
中
学
生
を
招
待
し
交
流
の
場
を
提
供
し
た
。

そ
の
交
流
の
一
環
と
し
て
少
女
た
ち
は
平
和
を
願
っ
て
力
を
合
わ
せ

て
折
り
紙
を
折
っ
て

鶴
を
完
成
さ
せ
た
。

そ
の
折
り
鶴
は
天
台

青
少
年
研
修
生
の
折

り
鶴
と
共
に
地
球
儀

に
奉
納
さ
れ
、
そ
の

後
広
島
平
和
記
念
公

園
へ
と
納
め
ら
れ
た
。

　

平
成
十
九
年
か
ら

本
年
ま
で
毎
年
、
平

和
の
祈
り
が
込
め
ら

れ
た
折
り
鶴
で
地
球

儀
は
満
た
さ
れ
、
そ

の
後
、
千
羽
鶴
と
な

っ
て
平
和
記
念
公
園

に
奉
納
さ
れ
て
い
る
。

29周年式典で折り鶴を納める天台青少年研修生

広島平和記念公園に奉納された千羽鶴
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総
務
部

国
際
課

比
叡
山
宗
教
サ
ミ
ッ
ト
30
周
年
記
念

「
世
界
宗
教
者
平
和
の
祈
り
の
集
い
」
開
催
に
向
け
て

　

昨
年
十
月
五
日
、
比
叡
山
宗
教
サ
ミ
ッ
ト
30
周
年
記
念
「
世
界
宗

教
者
平
和
の
祈
り
の
集
い
」
の
主
催
団
体
で
あ
る
「
日
本
宗
教
代
表

者
会
議
」
が
設
立
さ
れ
た
。
そ
れ
以
降
、
サ
ミ
ッ
ト
の
開
催
に
向
け

て
事
務
局
会
議
が
数
回
開
催
さ
れ
、
海
外
招
請
者
や
基
調
講
演
者
、

事
務
局
員
の
構
成
、
業
務
分
担
、
大
会
ま
で
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
、
企

画
案
な
ど
に
つ
い
て
協
議
を
進
め
て
い
る
。
今
回
は
現
時
点
で
決
定

し
て
い
る
開
催
趣
意
書
な
ど
を
掲
載
す
る
。

　

な
お
、
三
月
十
四
日
付
け
に
て
天
台
宗
宗
務
総
長
に
就
任
し
た
杜

多
道
雄
総
長
に
つ
い
て
は
、
前
木
ノ
下
寂
俊
宗
務
総
長
の
後
任
と
し

て
、
日
本
宗
教
代
表
者
会
議
の
事
務
総
長
に
就
任
す
る
こ
と
が
常
任

委
員
に
承
認
さ
れ
た
。
三
月
二
十
九
日
に
開
催
さ
れ
た
事
務
局
会
議

に
出
席
し
た
杜
多
総
長
は
「
比
叡
山
宗
教
サ
ミ
ッ
ト
30
周
年
記
念
の

行
事
が
無
事
に
開
催
で
き
る
よ
う
全
力
を
傾
注
し
て
い
き
た
い
」
と

抱
負
を
述
べ
ら
れ
た
。

事務総長就任の挨拶をする杜多総長

事務局会議の様子

比叡山宗教サミット30周年記念
『世界宗教者平和の祈りの集い』

日程
２日間

日 時間 内　　容 場　　所

第
１
日
目

８月３日
（木）

13：30 開会式典 国立京都国際会館
14：00 記念講演 国立京都国際会館
15：30 シンポジウム 国立京都国際会館

夕刻 鎮魂の祈りセレモニ
ー 青蓮院門跡（青龍殿）

第
２
日
目

８月４日
（金）

10：00 分科会１ 国立京都国際会館
10：00 分科会２ 国立京都国際会館
午後 平和の祈り 比叡山延暦寺

夕刻 レセプション びわ湖大津プリンス
ホテル
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比叡山宗教サミット30周年記念「世界宗教者平和の祈りの集い」
開 催 趣 意 書

　1987年８月世界の宗教指導者が比叡山上に集い「比叡山宗教サミット・世界宗教者平和の祈
りの集い」を開催し、共に世界平和のため真摯な祈りを神仏に捧げました。そして、比叡山メ
ッセージを発信し「宗教者は常に弱者の側に立つことを心がけねばならない」と誓いました。
　科学技術の発展は止まるところを知らず、利便性は飛躍的に向上しましたが、一方では生命
倫理を脅かすところまで進んでいます。さらに、グローバル化の波は地球の隅々まで及ぼうと
しており、人間の飽くことのない欲望は巨大な資本主義社会を生み、しばしば公正な富の分配
を拒んでいます。その結果、政治、経済、教育、医療などいろいろな面で差別に苦しんでいる
人々が少なくありません。また、同じ先進国内部でも格差が進行しています。このような富の
偏在や差別の増長は怒りや憎悪の拡大につながり、テロの温床となり得る状況となっていると
いえます。
　特にシリア内戦をはじめ、近年の中東の不安定な政治情勢の影響は、北アフリカまで及び、
大量な難民や避難民を生んでおります。そのうえ、各地に宗教を標榜するテロ集団が組織され、
中東地域はもとよりヨーロッパやアジアでも、テロや破壊活動を繰り返しています。
　私たち宗教者は、宗教の名による暴力はもとより、暴力は如何なる理由があっても認めるこ
とはできません。しかし、これらの過激主義が台頭する背景については決して鈍感であっては
ならないのです。それゆえ宗教者はそれらの実相に目を背けることなく連帯して問題に取り組
む責任があります。
　世界平和を目指すには、お互いの価値観の多様性を認め、共に生きることによって良き友人
になることが近道であります。そして自分の宗教を大切にすると同様に、他者の宗教に敬意を
払うことが重要なのです。
　ところが、近年他者に対して排他的な空気が次第に強まり、世界各国でもそれを容認する政
治勢力が力を増しつつあります。
　けれども、人間が一人で生きられないように、国も一国だけでは文化的にも経済的にも豊か
に発展できません。また、宗教も相互の垣根を越えて対話し、共に時代の問題に取り組んでい
かなければ、その存在価値が問われるでしょう。
　2017年８月は比叡山宗教サミットが開催されて30周年を迎えます。今、私達の周囲にはかつ
てない分裂や孤立を誘発する、目に見えない力が働いているような気がしてなりません。その
力は世界が直面している貧困、飢餓、差別、人権、核拡散などの問題、さらに平穏に生きる人々
を震撼させるテロなどと密接な関係を持っています。
　私たち宗教者は、自ら深く問い、足らざるところを神仏に祈り、そして心を開いて相手の立
場に立たなくてはなりません。そして、国際機関と協調しながら従来にも増して私たちを取り
巻く問題に立ち向かい、平和のために働くことを決意し、ここに比叡山宗教サミット30周年記
念「世界宗教者平和の祈りの集い」を開催するものであります。

	 2016年10月５日
	 日本宗教代表者会議
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・テ ー マ
○全体テーマ

今こそ平和のために協調を
　　　〜分裂と憎悪を乗り越えて〜

○基調講演・シンポジウムテーマ
・テロと宗教
　　　〜暴力的過激主義に宗教者はどう立ち向かうか〜

○分科会テーマ
・核廃絶と原子力問題を考える
　　　〜オバマ大統領の広島での演説を受けて〜
・貧困の追放と教育の普及
　　　〜ノーベル平和賞受賞者マララさんの悲痛な叫びを聞いて〜

渉

常任委員会

事務次長運営委員会

顧問・相談役・参与

議長団

比叡山宗教サミット30周年記念「世界宗教者平和の祈りの集い」
日本宗教代表者会議組織図

事務総長

名誉議長
名誉顧問

比叡山メッセージ起草委員会

外
・
接
遇
部

儀
典
部

会
議
部

総
務
部

財
務
部
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比叡山宗教サミット30周年記念世界宗教者平和の祈りの集い

日本宗教代表者会議規約

１．本会議は日本宗教代表者会議（The	Japan	Conference	of	Religious	Representatives）
＝J.	C.	R.	R.	と称し事務局を比叡山延暦寺内に置く。

２．本会議は比叡山宗教サミット30周年記念世界宗教者平和の祈りの集いの主催団体と
して設置する。

３．本会議は日本宗教連盟及び日本宗教連盟協賛五団体の協力を得て前条の目的に賛同
する代表的宗教者をもって構成する。

４．本会議の運営をはかるため次の役員を置く。
（１）	 名誉議長	 １　名	 名誉顧問	 若干名
	 顧問	 若干名	 相談役	 若干名
	 参与	 若干名	 議長団	 若干名
	 常任委員	 若干名	 事務総長	 １　名
	 運営委員	 若干名	 事務次長	 ３　名
	 監事	 ３　名	 	
（２）	 イ、名誉議長・名誉顧問は本会議を代表する。

ロ、	顧問、相談役並びに参与は本会議の運営に助言を行う。
ハ、	議長団は比叡山宗教サミット30周年記念世界宗教者平和の祈りの集い
における会議を運営すると共に常任委員会に出席し助言を行う。

ニ、	常任委員は常任委員会を組織し本会議の業務を議決する。
ホ、	事務総長は本会議の事務を統理する。
へ、	運営委員は運営委員会を組織し常任委員会に提案する事項の立案及び
議決された事項の執行にあたる。

ト、	事務次長は事務総長を補佐し事務を推進する。
チ、	監事は本会議の業務並びに会計を監査する。

５．本会議は必要に応じて各種委員会並びに事務局に顧問・担当部を置くことができる。
６．本会議の経費は寄付金その他をもって充当する。
７．その他必要な事項は、常任委員会の議決を経て定めることができる。
８．本会議は所期の目的を達成した後、常任委員会の議決を経て解散する。
９．この規約は平成28年10月５日より施行する。
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二
月
二
十
五
日
（
土
）
よ
り
二
十
七
日
（
月
）
の
三
日
に
わ
た
り
、

教
師
研
修
会
（
天
台
宗
主
催
）
が
大
正
大
学
を
会
場
に
開
講
さ
れ
、

全
国
よ
り
九
十
三
名
が
受
講
し
た
。

　

Ｃ
群
は
、応
用
科
目
で
あ
り
、「
宗
典
」「
天
台
大
師
」「
伝
教
大
師
」

「
天
台
の
密
教
」
等
か
ら
構
成
さ
れ
る
教
理
中
心
の
講
義
と
な
っ
て

い
る
。

　

今
回
の
講
師
は
、
木
村
周
誠
、
木
内
堯
大
、
坂
本
道
生
、
柴
田
憲

良
の
各
先
生
が
担
当
さ
れ
、
受
講
者
に
わ
か
り
や
す
く
熱
心
に
講
義

さ
れ
た
。
ま
た
、
各
日
の
質
疑
応
答
で
は
、
助
言
者
と
し
て
多
田
孝

文
・
坂
本
廣
博
両
先
生
が
加
わ
り
、
受
講
者
か
ら
の
質
問
に
対
す
る

補
足
説
明
が
行
わ
れ
る
場
面
も
あ
っ
た
。

　

受
講
者
か
ら
は
、「
資
料
内
容
が
豊
富
で
充
実
し
て
お
り
、
後
々

の
参
考
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
。」、「
講
師
の
先
生
方
の
熱
意
が
非

常
に
感
じ
ら
れ
、
さ
ら
に
勉
強
し
た
い
、
調
べ
た
い
と
い
う
意
欲
が

沸
い
て
き
た
。」
な
ど
の
意
見
も
あ
り
、
大
変
有
意
義
な
講
義
に
な

っ
た
。

　

さ
て
、
本
年
三
月
三
十
一
日
を
以
て
僧
都
補
任
の
猶
予
期
間
が
終

わ
り
、
四
月
一
日
よ
り
僧
都
に
な
ろ
う
と
す
る
者
は
、
教
師
研
修
会

の
全
て
の
単
位
取
得
が
必
要
と
な
っ
た
。
僧
都
に
昇
補
を
申
請
さ
れ

る
方
は
、
教
師
研
修
会
全
三
十
単
位
の
取
得
が
補
任
条
件
と
な
る
た

め
、
ご
理
解
の
上
、
研
修
会
受
講
の
ご
予
定
を
検
討
し
て
い
た
だ
き

た
い
。（
た
だ
し
、
嗣
講
以
上
の
学
階
を
有
す
る
者
、
総
本
山
の
十

二
年
籠
山
僧
は
そ
の
条
件
が
免
除
さ
れ
る
）

教
学
部

教
学
課

平
成
二
十
八
年
度　

教
師
研
修
会
Ｃ
群
大
正
大
学
会
場
開
催
報
告

実
施
会
場

︻
Ａ
群
︼

開
催
地
：
東
京
都　

大
正
大
学

開
催
期
日
：
平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
四
日（
土
）〜
二
十
六
日（
月
）

担
当
講
師
：
木
村
周
誠
・
木
内
堯
大
・
吉
田
慈
順
・
柴
田
憲
良

︻
Ｂ
群
︼

開
催
地
：
東
京
都　

大
正
大
学

開
催
期
日
：
平
成
三
十
年
二
月
二
十
四
日
（
土
）
〜
二
十
六
日
（
月
）

担
当
講
師
：
神
達
知
純
・
寺
本
亮
晋
・
張
堂
興
昭
・
長
谷
川
裕
峰

︻
Ｃ
群
︼

開
催
地
：
金
沢
市　

金
沢
勤
労
者
プ
ラ
ザ

開
催
期
日
：
平
成
二
十
九
年
五
月
二
十
六
日（
金
）〜
二
十
八
日（
日
）

担
当
講
師
：
寺
本
亮
晋
・
張
堂
興
昭
・
坂
本
道
生
・
宮
部
亮
侑

開
催
地
：
郡
山
市　

郡
山
ビ
ュ
ー
ホ
テ
ル

開
催
期
日
：
平
成
二
十
九
年
十
月
四
日
（
水
）
〜
六
日
（
金
）

担
当
講
師
：
鈴
木
行
賢
・
栁
澤
正
志
・
吉
田
慈
順
・
井
上
智
裕

開
催
地
：
岡
山
市　

岡
山
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

開
催
期
日
：
平
成
三
十
年
三
月
二
十
六
日
（
月
）
〜
二
十
八
日
（
水
）

担
当
講
師
：
桑
谷
祐
顕
・
小
林
順
彦
・
長
谷
川
裕
峰
・
柴
田
憲
良
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社
会
部

社
会
課

第
三
十
三
期　

天
台
宗
仏
教
章
第
二
教
程
講
習
会　

開
催
報
告

　

一
日
目
は
、『
天
台
宗
に
つ
い
て
、
天
台

宗
の
教
義
』
と
『
家
庭
勤
行
と
仏
壇
の
荘
厳
』

の
二
つ
の
講
義
が
行
わ
れ
た
。
天
台
宗
の
基

礎
知
識
と
し
て
、
総
本
山
比
叡
山
延
暦
寺
や

宗
祖
伝
教
大
師
の
教
え
、
ま
た
根
本
経
典
と

な
る
法
華
経
に
つ
い
て
の
講
義
を
行
い
、
家

庭
勤
行
で
は
、
勤
行
に
必
要
な
物
や
仏
壇
が

無
い
場
合
の
お
勤
め
作
法
に
つ
い
て
説
明
さ

れ
た
。

　

二
日
目
は
、
阿
弥
陀
堂
に
て
坐
禅
止
観
と

朝
座
勤
行
を
行
い
、
浄
土
院
を
参
拝
。
朝
食

後
に
は『
釈
尊
の
生
涯
』ビ
デ
オ
視
聴
と『
伝

教
大
師
の
伝
記
』
の
講
義
が
行
わ
れ
た
。
午

後
は
東
塔
、
西
塔
を
中
心
に
諸
堂
巡
拝
を
行

い
、
居
士
林
に
帰
着
後
は
『
仏
歌
に
よ
る
勤

行
・
仏
教
讃
歌
』
の
講
義
が
行
わ
れ
た
。

　

最
終
日
は
午
前
三
時
よ
り
一
日
回
峰
行
が

行
わ
れ
た
。
居
士
林
を
出
発
し
、
横
川
・
元

　

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
七
日
（
月
）
か
ら
二
十
九
日
（
水
）
の
二
泊
三
日
の
日
程
で
、
比
叡
山
延
暦
寺
居
士
林
を
会
場
に
、
天
台
宗
ス
カ
ウ

ト
連
合
協
議
会
が
主
催
す
る
「
天
台
宗
仏
教
章
第
二
教
程
講
習
会
」
が
開
催
さ
れ
た
。
こ
の
講
習
会
は
、
日
本
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
・
ガ
ー
ル
ス
カ

ウ
ト
連
盟
が
定
め
る
宗
教
章
の
一
つ
で
あ
る
「
仏
教
章
」
取
得
の
一
課
程
と
し
て
行
わ
れ
て
お
り
、
第
三
十
三
期
と
な
る
今
回
は
、
全
国
よ
り
合

計
二
十
七
名
の
ス
カ
ウ
ト
が
参
加
し
た
。
講
習
会
で
は
天
台
宗
の
教
義
や
伝
教
大
師
の
教
え
、
仏
教
讃
歌
の
他
、
通
常
の
居
士
林
研
修
と
同
様
に
、

朝
夕
の
勤
行
や
坐
禅
止
観
、
食
事
作
法
、
最
終
日
に
は
回
峰
行
の
実
習
が
行
わ
れ
た
。

三
大
師
堂
に
て
法
楽
、
日
吉
大
社
ま
で
下
り

宗
務
庁
に
て
朝
食
休
憩
、
無
動
寺
坂
を
上
り

明
王
堂
を
経
由
し
て
、
約
六
時
間
を
か
け
て

三
塔
巡
拝
を
行
っ
た
。
最
後
の
講
義
は
『
第

三
教
程
の
ア
プ
ロ
ー
チ
』
と
題
し
、
今
後
の

活
動
に
、
講
習
会
で
の
体
験
を
ど
の
よ
う
に

活
か
す
の
か
に
つ
い
て
講
義
が
行
わ
れ
た
。

　

普
段
の
生
活
と
は
異
な
る
居
士
林
で
の
生

活
、
食
事
作
法
に
最
初
は
緊
張
し
て
い
た
参

加
者
も
、
徐
々
に
緊
張
が
ほ
ぐ
れ
た
様
子
で
、

閉
講
式
で
は
上
級
班
長
を
つ
と
め
た
留
盛
彰

人
君
よ
り
「
こ
の
講
習
会
で
の
体
験
を
、
自

団
に
戻
り
後
輩
た
ち
に
伝
え
て
、
活
動
の
幅

を
広
げ
た
い
」
と
話
し
た
。

　

講
習
会
終
了
後
、
奉
仕
活
動
な
ど
三
ヶ
月

以
上
の
実
践
を
行
っ
た
ス
カ
ウ
ト
に
は
、
ボ

ー
イ
ス
カ
ウ
ト
日
本
連
盟
よ
り
「
仏
教
章
」

が
授
与
さ
れ
る
。
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天台宗や伝教大師について講義

食事作法・生飯作法を体験釈迦堂にて坐禅止観実習

午前３時より始まる回峰行上級班長へ記念品の贈呈

仏教讃歌・歌唱指導の様子
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祖
師
先
徳
鑽
仰

大
法
会
事
務
局

　

去
る
二
月
十
四
日
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派

本
山
本
願
寺
に
お
い
て
恵
心
僧
都
一
千
年
御

遠
忌
報
恩
法
要
を
厳
修
し
た
。
ま
た
、
同
十

七
日
に
は
浄
土
宗
総
本
山
知
恩
院
に
お
い
て

報
恩
法
要
が
執
り
行
わ
れ
た
。
今
回
の
法
要

は
、
昨
年
五
月
か
ら
比
叡
山
延
暦
寺
根
本
中

堂
で
厳
修
さ
れ
た
浄
土
門
に
よ
る
恵
心
僧
都

一
千
年
御
遠
忌
慶
讃
法
要
が
縁
で
合
同
法
要

が
実
現
し
た
。

　

十
四
日
浄
土
真
宗
本
願
寺
に
お
い
て
、
森

川
座
主
猊
下
と
本
願
寺
の
大
谷
光
淳
門
主
が

懇
談
さ
れ
た
後
に
、
本
願
寺
阿
弥
陀
堂
に
お

い
て
、
森
川
宏
映
天
台
座
主
猊
下
を
大
導
師

に
、
延
暦
寺
と
本
願
寺
の
出
仕
僧
に
よ
り
合

同
の
念
仏
法
要
が
執
り
行
わ
れ
、
約
一
千
名

の
随
喜
者
が
あ
っ
た
。
法
要
に
先
立
ち
、「
往

生
要
集
の
念
仏
と
そ
の
実
践
」
を
テ
ー
マ
と

し
て
、
延
暦
寺
一
山
求
法
寺
住
職
武
覚
超
勧

学
大
僧
正
と
龍
谷
大
学
名
誉
教
授
で
本
願
寺

派
宗
学
院
講
師
の
浅
田
恵
真
勧
学
が
講
演
さ

れ
多
く
の
参
加
者
が
あ
っ
た
。

祖
師
先
徳
鑽
仰
大
法
会
ニ
ュ
ー
ス

恵
心
僧
都
一
千
年
御
遠
忌
報
恩
法
要
を
知
恩
院
と
本
願
寺
に
お
い
て
厳
修

　

ま
た
、
十
七
日
浄
土
宗
総
本
山
知
恩
院
に

お
い
て
森
川
座
主
猊
下
と
浄
土
門
主
の
伊
藤

唯
真
猊
下
が
懇
談
さ
れ
た
後
に
、
知
恩
院
法

然
上
人
御
堂
で
恵
心
僧
都
一
千
年
御
遠
忌
報

恩
法
要
が
厳
修
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
伊
藤
唯

真
猊
下
に
よ
る
恵
心
僧
都
の
教
え
を
テ
ー
マ

と
し
た
法
話
が
あ
り
約
六
百
名
の
参
加
者
が

あ
っ
た
。
両
日
と
も
予
想
を
遙
か
に
超
え
る

参
加
者
が
あ
り
堂
内
は
念
仏
を
唱
え
る
声
が

響
き
渡
っ
た
。

浄土宗知恩院法然上人御堂に於いて 浄土真宗本願寺阿弥陀堂に於いて
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「
一
寺
報
恩
」
認
定
事
業

祖
師
先
徳
鑽
仰

大
法
会
事
務
局

「
一
寺
報
恩
」認
定
事
業（
敬
称
略
）

【
納
骨
堂
新
築
工
事
・
境
内
地
整
備
事
業
】

教　

区	

九
州
東
教
区

寺
院
名	

圓
壽
寺

住　

職	

秦　

順
道

【
栗
山
観
音
堂
屋
根
修
復
】

教　

区	

茨
城
教
区

寺
院
名	

佛
性
寺

住　

職	

大
林
安
司

【
み
ま
も
り
地
蔵
尊
建
立
】

教　

区	

群
馬
教
区

寺
院
名	

長
安
寺

住　

職	

林　

廣
怜

【
本
堂
・
客
殿
・
寺
務
所
・	

	

庫
裏
新
築
工
事
】

教　

区	

埼
玉
教
区

寺
院
名	

清
泰
寺

住　

職	

永
橋
文
彰

【
会
館（
客
殿
）新
築
・
外
ト
イ
レ
新
築
】

教　

区	

群
馬
教
区

寺
院
名	

金
藏
寺

住　

職	

濵
田　

孝
暁

【
境
内
・
参
道
改
修
事
業
】

教　

区　

滋
賀
教
区

寺
院
名　

長
壽
寺

住　

職　

長
山　

慈
信

平
成
二
十
九
年
四
月
三
日
現
在
認
定
さ
れ
た
事

業
を
左
記
に
掲
載
い
た
し
ま
し
た
。（
認
定
順
）
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災
害
対
策

本

部

東
日
本
大
震
災
物
故
者
慰
霊
七
回
忌
法
要
報
告

　

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
、
東
日
本
を
襲
っ
た
未
曽
有
の
大
震
災
か
ら
、
本
年
は
六
年
目
と
な
る
こ
と
か
ら
、
天
台
宗
災
害
対
策
本
部
で
は

去
る
三
月
六
日
、陸
奥
教
区
中
尊
寺
に
お
い
て
、森
川
宏
映
天
台
座
主
猊
下
を
大
導
師
に
お
迎
え
し
、「
東
日
本
大
震
災
物
故
者
慰
霊
七
回
忌
法
要
」

を
執
り
行
っ
た
。

　

同
日
の
法
要
に
先
立
ち
、
午
前
十
時
よ
り
、

中
尊
寺
本
堂
横
に
建
立
さ
れ
た
「
東
日
本
大

震
災
慰
霊
碑
開
眼
法
要
」
が
、
同
寺
山
田
俊

和
貫
首
を
御
導
師
に
、
天
台
宗
参
務
、
延
暦

寺
内
局
、
中
尊
寺
一
山
住
職
出
仕
の
も
と
執

り
行
わ
れ
た
。

　

慰
霊
碑
に
は
、
震
災
で
亡
く
な
ら
れ
た

方
々
の
慰
霊
者
名
簿
と
、
被
災
三
県
（
岩
手

県
・
宮
城
県
・
福
島
県
）
の
海
岸
か
ら
集
め

ら
れ
、
そ
の
一
つ
ひ
と
つ
に
山
田
貫
主
が
鎮

魂
の
思
い
を
込
め
て
梵
字
を
揮
毫
し
た
多
く

の
石
、
そ
し
て
、
中
尊
寺
山
内
の
僧
侶
が
写

経
し
た
『
般
若
心
経
』
が
納
め
ら
れ
た
。

　

な
お
、
同
寺
「
讃
衡
蔵
」
に
お
い
て
は
、

震
災
発
生
当
時
か
ら
現
地
で
精
力
的
に
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
を
行
っ
て
き
た
、
天
台
仏
教

青
年
連
盟
の
会
員
三
十
八
名
に
よ
る
「
東
日

本
大
震
災
物
故
者
慰
霊
法
華
経
読
誦
会
」
も

奉
修
さ
れ
た
。

　

午
後
一
時
よ
り
、
森
川
宏
映
天
台
座
主
猊

下
を
大
導
師
、
山
田
俊
和
中
尊
寺
貫
首
並
び

に
、
藤
里
明
久
毛
越
寺
住
職
を
副
導
師
に
、

各
教
区
宗
務
所
長
が
出
仕
し
、「
東
日
本
大

震
災
物
故
者
慰
霊
七
回
忌
法
要
」
を
厳
修
。

　

同
法
要
に
は
、
天
台
宗
内
役
職
員
、
延
暦

寺
役
員
、
宗
機
顧
問
、
宗
議
会
議
員
、
陸
奥

教
区
・
茨
城
教
区
の
寺
院
住
職
、
震
災
物
故

者
遺
族
の
方
々
が
参
列
し
た
。

　

読
経
の
中
、
天
台
宗
宗
務
総
長
代
理
・
阿

部
昌
宏
参
務
、
小
堀
光
實
延
暦
寺
執
行
、
西

郊
良
光
宗
機
顧
問
、
小
川
晃
豊
宗
議
会
議
長
、

青
木
幸
保
平
泉
町
長
、
遺
族
代
表
が
代
表
焼

森川宏映天台座主猊下御導師のもと「東日本大震災
物故者慰霊七回忌法要」を厳修。

お言葉を述べられる森川宏映天台座主猊下
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香
を
行
い
、
引
き
続
き
参
列
者
全
員
が
焼
香

し
、
犠
牲
者
の
冥
福
を
祈
り
手
を
合
わ
せ
た
。

　

法
要
の
中
で
、
森
川
宏
映
天
台
座
主
猊
下

は
『
法
華
経
如
来
寿
量
品
』
の
一
説
〈
常じ

ょ
う

懐え

悲ひ

感か
ん　

心し
ん

遂ず
い

醒し
ょ
う

悟ご

〉
を
引
用
さ
れ
、「
愛
す

る
人
々
を
理
不
尽
に
奪
わ
れ
た
方
々
は
、
心

に
深
い
悲
し
み
を
抱
い
て
今
日
ま
で
頑
張
っ

て
歩
き
続
け
ら
れ
て
き
た
と
思
う
。『
法
華

経
』
の
中
の
〈
常
懐
悲
感　

心
遂
醒
悟
〉
が

示
す
通
り
、
悲
し
み
の
中
に
あ
っ
て
も
大
事

な
人
の
面
影
は
い
つ
ま
で
も
見
守
っ
て
く
れ

る
。
再
び
希
望
に
満
ち
た
日
々
が
訪
れ
る
よ

う
に
皆
で
力
を
合
わ
せ
て
頑
張
る
こ
と
。
そ

の
こ
と
が
、
犠
牲
に
な
ら
れ
た
方
々
へ
の
何

よ
り
の
供
養
に
な
る
」
と
お
言
葉
を
述
べ
ら

れ
た
。

　

ま
た
、
天
台
宗
を
代
表
し
て
、
阿
部
昌
宏

総
務
部
長
が
木
ノ
下
寂
俊
宗
務
総
長
の
挨
拶

文
を
代
読
。

　
「
こ
の
法
要
で
一
つ
の
区
切
り
と
は
す
る

が
、
伝
教
大
師
さ
ま
の
一
隅
を
照
ら
す
と
い

う
み
教
え
の
も
と
、
今
後
も
苦
難
の
中
に
あ

る
方
々
に
対
し
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
や
心

の
ケ
ア
等
を
継
続
す
る
」
と
、
復
興
に
向
け

て
支
援
を
続
け
る
こ
と
を
誓
っ
た
。

中尊寺山田俊和貫首御導師による「東日本大震災慰
霊碑開眼法要」

天台宗を代表し、焼香を手向ける宗務総長代理・阿
部昌宏天台宗参務

天台仏教青年連盟による「東日本大震災物故者慰霊
法華経読誦会」
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こ
の
提
言
は
、
前
号
よ
り
教
師
の
皆
さ
ま
に
、
天
台
宗
が
綜
合

仏
教
に
根
ざ
し
た
宗
で
あ
る
こ
と
を
再
確
認
い
た
だ
け
る
よ
う
、

天
台
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
一
班
研
究
員
よ
り
四
宗
相
承
を
中
心

に
執
筆
い
た
だ
き
、
掲
載
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

今
号
は
「
円
戒
」
に
つ
い
て
、
張
堂
興
昭
研
究
員
に
ご
担
当
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　

今
後
も
、
研
究
セ
ン
タ
ー
一
班
研
究
員
が
法
華
円
教
、
円
戒
、

密
教
、
叡
山
浄
土
教
等
、
テ
ー
マ
別
に
日
本
天
台
の
要
諦
を
解
説

し
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
教
師
の
皆
さ
ま
よ
り
ご
意
見
を
頂
戴
で

き
れ
ば
幸
い
に
存
じ
ま
す
。

�

天
台
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー

　

円
戒
（
大
乗
戒
）
は
、
我
々
天
台
僧
の
根
幹
に
深
く
関
わ
っ
て
い

る
重
要
な
法
門
で
あ
る
。
こ
の
戒
め
を
日
々
意
識
し
、
自
己
に
照
ら

し
合
わ
せ
て
、
初
め
て
天
台
法
儀
に
一
貫
す
る
懺
悔
儀
礼
の
何
た
る

か
に
つ
い
て
知
ら
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
円
戒
を
意
識
す
る
生
活
の
中

に
自
ず
と
真
俗
一
貫
の
大
道
が
示
さ
れ
て
も
く
る
の
で
あ
る
。

　

今
回
、
円
戒
に
関
す
る
提
言
の
場
を
頂
い
た
。
本
来
で
あ
れ
ば
、

そ
の
内
容
に
関
す
る
提
言
を
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
前
段

階
と
し
て
、
伝
教
大
師
の
円
戒
独
立
運
動
の
経
緯
の
な
か
で
、
近
年

の
研
究
動
向
か
ら
、
宗
門
教
師
に
ぜ
ひ
と
も
必
要
と
思
わ
れ
る
史
料

が
存
在
す
る
の
で
、
こ
こ
に
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

天
台
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
一
班
提
言
（
円
戒
①
）

�

天
台
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
一
班
研
究
員

東
京
教
区
明
静
院
住
職

大
正
大
学
講
師
・
東
洋
大
学
講
師

　

張
堂　

興
昭

　

宗
祖
伝
教
大
師
の
入
滅
は
弘
仁
十
三
（
八
二
二
）
年
六
月
四
日
で

あ
る
。
こ
の
日
ま
で
に
大
師
畢
生
の
悲
願
で
あ
っ
た
比
叡
山
で
の
大

乗
戒
独
立
は
叶
わ
な
か
っ
た
。

　

大
師
の
最
晩
年
、
大
乗
戒
独
立
の
墨
勅
を
賜
る
べ
く
朝
廷
へ
提
出

さ
れ
た
度
重
な
る
願
い
は
、
奈
良
の
諸
大
寺
か
ら
強
硬
な
反
対
に
遭

い
、
加
え
て
大
師
の
病
状
も
次
第
に
悪
化
、
失
意
に
も
似
た
悲
し
み

の
な
か
で
、
つ
い
に
大
師
は
遷
化
さ
れ
る
。

　

こ
の
壮
絶
な
最
期
に
心
動
か
さ
れ
ぬ
者
は
な
く
、
初
七
日
に
あ
た

る
六
月
十
一
日
、
つ
い
に
大
乗
戒
独
立
の
允
許
が
下
さ
れ
た
の
で
あ

る
。

　

上
記
の
内
容
は
、
こ
れ
ま
で
宗
祖
大
師
の
生
涯
が
語
ら
れ
る
際
、

し
ば
し
ば
描
か
れ
て
き
た
大
師
入
滅
前
後
の
悲
愴
な
様
子
で
あ
る
。

ど
こ
か
私
た
ち
は
こ
の
悲
し
み
の
宗
祖
像
を
背
負
っ
て
生
き
て
い
る

感
す
ら
あ
る
。
む
ろ
ん
宗
祖
大
師
の
ご
生
涯
は
『
叡
山
大
師
伝
』
抜

き
に
論
ず
る
こ
と
は
出
来
ず
、
そ
こ
に
は
遷
化
の
二
十
日
ほ
ど
前
に
、

「
最
澄
、
心
形
久
し
く
労
し
て
、
一
生
こ
こ
に
窮
ま
れ
り
」
と
、
読

む
者
の
胸
に
迫
る
宗
祖
の
遺
言
が
蒐
録
さ
れ
、
六
月
四
日
の
遷
化
の

後
、
六
月
十
一
日
に
大
乗
戒
が
允
許
せ
ら
れ
た
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
「
良
医
は
す
で
に
去
れ
ど
も
、
美
薬
は
な
お
留
ま
る
」
と
い
っ

た
譬
喩
に
、
宗
祖
滅
後
の
勅
許
を
疑
う
者
は
な
く
、
古
来
学
者
の
支

持
を
得
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
通
説
に
一
石
を
投
ず
る
研
究
が
近
年
現
れ

天
台
宗
総
合�

研
究
セ
ン
タ
ー
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て
い
る
の
で
あ
る
。

　

佐
伯
有
清
氏
が
『
最
澄
と
空
海　

―
交
友
の
軌
跡
―
』
を
著
さ
れ

た
の
は
平
成
十
年
。
そ
の
な
か
で
佐
伯
氏
は
、「
主
だ
っ
た
門
弟
た

ち
に
後
事
を
す
べ
て
託
し
終
わ
っ
た
最
澄
の
心
は
、
澄
み
切
っ
て
い

た
で
あ
ろ
う
」
と
し
、
大
乗
戒
独
立
の
勅
許
を
「
最
澄
は
死
の
床
で

聞
い
て
い
た
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
佐
伯
氏
は
、

大
乗
戒
の
制
を
認
可
す
る
「
太
政
官
符
」
が
発
行
さ
れ
た
の
は
、

…
中
略
…
六
月
十
一
日
で
あ
っ
た
。
こ
の
日
に
勅
許
が
あ
っ
た

と
み
な
す
の
は
誤
り
で
あ
ろ
う
。
詔
勅
が
で
て
か
ら
一
―
四
ヵ

月
後
に
「
太
政
官
符
」
が
発
行
さ
れ
る
の
が
例
で
あ
っ
た
こ
と

か
ら
し
て
…
中
略
…
最
澄
の
上
表
申
請
に
対
す
る
允
許
の
詔
勅

が
出
さ
れ
て
の
ち
に
、「
太
政
官
符
」
が
発
行
さ
れ
た
と
考
え

る
の
が
自
然
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、『
日
本
後
紀
』
の
逸
文

記
事
で
あ
る
『
類
聚
国
史
』
巻
百
七
十
九
…
中
略
…
の
弘
仁
十

三
年
六
月
壬
戌
（
三
日
）
条
に
、
…
中
略
…
大
乗
戒
の
制
に
つ

い
て
「
之
を
許
す
」
と
あ
る
の
は
、
最
澄
の
死
の
前
日
の
六
月

三
日
に
、
勅
許
が
あ
っ
た
こ
と
を
正
確
に
伝
え
て
い
る
の
で
あ

る
。
勅
許
の
あ
っ
た
八
日
後
に
「
太
政
官
符
」
が
発
行
さ
れ
た

の
は
、
最
澄
の
入
滅
に
よ
っ
て
発
給
が
急
が
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
注
記
さ
れ
て
い
る
。

　

佐
伯
氏
と
い
え
ば
上
代
仏
教
思
想
史
、
と
り
わ
け
宗
祖
周
辺
の
天

台
宗
史
研
究
の
泰
斗
で
も
あ
る
。
そ
の
佐
伯
氏
が
、
こ
れ
ま
で
の
伝

教
大
師
に
関
す
る
ご
自
身
の
ご
研
究
を
基
に
、
一
般
読
者
向
け
に
著

さ
れ
た
の
が
右
の
著
作
で
あ
っ
た
。

　

私
は
数
年
前
、
教
師
研
修
会
が
立
ち
上
が
っ
た
当
初
の
講
義
の
場

で
、
参
加
者
に
こ
の
佐
伯
説
を
ご
存
じ
か
質
問
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

こ
の
と
き
百
数
十
名
を
数
え
た
受
講
者
の
ほ
ぼ
全
員
が
初
耳
で
、
一

様
に
相
当
な
衝
撃
を
受
け
て
い
た
。

　

そ
れ
も
そ
の
は
ず
、
こ
の
佐
伯
説
は
、
宗
徒
向
け
機
関
紙
や
布
教

関
係
の
紙
媒
体
等
に
一
行
た
り
と
も
触
れ
ら
れ
て
来
な
か
っ
た
の
で

あ
り
、
辛
う
じ
て
、
時
の
浅
草
寺
貫
首
、
清
水
谷
孝
尚
猊
下
が
佐
伯

説
に
よ
り
、
欣
々
然
長
年
の
胸
の
つ
か
え
が
下
り
た
、
と
『
浅
草
寺
』

誌
上
で
そ
の
喜
び
を
表
明
さ
れ
て
い
た
程
度
で
は
な
か
っ
た
か
。

　

そ
の
後
、
し
ば
ら
く
し
て
私
は
『
嵯
峨
天
皇
実
録
』
を
大
学
の
図

書
館
で
閲
読
し
た
と
き
、
暫
し
言
葉
を
失
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

六
月
三
日
、
僧
最
澄
ノ
法
願
ヲ
許
シ
、
天
台
法
花
宗
年
分
度
者

二
人
、
毎
年
三
月
桓
武
天
皇
国
忌
ノ
日
ヲ
以
テ
、
叡
山
ニ
於
テ

得
度
受
戒
セ
シ
ム
、
四
日
、
最
澄
寂
ス
、
天
皇
御
製
ア
リ
、
之

ヲ
哭
シ
給
フ

と
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
『
実
録
』
の
記
事
は
、
佐
伯
氏
が
見
出

さ
れ
た
『
類
聚
国
史
』
と
、
次
掲
す
る
『
歴
代
編
年
集
成
』
の
二
史

料
を
並
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
こ
れ
ら
の
史
料
を
扱

う
人
々
の
間
で
は
、
か
な
り
以
前
か
ら
大
乗
戒
の
允
許
は
宗
祖
入
滅

の
前
日
で
あ
っ
た
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
皮
肉

な
こ
と
に
、
本
家
本
元
の
天
台
宗
内
の
大
多
数
が
今
も
っ
て
、
た
と

え
ば
『
伝
教
大
師
和
讚
』
の
「
初
七
の
霊
儀
に
備
う
る
と　

…
（
中

略
）
…　

戒
壇
修
造
の
勅
下
る
」
の
一
節
な
ど
か
ら
、
そ
の
允
許
を

宗
祖
の
入
滅
後
と
信
じ
て
疑
わ
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
檀
信
徒
も

従
っ
て
い
る
と
い
う
現
状
な
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、『
歴
代
編
年
集
成
』
に
は
、

弘
仁
十
三
年
壬
寅
六
月
、参
議
左
大
弁
、藤
原
朝
臣
家
業

（
定
カ
）…

（
中

略
）
…
戒
壇
を
立
つ
べ
き
の
由
、
宣
旨
を
蒙
り
登
山
す
。
伝
教

大
師
、
喜
悦
に
耐
え
ず
。
七
寸
の
薬
師
像
一
体
、
太
刀
一
腰
、

多
羅
葉
薬
師
経
一
巻
を
以
て
、
こ
れ
に
与
う
。
今
の
日
野
の
本

仏
、
是
れ
な
り
、
々
々
。
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閏
六
月
四
日
、
大
師
入
滅
す
。
春
秋
五
十
六
な
り
。
…
以
下
略

（
原
漢
文
）

と
あ
り
、
大
師
は
六
月
三
日
の
時
点
で
、
大
乗
戒
允
許
を
勅
使
（
藤

原
家
宗
？
）
よ
り
耳
に
さ
れ
、
心
底
喜
ば
れ
た
と
あ
る
。
そ
の
喜
び

は
相
当
な
も
の
で
、
そ
の
労
に
酬
い
ん
と
家
宗
に
薬
師
像
等
を
与
え

た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
従
来
描
か
れ
て
き
た
失
意
の
最
期
に
あ
る
宗
祖
と
は
真
逆

の
、
悦
び
の
最
期
を
迎
え
ら
れ
た
宗
祖
像
が
あ
り
あ
り
と
見
え
て
く

る
で
は
な
い
か
。

　

ち
な
み
に
「
日
野
の
本
仏
」
と
は
、京
都
伏
見
日
野
の
法
界
寺
（
現

在
真
言
宗
。
伝
教
大
師
開
基
と
伝
わ
る
）
の
秘
仏
薬
師
如
来
像
の
胎

内
に
、
宗
祖
が
与
え
ら
れ
た
と
さ
れ
る
七
寸
（
一
説
に
は
三
寸
）
の

薬
師
像
が
納
め
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
真
偽
は
、

当
初
の
胎
内
仏
が
亡
失
し
、
ま
た
慈
覚
大
師
由
来
の
伝
承
等
も
あ
る

の
で
不
明
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
兎
も
角
と
し
て
、
右
史
料
が
昭
和
六
年
に
宗
務
庁
教
学
部

よ
り
刊
行
さ
れ
た
『
伝
教
大
師
御
事
蹟
誌
』
に
て
、『
尊
卑
分
脈
』

の
家
宗
伝
や
『
山
州
名
跡
志
』
と
い
っ
た
地
誌
に
も
大
同
小
異
で
確

認
さ
れ
る
こ
と
と
あ
わ
せ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
よ

う
。
そ
の
後
、
こ
れ
を
受
け
て
木
村
周
照
師
が
昭
和
三
十
六
年
に
著

さ
れ
た
『
伝
教
大
師
』
で
は
、
大
師
の
入
滅
を
め
ぐ
る
一
つ
の
異
説

と
し
て
、
こ
の
史
料
の
内
容
が
「
伝
説
」
扱
い
で
紹
介
さ
れ
、
先
の

『
類
聚
国
史
』
が
こ
の
伝
説
の
出
所
な
の
で
は
な
い
か
と
推
論
さ
れ

て
い
る
。
木
村
師
が
『
類
聚
国
史
』
の
記
事
を
突
き
止
め
て
い
た
こ

と
は
、
ま
さ
に
卓
識
と
い
う
よ
り
ほ
か
な
い
。

　

た
だ
惜
し
む
ら
く
は
、『
御
事
蹟
誌
』
の
編
者
逸
木
盛
照
師
、
そ

し
て
木
村
師
も
共
に
大
乗
戒
勅
許
は
、
大
師
遷
化
後
の
六
月
十
一
日
、

と
い
う
『
叡
山
大
師
伝
』
の
記
述
を
相
当
重
ん
じ
ら
れ
て
い
た
よ
う

で
あ
り
、
残
念
な
が
ら
佐
伯
氏
の
よ
う
な
見
地
に
立
た
れ
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
日
本
仏
教
思
想
史
研
究
の
権
威
で
あ
る
佐

伯
氏
が
、
史
料
と
し
て
信
頼
の
お
け
る
『
類
聚
国
史
』
に
着
目
さ
れ
、

広
く
一
般
読
者
に
向
け
て
宗
祖
入
滅
前
後
に
関
す
る
新
知
見
を
提
示

さ
れ
た
意
義
は
極
め
て
大
き
い
の
で
あ
る
。

　

結
び
に
、
木
村
師
が
「
伝
説
」
と
見
做
し
た
『
歴
代
編
年
集
成
』

の
記
事
で
あ
る
が
、
確
か
に
そ
の
編
纂
は
十
四
世
紀
と
か
な
り
時
代

が
下
る
の
で
あ
り
、
当
該
記
事
の
内
容
に
関
し
て
は
若
干
の
疑
問
点

（
先
の
胎
内
仏
の
件
や
、勅
使
が
藤
原
家
宗
（
当
時
六
歳
）
で
あ
る
等
）

も
感
じ
る
が
、
も
は
や
佐
伯
説
の
登
場
に
よ
っ
て
、
史
実
か
ら
乖
離

し
た
と
こ
ろ
の
思
い
込
み
で
描
か
れ
て
き
た
、
宗
祖
の
悲
愴
極
ま
り

な
い
最
期
を
語
る
く
ら
い
な
ら
、
む
し
ろ
史
実
か
ら
生
ま
れ
て
き
た

と
思
わ
れ
る
こ
の
「
伝
説
」（
否
、
事
実
か
も
し
れ
ぬ
）
を
、
我
々

は
布
教
の
現
場
等
で
大
い
に
宣
揚
し
、
宗
祖
鑽
仰
の
一
端
と
す
べ
き

で
は
な
か
ろ
う
か
。
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日

曜

内　
　
　
　

容

場　
　
　
　

所

１
日

水

門
跡
寺
住
職
推
薦
委
員
会

天
台
宗
務
庁

天
台
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
審
査
会

天
台
宗
務
庁

平
成
28
年
熊
本
地
震
災
害
復
興
支
援
金
査
定
委
員
会

天
台
宗
務
庁

比
叡
山
高
等
学
校
卒
業
式

比
叡
山
高
校

「
同
宗
連
」
第
３
回
第
３
連
絡
会
（
〜
２
日
）

リ
バ
テ
ィ
お
お
さ
か

全
日
仏
第
32
期
第
２
回
人
権
問
題
連
絡
協
議
会

明
照
会
館

２
日

木

祖
師
先
徳
鑽
仰
大
法
会
事
務
局
会
議

天
台
宗
務
庁

第
４
期
住
職
任
命
辞
令
親
授
式

滋
賀
院
・
天
台
宗
務
庁

「
同
宗
連
」
第
３
回
第
３
連
絡
会

リ
バ
テ
ィ
お
お
さ
か

部
落
解
放
同
盟
第
74
回
全
国
大
会
（
〜
３
日
）

大
阪
商
工
会
議
所
国
際
会
議
ホ
ー
ル

３
日

金

駒
込
高
等
学
校
卒
業
式

駒
込
学
園
体
育
館

浄
土
門
御
礼
挨
拶

知
恩
院
・
本
願
寺

神
奈
川
教
区
命
徳
寺
住
職
多
田
孝
正
大
僧
正
本
葬
儀

セ
レ
モ
ニ
ー
ホ
ー
ル　

富
士
見
斎
場

群
馬
教
区
一
隅
を
照
ら
す
運
動
年
次
大
会

ホ
テ
ル
天
坊

部
落
解
放
同
盟
第
74
回
全
国
大
会

大
阪
商
工
会
議
所
国
際
会
議
ホ
ー
ル

大
法
会
北
総
教
区
特
別
勧
募
挨
拶
廻
り

北
総
教
区

４
日

土

大
法
会
滋
賀
教
区
特
別
勧
募
挨
拶
廻
り

滋
賀
教
区

５
日

日

第
84
回
自
由
民
主
党
大
会
・
特
別
表
彰

グ
ラ
ン
ド
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル
新
高
輪

東
日
本
大
震
災
物
故
者
慰
霊
七
回
忌
法
要
並
び
に
復
興
祈
願
法
要

福
島
教
区
宗
務
所

６
日

月

東
日
本
大
震
災
七
回
忌
法
要

中
尊
寺

７
日

火

局
議

天
台
宗
務
庁

天
台
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
審
査
会

天
台
宗
務
庁

無
住
職
寺
院
及
び
兼
務
住
職
寺
院
教
会
対
策
委
員
会

天
台
宗
務
庁

「
同
宗
連
」
第
３
回
第
４
連
絡
会

曹
洞
宗

８
日

水

第
93
回
宗
務
所
長
会
議
（
〜
９
日
）

天
台
宗
務
庁

「
同
宗
連
」
第
３
回
第
２
連
絡
会

世
界
救
世
教
い
づ
の
め
教
団

９
日

木

第
93
回
宗
務
所
長
会
議

天
台
宗
務
庁

10
日

金

一
隅
を
照
ら
す
運
動
教
区
本
部
事
務
局
長
会
議

天
台
宗
務
庁

叡
山
学
院
運
営
協
議
委
員
会

叡
山
学
院

天台宗務庁公務日誌
� ３月-１
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宗
団
の
動
き

日

曜

内　
　
　
　

容

場　
　
　
　

所

11
日

土

北
総
教
区
一
隅
を
照
ら
す
運
動
推
進
大
会

千
葉
県
東
総
文
化
会
館

東
日
本
大
震
災
七
回
忌
法
要

延
暦
寺

12
日

日

13
日

月

一
隅
チ
ャ
ン
ネ
ル
撮
影

京
都
教
区
真
正
極
楽
寺

延
暦
寺
大
護
摩

延
暦
寺
峰
道

14
日

火

局
議

天
台
宗
務
庁

課
長
会
議

天
台
宗
務
庁

宗
務
総
長
選
挙
選
挙
会

天
台
宗
務
庁

叡
山
学
院
卒
業
証
書
授
与
式

叡
山
学
院

15
日

水

新
内
局
任
命
式

滋
賀
院

新
内
局
記
者
会
見

天
台
宗
務
庁

局
議

天
台
宗
務
庁

新
内
局
挨
拶
廻
り

延
暦
寺

16
日

木

部
課
長
会
議

天
台
宗
務
庁

三
十
三
間
堂
参
進
閣
竣
功
慶
讃
法
要

三
十
三
間
堂

17
日

金

局
議

天
台
宗
務
庁

18
日

土

19
日

日

20
日

月

（
祝
日
）
春
分
の
日

21
日

火

22
日

水

庁
内
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
委
員
会

天
台
宗
務
庁

庁
内
広
報
委
員
会

天
台
宗
務
庁

「
同
宗
連
」
第
５
回
役
員
会

天
台
宗
務
庁

「
同
宗
連
」
広
報
委
員
会
打
合
せ

天
台
宗
務
庁

「
同
宗
連
」
第
４
回
常
任
会
議

天
台
宗
務
庁

23
日

木

陸
奥
教
区
毛
越
寺
名
誉
住
職
南
洞
頼
教
大
僧
正
本
葬
儀

陸
奥
教
区
毛
越
寺

第
52
回
天
台
青
少
年
比
叡
山
の
集
い
第
一
回
企
画
委
員
会

東
京
教
区
宗
務
所

天台宗務庁公務日誌
� ３月-２
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日

曜

内　
　
　
　

容

場　
　
　
　

所

24
日

金

天
台
宗
典
編
纂
所
編
纂
委
員
会

天
台
宗
務
庁

教
師
研
修
会
Ｂ
群
第
３
会
場
（
〜
26
日
）

叡
山
学
院

「
同
宗
連
」
第
４
回
第
１
連
絡
会

真
言
宗
御
室
派

25
日

土

教
師
研
修
会
Ｂ
群
第
３
会
場
（
〜
26
日
）

叡
山
学
院

26
日

日

教
師
研
修
会
Ｂ
群
第
３
会
場

叡
山
学
院

27
日

月

祖
師
先
徳
鑽
仰
大
法
会
事
務
局
会
議

天
台
宗
務
庁

新
内
局
挨
拶
廻
り

青
蓮
院
・
曼
殊
院
・
三
千
院

天
台
宗
ス
カ
ウ
ト
連
合
協
議
会
仏
教
章
第
２
教
程
講
習
会
（
〜
29
日
）

居
士
林

28
日

火

局
議

天
台
宗
務
庁

課
長
会
議

天
台
宗
務
庁

部
課
長
会
議

天
台
宗
務
庁

天
台
宗
ス
カ
ウ
ト
連
合
協
議
会
仏
教
章
第
２
教
程
講
習
会
（
〜
29
日
）

居
士
林

29
日

水

春
秋
社
来
庁

天
台
宗
務
庁

天
台
宗
ス
カ
ウ
ト
連
合
協
議
会
仏
教
章
第
２
教
程
講
習
会

居
士
林

延
暦
寺
学
園
理
事
会
・
評
議
員
会

比
叡
山
高
校

日
本
宗
教
代
表
者
会
議
第
３
回
事
務
局
会
議

立
正
佼
成
会
京
都
教
会

30
日

木

書
記
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ

天
台
宗
務
庁

嘱
託
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ

天
台
宗
務
庁

新
内
局
挨
拶
廻
り

寛
永
寺
・
浅
草
寺
・
大
正
大
学

31
日

金

念
法
眞
教
来
庁

総
長
応
接
室

新
内
局
挨
拶
廻
り

毘
沙
門
堂
・
妙
法
院
・
天
台
寺
門
宗

平
成
28
年
度
特
別
会
計
閉
鎖

天台宗務庁公務日誌
� ３月-３
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宗
団
の
動
き

日

曜

内　
　
　
　

容

場　
　
　
　

所

１
日

土

大
正
大
学
入
学
式

大
正
大
学

近
畿
教
区
一
隅
を
照
ら
す
運
動
推
進
大
会

近
畿
教
区
興
善
寺

新
年
度
開
始

２
日

日

３
日

月

職
員
辞
令
伝
達

天
台
宗
務
庁

局
議

天
台
宗
務
庁

部
課
長
会
議

天
台
宗
務
庁

４
日

火

課
長
会
議

天
台
宗
務
庁

平
成
29
年
度
天
台
宗
寺
庭
婦
人
連
合
会
会
計
監
査

天
台
宗
務
庁

平
成
29
年
度
天
台
宗
寺
庭
婦
人
連
合
会
理
事
会

天
台
宗
務
庁

御
修
法
（
初
日
）

延
暦
寺

５
日

水

「
同
宗
連
」
２
０
１
６
年
度
会
計
監
査

天
台
宗
務
庁

御
修
法

延
暦
寺

叡
山
学
院
入
学
式

叡
山
学
院

新
内
局
挨
拶
廻
り

浄
土
真
宗
大
谷
派
・
臨
済
宗
妙
心
寺
派

６
日

木

天
台
宗
ス
カ
ウ
ト
連
合
協
議
会
平
成
29
年
度
定
例
理
事
会

天
台
宗
務
庁

新
内
局
挨
拶
廻
り

四
天
王
寺
・
高
野
山
真
言
宗

御
修
法

延
暦
寺

天
台
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
３
班
班
会
議

大
正
大
学

７
日

金

御
修
法
（
中
日
）

延
暦
寺

８
日

土

駒
込
中
学
校
・
高
等
学
校
入
学
式

駒
込
学
園
体
育
館

御
修
法

延
暦
寺

一
宗
感
謝
日
（
仏
降
誕
会
）

９
日

日

御
修
法

延
暦
寺

10
日

月

第
37
回
「
同
宗
連
」
総
会

し
ん
ら
ん
交
流
館

御
修
法
満
散
夕
食
会

延
暦
寺

御
修
法

延
暦
寺

天台宗務庁公務日誌
� ４月-１
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日

曜

内　
　
　
　

容

場　
　
　
　

所

11
日

火

局
議

天
台
宗
務
庁

部
課
長
会
議

天
台
宗
務
庁

御
修
法
（
結
願
）

延
暦
寺

12
日

水

13
日

木

天
台
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
Ｅ
班
班
会
議

天
台
宗
務
庁

天
台
宗
保
護
司
会
・
民
生
委
員
・
児
童
委
員
・
主
任
児
童
委
員
会
合
同
役
員
会

天
台
宗
務
庁

14
日

金

山
王
祭
参
列

日
吉
大
社

山
王
祭
休
庁

15
日

土

16
日

日

17
日

月

新
内
局
挨
拶
廻
り

日
蓮
宗
・
全
日
本
仏
教
会　

他

18
日

火

新
内
局
挨
拶
廻
り

日
光
輪
王
寺
・
孝
道
教
団

19
日

水

課
長
会
議

天
台
宗
務
庁

天
台
宗
人
権
擁
護
委
員
会
会
計
監
査

天
台
宗
務
庁

パ
ン
ニ
ャ
メ
ッ
タ
・
サ
ン
ガ
日
本
委
員
会
来
庁

天
台
宗
務
庁

天
台
宗
人
権
擁
護
委
員
会
役
員
会

天
台
宗
務
庁

熊
本
地
震
一
周
忌

九
州
西
西
巖
殿
寺

20
日

木

埼
玉
教
区
一
隅
を
照
ら
す
運
動
推
進
大
会

ク
レ
ア
こ
う
の
す

全
日
本
仏
教
会
広
報
委
員
会

産
経
新
聞
東
京
本
社

21
日

金

局
議

天
台
宗
務
庁

中
央
教
師
選
考
会

天
台
宗
務
庁

22
日

土

23
日

日

陸
奥
教
区
毛
越
寺
藤
里
明
久
住
職
晋
山
式

陸
奥
教
区
毛
越
寺

24
日

月

祖
師
先
徳
鑽
仰
大
法
会
事
務
局
会
議

天
台
宗
務
庁

庁
内
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
委
員
会

天
台
宗
務
庁

庁
内
広
報
委
員
会

天
台
宗
務
庁

天
台
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
総
合
企
画
会
議

天
台
宗
務
庁

天台宗務庁公務日誌
� ４月-２
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宗
団
の
動
き

日

曜

内　
　
　
　

容

場　
　
　
　

所

第
52
回
天
台
青
少
年
比
叡
山
の
集
い
第
１
回
実
行
委
員
会

東
京
教
区
宗
務
所

第
１
回
「
同
宗
連
」
役
員
会

浄
土
真
宗
本
願
寺
派

25
日

火

局
議

天
台
宗
務
庁

日
中
友
好
天
台
宗
協
会
会
計
監
査

天
台
宗
務
庁

日
中
友
好
天
台
宗
協
会
理
事
会

天
台
宗
務
庁

天
台
宗
国
際
平
和
宗
教
協
力
協
会
会
計
監
査

天
台
宗
務
庁

天
台
宗
国
際
平
和
宗
教
協
力
協
会
理
事
会

天
台
宗
務
庁

平
成
29
年
度
第
１
回
天
台
仏
教
青
年
連
盟
代
議
員
会

天
台
宗
務
庁

部
課
長
会
議

天
台
宗
務
庁

第
１
期
行
院
開
院
式

比
叡
山
行
院

26
日

水

書
記
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ

天
台
宗
務
庁

嘱
託
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ

天
台
宗
務
庁

新
内
局
挨
拶
廻
り

真
言
宗
智
山
派
・
浄
土
宗　

他

27
日

木

天
台
宗
典
編
纂
所
史
傅
部
編
纂
会
議

天
台
宗
務
庁

日
本
宗
教
代
表
者
会
議
第
４
回
事
務
局
会
議

し
ん
ら
ん
交
流
館

28
日

金

新
内
局
挨
拶
廻
り

東
京
方
面

29
日

土

（
祝
日
）
昭
和
の
日

30
日

日

平
成
28
年
度
通
常
会
計
閉
鎖

天台宗務庁公務日誌
� ４月-３
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「
布
教
」
と
は
、
自
己
が
信
奉
す
る
宗

教
や
信
仰
を
他
人
に
教
え
弘
め
る
こ
と
を

い
う
と
さ
れ
る
が
、
仏
教
で
も
釈
迦
の
伝

道
活
動
以
来
、
布
教
が
綿
々
と
な
さ
れ
て

き
た
。
そ
の
布
教
伝
道
に
は
、
個
人
も
し

く
は
一
定
の
少
数
者
が
、
相
手
に
対
し
て

個
人
的
に
直
接
教
え
を
説
く
形
の
も
の
や
、

一
般
大
衆
を
相
手
に
集
会
を
開
い
て
行
う

大
衆
的
布
教
、
さ
ら
に
は
文
書
伝
道
や
視

聴
覚
的
材
料
を
用
い
る
様
式
な
ど
、
さ
ま

ざ
ま
な
布
教
伝
道
の
方
法
が
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
、
か
つ
て
慈
覚
大
師
が
唐
都

の
長
安
で
実
際
に
見
聞
し
た
俗
講
や
各
地

で
見
た
講
経
を
は
じ
め
、『
高
僧
伝
』
類

な
ど
を
手
が
か
り
と
し
て
、
仏
教
が
民
衆

化
し
て
い
っ
た
中
国
で
の
当
時
の
布
教
伝

道
の
あ
り
よ
う
を
振
り
返
り
、
そ
の
中
に

今
日
の
布
教
伝
道
の
あ
り
方
と
方
向
性
へ

の
何
ら
か
の
ヒ
ン
ト
を
探
る
こ
と
が
で
き

れ
ば
、
と
の
思
い
で
大
ざ
っ
ぱ
な
一
文
を

成
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

一
、
開
教
史
上
に
お
け
る
布
教
伝
道

　

布
教
伝
道
と
は
、
教
え
を
説
く
人
の
脚

と
口
に
載
り
、
聞
く
人
の
耳
を
通
じ
て
社

会
に
広
ま
っ
て
い
く
過
程
と
も
い
え
る
と

い
う
。
こ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
宗
教
を
通
じ
る

開
教
史
の
一
段
階
で
あ
り
、
仏
教
と
て
そ

の
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
西
域
南
海
か
ら

中
国
に
伝
わ
っ
た
仏
教
は
、
経
典
が
漢
語

に
翻
訳
さ
れ
て
碩
徳
高
僧
お
よ
び
一
部
の

上
流
知
識
階
層
に
受
容
さ
れ
る
一
方
、
一

般
庶
民
の
間
に
は
、
初
め
は
人
々
の
耳
目

を
幻
惑
し
て
好
奇
心
を
挑
発
し
神
異
霊
験

を
示
し
て
そ
の
信
服
を
得
る
な
ど
と
い
っ

た
か
た
ち
で
浸
透
し
た
。
そ
れ
が
仏
教
の

教
え
が
説
か
れ
て
民
衆
に
受
容
さ
れ
る
段

階
に
行
き
着
く
に
は
、
布
教
伝
道
が
大
き

な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
っ
た
。

二
、
慈
覚
大
師
が
見
た
俗
講

　

慈
覚
大
師
の
入
唐
当
時
、
各
地
で
は
さ

か
ん
に
布
教
伝
道
が
行
わ
れ
て
い
た
。
そ

う
し
た
活
動
に
従
事
す
る
僧
侶
に
つ
い
て
、

　

化け

俗ぞ
く

法ほ
っ

師し

な
る
も
の
あ
り
。
本
国

の
飛ひ

教き
ょ
う

化け

師し

と
い
う
と
同
じ
な
り
。

世
間
の
無
常
と
苦
・
空
の
理
を
説
き
、

男
弟
子
・
女
弟
子
を
化
導
す
る
も
の

を
呼
ん
で
化
俗
法
師
と
い
う
な
り
。

と
大
師
は
い
っ
て
い
る
。
唐
に
は
化
俗
法

師
と
よ
ば
れ
る
日
本
で
は
飛
教
化
師
に
相

布
　
教
　
資
　
料
　（
二
）

布
教
伝
道
の
来
し
方
を
顧
み
て

�
天
台
宗
布
教
委
員
会
委
員　

齊　

藤　

圓　

眞

　

こ
の
資
料
は
、
布
教
師
の
皆
様
に
、
平
成
二
十
九
年
度
の
布
教
方
針

に
基
づ
い
て
布
教
を
実
践
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
布
教
委
員
会
が
作

成
し
、
ご
提
供
す
る
も
の
で
す
。

　

今
回
は
齊
藤
圓
眞
委
員
に
御
執
筆
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

今
後
皆
様
も
、
布
教
を
実
践
し
て
い
く
上
で
、
参
考
と
な
る
資
料
が

ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
ご
提
供
い
た
だ
き
た
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

�

天
台
宗
務
庁　

教
学
部　

布
教
課　
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当
す
る
僧
等
が
い
て
、
彼
ら
は
一
般
の
男

女
に
無
常
・
苦
・
空
の
理
を
説
法
し
化
導

し
て
ま
わ
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

経
・
論
・
律
・
記
・
疏
等
を
講
ず
る

も
の
を
名
づ
け
て
、
座
主
・
和
尚
・

大
徳
と
な
す
。
も
し
納
衣
し
て
収
心

す
れ
ば
呼
ん
で
禅
師
と
な
し
、
ま
た

道
者
と
な
す
。
律
を
持
す
る
こ
と
偏

に
多
な
る
も
の
は
律
大
徳
と
名
づ
け
、

講
ず
る
も
の
は
律
座
主
と
な
す
。

　

化
俗
法
師
と
は
、
専
門
的
な
講
経
の
座

の
主
で
あ
る
座
主
、
和
尚
、
質
素
な
袈
裟

を
身
に
つ
け
て
接
心
す
る
禅
師
、
そ
し
て

戒
律
を
よ
く
持
す
る
律
大
徳
や
律
を
講
じ

る
律
座
主
と
い
っ
た
僧
と
は
異
な
る
、
一

般
世
俗
社
会
を
相
手
に
法
を
説
い
て
ま
わ

る
僧
ら
を
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

慈
覚
大
師
は
、
比
叡
山
全
山
の
度
重
な

る
要
請
で
や
む
な
く
十
二
年
籠
山
を
半
ば

に
し
て
山
を
下
り
、法
隆
寺
で
『
法
華
経
』

を
講
じ
、四
天
王
寺
で
『
法
華
経
』
と
『
仁

王
経
』
を
三
ヶ
月
間
講
じ
た
が
、
こ
れ
は

い
わ
ば
講
経
座
主
と
し
て
で
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
。
そ
の
後
、
生
ま
れ
故
郷
の
下
野
に

向
か
い
、
さ
ら
に
脚
を
の
ば
し
て
震
災
と

疫
病
に
苦
し
む
東
北
を
巡
錫
し
た
が
、
こ

れ
は
飛
教
化
師
と
し
て
の
立
場
の
布
教
活

動
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

化
俗
法
師
に
つ
い
て
い
え
ば
、
晩
唐
に

は
高
度
な
教
理
的
内
容
の
理
解
と
把
握
に

も
す
ぐ
れ
、『
華
厳
経
』、『
法
華
経
』、『
涅

槃
経
』
な
ど
の
重
要
経
典
を
一
定
期
間
に

わ
た
っ
て
平
易
に
講
義
す
る
高
僧
も
出
現

し
た
の
で
あ
る
。
慈
覚
大
師
の
記
す
と
こ

ろ
に
よ
る
と
、
彼
ら
は
次
の
よ
う
な
僧
ら

で
あ
っ
た
。

（
長
安
城
内
）
左
右
街
の
七
寺
に
勅

し
て
俗
講
を
開
く
。
左
街
は
四
処
に

し
て
、
此
の
資
聖
寺
は
雲
花
寺
の
賜

紫
大
徳
海
岸
法
師
を
し
て『
花
厳
経
』

を
講
ぜ
し
む
。
保
寿
寺
は
左
街
の
僧

録
・
三
教
講
論
・
賜
紫
・
引
駕
大
徳

躰
虚
法
師
を
し
て
『
法
花
経
』
を
講

ぜ
し
む
。
菩
提
寺
は
招
福
寺
の
内
供

奉
・
三
教
講
論
大
徳
齊
高
法
師
を
し

て
『
涅
槃
経
』
を
講
ぜ
し
む
。
景
公

寺
は
光
影
法
師
を
し
て
講
ぜ
し
む
。

右
街
は
三
処
に
し
て
、
会
昌
寺
は
内

供
奉
・
三
教
講
論
・
賜
紫
・
引
駕
起

居
大
徳
文も

ん
じ
ょ
法
師
を
し
て『
法
花
経
』

を
講
ぜ
し
む
。
城
中
の
俗
講
、
此
の

法
師
を
第
一
と
な
す
。（
中
略
）
正

月
十
五
日
起
首
し
、
二
月
十
五
日
に

至
っ
て
罷や

む
。

　

皇
帝
の
勅
令
に
よ
る
国
家
主
催
の
俗
講

は
、
広
く
王
公
士
大
夫
か
ら
庶
民
ま
で
在

俗
者
一
般
を
対
象
と
し
、
俗
耳
に
入
り
や

す
く
平
易
に
経
文
が
説
か
れ
る
大
説
法
会

で
あ
っ
た
。
毎
年
正
月
十
五
日
か
ら
涅
槃

会
の
二
月
十
五
日
ま
で
の
一
ヶ
月
間
、
長

安
の
七
ヶ
寺
で
文

の
よ
う
な
講
経
の
達

人
で
化
俗
法
師
と
い
わ
れ
る
高
僧
ら
が
講

経
の
座
主
と
な
っ
て
行
わ
れ
、
多
く
の
聴

聞
参
会
者
を
集
め
た
の
だ
っ
た
。
文

な

ど
の
俗
講
僧
の
本
領
と
す
る
と
こ
ろ
は
、

深
遠
な
教
義
の
講
釈
を
し
な
が
ら
も
、
そ

の
中
に
人
々
の
興
味
を
ひ
く
因
縁
、
譬
喩
、

挿
話
、
伝
説
な
ど
を
巧
み
に
取
り
入
れ
る

も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　

こ
の
俗
講
と
い
う
講
経
儀
式
で
は
、
美

し
い
梵
唄
の
朗
唱
が
講
経
の
前
後
に
あ
り
、

鋭
い
舌
鋒
の
問
い
や
、
悠
揚
せ
ま
ら
ぬ
帖

答
、
声
調
の
大
小
や
身
振
り
を
伴
う
リ
ズ

ム
感
あ
ふ
れ
る
論
義
の
や
り
と
り
が
講
師

と
問
者
の
間
で
か
わ
さ
れ
、
聞
く
者
を
飽

き
さ
せ
な
い
工
夫
が
こ
ら
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。
ま
た
、
最
後
に
行
わ
れ
る
覆ふ

く

講こ
う

師じ

に
よ
る
前
日
の
講
経
の
復
習
な
ど
に
は
、
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絵え

解と

き
の
手
法
が
用
い
ら
れ
る
場
合
も
あ

っ
た
よ
う
で
あ
り
、
ま
た
絵
解
き
単
独
で

の
説
法
会
も
存
在
し
た
よ
う
で
あ
る
。

三
、
絵
解
き
説
法
の
一
例

　

絵
解
き
と
は
、
絵
画
が
描
か
れ
た
画
巻

を
繰
り
広
げ
て
見
せ
な
が
ら
行
う
説
法
を

い
う
が
、
そ
の
一
例
を
敦
煌
文
書
の
残
簡

で
あ
る
「
大
目
乾
連
冥
間
救
母
変
文
」
と

い
う
盂
蘭
盆
会
に
ち
な
む
「
目
連
救
母
」

の
講
経
文
書
に
み
る
と
、
文
書
の
構
成
は

序
・
白
・
唱
の
順
で
始
ま
り
、
以
後
は
白

と
唱
の
繰
り
返
し
に
な
っ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
「
目
連
求
母
」
絵
解
き
講
経
の
台
本

は
序
の
文
章
か
ら
は
じ
ま
り
、
白
の
文
章
、

唱
の
文
章
へ
と
続
き
、
以
後
は
白
と
唱
の

繰
り
返
し
の
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
「
太
子
成
道
経
」
の
文
中
の
韻
文

の
頭
に
「
吟
」
と
記
さ
れ
た
り
も
し
て
い

る
。
さ
ら
に
「
唱
」
と
記
さ
れ
た
「
降
魔
」

変
文
の
七
言
の
韻
文
が
直
接
画
巻
の
裏
に

書
き
つ
け
ら
れ
た
も
の
も
あ
る
。
い
ず
れ

に
し
て
も
、
絵
解
き
説
法
で
は
画
巻
を
繰

り
広
げ
て
見
せ
な
が
ら
「
白せ

り
ふ

」
の
部
分
は

台
本
の
文
章
を
暗
誦
す
る
か
、
ま
た
は
か

な
り
自
由
な
形
で
語
り
、「
唱う

た

」
の
部
分

の
文
は
声
量
あ
る
美
声
で
唱
っ
て
聞
か
せ
、

「
吟
」
の
部
分
は
声
高
ら
か
に
節
を
つ
け

て
吟
詠
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
て
先
に
ふ
れ
た

敦
煌
文
書
の
残
簡
の
「
大
目
乾
連
冥
間
救

母
変
文
」と
い
う
盂
蘭
盆
会
に
ち
な
む「
目

連
救
母
」
の
講
経
文
書
の
内
容
を
み
る
と
、

こ
の
絵
解
き
の
場
の
雰
囲
気
を
知
る
こ
と

が
で
き
る
。
ま
ず
冒
頭
の
「
序
」
が
、「
夫

れ
七
月
十
五
日
な
る
も
の
は
天
堂
戸
を
啓ひ
ら

き
、
地
獄
門
開
き
、
三
塗
（
途
）
の
業
消

え
、
十
善
増
長
す
」
と
の
言
葉
に
は
じ
ま

り
、
目
連
尊
者
が
母
を
地
獄
の
業
苦
か
ら

救
っ
た
因
縁
を
簡
単
に
紹
介
し
、「
故
に

慈
悲
を
も
っ
て
此
の
方
便
を
開
き
、
盂
蘭

盆
な
る
者
を
建
つ
る
は
即
ち
是
れ
其
の
事

な
り
」
の
文
で
終
わ
る
。「
序
」
は
こ
こ

ま
で
の
部
分
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
目
連
救
母

の
話
を
詳
し
く
述
べ
る
長
い
散
文
の

「
白せ

り
ふ

」
が
は
じ
ま
る
。
そ
の
後
、「
先
得
阿

羅
漢
果
、
後
当
学
道
、
看
目
連
深
山
坐
禅

処
、
若
為
、
目
連
剃
除
須
（
髪
）
了
。
□

将
身
便
即
入
深
山
」
と
い
う
韻
文
が
出
て

く
る
。
つ
ま
り
「
ま
ず
阿
羅
漢
果
を
え
て
、

さ
ら
に
修
行
し
ま
し
た
。
目
連
が
深
山
で

坐
禅
し
て
い
る
処
を
ご
覧
あ
れ
。
い
か
に
。

目
連
は
髪
や
鬢
や
鬚
を
剃
り
、
ひ
と
り
深

山
へ
分
け
入
り
ま
し
た
」
と
唱
う
。
こ
こ

は
画
巻
に
描
く
深
山
で
修
行
す
る
目
連
の

姿
絵
を
人
々
に
見
せ
な
が
ら
吟
詠
す
る
よ

う
に
「
唱う
た
う

」
部
分
で
あ
る
。

　

次
に
ま
た
ひ
と
し
き
り
目
連
救
母
の
話

の
「
白
」
が
続
く
。
そ
し
て
「
目
連
将
飯

な
ら
び
に
鉢
を
奉
上
、
阿
娘
は
侵
奪
さ
れ

る
を
恐
れ
、
眼
を
挙
げ
て
四
畔
を
連
看
し
、

左
手
に
て
鉢
を
障
し
、
右
手
に
て
食
を
団あ

つ

め
り
。
食
の
未
だ
口
に
入
ら
ぬ
う
ち
に
変

じ
て
猛
火
と
な
る
。
…
夫
人
に
飯
を
向
け

て
、
前
に
迎
え
る
を
見
る
に
、
慳
貪
に
し

て
未
だ
喫
せ
ず
し
て
し
ば
ら
く
空
争
す
る

な
り
」と
い
う
文
が
出
る
。
す
な
わ
ち「
目

連
が
ご
飯
と
鉢
を
お
す
す
め
し
ま
す
と
、

母
は
人
に
奪
わ
れ
は
し
な
い
か
と
恐
れ
、

目
を
あ
げ
て
あ
た
り
を
し
き
り
に
見
な
が

ら
、
左
手
で
鉢
を
か
く
し
、
右
手
で
ご
飯

を
つ
か
み
ま
し
た
。
し
か
し
ご
飯
が
口
に

入
ら
ぬ
う
ち
に
、
猛
火
と
変
じ
て
し
ま
い

ま
し
た
。
…
し
ば
ら
く
母
に
ご
飯
を
与
え

て
い
る
処
を
ご
覧
あ
れ
。
夫
人
、
ご
飯
を

と
ろ
う
と
し
、さ
わ
ぐ
姿
も
あ
さ
ま
し
や
」

と
唱
い
な
が
ら
画
巻
の
そ
の
場
面
を
見
せ

る
の
で
あ
る
。
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そ
の
後
も
画
巻
に
描
か
れ
る
場
面
を
示

し
て
唱
う
。「
門
官
が
引
き
入
れ
て
大
王

に
ま
み
え
、
目
連
の
事
を
問た

ず

ね
る
処
。
…

大
王
、
既
に
目
連
の
入
り
、
合
掌
し
逡
巡

し
て
立
た
ん
と
欲
す
る
を
見
る
」、
つ
ま

り
「
門
番
が
目
連
を
つ
れ
て
来
て
閻
魔
大

王
に
会
わ
せ
、
目
連
の
事
を
た
ず
ね
る
処
。

…
大
王
は
目
連
が
入
っ
て
き
て
、
合
掌
し

て
何
と
か
立
つ
姿
勢
を
保
と
う
と
逡
巡
し

て
い
る
の
を
見
る
」
と
唱
う
。

　

そ
し
て
つ
ぎ
に
「
目
連
へ
の
問
、
以
て

お
わ
り
、
更
に
往ゆ

い
て
前
に
行
き
、
中
間

に
向
か
う
時
、
即
ち
五
道
将
軍
の
坐
所
に

至
り
、
阿
娘
の
消
息
を
問
ね
る
処
。
…
五

道
将
軍
の
性
は
念
悪
に
し
て
、
金
甲
は
明

晶
に
し
て
剣
の
光
は
交
錯
す
」
と
の
文
が

続
く
。
つ
ま
り
「
目
連
は
聞
き
お
わ
り
、

さ
ら
に
進
ん
で
中
ほ
ど
に
来
た
と
き
に
五

道
将
軍
の
坐
所
に
着
き
、
母
の
消
息
を
た

ず
ね
る
処
。
…
五
道
将
軍
恐
ろ
し
や
、
鎧よ

ろ
い

、

剣つ
る
ぎ

は
キ
ラ
キ
ラ
と
」
な
ど
と
い
っ
た
調
子

で
続
く
の
で
あ
る
。

四
、
高
僧
伝
に
み
る
唱
導

　

そ
も
そ
も
高
僧
伝
を
編
む
場
合
、
も
と

は
高
僧
を
八
科
に
分
類
し
て
収
め
る
の
が

基
本
で
、
い
わ
ゆ
る
布
教
を
旨
と
す
る
僧

侶
は
高
僧
と
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。『
梁

高
僧
伝
』
巻
十
三
に
は
、

　

昔
、
高
僧
を
草
創
す
る
や
、
本
、

八
科
を
以
て
伝
を
成
し
、
経
導
二
枝

を
尋
ぬ
る
を
却
ぞ
け
た
り
。
道
に
於

い
て
末
た
り
と
雖
も
、
し
か
も
俗
を

悟
ら
す
は
崇と
う
と

ぶ
べ
し
。
故
に
此
の
二

条
を
加
え
、
足
し
て
十
数
と
成
す
。

と
記
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
撰
者
の
慧え

皎こ
う

が

い
う
に
は
、
か
つ
て
高
僧
伝
を
編
む
場
合
、

訳
経
・
義
解
・
神
異
・
習
禅
・
明
律
・
遺

身
・
誦
経
・
興
福
の
八
科
に
高
僧
を
分
類

し
て
収
載
し
、
経
師
・
唱
導
と
い
う
類
の

僧
は
高
僧
の
類
に
は
含
ま
れ
な
か
っ
た
。

し
か
し
現
在
の
状
況
に
鑑
み
る
に
、
道
に

お
い
て
は
末
席
の
存
在
と
は
い
え
、
在
俗

者
た
ち
を
化
導
し
て
悟
ら
す
こ
と
は
尊
ぶ

べ
き
こ
と
な
の
で
、
新
た
に
経
師
と
唱
導

の
二
条
を
加
え
て
十
科
と
し
て
こ
の
高
僧

伝
を
編
む
こ
と
に
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
か
つ
て
経
・
導
は
高
僧
と

し
て
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し

か
し
仏
教
が
民
間
に
広
く
敷
衍
し
社
会
に

根
付
く
に
は
、
経
師
・
唱
導
に
よ
る
布
教

の
役
割
の
大
切
さ
が
認
識
さ
れ
、
末
席
に

で
は
あ
る
が
、
高
僧
と
し
て
評
価
す
る
べ

き
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
あ
る
。
い
わ
ば
唱

導
が
布
教
の
最
前
線
で
あ
る
こ
と
の
認
識

が
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
そ
の
理
由
を
続
け
て
次
の
よ
う

に
い
う
。

　

何
と
な
れ
ば
、
八
関
齋
初
夕
の
如

き
に
至
り
て
は
遶
行
周
し
煙
蓋
氛ふ

ん

を

停
め
、
燈
帷
靖し

ず

か
に
燿か

が
や

き
、
四
衆
心

を
専も

つ
ぱ

ら
に
し
、
叉
指
し
緘
黙
す
。
そ

の
時
、
導
師
則
ち
爐
を
擎さ

さ

げ
て
慷
慨

し
、
含
吐
抑
揚
、
弁
出
で
て
窮
ま
ら

ず
、
言
応
じ
て
尽
く
る
無
く
、
無
常

を
談
ず
れ
ば
、
則
ち
心
形
を
し
て
戦

慄
せ
し
め
、
地
獄
を
語
れ
ば
則
ち
怖

れ
涙
し
て
交
々
零こ

ぼ

さ
し
め
、
昔
因
を

徴
す
れ
ば
則
ち
往
梁
を
見
る
が
ご
と

く
、
当
果
を
覈あ

き
ら
か

に
す
れ
ば
則
ち
已
に

に
来
報
を
示
し
、
怡
楽
を
談
ず
れ
ば

則
ち
情
抱
暢
悦
し
、
哀
感
を
叙
す
れ

ば
則
ち
涙
を
灑そ

そ

ぎ
酸
を
含
む
。
是
に

於
い
て
闔こ

う

衆
（
皆
）
心
を
傾
け
、
堂

を
挙
げ
て
惻
愴
す
。

　

す
な
わ
ち
、
在
俗
者
た
ち
が
一
日
一
夜

の
間
だ
け
八
戒
を
守
り
、
堂
に
籠
も
っ
て

出
家
と
同
じ
生
活
を
す
る
八
関
齋
の
夕
刻
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に
な
る
こ
ろ
の
こ
と
を
考
え
る
に
、
灯
火

が
ほ
の
か
に
と
も
り
香
煙
が
漂
う
静
寂
な

時
に
衆
人
が
合
掌
す
る
中
を
導
師
が
香
炉

を
さ
さ
げ
て
現
れ
る
。
導
師
の
弁
舌
は
窮

ま
る
こ
と
な
く
、
言
葉
は
尽
き
ず
、
無
常

を
説
い
て
聴
く
人
の
心
を
戦
慄
さ
せ
、
地

獄
の
恐
ろ
し
さ
を
語
れ
ば
自
然
に
涙
が
落

ち
、
悪
業
悪
果
の
恐
ろ
し
さ
と
善
業
善
果

の
楽
し
さ
を
語
る
。
こ
の
両
方
が
相
ま
っ

て
聴
衆
は
話
に
引
き
込
ま
れ
て
一
喜
一
憂

し
、
悦
ん
だ
り
哀
し
み
に
涙
を
流
し
て
聞

き
入
っ
た
り
す
る
。
こ
の
よ
う
な
導
師
は

優
れ
た
唱
導
の
高
僧
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
こ
の
唱
導
と
は
ど
の
よ
う
な

こ
と
を
い
う
の
だ
ろ
う
か
。『
高
僧
伝
』

唱
導
第
十
に
は
次
の
よ
う
な
一
文
が
あ
る
。

　

唱
導
は
蓋
し
以
て
法
理
を
宣
唱
し
、

衆
心
を
開
導
す
る
な
り
。
昔
、
仏
法

初
め
て
伝
わ
る
や
、
齋
時
に
集
ま
り

て
止
だ
仏
名
を
宣
唱
し
、
文
に
依
っ

て
礼
を
致
す
の
み
。
中
宵
の
疲
れ
極

ま
る
に
至
り
、
事
、
啓
悟
に
資
す
。

す
な
わ
ち
宿
徳
を
別
請
し
て
、
座
に

昇
っ
て
説
法
せ
し
む
。
或
い
は
因
縁

を
雑
序
し
、
或
い
は
譬
喩
を
傍
引
せ

り
。
そ
の
後
、
廬
山
の
釈
慧
遠
は
、

道
業
貞
華
に
し
て
、
風
才
秀
発
な
り
。

齋
集
に
至
る
毎
に
、
輒す

な
わ

ち
自
ら
高
座

に
昇
り
て
、
躬み

ず
か

ら
導
首
と
な
り
、
先

ず
三
世
の
因
果
を
明
ら
か
に
し
て
、

却
っ
て
一
齋
の
大
意
を
弁
ぜ
り
。
後

代
、
伝
受
し
て
遂
に
永
則
と
な
る
。

　

つ
ま
り
唱
導
と
は
、
仏
法
の
理
を
宣
唱

し
て
人
々
の
心
を
導
き
教
化
す
る
こ
と
だ

と
い
う
。
か
つ
て
仏
法
が
初
め
て
伝
わ
っ

て
き
た
こ
ろ
は
、
齋
時
に
集
ま
っ
て
ひ
た

す
ら
仏
名
を
唱
え
、
経
文
に
し
た
が
っ
て

礼
拝
し
て
い
る
と
、
真
夜
中
に
な
っ
て
皆

の
疲
れ
が
き
わ
ま
る
に
い
た
り
、
悟
り
を

ひ
ら
く
に
資
す
べ
く
宿
徳
の
僧
に
特
別
に

請
い
、
高
座
で
説
法
し
て
も
ら
っ
た
と
こ

ろ
、
そ
の
説
法
は
因
縁
話
を
ま
じ
え
た
譬

喩
を
ひ
ろ
く
引
い
た
も
の
だ
っ
た
。

　

弥
陀
信
仰
を
弘
め
る
な
ど
仏
教
の
大
衆

化
に
先
鞭
を
つ
け
た
廬ろ

山ざ
ん

の
慧え

遠お
ん

は
道
業

を
完
う
し
、
き
わ
め
て
優
れ
た
風
貌
才
能

を
も
っ
て
お
り
、
齋
の
日
の
集
ま
り
の
た

び
に
高
座
に
の
ぼ
っ
て
導
師
と
な
り
、
三

世
の
因
果
を
明
ら
か
に
し
、
齋
日
の
意
義

を
弁
じ
た
。
後
人
は
こ
の
方
法
を
受
け
継

ぎ
長
く
模
範
と
し
た
と
い
う
。

　

こ
れ
か
ら
す
る
と
簡
単
に
い
え
ば
、
唱

導
と
は
、
仏
の
名
を
唱
え
、
因
縁
を
交
え
、

譬
喩
を
説
い
て
仏
法
を
語
る
も
の
だ
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

五
、
唱
導
の
尊
ぶ
四
事

　
『
続
高
僧
伝
』
に
よ
れ
ば
、
唱
導
の
大

切
に
す
る
と
こ
ろ
は
次
の
よ
う
な
四
事
で

あ
る
と
い
う
。

　

そ
れ
唱
導
の
貴と
う
と

ぶ
所
は
、
そ
の
事

に
四
あ
り
。
謂
く
、
声
・
弁
・
才
・

博
な
り
。
声
に
非
ざ
れ
ば
則
ち
以
て

衆
を
識
し
む
る
無
し
。
弁
に
非
ざ
れ

ば
則
ち
以
て
時
に
適
す
る
無
し
。
才

に
非
ざ
れ
ば
則
ち
採
る
可
き
無
し
。

博
に
非
ざ
れ
ば
則
ち
語
に
依
拠
無
し
。

響
韻
鍾
鼓
の
ご
と
き
に
至
り
て
、
則

ち
四
衆
の
心
を
驚
か
す
。
声
の
用
た

る
な
り
。

　

辞
吐
俊
発
し
て
会
に
適
い
差
無
き

は
弁
の
用
た
る
な
り
。
綺
声
彫
華
、

文
藻
横
逸
す
る
は
、
才
の
用
た
る
な

り
。
経
論
を
商
搉
し
、
書
史
を
採
撮

す
る
は
、
博
の
用
た
る
な
り
。
も
し

能
く
茲
の
四
事
を
善
く
し
て
適
す
る

に
人
時
を
以
て
し
、
も
し
出
家
五
衆

の
為
に
せ
ば
、
則
ち
須
く
切
に
無
常
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を
語
り
、
苦つ

と

め
て
懺
悔
を
陳
べ
る
べ

し
。
も
し
君
王
長
者
の
為
に
せ
ば
、

則
ち
須
く
俗
典
を
兼
ね
引
き
綺
綜
に

辞
を
成
す
べ
し
。
も
し
悠
悠
た
る
凡

庶
の
為
に
せ
ば
、
則
ち
須
く
指
事
造

形
し
て
、
直
に
聞
見
を
談
ず
べ
し
。

も
し
山
民
野
処
の
為
に
せ
ば
、
則
ち

須
く
言
辞
を
近
局
し
て
、
罪
目
を
陳

斥
す
べ
し
。

　

す
な
わ
ち
唱
導
の
高
僧
に
値
す
る
の
は

声
・
弁
・
才
・
博
の
四
事
に
長
じ
て
い
る

人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば

ま
ず
美
声
と
豊
か
な
声
を
も
っ
て
し
な
け

れ
ば
衆
を
警
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、

雄
弁
で
な
け
れ
ば
時
機
に
応
じ
て
話
の
調

子
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま

た
才
が
な
け
れ
ば
適
切
な
言
葉
を
採
る
こ

と
が
で
き
ず
巧
み
な
文
章
も
作
れ
な
い
。

ま
た
博
学
で
な
い
と
経
論
を
商
量
し
、
書

史
の
中
か
ら
適
切
な
言
葉
を
撰
び
採
る
こ

と
が
で
き
な
い
。唱
導
者
は
こ
れ
ら
の
声
・

弁
・
才
・
博
の
四
つ
の
能
力
に
優
れ
、
し

か
も
対
象
と
す
る
相
手
と
時
機
に
応
じ
て

説
法
の
内
容
を
自
在
に
変
え
ら
れ
る
僧
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
仏
道
修
行
に

精
進
す
る
出
家
五
衆
の
た
め
に
は
、
切
に

無
常
を
語
り
、
ね
ん
ご
ろ
に
懺
悔
を
陳の

べ
、

君
王
長
者
の
た
め
に
は
俗
典
を
引
用
し
て

言
葉
を
飾
り
美
辞
を
選
ん
で
説
く
。
ま
た

一
般
庶
民
の
た
め
に
は
、
具
体
的
な
事
実

を
示
し
て
実
際
に
見
聞
し
た
こ
と
に
寄
せ

て
法
を
説
き
、
さ
ら
に
山
野
の
無
知
文
盲

な
る
者
に
は
そ
の
地
方
の
言
葉
で
悪
を
斥

け
善
を
勧
め
る
説
法
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
わ
ゆ
る
対

機
説
法
と
い
え
よ
う
。

六
、
唱
導
説
法
の
実
例

　

こ
こ
で
は
参
考
ま
で
に
当
時
の
唱
導
の

実
例
を
二
、
三
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た

い
。
ま
ず
慈
覚
大
師
は
揚
州
で
招
か
れ
た

孝
感
寺
の
講
経
に
つ
い
て
、

　

今
月
初
五
日
よ
り
、
国
は
な
ら
び

に
捨
銭
し
て
、
開
元
寺
の
栴
檀
瑞
像

閣
を
修
す
る
た
め
に
孝
感
寺
に
寄
せ

て
経
を
講
じ
、
縁
を
募
ら
し
む
。
…

講
に
は
兼
ね
て
講
経
法
師
璠
の
募
縁

文
あ
り
。
彼
の
状
を
案
ず
る
に
い
わ

く
、「
瑞
像
閣
を
修
す
る
た
め
に
『
金

剛
経
』
を
講
ず
。
乞
う
所
は
銭
五
十

貫
な
り
。

と
記
す
。
こ
れ
は
寺
院
の
堂
舎
建
造
や
改

修
な
ど
の
財
源
勧
募
の
た
め
に
国
が
主
導

し
て
行
っ
た
一
ヶ
月
に
お
よ
ぶ
講
経
で
、

揚
州
都
督
の
李
徳
裕
が
一
千
貫
銭
、
揚
州

在
住
の
ペ
ル
シ
ャ
人
た
ち
も
一
千
貫
銭
、

林
邑
国
（
安
南
）
の
人
々
は
二
百
貫
銭
、

慈
覚
大
師
ら
日
本
僧
は
少
人
数
ゆ
え
五
十

貫
銭
の
喜
捨
を
行
っ
て
い
る
。
大
師
は
詳

述
し
て
い
な
い
が
、
こ
の
講
経
は
高
僧
が

関
わ
る
高
度
な
経
典
解
説
を
も
含
む
大
が

か
り
な
講
経
説
法
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

つ
ぎ
に
、
い
ち
お
う
高
僧
と
し
た
も
の

の
、
慧
皎
が
あ
ま
り
評
価
し
な
い
唐
の
貞

観
初
年
（
六
二
七
年
こ
ろ
）
に
没
し
た
宝

厳
に
つ
い
て
『
続
高
僧
伝
』
は
い
う
。

　

釈
宝
厳
。
京
室
の
法
海
寺
に
住
す
。

気
調
は
閑
放
、
言
笑
は
人
を
聚あ

つ

む
。

情
は
俗
を
導
く
に
存
し
時
は
共
に
こ

れ
説
法
師
と
な
づ
く
る
な
り
。
と
も

に
経
論
を
講
じ
名
は
同
じ
く
事
は
異

な
る
。
論
師
の
設
く
る
と
こ
ろ
務
め

て
章
句
に
存
す
。
判
じ
て
生
起
を
消

し
詞
義
を
結
ぶ
。
宝
厳
の
制
用
は
状

に
随
っ
て
儀
を
立
て
、
あ
ら
ゆ
る
も

の
を
控
引
し
多
く
取
る
な
り
。雑
蔵
・

百
譬
異
相
。（
中
略
）
有
る
人
の
云

わ
く
「
夫
れ
説
法
す
る
者
は
ま
さ
に
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法
の
如
く
説
く
べ
し
。
陰
界
之
空
な

る
を
聞
か
ず
。
但
だ
本
生
・
本
事
の

み
を
言
う
」と
。
宝
厳
の
曰
く
、「
生
・

事
の
明
か
す
と
こ
ろ
、
陰
入
は
存
す

る
も
主
無
き
と
な
す
。
但
だ
濁
世
に

し
て
情
鈍
な
れ
ば
陰
界
を
説
か
ば
皆

昏
睡
す
る
な
り
。
故
に
物
に
随
っ
て

相
を
附
す
。

　

宝
厳
は
説
法
師
と
称
さ
れ
た
が
、
の
ど

か
で
開
放
的
で
話
を
し
て
は
笑
わ
せ
て
人

を
集
め
、
気
持
は
一
般
の
俗
人
た
ち
を
導

く
こ
と
に
重
き
を
置
い
て
い
た
。
論
師
の

場
合
は
し
っ
か
り
と
経
典
の
章
句
に
基
づ

い
た
説
教
を
す
る
の
に
対
し
、
宝
厳
は
俗

典
な
ど
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
引
い
て
説
教
す

る
。
人
が
「
説
法
は
仏
法
に
の
っ
と
っ
て

お
こ
な
う
べ
き
な
の
に
、五
陰
・
十
八
界
・

十
二
根
の
陰
界
が
空
で
あ
る
こ
と
な
ど
の

教
理
を
説
か
ず
、
た
だ
釈
迦
の
過
去
世
や

前
世
物
語
ば
か
り
話
す
の
は
い
か
が
な
も

の
か
」
と
言
っ
た
と
こ
ろ
、
宝
厳
は
「
そ

ん
な
こ
と
を
説
法
し
て
も
、
こ
の
濁
世
で

は
人
々
は
鈍
根
な
の
で
聴
衆
は
皆
眠
っ
て

し
ま
う
」
と
言
っ
た
と
い
う
。
ど
う
や
ら

彼
は
釈
迦
の
前
世
物
語
に
こ
と
寄
せ
て
漫

談
の
よ
う
な
話
芸
説
法
を
し
て
人
気
を
博

す
説
法
師
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

そ
の
他
、
慧
皎
は
凡
僧
が
行
う
低
俗
で

好
ま
し
か
ら
ざ
る
唱
導
例
を
あ
げ
て
い
る
。

　

当
時
、
塔
寺
の
建
立
や
営
繕
の
た
め
の

募
縁
の
法
会
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
よ
う
で

あ
る
が
、
こ
う
し
た
も
の
に
つ
ぎ
の
よ
う

な
例
も
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
は
、

世
に
法
事
あ
り
、
号
し
て
落
花
と
い

う
。
皂そ

う

素そ

を
通
引
し
て
大
施
門
を
開

き
、
刹
に
打
ち
唱
挙
し
て
泉
貝
を
抽

撤
す
。
別
請
し
て
坐
を
設
け
、
広
説

し
て
縁
を
施
す
。
或
い
は
塔
寺
を
建

立
し
或
い
は
僧
務
を
営
繕
し
、
物
に

随
っ
て
讃
祝
し
、
そ
の
紛う

つ
く

し
き
こ
と

花
の
如
し
。
士
女
は
観
聴
し
擲て

き

銭せ
ん

す

る
こ
と
雨
の
如
し
。

と
さ
れ
る
よ
う
な
、
聴
衆
に
お
も
ね
り
、

特
に
布
施
を
意
識
し
て
派
手
に
熱
弁
を
ふ

る
い
、
士
女
の
投
銭
を
煽
る
よ
う
な
唱
導

説
法
を
行
っ
て
寺
院
の
建
立
や
修
理
の
勧

募
を
し
よ
う
と
す
る
唱
導
僧
の
姿
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
慧
皎
が
非
難
す
る
低
俗
で
卑

俗
な
、
目
を
そ
む
け
た
く
な
る
よ
う
な
一

例
を
も
あ
え
て
引
い
て
お
く
。

　

も
し
閨
室
を
叙
さ
ば
則
ち
窈よ

う

窕ち
ょ
う

、

従し
ょ
う

容よ
う

と
し
て
誦
し
、
能
く
子
女
を
し

て
奔
逃
し
尊
卑
を
し
て
色
を
動
ぜ
し

む
。
僧
倫
は
そ
の
た
め
に
耳
を
掩お
お

い
、

土
俗
は
心
を
寒
う
せ
ざ
る
も
の
な
し
。

　

閨
房
の
艶
事
を
妖
し
い
挙
動
を
交
え
て

叙
す
る
の
で
子
女
は
逃
げ
出
し
、
僧
倫
は

耳
を
塞ふ

さ

ぎ
、
土
俗
の
心
を
凍
ら
せ
る
よ
う

な
卑
俗
で
き
わ
ど
い
唱
導
を
す
る
僧
も
い

た
と
い
う
。
こ
ん
な
驚
く
べ
き
説
法
が
な

さ
れ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
大
変
難
し
い
こ
と

で
は
あ
る
が
、
布
教
伝
道
に
は
五
種
法
師

の
行
う
解げ

説せ
つ

の
域
を
常
に
意
識
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
慧
皎
の
声
が
聞
こ

え
る
よ
う
な
気
も
す
る
。
他
方
で
は
「
布

教
を
軽
く
考
え
て
は
い
け
な
い
。
自
分
の

持
ち
前
の
全
能
力
を
傾
け
て
、
使
命
感
を

も
っ
て
真
剣
に
真
面
目
に
取
り
組
む
こ
と

だ
」
と
の
励
ま
し
の
言
葉
が
聞
こ
え
て
く

る
よ
う
な
気
も
す
る
。
あ
ら
た
め
て
布
教

伝
道
の
大
切
さ
と
、
そ
の
在
り
方
の
難
し

さ
を
感
じ
る
次
第
で
あ
る
。
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平成29年度辞令親授式開催について
　平成29年度の大僧正・権大僧正補任辞令親授式及び住職任命辞令親授式を下記のとおり執り
行いますのでお知らせいたします。

記

◎大僧正・権大僧正補任辞令親授式
日時：平成29年６月13日（火）
場所：延暦寺書院
※当日出席出来ない場合は、後日、天台宗務庁において宗務総長が伝達いたします。

◎住職任命辞令親授式
〈５等寺以上、特別寺以上の住職任命辞令親授式〉
　※任命の都度、総本山において行います。
〈６等寺より12等寺の住職任命辞令親授式〉
・年四回総本山において行います。
第１期：平成29年６月２日（金）
第２期：平成29年９月６日（水）
第３期：平成29年12月６日（水）
第４期：平成30年３月２日（金）
※住職任命日より１年以内に参加出来ない場合は、宗務総長にその理由を具し、さらに
１年延長が可能です。
※２年以内に親授を受けられない場合は、宗務総長が召致することが出来ます。また、�
親授を受けない辞令は交付の必要がなくなるまで宗務庁にて保管いたします。
※晋山式は、親授式の後に行って下さい。やむを得ず晋山式を先に行う場合は、辞令を�
貸し出しますので、晋山式終了後、ただちにご返還ください。� 以　上

� 天台宗務庁　総務部

大僧正・権大僧正補任辞令親授式の模様 住職任命辞令親授式の模様
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平成29年度　住職研修会開催について
【趣　旨】
　本研修会では、宗教法人の代表役員としての知っておかなければならない職責を中心とす
る義務の再確認を中心とした講義を行い、宗教法人の管理運営の適正化、円滑な事務処理を
行えるよう住職各人の意識の向上と、知識の教授を目的とします。
　なお、平成24年の「住職及び教会主管者選任規程」の改正により、平成25年４月１日以降
に新たに任命された法人寺院の新任住職は、任命後２年以内の住職研修会履修が必須となり
ました。
　また、新任住職以外の住職、副住職や法嗣等の受講も可能ですので、是非とも多くの方々
にご参加ください。

【日　程】
　平成29年度住職研修会日程　　　　　　平成29年４月１日現在

　平成29年度は以下の４会場で開催いたします。

新任住職推奨　　１泊２日研修
◎平成29年９月５日（火）〜９月６日（水）
会場：延暦寺会館（第３・第４地区）
法律　　　担当講師：天台宗顧問弁護士　竹下　正己　先生
税務・会計担当講師：天台宗顧問会計士　俣野　健司　先生

※本研修会は宿泊が伴います。２日間の日程終了の後、ひきつづき第二期住職任命辞令
親授式にご出席いただけます。

◎平成29年７月６日（木）　会場：福島教区宗務所観音寺（第１地区）
◎平成29年10月５日（木）　会場：東京都上野寛永寺（第２地区）
◎平成29年６月１日（木）　会場：天台宗務庁（第３・第４地区）
※翌日の第一期住職任命辞令親授式に出席可

【概　要】
①対　象
・平成25年４月１日以降に任命された法人寺院の新任住職。
・新任住職以外の住職、副住職や法嗣等の参加も可。
・年間80名程度を予定。
②開催要領
・天台宗務所長会規約に基づく４地区毎に年１回の開催を基本とする。
・参加費3,000円（資料代）自己負担。
・交通費、宿泊費等に関しては自己負担。
③研修会講師
　・天台宗と顧問契約を結んでいる弁護士並びに税理士、会計士を原則。
④講義研修内容
・午前10時〜午後４時を予定。
・法律部門、税務会計部門及び所轄庁提出書類について。
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一
、
対
　
象

今
年
ま
た
は
近
年
中
に
本
山
も
し
く
は
本
山
以
外
で
の
得
度
受

戒
を
予
定
し
て
い
る
小
学
生
と
そ
の
母
親
（
祖
母
）。
及
び
本

山
以
外
で
既
に
得
度
済
み
の
小
学
生
と
そ
の
母
親（
祖
母
）。（
父

親
、
そ
の
他
親
族
の
参
加
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
）

二
、
期
　
日

平
成
二
十
九
年
八
月
十
八
日
（
金
）

　
　
十
二
時
　
受
付

平
成
二
十
九
年
八
月
十
九
日
（
土
）

　
　
十
二
時
三
十
分
　
解
散

三
、
会
　
場

比
叡
山
延
暦
寺
　
他

四
、
経
　
費

研
修
中
の
宿
泊
費
用
等
は
天
台
宗
が
負
担
し
ま
す
。
た
だ
し
、

宿
泊
費
の
一
部
と
し
て
一
組
二
、
〇
〇
〇
円
を
ご
負
担
く
だ
さ

い
。

（
参
加
者
以
外
の
宿
泊
等
に
関
し
ま
し
て
は
各
自
で
お
手
配
く

だ
さ
い
）

五
、
内
　
容

比
叡
山
等
で
の
体
験
学
習
、
母
親
同
士
の
交
流
、
諸
堂
参
拝
　

他

六
、
申
込
み

定
員
が
あ
り
ま
す
の
で
教
区
宗
務
所
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

申
込
み
は
教
区
経
由
に
て
お
願
い
し
ま
す
。

七
、
締
　
切

平
成
二
十
九
年
七
月
二
十
四
日
（
月
）

�

天
台
宗
務
庁
教
学
部

平
成
二
十
九
年
度

母
と
子
の
比
叡
山
研
修
会
要
項

参加者全員で記念撮影

根本中堂にて坐禅体験
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一
、
対
象
者

青
壮
年
教
師

（
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
の
間
に
、
法
臈
二
十
年
以
上
、
教
師
歴
十
年
以
上
及
び
年
齢

五
十
歳
以
上
の
三
条
件
に
該
当
す
る
人
で
比
叡
山
行
院
未
履
修

者
は
安
居
会
に
出
仕
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
院
履
修
が
免
除
さ

れ
ま
す
）

二
、
期
　
日

　
　
平
成
二
十
九
年
八
月
二
十
七
日
（
日
）
～
二
十
九
日
（
火
）

　
※�

出
仕
者
か
ら
の
ご
意
見
を
反
映
し
て
今
年
度
の
教
師
安
居
会
は

日
程
を
一
日
短
縮
し
、
試
験
的
に
右
記
三
日
間
で
開
催
し
ま
す
。

三
、
道
　
場

　
　
比
叡
山
・
西
塔
（
居
士
林
）

四
、
内
　
容

＊
法
式
作
法
、
止
観
作
法
の
確
認

＊
回
峰
行

＊
密
教
作
法
解
説

＊
伝
法
　

＊
葬
儀
式
の
解
説
と
実
修
　
他

五
、
条
　
件

四
度
加
行
履
修
済
の
教
師
で
丸
刈
り
ま
た
は
剃
髪
で
登
叡
で
き

る
者

六
、
費
　
用

滞
在
費
の
一
部
負
担
と
し
て
二
、
〇
〇
〇
円
、
伝
法
料
と
し
て

一
〇
、
〇
〇
〇
円
を
受
付
時
に
申
し
受
け
ま
す
。

七
、
申
込
み

定
員
が
あ
り
ま
す
の
で
教
区
宗
務
所
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

申
込
み
は
教
区
経
由
に
て
お
願
い
し
ま
す
。

八
、
締
　
切

　
　
平
成
二
十
九
年
七
月
二
十
四
日
（
月
）

※
内
容
は
予
定
で
あ
り
、
変
更
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

�

天
台
宗
務
庁
教
学
部

平
成
二
十
九
年
度　

教
師
安
居
会
出
仕
者
募
集
要
項

 

安
居
会
テ
ー
マ『
基
本
法
儀
の
確
認
・
観
音
供
伝
法
と
回
峰
行
』
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僧都補任に関する教師研修会履修について
� 天台宗務庁教学部教学課

　平成26年４月１日から施行された教師補任規程（第九条の二第四項）の規定により、僧都
になろうとする方は、教師研修会の全ての単位取得（全30単位・下記参照）が必要となりま
したが、平成29年３月31日までは僧都補任条件の猶予期間を設けておりました。
　これにより、平成29年４月１日以降、僧都になろうとする方は、教師研修会の全ての単位（全
30単位）取得が条件となりました。ただし、次の方々はその条件が免除されます。
・総本山の十二年籠山僧
・嗣講以上の学階を有する方（宗学または仏教学に関する論文を提出して修士の学位を得
た方は、嗣講の学階を申請することができます）

　教師研修会は、教学の進展並びに人材の養成を目的としており、天台宗であれば僧階にか
かわらず受講していただきたい重要な研修会であります。特に上記を留意され、受講される
ようにお願い申し上げます。

［教師研修会履修科目一覧］
Ａ群（基礎科目） Ｂ群（実践科目） Ｃ群（応用科目）

①インド仏教史１
②インド仏教史２
③中国仏教史１
④中国仏教史２
⑤中国仏教史３
⑥日本仏教史１
⑦日本仏教史２
⑧日本仏教史３
⑨日本仏教史４
⑩日本仏教史５

①日常勤行の内容
②法華懺法
③例時作法
④光明供
⑤葬送儀礼の内容１
⑥葬送儀礼の内容２
⑦法則
⑧経歴行階の意義
⑨年中行事
⑩天台宗の仏具・位牌・塔婆・
書式

①宗典１
②宗典２
③宗典３
④天台大師１
⑤天台大師２
⑥天台大師３
⑦伝教大師１
⑧伝教大師２
⑨伝教大師３
⑩天台の密教
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天台宗務庁
職 員 募 集

１．採用人員　　３名

１．勤務条件
（イ）天台宗務庁勤務（一般事務）
（ロ）勤務時間　8：45〜17：15
（ハ）給　与
　　 大学卒　月額171,600円　他に各種手当並びに健康保険・厚生年金制度有
（ニ）休日
　　 土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始・うら盆休暇・一宗感謝日

１．採用基準
①天台宗教師資格を有する方
②４年制大学または叡山学院を平成28年３月〜30年３月の間に卒業、または卒
業見込みの方

③平成30年４月１日現在で年齢30歳未満の方
④普通自動車運転免許を所持されている方
　　以上４点の条件を具備される方

１．応募手続
自筆の履歴書を提出

１．応募締切
平成29年７月末日

１．採用の決定
採用試験　随時
書類並びに面接審査

１．採用日
平成30年４月１日

〒520-0113　滋賀県大津市坂本四丁目６番２号
天台宗務庁総務部総務課（担当　福井）

TEL　０７７−５７９−００２２
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お問い合せ・入学願書請求先

※申請により、総合・研究・基礎学科は年額20万円、専修学科は年額25万
　円の奨学金支給を天台宗から受けることができます。

学科 ◎基礎学科 （4 年コース） （2 年コース）◎総合学科   主に高卒者

授業料 入学金450.000 円 ( 年間 ) 150.000 円 ( 入学時のみ )
維持費 諸　費190.000 円 10.000 円

〒520-0113 大津市坂本 4 丁目 9 ー 21
電話：077（578）0029

叡山学院庶務課

◎研究学科（2 年コース）主に短大・大卒者

◎専修学科主に総合・研究学科卒、大卒者

◎推薦入試 12月 9日 ( 土 )（総合学科・基礎学科のみ）
※願書締切 12 月 2 日 ( 土 )

◎一般入試 2月 17 日 ( 土 )※願書締切 2 月 10 日 ( 土 )（前期）
（後期）3 月 30 日 ( 金 )※願書締切 3 月 23 日 ( 金 )

入試

学費
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学校に行きたくても行けない海外の恵まれない子
どもたちに就学費用を援助するため、『一隅を照ら
す運動』の一環として、平成8年より「教育里親支
援」を行っております。
この教育里親制度は、子どもたちを預かる従来の
里親とは異なり、皆様からの支援金を『一隅を照ら
す運動総本部』が取りまとめ、現地の施設や団体を
通じて、子どもたちに届ける「教育費の支援」事業
です。現在はタイとインドの子どもたちを支援して
おり、これまでに延べ1,300人以上が勉強の機会
を得ることができました。

比叡山で修行したサンガラ
トナ・法天・マナケ師の仏教
道場「禅定林」に孤児院を開
設し、将来のインド社会に貢
献できる人材の育成に取り
組んでいます。

▲プラティープ財
団の活動の一つ、

「生き直しの学校
プロジェクト」は、
家庭内暴力やスラ
ムの社会的圧力な
どで、犯罪や麻薬
に逃げ場を求めて
しまった青少年に
勉強や職業訓練を
受ける機会を与え
ています。「パンニャ・メッタ学園」の生徒が増えたため、新校舎を増築。

落成式での集合写真。
生き直しの学校プロジェクト「チュンポーン校」の
生徒。日々の生活の様子。

家庭環境の理由から、勉強し
たくても学校へ行けない子ど
もや、シンナーや麻薬中毒か
ら立ち直ろうとするスラムの
子どもたちを、プラティープ財
団を通じて支援しています。

教育里親とは？ 現在の支援先

支援の様子と活動内容子 活動内容

インド　パンニャ・メッタ子どもの家

タ  イ　プラティープ財団

　一隅を照らす運動総本部　一隅を照らす運動総本部天台宗天台宗 一隅を照らす運動キャラクター

しょうぐうさん
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教育里親募集教育里親募集

インド タ  イ

一隅を照らす運動は平成31年に発足50周年を迎えます。一隅を照らす運動は平成31年に発足50周年を迎えます。
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ご支援は「個人」のほか「団体」や「グループ」でも受け付けて
おります。また、年額３万円（１口）を５年継続して支援していた
だくことが原則ですが、一時的な支援も受け付けております
ので、積極的なご支援をお願いいたします。

● インド　パンニャ・メッタ子どもの家
● タイ　　プラティープ財団

里親として登録いただきました方には、一隅を照らす運動総
本部「地球救援事務局」から現地の子どもたちからの手紙や
支援先からの資料をまとめた『教育里親支援報告書』を１年
に１回お送りいたします。

支援先

報　告

支援（育英金）の種別

A. 継続支援…年額３万円（１口）を５年間
B. 一括支援…5年間分一括で15万円の支援
C. 一時支援…3,000円以上

〈振替口座・口座番号〉 01050-1-69505  
〈加入者名〉一隅を照らす運動総本部　地球救援事務局
〈振替口座・口座番号〉 01050-1-69505  
〈加入者名〉一隅を照らす運動総本部　地球救援事務局

一隅を照らす運動

一隅を照らす運動「教育里親制度」に里親として登録を申し込みます。

（ふりがな） (ふりがな）

ご 氏 名 代表者名
（団体のみ）団 体 名

所属寺院 寺 院 名あり　　　•　　　なし

継続支援

備考・通信欄

一括支援

一時支援

寺　•　院

住　　所

Ｔ  Ｅ  Ｌ Ｆ  Ａ  Ｘ

〒

「教育里親制度」登録申込書 総 本 部
整理番号

※郵便振替でのご送金をお願いします。

印

区　　分

口　数

30,000円  　×　　　　     　口   　×   　5年間　   ＝  　 総額　　　　　　　　　　 円

　　　口　       ［ 期間　　　平成　　　　　　年度  ～  5年間 ］

150,000円  　×　　　　     　口   　＝  　 総額　　　　　　　　　　 円

円

住職　 •　 寺族 　•　 会員（　団体 　•　 個人   ） 　•　 檀信徒 　•　 その他（　    　      　　　　　　）

内　　容

ー　　　　　ー ー　　　　　ー

口　数

金　額

〒520-0113  滋賀県大津市坂本 4-6-2  天台宗務庁内
TEL:077-579-0022　FAX:077-579-2516
E-mail:info@ichigu.net　URL:http://ichigu.net

●お申し込み・お問い合わせ先
一隅を照らす運動総本部地球救援事務局
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に
相
談
所
を
設
け
、
後
継
者
な
ど

に
関
す
る
寺
族
の
お
悩
み
に
つ
い
て
の
ご
相
談
を
随
時
お
受
け

し
て
お
り
ま
す
が
、
何
よ
り
も
肝
要
な
の
は
、
宗
徒
・
寺
族
一

人
ひ
と
り
が
相
談
者
の
立
場
に
立
っ
て
関
心
を
持
つ
こ
と
で
す
。

　
相
談
者
の
希
望
が
一
日
も
早
く
叶
え
ら
れ
ま
す
よ
う
、
様
々

な
要
望
を
お
持
ち
の
多
く
の
方
々
に
ご
登
録
い
た
だ
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

【
登
録
方
法
】

　
左
頁
の
『
寺
族
相
談
登
録
用
紙
』
に
必
要
事
項
を
記
入
い
た

だ
き
、
同
意
事
項
に
ご
同
意
の
上
、
左
右
頁
を
切
り
離
し
、
封

書
に
て
天
台
宗
務
庁
社
会
課
内
「
寺
族
相
談
所
」
宛
に
ご
送
付

く
だ
さ
い
。（
封
書
前
面
に
「
寺
族
相
談
　
開
封
厳
禁
」
と
記

入
し
て
く
だ
さ
い
）

※�

既
に
ご
登
録
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
方
も
、
最
新
の
情
報
、

要
望
を
把
握
す
る
た
め
に
、
お
手
数
で
す
が
、
再
度
ご
登
録

く
だ
さ
い
。

　
寺
族
相
談
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
は
、
左
記
ま
で

５
２
０
─
０
１
１
３

滋
賀
県
大
津
市
坂
本
四
丁
目
六
─
二

　

天
台
宗
務
庁
社
会
課
内　

寺
族
相
談
所

【
専
用
電
話
】
〇
七
七
─
五
三
六
─
六
六
一
一

【
ご
登
録
後
の
流
れ
】

【
登
録
】

専
用
の
登
録
用
紙
に
て
ご
登
録
く
だ
さ
い
。

【
お
話
し
合
い
】

双
方
に
て
お
話
し
合
い
い
た
だ
き
ま
す
。

【
面
会
】

事
務
局
が
日
程
、場
所
を
調
整
し
面
会
い
た
だ
き
ま
す
。

※

希
望
に
よ
り
事
務
局
が
２
回
目
の
面
会
を
調
整
い
た
し
ま
す
。

【
紹
介
】

事
務
局
よ
り
互
い
の
条
件
が
合
う
と
思
わ
れ
る
双
方
の
相
談
者
に
連
絡

い
た
し
ま
す
。
双
方
が
面
会
を
希
望
さ
れ
ま
し
た
ら
、次
の
ス
テ
ッ
プ
へ
。

【
合
意
】

双
方
が
合
意
い
た
だ
き
ま
し
た

ら
、
そ
の
結
果
を
寺
族
相
談
所

に
ご
報
告
く
だ
さ
い
。

【
お
断
り
】

双
方
が
合
意
に
達
し
な
か
っ
た

と
き
は
、
そ
の
旨
を
寺
族
相
談

所
に
報
告
く
だ
さ
い
。

登
録
解
除

登
録
継
続

天
台
宗
寺
族
相
談
所
へ
の
登
録
に
つ
い
て

～
ご
住
職
・
寺
庭
婦
人
・
寺
族
の
皆
さ
ま
へ
～�

天
台
宗
参
務
社
会
部
長

天
台
宗
寺
族
相
談
所
所
長

�

林
　
　
　
光
　
俊
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一隅を照らす運動とは？
　一隅を照らす運動とは、
信仰と実践によって一人ひ
とりが心豊かな人間になり、
平和で明るい世の中を共に
築いていこうという社会啓
発運動です。「一隅を照ら
す、これすなわち国宝なり」
という、天台宗を開かれた
伝教大師最澄さまの精神を
現代に生かすために生まれ
ました。

一隅を照らす運動キャラクター紹介

しょうぐうさん

［プロフィール］
お 誕 生 日：６月４日
住んでいる所：比叡山
性　　　格：温和、子ども好き
好きな食べ物：おもち、ゆば、そば
趣　　　味：写経、掃除
好きな言葉：一隅を照らす

しょうぐうさんとは？
　伝教大師最澄さまのお言
葉、一隅を照らす運動を広
めるために誕生しました。
不思議な法力を持っていて、
私たちが生きていく中で感
じた疑問や迷い、不安など
を取り除き人生の道しるべ
的な役割をはたしてくれま
す。

一隅とは？
　一隅とは、今、あなたが
いる、その場所です。あな
たが、あなたの置かれてい
る場所や立場で、ベストを
尽くして照らしてください。
あなたが光れば、あなたの
お隣も光ります。町や社会
が光ります。小さな光が集
まって、日本を、世界を、
やがて地球を照らします。
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� 平成　　年　　月　　日

一隅を照らす運動総本部　御中

� 　　　　教区　寺籍簿No.　　　　　　　　　　寺・院

� 　　　　　　　　　　　　　印

しょうぐうさん着ぐるみ借用申請書

下記のとおり借用したく、ここに申請いたします。

記

１．しょうぐうさん着ぐるみ一式

２．使用目的

行事名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

実施日：平成　　　年　　　月　　　日（　　　曜日）

　　　　　　　：　　〜　　：　　

３．借用期間

平成　　　年　　　月　　　日（　　　曜日）から

　　　　　　　　　月　　　日（　　　曜日）まで

４．発送先

〒�

� TEL.　　　　　　　　　　　　　　

※送料は各支部でご負担願います。

※数量に限りがございます。事前に一隅を照らす運動総本部へお問い合わせください。
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特別制作あけぼの塗額（ツヤ消し）
木製（宗章付）
住職任命辞令額
サイズ：横約51cm×縦約37cm

頒価80,000円
（消費税込・送料別）

特別制作角額（女桑塗）
木製（宗章付）僧階補任辞令額
サイズ：横約42cm×縦約30cm
他の僧階、各種表彰状、感謝状にも
お使いいただけます。

頒価50,000円
（消費税込・送料別）

この機会に是非ご本堂に辞令額をお掛けください。
ご注文日から納品まで受注生産のため約２ヵ月ほどかかります。

お問い合わせ 　天台宗務庁 総務部　TEL	：077-579-0022FAX	：077-578-4814

住職任命辞令額
名誉住職辞令額

僧階補任辞令額
権大僧正〜大僧正用
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《お申し込み方法》
　必要事項をご記入の上、郵送またはFAXにてお送り下さい。

《販　売　価　格》 〒５２０－０１１３

　・住職任命辞令額・名誉住職辞令額　頒価８０，０００円 　滋賀県大津市坂本４－６－２
　・僧階補任辞令額(権大僧正～大僧正用)　頒価５０，０００円

《　送　　　料　》
　着払いとなっております。

《お支払い方法》
　商品到着後、別途請求書と振替用紙をお送りいたします。

かります。

―

都・道 市・区

府・県 郡

― ―

《お申し込み・お問い合わせ》

天台宗務庁　総務部

TEL　077-579-0022
FAX　077-578-4814

お届け先

住職任命辞令・名誉住職辞令額 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　点

※完全受注生産の為、注文後のキャンセル、変更等はお受けできませんので、

申込用紙
僧階補任辞令額(権大僧正～大僧正)

住職任命辞令額・名誉住職辞令額

電話番号

寺院番号

郵便番号

　　教区 　　　　　 　　

あらかじめご了承ください。また、お申し込みから納品まで約２ヶ月ほどか

僧階補任辞令(権大僧正～大僧正用)額 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　点

ご依頼日 　　　　　　 年　　　　　　　 月　　　　　　　 日

申 込 者

氏　名

寺院名
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112円×12ヶ月＝1,344円

お問い合わせ
お申し込み

購読料（消費税・送料込み）
162円×２回＝324円

１部を１年間ご購読された場合
購読料（消費税・送料込み）
142円×４回＝568円

１部を１年間ご購読された場合

年４回発行
２月・６月・８月・11月

年２回発行
６月・11月
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一隅を照らす運動総本部
TEL 077-579-0022
FAX 077-579-2516

改訂
発行

一隅を照らす運動
活動マニュアル

改訂版

各支部における活動に
このマニュアルを
ご活用ください。

お問い合わせ先

「一隅を照らす運動」
公式アプリができました！

●お知らせ通知 ●一隅チャンネル ●救援協力
●行事予定 ●しょうぐうさんブログ
●仏教今日のひとこと ●写経　　など

アプリのダウンロード方法は…
各ストアにて「一隅」又は「一隅を照らす」で検索
もしくは右のQRコードを読み込んでください。
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第３期『續天台宗全書』全１０巻
申込書（天台宗ご寺院様用）

◎第３期 『續天台宗全書』（平成２９年より刊行開始予定 全１０巻）

○第１回配本（日本天台僧傳類Ⅱ） ○第２回配本（常行堂聲明譜 法則類聚）

○第３回配本（事相Ⅱ） ○第４回配本（法華文句伊賀抄 上）

○第５回配本（法華文句伊賀抄 中） ○第６回配本（法華文句伊賀抄 下）

○第７回配本（肝要口決抄 上・被接義私記・六即義私記）

○第８回配本（肝要口決抄 下） ○第９回配本（恵心流Ⅱ）

〇第１０回配本（止觀外勘鈔・心地教行決疑・草木成佛私記）

【天台宗ご寺院様向け頒布価格】

一括前払い予約 ２０万円（全１０巻）税・送料込み

＊分割払いもお受けいたしておりますが、消費税の改定により価格変動いたします。

詳細は天台宗典編纂所までお問い合わせください。

【お問い合わせ・申込先】

天台宗典編纂所（天台宗務庁内）

TEL：０ ７ ７ -５ ７ ８ -５ １ ９ ０ FAX：０ ７ ７－５ ７ ９－６ ６ ３ ９

〒 520-0113 滋賀県大津市坂本４－６－２

＊購入希望の方は下記申込書に必要事項をご記入の上、天台宗典編纂所まで郵送、又は

電話・ＦＡＸにてお申し込み下さい。

ｷﾘﾄﾘ

申込日 年 月 日

第３期『續天台宗全書』（全１０巻）を セット 注文いたします。

〒

住所

℡ FAX

教区 寺院名 寺籍番号

ふりがな

氏名
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第２期『續天台宗全書』全１０巻
申込書（天台宗ご寺院様用）

◎第２期 『續天台宗全書』（全１０巻刊行済）（平成１５年～２９年刊行）

○第１回配本（宗要光聚坊 上） ○第２回配本（宗要光聚坊 下）

○第３回配本（菩薩戒疏註釈・戒論義） ○第４回配本（事相Ⅰ）

○第５回配本（三百帖・法華十軸鈔） ○第６回配本（檀那流Ⅰ）

○第７回配本（法華玄義伊賀抄 上） ○第８回配本（法華玄義伊賀抄 中）

○第９回配本（法華玄義伊賀抄 下）

〇第１０回配本（論草３ 義科廬談 摩訶止觀）＊平成２９年１月刊行

【天台宗ご寺院様向け頒布価格】

一括支払い ２０万円（全１０巻）税・送料込み

＊希望する巻のみの購入も受け付けております。

詳細は天台宗典編纂所までお問い合わせください。

【お問い合わせ・申込先】

天台宗典編纂所（天台宗務庁内）

TEL：０７ ７ -５ ７ ８ -５ １ ９ ０ FAX：０７ ７－５ ７ ９－６ ６ ３ ９

〒 520-0113 滋賀県大津市坂本４－６－２

＊購入希望の方は下記申込書に必要事項をご記入の上、天台宗典編纂所まで郵送、又は

電話・ＦＡＸにてお申し込み下さい。

ｷﾘﾄﾘ

申込日 年 月 日

第２期『續天台宗全書』（全１０巻）を セット 注文いたします。

〒

住所

℡ FAX

教区 寺院名 寺籍番号

ふりがな

氏名
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第１期『續天台宗全書』全１５巻
申込書（天台宗ご寺院様用）

◎第１期 『續天台宗全書』（全１５巻）（昭和６２年～平成１１年刊行）

○第１回配本（天台大師傳註釋類） ○第２回配本（日本天台僧傳類Ⅰ）

○第３回配本（天台宗本末帳） ○第４回配本（密敎經典註釋類Ⅰ）

○第５回配本（重授戒灌頂典籍） ○第６回配本（弘決外典鈔他）

○第７回配本（密敎經典註釋類Ⅱ） ○第８回配本（摩訶止觀伊賀抄 上）

○第９回配本（摩訶止觀伊賀抄 下） ○第１０回配本（大日經義釋十四卷）

○第１１回配本（義科廬談 法華玄義） ○第１２回配本（口決 惠心流Ⅰ）

○第１３回配本（法儀 聲明表白類聚） ○第１４回配本（義科廬談 法華文句他）

○第１５回配本（神道 山王神道Ⅰ）

【天台宗ご寺院様向け頒布価格】

一括支払い 259,200円（全１５巻）税・送料込み

＊希望する巻のみの購入も受け付けております。

詳細は天台宗典編纂所までお問い合わせください。

【お問い合わせ・申込先】

天台宗典編纂所（天台宗務庁内）

TEL：０７ ７ -５ ７ ８ -５ １ ９ ０ FAX：０７ ７－５ ７ ９－６ ６ ３ ９

〒 520-0113 滋賀県大津市坂本４－６－２

＊購入希望の方は下記申込書に必要事項をご記入の上、天台宗典編纂所まで郵送、又は

電話・ＦＡＸにてお申し込み下さい。

ｷﾘﾄﾘ

申込日 年 月 日

第１期『續天台宗全書』（全１５巻）を セット 注文いたします。

〒

住所

℡ FAX

教区 寺院名 寺籍番号

ふりがな

氏名
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正續天台宗全書目録解題
天台宗典編纂所[編]：春秋社[刊行] 平成１２年出版

『天台宗全書』25巻『續天台宗全書』15巻を使いこなすための必携の書。

二つの全書は合計40巻、巻順300書目すべての目録と解題と索引を収録。
『天台宗全書』94 書目は、今回全く新しく執筆された解題。『續天台宗全書』192 書目は、刊行時添付

の解題を訂正増補したもの。目録は、「巻順目録」と書物内容による「分類目録」にて構成。さらに目

録解題を検索できる内容索引(7500 箇所）を添付。付録に、本書内容のテキストデータと、『法華三部

経』『天台三大部』159万漢字データを収録した CD-ROM を添付。データ検索方法は、CD-ROM 内の「最

初読.txt」に詳しく説明。

◇ 目 次 ----------------------------------------------------------------

1. 巻 順 目 録 （『天台宗全書』『續天台宗全書』掲載順）

2. 『天 台 宗 全 書』解題 (全 25 巻 94書目）昭和 12 年刊

3. 『續天台宗全書』解題 (第１期全 15 巻 192 書目）平成 11 年刊

4. 分 類 目 録 （顕教・密教・円戒・法儀・神道・史伝・寺誌など分類順)

5. 内容索引(50音順)

【天台宗ご寺院様向け頒布価格】

8,000 円（税・送料込み）

【お問い合わせ・申込先】

天台宗典編纂所（天台宗務庁内）

TEL：０７７-５７８-５１９０ FAX：０７７－５７９－６６３９

〒 520-0113 滋賀県大津市坂本４－６－２

＊購入希望の方は下記申込書に必要事項をご記入の上、天台宗典編纂所まで郵送、又は
電話・ＦＡＸにてお申し込み下さい。

ｷﾘﾄﾘ

申込日 年 月 日

正續天台宗全書目録解題を 冊 注文いたします。

〒
住所

℡ FAX

教区 寺院名 寺籍番号

ふりがな

氏名
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天台電子佛典ＣＤ４・３・２　申込書

決

宗全集
や、

釋

妙法蓮華経

鬘
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〒604-0912
京都市中京区二条河原町東入樋之口町
TEL� 0 7 5–2 3 1–5 0 3 2
FAX� 0 7 5–2 2 1–5 2 3 3

①例 時 懺 法
折　本
特製（四方金・金襴表紙）�15,000/20,000
上製（天地金・ドンス表紙）� 9,000
普及版（紙表紙）� 3,000
和綴本
普及版� 3,500
上製（付・音用諸経）� 10,000

②台 宗 課 誦
特製（四方金・金襴表紙）� 15,000
上製（天地金・ドンス表紙）� 9,000
普及版（紙表紙）� 3,500

③台 宗 宝 典
（例懺・勤行式・声明　全三巻）� 10,000

④台宗護身経典（ケース付）� 1,300
⑤天台宗勤行儀　六寸本� 800
　　　　　　　　廉価版� 250/150
⑥妙 法 蓮 華 経� 95,000/138,000
法華経　仮名付　音読　折本� 20,000
　　　　　　　　　　　洋本� 4,800
法華経　仮名付　訓読　折本� 30,000
　　　　　　　　　　　洋本� 6,800
法華三部経� 20,000/8,400
普門品　寿量品　神力品�各1,000/700

⑦地蔵経

A
C全巻　帙入三冊

延命地蔵経／地蔵経
� 38,000
各800�

⑧薬師経

A
C大本

小本（訓読仮名付）
� 5,000

3,000
⑨不動経

A
C大本

小本
� 5,000

3,000
⑩両大師和讃� 1,000
⑪二十五三昧式� 1,000
⑫阿弥陀経（小本・訓読付き）� 800
　　　　　（大本・総仮名付き）�5,000/8,000
⑬涅 槃 講 式� 5,000
⑭法華八講十講� 3,000
⑮法華論義典範� 7,000
⑯放　生　文� 1,500
⑰般 若 心 経　太字� 400
⑱大字観音経� 800
⑲父母恩重経� 700
⑳三千仏名経� 40,000
�仁王護国般若波羅蜜経（全）� 25,000
�諸　尊　法� 45,000
�諸尊法補遺� 8,000

�印 図 抄 全� 45,000
�印 図 要 抄� 8,000
�諸尊供養法
六観音供養法� 全７冊18,000

A
D
D
C薬師　　　釈迦如来

阿弥陀　　文殊菩薩
不動供　　地蔵菩薩
毘沙門天　大黒天

� 各3,000

35,000/25,000
�理趣分

A
D
C大本

A
C小本 上製

普及版

�　　　　�
� 7,000

4,000
�六観音護摩供私記�各5,000/全７冊30,000
�薬師護摩供私記� 5,000
�四大師御影供全集� 10,000
�伝承と現行の天台声明� 25,000
�六　巻　帖� 15,000
�天台声明大成� 12,000

�魚山声明集

A
C折本

和本
� 3,000

3,500

�天台常用声明
A
C折本

和本
� 3,000

3,500
�九 条 錫 杖� 3,000
�四 ヶ 法 要� 3,000
　　　　　

A
D
C法曼流　附和文私記
穴太流　　　〃
三昧流

�30,000
30,000
33,000

�四度行記

�四度行記私抄（書き下し）� 12,000
�秘密三壇護摩記� 2,000/4,000
�護摩供私記� 5,000
�一壇護摩私記� 3,500
�修験採燈護摩記� 3,000
�法曼流護摩私記真言集会� 9,000
�四度行記略解・四度初行伝授儀軌� 8,000
�四度行記和解� 9,000
�光　明　供� 3,500
�光明供施餓鬼法手文� 3,000
�安　楽　集� 20,000
�念仏回向式� 3,000
�枕　　　　経� 5,000/3,500
�通 夜 回 向� 5,000
�盆　　　　経� 4,000/2,500
�阿 弥 陀 経（大・小本）� 5,000/800
�元三大師百籤和解� 5,000
�天台学綱要� 3,500

� 値 段 表� （別途消費税）

� 値　段 � 値　段
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薫
香
製
造
販
売

京
都
市
中
京
区
烏
丸
通
二
条
上
ル
東
側

 

電
話 

〇
七
五 (

二
一
二) 

五
五
九
〇
番
（
代
）

〒
604-

0857

総本山延暦寺京都山門出入方

宮

内

庁

全
国
官
国
幣
社
　
御
用
達

各

宗

本

山〒
606-

0033	

京
都
市
左
京
区
岩
倉
南
四
ノ
坪
町
六
十
三

	

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

〇
七
五
（
七
二
二
）
八
〇
〇
八
番

	

Ｆ
Ａ
Ｘ 

〇
七
五
（
七
二
二
）
八
〇
〇
七
番

〒
606-

8287	

京
都
市
左
京
区
北
白
川
上
池
田
町
十
二-

一

	

電 

話
　（
〇
七
五
）
七
二
三-

八
八
六
五
番

総
本
山
延
暦
寺 

御
用
達

ご
用
命
は

　
各
店
舗
へ

�

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す



イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

157　

広 告



天台インフォメーション　158

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

広 告



〈
切
り
取
り
線
〉

159　

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

より充実した誌面づくりのために

本誌へのご意見・ご要望をお聞かせください

総務部総務課　FAX（077）5 7 8 - 4 8 1 4
宗内寺院ご住職各位のご意見・ご要望を本誌誌面に反映させるべく、皆さまからのお便りを
お待ちいたします。

〈たとえばこんなこと〉
・記事・編集に対するご意見・ご感想	 ・新企画・新シリーズなどのご提案
・お知りになりたい宗内外の情報	 ・改善すべき点などがあれば
・その他どのようなことでも

〈ご意見欄〉

教区 寺籍簿番号 TEL FAX

ご寺院名 ご芳名

ご意見はメールでもお寄せください　somu@tendai.or.jp
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天台宗宗徒向けホームページ（寺院限定ホームページ）

　寺院住職・寺族を対象とするホームページ「宗徒

向けホームページ」が開設されました。宗務庁や延

暦寺からのお知らせを、いち早く掲載します。

●宗徒向けホームページのアドレスはこちら

http://member.tendai.or.jp/
※天台宗公式ホームページからもアクセスできます。

□新着情報（４月７日現在）
 天台宗務庁 　スケジュールの更新について NEW（2017年04月05日）
 出　版　室 　天台ジャーナル169号が発行されました。 NEW（2017年03月31日）
 財　務　課 　平成29年度前期分宗費納入について NEW（2017年03月28日）
 総　務　課 　スケジュールの更新について（2017年03月02日）
 出　版　室 　天台ジャーナル168号が発行されました。（2017年03月01日）

□新着資料（４月７日現在）
 教　学　課 　『天台宗のおつとめ』リーフレット（2017年03月30日）
 教　学　課 　天台宗【シリーズ年中行事①】『お盆のしおり』リー…（2017年03月30日）
 総　務　課 　『天台宗報』314号（平成29年３月号）（2017年03月10日）
 庶　務　課 　寺籍簿訂正16（2017年02月28日）
 庶　務　課 　寺籍簿訂正15（2017年01月11日）

□教区・寺院行事の投稿のお願い
　天台宗の公式ホームページは、一般の方々に年間数十万件のご利用をいただいております。
各教区・寺院でされている行事を掲載してみませんか？「教区・寺院行事」→「行事投稿」
を選択後、各項目を入力ください。

□ご利用にはID・パスワードが必要になります。

［宗報］315号（平成29年５月発行）　　　※半角英数字小文字
ログインID　　　　：souou1102
ログインパスワード：pssouou1102
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天台データ

天台宗財政シリーズ①　平成29年度歳入予算の内訳

平成29年度通常会計歳入予算の内訳

寺院教会納金
552,000,000円
48.39%

その他
20,700,000円
1.82%

寄付金
24,000,000円

2.10%

準備資金
200,000,000円
17.53%

各種礼録
168,500,000円
14.77%

僧侶冥加料
7,000,000円

0.61%

教師冥加料
115,000,000円
10.08%

寺院教会冥加料
52,500,000円

4.6%

非法人寺院教会納金
1,100,000円
0.10%

◎歳入合計額　　1,140,800,000円
◎分類別の割合
■①本山納金Ⅰ（寺院分）：53.09％※１
■②本山納金Ⅱ（僧侶分）：10.69％※２
■③各種礼録：14.77％
■④準備資金：17.53％
■⑤寄付金：2.10％
■⑥その他：1.82％
※１　53.09％は寺院教会納金・非法人教会納金・寺院冥加料の合計
※２　10.69％は僧侶冥加料・教師冥加料の合計
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